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この報告 書は,日 本 自転車振興会 か ら競輪収益 の一

部 である機械工業 振興 資金の補助 を受げて昭和47年

度に実施 した 「総合貿易情報システ ムに関す る調査研

究」の成=果を,と りま とめた もので あ ります。
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近年,国 際貿 易は拡大の一途 をた どってお り,そ れに ともな う業務処 理 も著

しく繁雑化 して きてお ります。そのた め貿易 業務の円滑化,効 率化が世 界各国

で熱心 に検討 され てお り,国 連欧州経済委 員会(ECE)等 の 国際機関に専 門

家会 議が設け られ貿易文書 の簡素化,標 準 化活動 が続け られ て きてお ります。

最近,こ の よ うな貿易文書 の書 式の統一化か ら記載 デ ータお よび コー ドめ 標準

化,統 一化,貿 易業務の システ ム化,コ ンピュータ化への進展 を図ってお り,

欧米 先進国 においてはす でにそのための研究 に着手 してお ります。

この よ うな状況 にかんがみ わが国にお いて国際貿易業務の 円滑化,効 率化を

総合 的,効 果 的に推進す るためには,個 々の業 界(商 社,船 社,保 険,銀 行 な

ど)の 個別 的なシステ ムでは部分最適 化に と どまる恐れが あ り,総 合的 なシス

テ ムの形 式 を図 らなければな りません。

当財団 では この ような見地 か ら官民一体 となった 「総合貿 易情報 システ ム調

査委員会 」を設け,欧 米諸 国に調 査団 を派遣す ると ともに国内の動 向にっいて

も調査分析 を進 め る等,総 合貿易情報 シス テ ムの形成のため に調査研究 を行 な

いま した。

本報告書 は これ らの研究成果 に基 いて今後 わが国の貿易情報 システ ム化のた

めの体制整 備 とシステ ム開発について解 決すべ き諸問題 を とりま とめた もの で

す。

ここに本報 告書 の とりま とめにご尽力下 さった委員各位に心 よ り感謝の意 を

表 します とと もに本報告 が広 く各方面 に利用 され,わ が国の情報処 理の発展 に

資す ることを念願 す る しだいです。

昭和48年3月

財団法人 日本情報処 理開発センター

会 長 難 波 捷 吾
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総 合 貿 易 情 報 シ ス テ ム 調 査 委 員 会 構 成

(敬 称 略.五 十 音 順)

委員長

鈴 木 正 美

委

石

伊

肉

片

功

古

小

小

小

近

回

桜

柴

白

高
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高
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成
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三

水

村
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田
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林
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松
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阪

井

田

崎
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橋
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田

本

浦

野

瀬

杉

田

尚 久

栄 一

豊

俊 武

喜 久 男
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俊

舜

時

達
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・。石

良

澄
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三
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浩
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男

雄

夫
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一

世
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雄

男

男

夫
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一

太

玄

啓

英

益

武

幸

晴

和

事 務 局

所 属

日本 商 工 会議 所 常務 理事

日本 貿 易振 興 会 企 画部 長

情 報 処 理 振 興 事業 協 会 常務理事

東 京 海 上 火 災保険㈱ 貨物業務部次長

外 務 省 経 済 局 国 際 貿易 課 長

日本 貿 易 会 企 画 調査 部 長

新 日本 製 鉄㈱ 情 報 シス テ ム部長

松 下 電 器 産 業㈱ 東京 支社 次長

三 井 物 産㈱ 業 務 部 次長

国際 電 信 電 話㈱ 国 際デ ー タ通 信開 発室 長

日本 国 際 航 空貨 物 輸 送業 者協 会 事 務 局 次長

通 商 産 業 省 重工 業 局 情 報 処 理 振興 課長

三菱 商 事㈱ 情 報 開発 室 長

通 商 産 業 省 貿 易 振 興局 輸 出業務 課 長

大 蔵 省 関 税 局 参 事官

東 京 銀 行 事 務 管 理部 次長

日本 電 信 電 話 公 社 デ ー タ通 信 本部 普 及 開 発 部長

港 湾 経 済 研 究 所 所長

富 士 通(株)情 報 処 理 シ ステ ム部 長

日本 航 空(株)貨 物 事業 部 長 付 調査 役

日本 船 主 協 会 常 務理 事

(㈱ 日立 製 作 所 シス テ ム技 術本 部 コ ーデ ィ ネー ター

日本 電 気(株)情 報 処 理営 業 管 理本 部 第1製 品 部長

(㈱三 菱 銀 行 外 国業 務 部 副部 長

通 商 産 業 省 通 商 局 輸 入企 画 課 長

{財困本情 報 処 理 開発 セ ン ター 専 務 埋 事

圃 日本 情 報 処 理 開 発 セ ン ター 総 務 部 調 査課



総 合 貿 易 情 報 シ ス テ ム 調 査 専 門 委 員 会 構 成

(敬 称略.五 十 音 順)

所 属

委 員 長

水 野 幸 男 日本 電 気(株)情 報 処 理 営業 管 理 本 部 第1製 品部 長

委 員

五 十 嵐 明 雄 通 商 産 業 省 通商 月 輪入 誤

電 井 慶 紀 三 井 情 報 開発(株)情 報技 術 部 プログラム課長

倉 本 隆 夫 貿 易 関係 書 式委 員 会 事 務 局 次 長

小 石 雄 三 日本 航 空(㈱ 貨 物 事業 部 長 付 主 任

斎 藤 彰 夫 東 京 芝 浦 電気(㈱ シス テ ム セ ン ター但 当 課 長

酒 井 一 郎 日本 電 気(㈱ 情 報 処 理 営業 第2本 部 産 業システ勾安衛 部ンステム課長

進 藤 一 男 通 商 産 業 省 貿易 振 興 局 輸 出保 険課

鈴 木 一 男 大 蔵 省 関 税局 統 括 調査 官

鈴 木 秀 郎 日本 郵 船(㈱ 情 報 シス テ ム室 次 長

竹 内 清 一 情報処理振興事業協会 開発振 興部企画課長

塚 本 昭 国 際 電 信 電 話(㈱ デ ー タ通 信 開 発 室課 長 補 佐

戸 村 和 民 (株)東京 銀 行 事務 管 理 部 部長 代 理

長 尾 正 和 東 京 海 上 火災 保 険(㈱ シス テ ム部 業 務 第1課

猫 本 春 雄 (株)三菱 銀 行 外 国 業務 部 外 国 為 替

事 務 合理 化 グ ル ー プ調 査 役

藤 本 謹 也 (株)日 立 製 作 所 コンピュータ第1事 業 部 官 公システム部長 代理
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1.総 論

1.1貿 易 の 概 況

国 際貿 易 の進 展 に ともな い,貿 易 量 は年 々拡 大 し,過 去10・年 間 に3倍 以 上 の

伸 び を示 して い る。1972年 の わ が 国 の貿 易 は 通 関 ベ ー スで み る と,輸 出29539

百万 ドル(一 部 推定),輸 入24,586百 万 ドル(一 部 推 定)と 前 年 に比 し,そ れ

ぞ れ17%,21%の 増 加 を しめ し500億 ドルの 貿易 規 模 を突 破 し今 後 も こ の傾 向

の続 くこ とが予 想 され,貿 易 に たず さわ る関 係 官 庁,企 業等 の 貿易 事 務 処理 量

も必 然 的 に増 大 の傾 向 をた ど り,ひ い て は事 務 の停 滞,経 費 の増 加 を まね くこ

と とな ろ う。

こ こに 新 しい貿 易 手 続,新 しい 事務 の 合理 化 が強 く望 まれ る。
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一1一



1.2貿 易 流通 にお け る 円滑 化 効 率化 へ の要 請

貿易活動 を物流面 か らみ ると輸送 の大型化,高 速化等がみ られ,物 流 の時間,

距離 の短縮は今後一段 と進 む と考 えられ る。 この こと とあいま って貿易情報 の

システ ム化,ADP化 への要請は さらに加速 され ることとな って くる。

また貿易の拡大 に ともない貿 易関連諸施設(人 的,物 的の両面)の 処理能 力

は限 界に達す るもの と懸念 されている。

しか し,わ が国の現 状 か らす れば,こ れ らの諸施設 を早急 に新設・ 拡張す るこ

ことは困難 なこ とと考 え られる。その ため,こ れ らの諸施設 の効率的活用 を図

らなければな らない。 このこ とか らも貿易情報 のシステム化 ・ADP化 への要

請は緊要 なこ ととな ってい る。

の
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図1-2世 界の航空 貨物 の伸 び
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2

1.3貿 易 情 報 の 有 効活 用

このよ うに貿易量 の急増,流 通面 でのス ピー ド化の波に よ り,貿 易関 係企業,

官庁 では事務 処理 が大 きな負但 にな って きてお り,貿 易貨物 の取扱 に遅滞 を生

じさせ,貿 易情報 処理面での一層 の合理 化,ス ピー ド化が期待 される。 しか し

現在 の輸出入面における情報 処理面の概要 は,図1-3の 通 りであるが,

① 書類が数十種類 にのぼ り

② 同一情 報項 目を何回 も転写す る。

③ 同一帳票 も コピー枚数が多い。

④ 帳票 のつ き合わせ チェ ックに厳 重な正確度 を要求 され るものがあ る。

⑤ 関係諸手続 きが非常 に複雑 であ る。

な ど諸経費,時 間的浪費 が 目立 ち貿易情報の システム化,合 理化 が望 まれ るわ

けであ る。

しか し従 来貿 易情 報の システム化ADP化 は個 々の企業や産業界で個別 に進

め られてきたの では貿易情報 の総合的 な効率化 は求め られ ない。貿易情報 シス

テ ムの最適 システム化 を図 るには各 関連業界,官 庁が協 同 して シス テム化,ADP

化 を進 めるこ とが必 要不可欠 となる。

1
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1.4国 際 機 関 に お け る貿 易情 報 シス テ ム化 活 動'

貿易手続 の簡素化につい ては スェーーデ ンが世界に先駆けて検討 をは じめてい

たが,こ れが国際的な動 きに発展 したの は,1961年,国 連欧 州経済委員会 の拡

大貿易委員会,専 門家 グルー プを設置 したこ とには じまる。

この専 門家 グルー プは2年 後 には,ECEレ イアウ トキー(記 載項 目配列 の

ひな型)を 開発 し,そ の普 及活動 を続 けていたが1970年 代にな つて世 界各国に

大 きな転換期 を迎 えた。

この よ うな貿易文書の様式 の統一は,必 然的に記載 データの統一 を意味 し,

コンピュータ ・テ クノロジーの発展 もあいま って,貿 易業務 の システ ム化,

ADP化 段階 に進展 して くる。貿 易拡大委 員会では,い ちはや くこの点 に着 目

し,従 来の体制 を改組 し,ADPと コーデ ィングのための専門家会 議 お よび記

載 デー タと ドキ ュメンテーシ ョンのための専門家会議 を1972年 初 めに設置 した。

ADPと コーデ ィングのための専 門家会議 では,主 に次の点 が検討 された。

1)商 品記載 に関す る八一 モナイ ズコー ドの開発

2)国 名 コー ドの開発

3)国 際貿易書類へのデー タ記 入欄

4)国 際貿易 に使用 されるADPシ ステ ムの標 準化

1

商 品 ハ ー モナ イ ズ コー ドの 開発 には,関 税 協 力理 事会(CCC)と 協 力 して

問 題 解 決 に あた れば,5年 以 内 に シス テ ム開 発 が 可能 で あ る,と して い る。

この 他,国 名 コー ドは,国 際 標 準 化 機 構lISO)と 連 携 して進 め られ る こ

と とな つて い る ほ か,各 国 の協 力 を得 てADPシ ス テ ムの 国際 間 イ ンタ ー フ ェ

イ ス を進 め たい と して い る 。

ま た,記 載 デ ー タ と ドキ ュ メ ンテ ー シ ョンの た めの専 門家 会議 で は,

1)AlrWayBillのECEレ イ ア ウ トキ ーへ の統 合

2)国 際 貿 易 書 類 の標 準 化 及 び 標 題 の 定 義

3)国 際 貿 易 書 類 の合 理 化

5一



4)ユ ニー ク ・リファレンス ・ナ ンバーの開発

が検討 された。 この2つ の専門家 会議 はお互 いに連絡 をと りつつ,国 際貿易

情報 処理 につい ての標準ADPシ ステムを開発 す ることとな ってい る。

このECEの 専 門家会議の参 加国は ヨー ロッパ諸国だけに とどま らず,米 国

や ソ連,ポ ー ラ ン ドな どの共産 圏諸 国か らの参加 もあ り,域 外諸 国か らの参加

をみ とめてい る。

カナ ダや 日本 も委 員会規約 にも とづ き検討 に参 加 した。

また国際的機関,関 税協力委員会(CCC),国 際航空輸送協会(IATA)

国際標 準化機構(ISO),国 際海運会議所(ICS),国 際商工会議所(I

CC)等 も討議 に参加 した。

、

国際連合経済社会理事 会

くECOSOC)

0

71

年

末

改

ーー
ヨ ー一 口,パ 経 済 委 員 会

(CDT)

「

L'

貿 易 拡 大 委 員 会

(ECE)

ーー
国 際貿 易手続 きの簡 素 化 に

関す る ワーキング ・グループ

国 際 貿 易 文書 の簡 素 化 お よび 標

準化 に 関 す る専 門 家 グ ルー プ

組

,

、 '

ADPfヒ と コ ・一 ド化 に

関 す る 専 門 家 グ ル ー プ

記 載 デ ー タ ご ドキ.メ ンテー シ

εンに 関 す る 専 門 家 グ ル ー プ

i

図1-lECEに おけ る国際 貿 易 手続 き簡 素化 活動 組織 図
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貿易情報 シス テム化活動 を続 けてい る主 な国際機関の活動 は次 の とお りである。

?

①UNCTAD(UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment)

国 際 レ ベ ル お よ び 各 地 域 レ ベ ル で の 意 志 疎 通 を 密 に す る た めUNCTADの

TradeandDevelopmentBoardの も と にAdvisoryServiceson

TradeDocumentationが 設 け ら れECEと 協 調 体 制 を と つて い る 。

②ECAFE(EconomicCommissionforAsiaandtheFarEast)

TransportandCommunicationsDivisionを 設 け てECEと の 協 調 体 制 を

と つ て き た が,1972年1月TourismandFac'ilitationoflnternational

Trafficと い う分 科 会 を 設 け てECEの 活 動 と の 連 係 を 強 化 す る こ と と し た 。

③CCC(CustomsCo-operationCouncil)

CommodityCodeTechnicalTeamを 編 成 し て,EDP化 を 考 慮 に 入 れ た

国 際 貿 易 の た め の 商 品 コ ー ド の 体 系 化 を 推 進 し て い る 、、

④ICC(InternationalChamberofComm6rce)

1969年1月 にJointCommitteeontheSimplificationand

StandardizationofTradeDocumentsが 設 置 さ れ 貿 易 文 書 の 標 準 化 と簡 素

を 推 進 して い る 。

-
.

⑤IATA(lnternationalAirTransportAssociation)

す で に国 際 標 準 のAirWayBillを 完 成 して お り文 書,手 続 の統

一 化 が な され て い る が
,・ECELayoutKeyと 調 整 す る た めECE

と協議 中 で あ る。

⑥GATT(GeUeralAgreementonTariffsandTrade)

一7一



GATT内 の工業 品貿易委 員会におけ るWGII(関 税評価等 の関税手続に関

す る第2作 業 グルー プ)に おい て国際貿易における輸入手 続 きの合理化 をはか

るべ く輸入 ドキ ュメン トにっいて1972年3月 か ら検討 を開始 した。

また,こ の問題はECE(ヨ ー ロッパ経 済委員会),CCC(関 税協 力委員

会)で 早 くか ら検討 してい るので,今 後技術的な問題 につ いてはECE,CC

Cの 進捗状況の結果 をまつ ことと してい る。
人

⑦ISO(Internationa10rganizationforStandardization)

ISOの 銀 行手 続 き技 術 委 員会 に よ つて 国 際的 な銀 行 手 続 きの 簡 素 化 の た め

の標 準 化 につ い て検 討 して お り,こ の問 題 は 国際 貿 易 の 手 続 の簡 素 化 に お おい

に関連 す るた めECEの 専 門家 グル ー プ と協 力 体制 を もつ こ と とな'った 。

また,国 際 貿易 書 類 に お け るデ ー タの コー ド化 に関 してECEの 専 門 家 グル

ー プ と協 力体 制 を もつ こ と とな つた
。

1.5世 界 各 国 の専 門 機 関 に お け る活動

貿易手続 の簡素化(シ ステム化,ADP化)に ついてはECEの 専 門家会議

やそ の他国際機関で積 極的に検討 されてい ることは前述 の とお りであるが,欧

米主要国では国内に専 門機 関 をも うけ積極的 に検討 をは じめてい る。

口
最 も早 くか ら活動 を続 け て い る国 と して は イギ リス が あ り,ECE(ヨ ー ロ

ッパ経 済 委 員 会)の 国際 貿 易 書 式標 準 化 ・統 一 化運 動 に協 調 し,1962年 英 国 商

務 省 の指 導 の も とにJLCD(JointLiaisonCommitteeonDocuments)

が発 足 し,貿 易,通 関,保 険,金 融,運 輸 な ど の 各業 種 に お い て用 い られ る書

類 の書 式 の 標 準化 ・統 一 化,さ らに書 類 作 成 の 省 力化 を 目的 と して 研 究活 動 を

行 な い1965年,B/L(船 荷 証券)を 中心 と した8種 の 貿 易 文 書 の書 式 を標

準 化 し,各 書 類 にお け る必 要 記 載 項 目を整 理統 合 した1枚 の マス タ ー ドキ ュメ

ー-8一
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1

ン トに よっ て1回 の複 写(コ ピー)で8種 の書 類 が 作 成 で きる 方法 一 〇ne-Run

-Method－ を開発 した
。

(1)船 荷 証 券(BillofLading)

(2)税 関 申告 書(CustomsEntryForm)

(3)為 替管 理 報 告 書(ExchangeCont「olFo「m)

(4)ロ ン ドン港 施 設 使 用 計 算 書

(5)ロ ン ドン港 貨 物 搬 入 届

⑥ 埠頭 荷 役料 計 算 書

(7)原 産地 証 明書(CertificateofOrigin)

(8)保 険 承認 状(CertificateofInsurance)

この ワ ソラ ン ・メ ソ ッ ドは,ECEレ イ ア ウ ト ・キ ー と ともに 国際 貿 易書 式

標 準 化 の基 本的 パ ター ンとな って い る。

1965年 秋,英 国政 府 は 「輸 出貿 易 書式 簡 素 化法 」 を制定 し,ECEレ イ ア ウ

ト ・キ ー と ワ ソラ ン ・メ ソ ッ ドの 普 及促 進 を図 った。 そ して,1968年8月 には,

貿 易 手 続 きの簡 素 化 を推 進 す るた め官 民合 同の機 関 で あ るNED(National

EconomicDevelopment)に 国際 貿易 手 続 き簡 素化 委 員会(SITPRO-

SimplificationofInternationalTradeProcedures)'と い う専 門 機 関 が 設立

され た 。

SITPROで は,国 際 貿 易 書 式 とそ れ に関す る 商取 引お よび政 府 関 係 の手

続 き を電 子 計 算 機 な どの 利 用 に よ つて貿 易 業務 の簡 素 化,省 力化 を促 進 させ る

た め の研 究 活 動 を行 な い1970年3月 に そ の成果 を 「SITPROREPOR

T」 と して 公表 した 。 この 報告 書 の刊 行 を契機 と して各 国の 専 門機 関 が あい つ

い で設 立 され,ま た,活 動 が 活発 化 して きた の で あ る。

現 在,SITPROは,年 間 予算 約6400万 円(全 額政 府 予 算)で 活 動 して お

り,活 動 の 中心 は,こ れ まで の貿 易 文 書 の 書式 標 準 化 ・統 一化 か らADP化,

コー ド化 の た め の研 究 活動 へ と移 って お り,ア メ リカ と並 ん で 国際 的 に貿 易手

続 きの 簡 素 化運 動 の リー ダ ー シ ッ プを と つてい る。
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回
ア メ リカに お いて は,1964年AMMI(AmericaMerchantMarine

Institute)が 開発 したB/L(船 荷 証 券)を 中止 と した5種 類 の 貿 易 文 書 の

ワンタイ プ ・シ ステ ムに よ つて貿 易 書 式 の標 準化 ・統 一化 が 展 開 されて きた 。

そ して,1967年6月,サ ン フ ラ ンシス コ海 運 取 引 所 の提 唱 の も とに,全 米貿

易 関連 業 界 の 有 力者 で 構 成 さ れたNCITD(NationalComitteeon

InternationalTradeDocumentation)が 設 立 され た。)

㌧

NCITDは,当 初,ECEレ イ ア ウ ト ・キ ー と異 な った 独 自の統 一書 式 を

開 発 し,米 国 内 の標 準書 式 とす べ く努 力 して い た が,ECEと の協 調 関係 をも

つ べ く,1970年6月,ECEとNCITDと の 間 に レイ ア ウ ト ・キ ー の 相互 調

整 を行 ない,米 国 に お け る貿 易 文 書 の標 準 書式 は,ECEレ イ ア ウ ト ・キ ー に

準 拠 す る こ と とな つた 。

この よ うにNCITDが,米 国 の貿 易 書 式 の標 準化 を推 進 して い るが,他 方

では,荷 主,輸 送業 者,銀 行 な どに お け る共 通 とな るデ ー タ項 目の コー ド化 や

様 式 の 標準 化 ・統 一化 を図 って い る専 門機 関 にTDCC(TransportationData

CoordinatingCommittee)が ある 。

TDCCに おい て は,内 陸 輸 送 か ら港 湾,船 舶 輸送 に至 る まで の 間 で,各 業

界,各 企業 が独 自の ドキ ュ メ ン トを作 成す るた め,そ れ らの書 類 の 作 成 に よ る

貿 易 貨物 の 滞留 に よ る損 失 を防 止 す べ く研 究 活 動 して お り,コ ー ドお よび 様式

の標 準 化 か らさ らに進 ん で 電 子 計 算機 の利 用 に よ る情報 シス テ ム化 へ と進 ん で

きてい る。

また,米 国運 輸 省(DOT)が 現 在進 め て い る 「貨 物 デ ー タ ・トラ ンス ミッ

シ ョ ン ・テ ス ト」(英 国 の ロ ン ドン空 港 に お け る電 子 計 算機 と米 国 の ニ ュー ヨ

ー ク空 港 にお け る電 子 計 算 機 と を通 信 回 線 で 結 び貿 易 貨 物 デ ー タの作 成 な ど具

ユ
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体的 な問題 について検討 してい る。
'

」

口
次 に,わ が 国 と同様 に,ECEの 正 式 メ ンバ ーで は ない がジ 貿 易手 続 き簡 素

化 運 動 が比 較 的 最近 推進 され て きた 国 に カナ ダが あ る。

1972年2月 カ ナ ダ政 府(商 務 省,運 輸 省,税 関,調 達 庁,統 計 庁)の 指導 の

も とにCOSTPRO(CanadianOrganizationfortheSimplificationof

TradePROcedure)と い う専 門機 関 が設 立 され た。

カ ナ ダCOSTPROの 組 織

貿易交書こ

関する作業

グループ

コー ド化に

関する作業

グループ

E・D・Pに

関する作業

グループ

蹴
牒
プ

糠
繁

主要国における専門機関

国 名 名 祢 設 立時 期 組織形態

英 国

仏

米 国

SITPRO

SIMPRO-FRANCE

NCITD

1968年

1972年

1967年

官民合同

〃

購 非営利
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カ ナ ダ COSTPRO 1972年 官民合同

オ ラ ン ダ SITPRONETH 1972年 〃

ス ウェ ーデ ン SwedishCommitteeon
TradeDocuments

1956年 〃

香 港 HongkongSimplerTrade 1967年 〃

DocumentsWorkingParty

ベ ル ギ ー
.SIPROCOM

〃
、

COSTPROに おいては,1972年9月 に第1回 の会合 を開 き活動 の狙い を貿

易 書式 の簡素化 と国際的 な調和や最新技 術(電 子計算機 による情報 処理技術な

ど)を 活用 して貿易情報の システ ム化 を行な うこ とに よつて貿易 の拡大 を図 る

こ とと した。

そ して,各 種 の国際会議 には積極的 に参加 し,バ ンクーバ ー港 を中心 とした

SISPAC(貿 易デ ータ・セソター-es想)の 計画 ・開発,ま たモ ン トリオール

港 におけ る通関情報 処理 システム開発 に対 して積極的にサポー トしている。 こ

の よ うに国 内外にわた つて積極的に活動 してい る。 また,カ ナ ダがわが国 と事

情 が似てい る ところか ら相互 に活動状況 の報告,情 報 交換 を行 な うこ とは,わ

が国の貿易情報 システム化の推進 には,お おい にプラス とな るであろ う。

[

そ の他 諸 国

この ほ か に は,専 門 機 関 と して は非常 に 歴 史 が 古 い ス ウェ ーデ ンのSwe-

dishCommitteeonTradeDocumentsが1956年 に設 立 され て

お り,そ の活 動 はECEレ イ ア ウ ト ・キ ー作 成 に大 きな 影響 をお よぼ した。

ま た,フ ラ ンスのSIMPRO-FRANCE,ベ ルギ ー のSIPROCO

M,オ ラ ンダのSITPRONETHや 香 港,オ ー ス トラ リア な どで も同様 な

機 関 を設 けて 活動 して い る。 さ らに共 産 圏諸 国 に おい て も ポー ラ ン ドや チ ェ コ

ス ロバ キ ア な どで も同 じ様 な動 向 で あ る。

以 上 の よ うに,世 界 各 国 で貿 易 手 続 きの簡 素 化 に つい て 専 門機 関 を設 立 し官
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民合同で国際協調 と国内標準化 ・統一化 を推進 してい る。

今後わが国において も国内におけ る貿易手続 きの簡素化(シ ステ ム化,AD

P化)の 推進活動 を行 な ううえで も,さ らに,国 際機関 との協調関係 を保持す

る うえで も,特 に,ECAFE(ア ジア極東経済委 員会)に おける リーダー シ

ップを とる うえで も,諸 外国における ような専門機 関の設立な どを含 めた体制

を整 えることが緊要 な ことと考 え られる。

t

1.6世 界 各 国 の 貿 易 情 報 シ ス テ ム 開 発 の 動 向

世 界 の貿易 情 報 シス テ ムの 流 れは,ECEの 専 門 家 会議 をは じめ とす る国際

機 関 や 各 国 の 国 内機 関 で の検 討 段 階 か ら,具 体 的 な シス テ ム化 の道 を歩 み つy

あ る とい つて よい だ ろ う.そ の 代 表 的 な もの と して,英 国のLACES(ロ ン

空 港 貨物EDP化 計 画)が あ る。

これ は,ヒ ス ロー空港 に お け る通 関業 務 の例 で あ り,1966年 に プ ロ ジ ェ ク ト

計 画 に着 手 し,部 分 的 で は あ るが,輸 入 貨 物 の 処理 につ い て は,す で に稼動 し

て お り,今 後 は輸 出貨 物 も含 め た シス テ ムに拡 大 す る計 画 で あ る とい う。 この

シス テ ムは 部分 的 で あ る とは い え,航 空 会社 ,税 関,代 理 店 と,異 業 種 で と り

くみ,完 成 させ た例 と して 意 義 の深 い もの で あ ろ う。 そ の他,フ ラ ンス で はS

OFIAと い う通 関業 務 のADPシ ス テ ム を1975年 をめ ど と して開 発 推 進 中 で

あ る。

ア メ リカで は,主 要 港 をネ ッ トワー クで結 ん だ通 関 システ ムを1980年 をめ ど

と して開 発 す る計 画 で あ り,現 在 シア トル港 を実 験 計 画港 と して進 め て い る 。

この他,カ ナ ダ,ド イ ツ,オ ラ ンダ,オ ース トラ リア等 の国 々で も,1975～19

80年 頃 をめ ど と して 通 関 の 自動 化 を推 進 しよ うと して い る。

また,米 国政 府 は貿 易 情 報 の ス ピー デ ィな 処理 を め ざ し,国 際 間 の デ ー タ伝

送 実験 を計 画 して お り,す で に英 国 とは 今年1月 に第1次 実 験 を終 わ り,日 本

を は じめ 世 界各 国 に働 きか けて い る。

また,ド イ ツの ハ ンブル グ港 で は,フ レー トフ ォ、ア ワー ダ ーが 中心 とな り,
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船 会 社 の参 加 を得 て,1971年 に デ ー タバ ン クを設 立 した 。 この システ ムはSH

IPSと 呼 ば れ る シス テ ムでB/Lを 自動 作 成 す る機 能 が あ る。現 在 この シス

テ ムは機 能 を大 巾 に 拡 大 しオ ンライ ン リア タイ ム ・シ ステ ムの 実現 をす るた め

研 究 が進 め られ て お り,こ の完 成 した シス テ ムはRAPIDと 呼 ば れ る。

1.7貿 易情 報 シス テ ム 開発 の動 向 ・

貿易情報 の システ ム化 の動 きは国際的にはECE(欧 州経済委 員会)を 中心

に諸国際機関 によ って推進 されて きてい るが,そ の活動 は次 の二つに大別 され

る。

①ECEレ イア ウ ト・キーに基づ く貿易関係 書式の簡 素化 ・標準化 ・統一化

か らそのADP化 へ の適 用にお ける問題点の抽 出 とその解 決。

② 貿易手続 きのADPシ ステム化 とそのための コー ド及びデ ータエ レメン ト

の標準化 ・体系化 。

このよ うな国際的 な動 向 と歩調 をとるため,わ が国において も専門の調査研

究会 があいついで発足 した。す なわ ちECEレ イア ウ ト・キーに基づいてわが

国の貿易関係書式 の標 準化 ・統一化 を図 ってい る貿易関係書式標準化委員会(J

CSETD)と,貿 易 手続 き簡素化 をさ らに堆 し進 めた国際貿易 の情報化 ・

システ ム化 を図 ってい る本調査委員会で ある総合貿易情報 システム調査委員会

(COTIS)で あ る。前者の活動は上記① に該 当 し,後 者 の活動は② に該当

してい/る。

これ らの動向か ら貿易情報 の システム化は図1-5の よ うな進 め方が一の方

向 として考 えられ る。具体的には,コ ー ド及びデー タエ レメ ン トの標準化 ・体

系化,EDPシ ステムの標準化 と同時併行的 に国際貿易の情報化 ・システム化

が進展す るもの と考 えられ る。 しか し現在貿易関係業界間 または関係官 庁 との

間のADPシ ステムはまだイ ンターフェイスが とられてお らず,今 後はそのネ

ッ トワーク ・システ ム化の方 向に進 む もの と考 え られる。 この ことは貿易に関

す る共通情報 はお互い が共 同に利用 しようとい うことであ り,事 務処理が単純

一14一
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図1-5総 合 貿 易 情 報 シス テ ム化(ト ー タル シス テ ム と して の効 率 化 とそ の保 全)



化 し正確性 も増す こ とが考 えられる。 さらに システ ムの共同利用 をはか る こと

によ り二重投資が さけ られ,費 用の節減 がは か られ るわけである。 また,処 理

のス ピー⑱ドア ップ化 がはか られ るな ど,そ の メ リッ トは非常 に大 きな もの とな

る。

このよ うな国内での貿易情 報の システ ム化 は国際的な システ ム化の方向へ と

進 むこ とになろ う。現在ECEの 専門家 会議 で もこの間の事情 を十分考慮 した

上 で国際的 な貿易情報 のイ ンターフェイス をと りつS協 力 システ ムを作 りあげ

るべ く,積 極的な努 力 を重 ねてい るわけで,わ が国 として も,こ の ような方 向

を理解す るだけでな く,積 極的に取 りくむ必要 があろ う。

、

1.8日 本 に おけ る貿易 情 報 シス テ ム化 の課 題 と対 応 策

以上の よ うな内外の貿易情報 システ ム化 の流 れを考 えるとき,わ が国 として

も,そ の対応策 を講 じる必要があるが,次 のよ うに2つ の面か らのア プローチ

が必要で あろ う。

まず第1に は,貿 易情報 システム化の基盤 の整備 を行 うことである。 日本 に

おける貿易情 報 システ ム化は前述 した よ うに,貿 易 関係書式の標準化 につ いて,

日大貿 易関係書式標準化委 員会(JCSETD)が 活動 をは じめている。 さ ら

に,貿 易情報 システム化については,当 委員会(総 合貿易情報 システ ム調査委

員会;COTIS)が これまで基礎的 な調査 を進 めて きてお り,今 後貿 易情報

の システ ム化,ADP化 が進 む中では,コ ー ド,デ ータ ・エ レメン ト,ADP

機 器等 の標 準化 が必要で あろ う。特 に国名 コー ドや商品の八一モナイズ コー ド

の開発については,ECEの 専 門家会議や関税協 力委員会(CCC)で 積極的

に取組 まれて きてお り,ま た,ADPシ ステ ムも先進諸国間で整合性の ある シ

ステ ム開発 の研究 を進 めてい る。 日本 として もこれ らの勤向に対処できるよ う

研究 を進 める必要があ る。

また貿易情報の システム化 が進 んで くる と,従 来の手続,慣 行についてだけ

で な く,さ らに制 度面について も検討 が必要 となろ う。

一16一

1



'

▲

したが って,諸 国際機関 と協調 を とりつN,こ の ような検討 を続 けるには専

門的 な能力や事務量 も多 くな る等物質的 にも量的 にも充実す る必要が あ り,具

体的 には専門機関の設置 な どを含めた体制 の整備 が必要 となろ う。

第2に は,国 際的貿易情 報の シ ステム化の動 きをみ るとき,す でに先述 した

よ うに,LACES,SOFIA等 の 具 体的 シス テ ム と して,現 実 に稼 動 し,

または積極的 に システム計画 が推進 されてい るこ とが うかが える。 この ような

プロジ ェク,トは,そ の開発 に長期 間 を要 し解決すべ き問題 も非常 に多い とい え

よ う。

日本 と して も,各 事業 者 ごとに個 々に進 め られてい る システム化,ADP化

ではその効果 が十分に得 るこ とが出来ないのみな らず,今 後必要 とされる相互

間 イ ンターフェイス(最 適 システ ム化)も とりに くくな るのは必至 で ある。 こ

の よ うな異業 界間 を情報化 ・シス テム化す ることは,相 互の利害 が複雑にか ら

み,受 ける メ リッ トと費用 の分 但の問題や さらには機密保護の問題等 があ り,

新 しい開発体制が必要 とな る。

日本 と しても,こ の よ うな事情 を考 えるな らば,早 急 に システ ム開発 を進 め

なければな らず,国 際的な動 きにお くれ をきた してはな らない。

ECEな どにおける国際的 な標準ADPシ ステム開発 の検 討が進 むなかで,

商慣習や国情 の違い か ら必ず しもわが国の実情 にあ つた システム化 が進 む とは

考 えられ ない。具体的 な システ ム開発 において諸先進 国は 自国の利 益 となるよ

うに システム化 を推進す るのは当然の ことで,た とえば 自国 が有す る通信網 コ

ンピュータ ・ソフ トウエ アな どフルに活 用 した システ ムの国際的 な発展 を希求

す ることは十分考 え られ る。 したが って 日本 として もこのよ うな国際的 な動向

を 見極めつS独 自の貿 易活動 システムに立 脚 した考 え方 をとりま とめ,こ れ を

国際的な場に提示 して広 く関係諸国の利益に資する貿易情報 システムの実現を

図 る必要が あろ う。 しか しなが ら,こ れはわが国におけ る具体的 な システ ム開

発 を通 じて 自国の立場 を主張 しなけれぽ諸 国の受 け 入れ る ところ とな らないか

らである。
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2.総 合 貿易情 報 シ ステム化構 想

2.1シ ス テ ム 化 の 概 要

貿易業務は貿易取 引契約には じま り,貿 易貨物 の輸 送そ してそれが換 金 され

るまで と非常 に多 くの手続 を要 しその関連す る事業体 も,貿 易商社 ・銀行 ・官

庁 ・保険会社船社等 多数にわたる。 このため貿易情報 の流 れは複雑で量的 にも

ぼ う大な ものにのぼ る。貿易情報の システム化 とは貿 易にたず さわ る異業種間

でADPを 前提 に共通情報 を共 同で利用 しようとす る考 え方 が基本 となる。(図

2-1)貿 易 関連 業界 において,標 準化 ・コー ド化 が浸透 し,な おかつA

DP化 に適 した法的制 度 が確立 した時 には ドキ ュメ ン トレスの貿易情報 処理 が

達成 され る。

、

{

図2-1貿 易 情 報 セ ンタ ー構 想 図

この シス テ ムに 参 加 す る利 用 者 は業 務 量 シス テ ム化 の レベ ル に よ り,

① 自社 導 入 の コ ン ピ ュー タ と結 ぶ 。
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② 端 末機 を設 置 して オ ンライ ンで 結 ぶ 。

③ 共 同入 出 力 セ ンター を利 用す る。

の3つ の 場 合 が 考 え られ,貿 易 情 報 セ ンタ ー と接 続 す る こ とに な ろ う。(図

2-2)貿 易 業 務量,所 有 コン ピ ュー タ能 力,貿 易 情報 の 利 用形 態 等 の違 い

に よ り,自 社 所 有 コ ン ピュ ー タ とセ ンタ ー コ ンピ ュー タ を直 接 結 ぶ 場 合 ,ま た

保 有 コ ン ピュ ー タ とセ ンタ ー コン ピ ュー タ を結 ぶ 一 方,出 先 機 関 に端 末 をお い

て併 行 して利 用 す る方法,端 末 機 だ け を設 置 す る場 合,コ ン ピュー タ,端 末 い

ず れ も もたず 共 同 入 出 力 セ ンター を利 用す る場 合 が考 え られ るわ けで あ る。

▲

2.2シ ス テ ム 化 の 効 果

貿易 情 報 の シス テ ム化 とは これ まで貿 易 業 務 に お い て貿 易 関 連 企 関,企 業 が

相 互 に書 類 を通 じて の情 報 の処理,交 換 を行 な って きたの に対 しADPを 前 提

と した,シ ス テ ムに 切 換 える こ とに よ り ドキ ュ メ ンテー シ ョ ンの機 械 化,イ ン

プ ッ ト作 業 の 一 本 化 をめ ざす もの で あ る。

このADP化 の進 行 状 況 を ドキ ュメ ン トをベ ー ス を主 と した シス テ ムか ら,

完 全 な情 報 ネ ッ トワー ク化 した シス テ ムへ い わ ゆ る ドキ ュメ ン ト レス シス テ

ムへ の移 行 状 況 を図示 す る と図2-3の とお りで あ る。 した が つて シス テ ム化

の メ リ ッ ト と して は,

① 貿易情報の転記 が不要 とな り処理 が正確 かつ迅速化す る。

② 処理能力 もあが る。.'1

③ 諸統計の作 成が出来,さ らには メッシュの細 か くデー タも入手 出来 る。(し

た が つ て 経済遠 境の変 化に ともない対応策 をたて るのに必要 な資料がす ぐ

得 られる。)

④ 要員 の適正活用 がはか られ,人 件 コス トの低減につながる。

⑤ システ ム開発 の二重投資が さけ られる。

⑥ 情 報流通経路 が短縮 す る。

⑦NIS形 成普 及の波 及効果がある。
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等 々,期 待 され る点 が 多い 。

2.3 ,総 合 貿 易 情 報 シ ス テム 開発 の ア プ ロー チ

貿易情 報 システムは貿易業務処理 の情 報 システム化にあ り,、これ を進めるに

は机上での検討,提 言のみ では具体的解決 にはな らない。

このため各業 界間(官 庁 も含む。)を 流 れる貿易情報の実態 を調 査 しその デ

ータエ レメ ン トを明確 に し
,、情報 システ ム化 で最 も実現性 が高 くメ リッ トが大

き く,し か も波 及効果 のある分野について具体的 パイ ロッ トシステムを開発 し,

今後 の貿易情報 シス・テム形 成 を図る ことが緊要 である。(前 述の よ うな考 えか

ら作業 を進 めた分析 内容 は別添)。 この ことに よ りわが国における望 ま しい方

向 を見定 め関係業 界に対 して貿易情報 の システ ム化 の必要 性 を認識 させ るのみ

な らず業 界間の システムの意見調整 をはか る等 ナ シ ョナル コンセ ンサス をとる

こ ととなろ う。'" 、

貿易情報 システ ム化 にあた つて は システムを幾 つふのサブシステムに区分 し

各互 のサ ブシステムの必要 度,難 易 度 システ ム化の現状 な どの諸要因 を検討 し,

そ れによ り開発の プ ライオ リ:ティをつけ ることにな る。

'ところで 日本には貿 易商社 とい う外 国にはない機能 をも
つた企業 があ り,諸

外 国の代理 店に比 して考 える とき貿易情報の流 れ,貿 易情報 の収 集処理 におい

て非常 に異 った側面 を有 してい ると考 えられ る。

このよ うな事情 を考慮す る ときわが国の貿易情 報 システ ムは図2-4の よ う

に4つ のサ ブシステムに区分出来る。すなわ ち,第1貿 易情報 システムは貿易

取引,金 融,貿 易取引管理等 の情報 システ ムであ り,第2貿 易 青報 システムは

貿易取引活動 を輸 送活動 と結 びつ けた システ ムであ り,第3貿 易情報 システ ム

は通関業務 を中心 と した システムであ り,第4貿 易情報 システムは港 で船積す

るにあた り諸官庁等へ の手続 を中心 とす る システ ムであ る。

このよ うななかで,ど の よ うな システムか ら開発 するか,次 の ような諸条件

か ら,第2貿 易 情報 システムを開発すべ きで あろ う。
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表2-1貿 易情 報 シ ステ ム化 一 覧表

＼ 貿易情報の範囲
システム化

推進主体

システム化主要

検討状況
シス テ ム化 目標 年 諸外国の動向

貿易取引活動 商 社, 商社,外 国為替銀行 第2,第3貿 易情 報 シス テ 貿易情報の基本であり,諸 外
金融,決 済 外国為替銀行 通産省,の 相互連携 ム化の動 きとあわせ海外の 国 との関係深 く末だ個別企業

第1貿 易情報
貿易取引管理等 メ ー カー,通 産 省

日銀 商 工 会議 所

まで は至 っ て いな い 動 向 も考 え て検 討 を要 す。

1975年 ま では相 互 の連 絡

レベ ル で しか シ ステ ム化 推進

は検 討 され て い ない。 しか し
システ ム 輸出組合 を と りあい,以 後1980年 バ ンキ ン グ等 を中 心 に開発 の

頃 迄 を メ ドと して シス テ ム 機 運 は高 まっ て い る。

化 の 完成 をめ ざす。

貿易取引活動と輸 商 社 商 社,船 会 社,保

、

1973年 に着手 し,1975 商慣習の違いもあり第2貿 易

送及び保険関係情 船 会 社 険会社は個々の企 生 にはパ イ ロ ッ トテ ス トを 情 報 シス テ ムに あた る もの は

第2貿 易情報 報 保険会社 業 内 での シス テ ム 行 ない,貿 易情 報 シス テ ム 見 られ ない。 この為 外 国 の シ

シス テ ム 海貨業者 化 は進 ん でい る. 化推進の原動力となる事が ス テ ム では不 合 理 の面 が あ り

必要 。 早 急 に 日本 独 自の システ ムを

形成 し,諸 外国に提示する要

あ り。

第3貿 易情報

通関業務活動を中

心 とした貨物の受

渡 し

税 関
船 会 社

航空会社

航 空貨 物 の輸 入 シ

ス テ ム等 に つい て

検 討 中。

通関システムは航空貨物を

中心に国際的に最 も進んだ

分野であり実現性は高い。

英 国 ・LACES稼 動 中

フ ラ ン ス ・SOFIA19 -
75年 を実 現 目標 と して開発 中。一
ア メ リ カ ・AMPS,1980年

シ ス テ ム 海貨業者 1980年 代迄 に実現が期待 に全 国 ネ ッ トを め ざ しシア トル

通関業者 され早急に着手する事が望 で実 験 中。1975～80

航空代理店 ま れ る。 カ ナダ オー ス トラ 年 に完 成予

リア洒独オランダ定にて推進中

港湾物流管理及び 港湾当局,運 輸省 港を中心に検討中。 各港湾のシステム化及びネ 西 独 ・ハ ンブ ル グ港RAPID

第4貿 易情報
物品検査等の情報 警 察 庁,厚 生 省,

農 林 省,地 方 自治

ッ ト ワ ー ク 化 が 望 ま しい。

」

(デ ー タバ ン ク)稼 動 中

英 国 ・ロ ン ドン港IMIS

シス テ ム 体,労 働省

鱈 ㌶ 裂 ダ。摩



① 第2貿 易情報 システムは,貿 易取引 とその輸 送活動 を結ぶ システムで あ り

「貿易活動 においても 中心的 役割 をはた してい る。

② 貿易商社 は貿 易取引活動 の中心 とな りオ リジナル情報の大半が商社か ら発

せ られ る。

③ 商社,船 社,保 険会社 とも事務合理化へ の投資は大 きく,ADP化 の進展

は高 く企業間 システム化 の ニー ズは非常 に強い とい える。

④ 第2貿 易情報 システムは,諸 外 国 と異な った側面 をも つてお り日本 として

も,日 本の貿易活動 と立脚 した システ ムとして早急に開発 してお く必要が あ

る。

⑤ 第2情 報 システム以外のサ ブシステムは,貿 易活動 を助成 ない しは管理す

る活動 であ りそのため制度上の問題な ど検討すべ き欠点 が多い。

以上 のよ うな意味か らまず第2貿 易情報 システ ム開発 を提案す る もので ある。

なお貿易情報 システム化 を各サ ブシステムに分 けて考 える と表2-1の よ うに

な る。

2.4総 合 貿 易 情報 シ ステ ム 開発 の 手順

総合貿易情 報 システム開発 には,3段 階 に分 けて進 める事が出来 ると考 え ら

れ る。総合貿易情報 システムの開発は,ま ず第2貿 易情報 システムの開発 に着

手 す るのが妥当である。第2貿 易情報 システムはその必要性,情 報量,シ ステ

ム化の 度合,他 の情報 システム との関連性,か ら考 えてみて,そ の優 先度は第

一 であるこ とは,す でに述べ た とお りで ある。

第1段 階

第2貿 易情報 システ ムの開発 にあた つて,ま ず第1段 階 は情報 セ ンター(甲

央 コ ンピ ュー タ)に 対 し端末機 に よ り貿易情報 をイ ンプ ッ トして,関 係 ド

キ ュメン ト,統 計表,そ の他確認情 報 を とり出す システ ムである。

この第1段 階 においてはすでに完成 してい る企業 内システ ムにはふれる こと

♂
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な く,共 有必要情報 のみ を端末 をとお して利 用す るこ とにな る。

第2段 階

第2段 階 は企業の貿易情報 システムの フ ァイル と情報 セ ンターとを直接結

ぶ システ ムの開発 を行 な うこ とにな る。第1段 階で直接企業個有の ファイル

を直 接結ぶ こ とは,企 業側 の ファイルの変更 を ともな う可能性が あ り,ま た

秘密保護 の問題 もか らみ,一 時 には困難 を ともな うので第1段 階は端末機 を

をとお しての システムの開発 を行ない,第2段 階 として情報 セ ンターと企業

ファイル との間の イ ンター フェイスを とる方向で シス テム化 をはか ることと

なる。

第3段 階
'
第2貿 易情報 システムの開発 を優先的 に着手す るこ ととしたが,こ の シス

テムの開発 と前後 して第1,第3,第4各 貿易情報 システムが開発 され るこ

とにな ろ う。並行 して開発 される場合 には相互 のイ ンターフェイス をとる必

要が あるわけで第1段 階,第2段 階 において もその作業が必要 になる。

第2貿 易情報 システムが開発 きれた時,具 体的 に第1,第3,第4の 各貿

易情報 システ ムとの ネ ッ トワー ク化 が必要 であ り,そ の シ ステ ム開発 を第3

段 階 で行 な うことになる。 これ を図示す る と図2-5の ご とくである。

2.5第2貿 易 情 報 シ ステ ム 開発,

以上貿易情報 の システ ム化の背 景か らみ て,貿 易情 報 システム開発 の重要性,

そ して貿易情報 システ ム開発の手順等 についてふ れて きたが,貿 易情報 の シス

テム化,ADP化 が進ん だ場 合,現 在 の帳票 をベース とした システ ムと大 き く

異 な るこ とXな ろ う。 ところで総 合貿易情報 システ ムを完成す るには,現 行の

制度面,商 慣 習等 で解決すべ き点 も多 く,ま た貿易関係業界か らの意見 も十分

に組入れ る必要 がある。今後貿易情報 システ ムの形 成には さらに検 討 を要す る

が,現 状分析に よる と実現性の高い ものは コンテナがあげ られ,そ の情報 フロ

ーは図2-6の ようになる
。以上の よ うな総合的な システ ム化構 想は一度に完

一28一
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成 させ るには困難が大 きいので,先 述 の とお り第2貿 易情報 システ ムを開発す

る ことになるが,そ の構想図 は図2-7の ご とく描かれ よう。

この場合,全 体 システ ムを完成 した時 ほ どメ リッ トはない と見 られるが,総

合 システ ム完成の第1ス テ ップであ り,こ の システムの結果いか んが総合 シス

テ ム可否 のキーポイ ン トで ある。 したが って システム評価 にあた つては,本 シ

ステ ムの直接の利用者 に限定す るだけで な く,

① 次 のステ ップに進ん だ時点 であ らわれ る効果,

②NIS社 会 システム開発 の波及効果 まで含 めて考 えるべ きである。

このよ うな システ ムを考 える際,貿 易情報 センターと企業 との第1段 階での

貿易情 報 システム機能 を図示すれば図2-8に み られ る第2貿 易情報 システ ム

は商社,船 社,保 険会社の ネ ッ トワー ク ・システムで あ り,端 末 を通 じて中央

コンピュータに各業界が データを入れ ,各 業 界がそれぞれ貿易 ドキ ュメ ン ト,

諸統 計及び確認情報等 を取 り出す こ ととな る。この図では,貿 易契約情報 をイ

ンプ ッ トし,最 終的には,9hippingAdviceを 出す までの手続の

順 序に したが った各業 界のイ ンプ ッ ト,ア ウ トプ ッ トの模様 を示 した もので あ

る。

この ような関係 ドキ ュメ ン ト作 成 を基 本機能 とし,こ の他に官庁等への提出

統 計,社 内で必要 とす る関 係統計 の作成機能 も有す る。

ところで,こ のよ うに第2貿 易情報 システムが完成 した場 合,総 合貿易情

報 シ ステムが完 成 した場合 を現状 システ ムと対比 し,ど の よ うな効果が期待 で

き るで あ ううか。これ をL/Cベ ース ・コンテナーカーゴについてみ ると表2

-2に 掲げた ように非常に大 きな効果 がある と考 えられ るわけで
,今 後 はその

実現 のために さらに具体 的検討が必要 となろ う。
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表2-2シ ステ ム化 効果 対 比

手 続 現 状(注1) 第2貿 易情報システム 総合貿易情報システム

契 約

輸出者は契約が成立すると,売

買の契約書を作成 し輸入者及び

メーカーにそれぞれの契約書を

送付する。

契 約 デ ー タ を コン ピ ュ一 夕ヘ イ ンプ ッ トすれ ば

売買 の契 約書 は 自動 的 に作 成 され る。 輸 出者 は

これ らの契 約 書 をそれ ぞ れ輸 入者 とメー カ ーに

送 る。

契 約 デ ー タ を コン ピェー タヘ イ ン プ ッ トす れば

売 の契 約書 は 自動 的 に作 成 さ れ,輸 入 者 に送 付

す る。 買 の デ ー タは メ ー カー に直接 オ ン ライン

で送 られ,メ ー カー は この デ ー タ を もとに生産

を開 始 す る。

輸出の承認

輸出者は輸出承認申請書を作成

し,外 為銀行もしくは通産省に

提出してその承認を得 る。

輸出承認申請書は契約データより自動的に作成

され,こ れを外為銀行もしくは通産省に提出し

て承認を受ける。

・

`

輸 出 の承 認 申請 は外 為 銀 行 も し くは通 産省 に対

しオ ン ライ ン そ行 わ れ,通 産 省 は まず コン ピュ
ー タで事 前 チ ェ ック を行 い特 定 の 条件 に合 うも

の は 自動 的 に承認 を行 い,輸 出承認 リス トにア

ウ トプ 。 トさ れ る。 そ の絢 の もの は承 認 申請 リ

ス トが 作 成 さ れ,但 当老 が これ をチ ェ ック し問

題 が なけ れ ば承 認 の 旨イ ン プ ッ トす る。 承認 さ

れ る と承認 番 号 が オ ン ライ ンで輸 出者 に通 知 さ

れ る。

ス ペ ー ス ブ

ッキ ン グ

輸 出者 は貨物 を輸 送 す る船 舶 に

つ い て,予 め船 社 と電 話 連 絡 等

に よ り船積 の予 約(ス ペ ース ブ

ッキ ング)を 行 う。

船 社 の ス ペ ース ブ ッキ ング手 続 は,国 鉄 あるい

は航 空機 の座 席予 約 の ご と くコン ピュー タ で行

う ことが望 まれ るが,セ ン ター か らの要 求 を船

社 の 端末 に表 示 しこれ に対 し担 当者 が応 答 す る

シス テ ム も考 え られ る.こ の手 続 を どの様 な形

で行 うか はそ れ ぞれ の利 用 者 の オ プ シ 。ン とな

る。

ス ペ ース ブ ッキ ン グは輸 出者 と船 社 の コ ン ピュ

ー タ の間 で 自動 的 に行 われ,船 社 には ブ ッキ ン

グ リス トが ア ウ トプ ッ トされ る。
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。/,が 開設銀行 よ嬬 駅 は 札/・ の接受は現状 と同偽' 通知銀行はL/Oを 接受すると,そ の内容を

L/Oの 郵送でL/Gが 通知銀行に送 ら

れる。通知銀行はL/○ の開設

輸 出者 はL/Gを 受取 る とそ の内 容 を コ ン ピ ュー

タ にイ ン プ ッ トす る。

コ ン ピュー タヘ イ ンプ ッ トす る。 この情 報 はオ

ン ライ ン で 日銀 及 び 輸 出者 へ転 送 され,そ れぞ

接受 を輸出老に通知する。L/Cの れ の フ ァイル に入 れ られ る。 日銀 に おい て はL

接受は銀行 より日銀に報告され
wρ

/G接 受 統計 が 自動 的 に作 成 され る。 一

L/c接 受 統計 が作 成 され る。

、

貨 物 が コ ン テ ナ ・タ ー ミナ ル へ 銀行認証用E/Dは 自動的に作成され,銀 行の 決済方法の認証に必要なデータは直接オンライ

搬入される前に輸出者は銀行認 認証 を受 け る。 イ ンボ イス,S/工 等 は 自動 的 ンで 日銀 に送 られ,日 銀 ではL/0の フ ァイル

証用E/Dを 作成 し,外 国為替 に作成され、輸出者はこれらの書類を海貨業者 と通 産 省 の輸 出承認 フ ァイル を参照 しなが ら,

銀行の認証を受け,認 証済E/ に渡 し,通 関,船 積 手続 を依 頼 す る。 そ の 内容 を 自動 的 にチ ェ ック し認証 番号 を輸 出

D,イ ン ボ イ ス,S/1等 の 必 海貨 業 者 は コン ピ ュー タに よ り自動 的 に作 成 さ 者 に与 え る。

銀 行認 証 ・ 要書類を海貨業者に渡 し,通 関 れた税関申告用E/Dに 必要書類 を添えて,税 次 に通 関 用デ ー タを オ ン ライ ンで税 関 に転 送 及

通関 船積手続を依頼する。 関に申告 し許可を受ける。 び所要の入力を行なうと,通 産省の輸出承認フ

海貨業者は税関申告用E/Dを アイル,日 銀 の認 証 フ ァ イル あ るいは,検 定協

作成し,必 要書類を添えて税関 会,コ ンテ ナ ・ター ミナル,船 社 等 のそ の貨物

に 申告 し許 可 を受 け る。
に 関す るデ ー タフ ァイ ル を参照 しな が ら 自動 チ

エ ソク を行 い,問 題 が な けれ ば税 関 の端末 に表

示する。表示された申告に対し必要な検査等を
へ て不 許 可 で あれ ば,あ るい は 自動 チ ェ ックの

段階で問題があれば その理由と共に通関業者

に通知 され,許 可であればその旨が通関業者に

通 知 され る と,さ らに コ ンテ ナ ー につ め られた

貨 物 の 通 関 が完 了 すれ ば,コ ンテ ナ ・ター ミナ

ル の端 末 に 当該 コン テ ナの ア ウ トプ ッ トされ る。
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海貨業者は輸出者の指示に基 きD/R 船積書類が自動的に作成される他は,現 船積 に必 要 なデ ー タ はす べ て輸 出者 よ リコン テナ

その他の船積書類を作成する。貨物が 状 の システ ム と同様 で あ る。(注3) タ ー ミ ナ ル ヘ オ ン ラ イ ン で 送 られ,タ ー ミナ ル で

船 積
コ ンテナ ・ター ミナ ル に搬 入 さ れ必 要

な手 続 が 終 る と,タ ー ミナル オ ペ レー

は税 関 の許 可 が あ り しだ い船積 を行 い,船 社 及 び

輸 出者 に通 知 す る。 船 社 はB/LNo.を 定 め

タはD/Rに 署 名 す る。 これ は船 社 に 輸出者と揚地の事務所に連絡する。

送 られ船社ではD/Rを もとにB/L

を発行 し,海 貨業者を通 じて輸出者に

引渡 す。

輸出者は輸出する貨物について保険契 保 険 の 申込 はオ ン ライ ンで行 われ,保 険 保 険の 申込 はオ ン ライ ンで行 われ,保 険会 社 が

保 険契 約 約申込書を作成 し,保険会社に海上保険 会社で保険証書が自動的に作成され,署 保 険 を引受 け る とそ の内 容 が,コ ン ピュー タ に

を申込む。保険会社は保険を引受け, 名 の後,輸 出老 に引渡 さ れ る。 フ ァ イ ル さ れ る。

保険証書を発行する。

輸出者は荷為替手形,買 取依頼書を作 買取 依 頼書 は コ ン ピ ュー タに よ り自動 的 輸 出者 は 買取 依 頼 をオ ン ライ ン で行 い,同 時 に

成 し,L/0,B/L,保 険 証 書,イ に作 成 され る。 その 他 の手 続 は現 状 シ ス 輸入者及び揚地の税関に必要データを伝送する。

ン ボ イスそ の他L/○ 面上 に指 定 され テ ム に同 じで あ る。 買取銀行は保険会社の保険引受ファイル,船 社

た書類を添えて銀行に買取を依頼,銀 の積荷 フ ァイル 等 で 買取 条件 を 自動 チ ェ ック し,

行 は これ を 買取 っ て,L/c開 設 銀行 問 題 が な け れ ば輸 出代 金 を支払 い,L/O開 設

に必要書類を送付する。 銀行に連絡する。揚地船社で発行されたB/L

手形買取 L/0開 設銀行は輸入者に手形を提示, は開設銀行に渡され,輸 入者が代金を支払 うと

決済 代金と引換に書類を渡す。輸入者はy 同時に輸入者に引渡される。銀行間で決済が行

Lと 引換に貨物を受取 り,開 設銀行は わ れ,輸 出者 に オ ン ライ ン で通 知 され る。

買取銀行 と決済を行い,買 取銀行 より (注4)

輸出老に代金回収の連絡がなされる。

(注)こ の表 の手 続 はL/Oベ ー ス で,コ ン テ ナ カー ゴの場 合 のみ を取 上 げ て い る。

(注1)現 状 の手 続 は 一様 な もの で は ない が,代 表 的 な場 合 を取 上 げ た。
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1.国 内 に お け る 貿 易 情 報 シ ス テ ム化 の 動 向

畠

、

1.1総 合 商社 に お ける貿 易 情報 シス テ ム化

1ユ.1問 題の明確化

社会的背景

・ 我 国経済拡大に伴 い貿易量 は年 々増大 してお り
,過 去10年 間 に3倍 以

上 の伸 び を示 してい る。今後 もこの傾 向が継 続す るこ とが予想 され,貿

易 に携 わる関係官庁,機 関,企業等 の貿易 処理量 も必然的 に増大 の傾 向 を

た どる と見て良いであろう。

これに伴 い事 務処理量 も増 加の一途 をた どってお り,事 務の停滞,経

費 の増 加 をまねき,貿 易手続の簡 素化,事 務 の合理化 が望 まれ る。

・ コンテナ リゼー ション等 に よ り港湾 荷役作業
,海 上輸送 のス ピー ドア

ップは昨今躍進 してお り,今 後 も物流 の時間短縮は更 に続 き
,ま た地域

的 にも コンテナ リゼーションの波は更 に拡大 してゆくであろ う。

この よ うに物流 でのス ピー ド化 の波 によ り,現 時点 で既 に通 関手続等

の関連 す る情報処理 のス ピー ドが追い つかず ,各 港において商品の渋滞

とい う トラブルも発 生せ しめてお り,情 報 処理面 での一層 の合理 化
,ス

ピー ド化 が期待 され る。

・ 国際 分業 問題,貿 易,資 本 の 自由化 と保護 に関連 す る問題,通 貨問題,

国際収支 バ ランス問題な ど国際的 経済環境 の変化に伴 う諸問題 に対応 し

て適切な通商政策 を打ち出 してゆ くこ とが我 国において一段 と要請 され

てい る。民 間企業 にお いても,無 計画 ,安 易 な方法 で貿易活動 を続 ける

こ とは許 されず,官 民協 力 してのオ ーダ リー ・マーケ ッテ ィング.シ ス

テムを確立 する こ とは緊要な課題 である。 これは短時間で組み上げ得 る

ものではな く,多 くの金,時 間,知 識 の集積が前提 となって始 めて可能

一39一



となる。 これの基礎 とな る システマテ ィッ クな情 報処理 体系の あ り方 を

研究開発 してゆかねばな らな い。

・ 世界の貿易情報 システム化 の流 れは,ECEの 専門家会議 を始め とす

る国際機関や 各国の国内専門機関 での検討段 階だけ でな く英国(ロ ン ド

ン空港 貨物ADP化 計画)な ∫ど具体的 システム 化の道 を歩みっ っあ り,国

際的に各国の動 きを統 一 システ ムの下 にいれよ うとす る趨勢 が ある。 こ

の ような国際 動向をかんがみ ると き,我 国において も逸早 く対 処す るた

め,総 合商社 に特徴 づけ られる 日本的 土壌の上 に関係官庁,企 業等 の コ

ンセ ンサスをえて,.シ ステム ・プランニングに着手 せ ねばな らない。

・ 、貿易活動の事務処理面 を見 ると

① 書類が数十種類にのぼ り 、

② ・同一情報項 目を何回 も転写す る

③ 同一帳票 も コピー枚 数 が多 い

.④ 帳票のつ き合わせ チェ ックに厳重 な正確度 を要求 されるものが ある

⑤ 関係諸手続 が非 常に複 雑で ある。:

な ど諸経費,時 間的浪費 が 目立 ち対策 が望まれ る。

oコ ンピュー タ,コ ミュニケーシ ョン技術の発達は情報化 の進 展 を一段

とお しすすめ,高 度な企業 内情報 システ ムの 出現 をもた らした。更に現

在は公衆回線網 の自由化 を契機 に企業 間情報処理 システムへ と挑戦す る

時期に来ている と言 えよ う。 いわ ゆ る情報 産業 の根 おろ し,企 業 グル ー

プの活 動の緊密化,業 界 ぐるみ の情報 化への対応な どは この 傾向の顕著

なあ らわれ と見て良いであろ う。'更に国際的 な立場 か らの情報 化社 会へ

の活 動が具体化 して来ている状 勢にあ り,我 国 にお いても国 レベル での

情報 システムの必要性 が国際情 勢への対応 とい う側面で も出て来て いる。

・ このような情報 処理 高度化 の可能性 の増大 とは逆 に貿易 に携 わる関係.

官庁 機関企業の業務 は複 雑にか らみ合っ てお り,ま た 個別主体 の情報化

努 力により独 自で システム化 が進 め られて来 た結果,相 互間の イン ター
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込

フェイス を一層困難 に している面 もあ り,貿 易情報 処理の レベル アップ

に今一つ ブレーキがか かっているのが現状 であろ う。

各界にお ける問題 意識(総 合商社の場 合)

各界における貿易情報 の システム化 についての個別の問題 意識 の うち,総

合商 社に おけ る問題 意識 お よび現状 を図1-1と の対応 において,更 に詳述

す る。

まず貿易活動 にお ける総 合商社の位置ず けを明確 に してお き,総 合貿易 情

報 システムへの アプ ローチにおいて総 合商 社の問題 意識 を明確 に して研 究 し

てゆ くこ とが問題 の核心 に近ず くのに効果的 である ことを述べたい。

総 合商社は 日本独特 の存在で あ り,明 治以来 国内は勿論,世 界各地に情報

収集 の拠点 とネッ トワー クを確 立 し,貿 易立国 としての我 国の発展 に大 きな

かかわ り合い を持って来 た。 そ して総合商社 はマーケッテ ィ ソグー 海外,

国内契約 一 諾手続 一 船積,'と 一連 の情報流 通(南 流)・において図1-2

のご とく

一環 して情報 の授 受に関連 している
。

基本 となる情報 ソース(訂 正 を含め)の 多 くをコン トロール してい る。

また物流 面にお いては,最 終段階 で荷物が まどまる とい うことか ら船社 があ

あるいは その中心的 役割 を果 してい るとも言 えるが,メ ーカー,海 貨業者,

船社 と一貫 して関連 を持 ってい るこ とでや は り重要 な役割 を果 してい る。

システ ム化の背 景(図1-1,図1-2参 照)と して,物 流面 の合理化 は

商社 に とって も影響 があ り

・〆切時間が早 ま り,早 く申込ま ねば船積か ら ドロップアウ トす る。

・航行 日数が短縮 され,荷 物が着 いても書類がつ かぬため品物 を引 き取 れ

ない。

な どの トラブルが発生 して いる。

事務処理,手 続面 の複雑性 におい ても商社 は最 も影響 を受け,最 終段階 の

銀行買取 までの短 縮,事 務 経費節減,手 続 の簡素化 が強 く望 まれてい る。
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国際間貿易 システ ム化推進運動 との関連 にお いては総合商社 が我国独特 の

存在 であるため,こ れ らの動 向にそのまま全面的に制約圧 力 を受け ると一番

苦 しくなる と予想 されるのは商社 となることである。逸早 くシス テムプラン

ニ ングに着手 し我 国独特 の仕組 み を各国に理解せ しめ ねばな らない。

一1

一

物 流 合理 化

荷 役 作 業

船 の ス ピー ト

コンテナリゼーシ、,ン他

②
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国際貿易システム化

推進運動の活発化

貿 易

増 大 化 傾 向
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岐 行 性,独 自性

貿 易 活 動
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総合 システム化
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必 要性

個別企業の動き

業界としての動 き
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SKK

貿 標

`

右

図1…1問 題 の 明確 化(シ ス テ ム化 の背 景)
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●

貿易量 の増大 においても,総 合商社上位10社 程 で貿易量 の半 分以上 を扱 っ

てい ることか らして も当然 この影響 は大 きい。

オーダリー ・マーケッテ ィングの面 においても同様,行 政 指導 を受 け るばか

りで なく自 ら種 々プ ランニング して規制 してゆかねば商社 に対ずる各国の風

当 りは強 ま り,自 らの存立 を危 くす るこ とにな りかねない。

総合化 システム化 において も商社 内部 の情報の重 復性や 関連機 関企業 の広

が りな どか らみ て問題意識 は最 も強 い と言 える。

さらに半期売上げ高が兆の大台に乗 る商社 は数社 にのぼ り,輸 出入 の他 国内

商 内も大 きな ウエイ トを占め,あ らゆ る商品 を取扱 い,商 内形態 も多岐 にわ

た り,情 報交換面 における地域 的広 が りも大 きく,成 約 一 リア ライズまで

の一 貫 したぼ う大な社 内処理システムとの関係も含め て,総 合 システ ム化 への

ニーズは極めて高い と言 える。

1.1.2シ ステム化の現状 と対策

プ ラ ンニ ング面

オ ペ レ ー シ ョ ナ

ル 面

海 外,国 内 各地 間 情 報 ネ ッ トワ ー クの 強 化

大 蔵 省 通 関統 計 磁気 テ ー プ等 外都 詰統 計 との突

合 せ

成 約 かち 決算 ま で の トー タル シス テ ムへ の ア プ

ローチ(商 社 に よ り大 き く2種 の パ ター ンに分 け

る こ と が 出来 る)(貿 易 シス テ ムは,ト ー タルの

一 部)

・タ テ型(商 品 別)→ トー タル シス テ ム

商 社 に お い て貿 易 処理 シス テ ムに大 き な関連

を持 つ 運輸 部 門 は各 営 業 部 の1セ ク シ ョン と

して の 位置 づ け

o横 型(段 階 別)→ トー タル シ ステ ム

運 輸 部 門 は独立 機 構 と して そ の 中央 が各 現 地

セ クシ ョンを コ ン トロール す る。
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標準化面

以上 の ア プ ロー チの相違 は あ る が,総 合 商社

のな か には社 内 ドキ ュメ ンテ ー シ ョ ン ・シス

テ ム を 開発 して いる所 が 数 社 出来 て い る。 今

後 は 更 に これ が企業 間 シ ス テ ムへ と 広げ て い

く方 向 にあ る。

メー カ ー との オ ー ダ ニエ ン ト リー シ ス テ ムの導

入 な ど企業 間 情 報 シ ス テ ムの 進 行

子 会 社 との情 報 処理 シス テ ムの ドッキ ングな ど

欝 欝 灘}な ど業会としてイン・
一 フェ イス を とって ゆ く核 が 出 来 て い る。

1ユ.3シ ステ ム 化 の 問題 点

・ 前 述 の よ うに 貿 易情 報 の シス テ ム化 を推進 す る際,そ の情 報 処 理 パ ター

ンが複 雑 多岐 に わ た る こ と。

例 え ば

o商 品 名 ・長尺 物,バ ラ物,プ ラ ン ト物 な ど 税有

o契 約 別 ・売 買 契 約 代行 契約 委 託 販 売 契約 委 託 加工 契約 そ の他

・手 続 面,決 済 面 ・諸 申請 の有 無'(諸 機 関)L/Cベ ースDPDAベ

ー ス他 後 払 延払 非 指定 通 貨 月単 位 包 括 決済
,

相 殺勘 定

o計 算 パ ター ン ・単位,種 類,変 動 の有 無

o契 約 一 商 品 ・1契 約 一 複 数 商 品1商 品 一－SC契 約

o船 積 港,港 別 ・1契 約 一 複 数港

o情 報 商 品の 不 突 合(修 正,ク レー ム)・P/Lと の不突 合 税 関

で の不 突 合M/Rと 貨 物 契約 撤 回 変更(各 時

点)

o付 保 ・予定 一 確 定_包 括

一45一



の ご と くであ る。

シス テ ム化 をは か る にあ たっ て の問 題 点 と して は コ ン ピュ ー タ導 入企 業

以 外 の所 とフェイ ズ を一一致 出来 な い。(中 小企 業)

これ は 諸 手続 をEDP化 す る際 特 に問 題 とな る。

コー ド,帳 票 の標 準化 面

前述 の よ うに 総合 商社 の歯 内 は複 雑 多岐 にわ た って お り各企 業 共 独 自

の思 想 に よ リ コー ド帳票 体 系 に よ りEDPシ ステ ム を作 り上 げ てお り,

この 面 で業 界 と して標 準化 が 特 に 国内 歯 内処理 体 系 との 関 係 も有 り,輸

出入 の み独 自の コ ー ド帳票 を設 定 す る と,企 業 と して考 え る と トー タル

ロスに な る面 が あ る。(企 業 と業 界の トレー ド・オ フ)

現 在 の社 内処 理 の段 階 か ら企 業 間 の システ ム に レベ ル ア ッ プ した場 合

当然 プ ライバ シ ー の面 で 如何 な る ガ ー ドシス テ ム を採 り入 れ るか問 題 に

な る。(極 端 な 例 で は,売 買 両側 の 価 格 を知 られ た り,相 手 企 業 に よ り

価格 が異 な って いる こ とを知 られ た り,競 争 相 手 に 自社 の売 買価 格 を知

られた りす る危 険性)

手 続 面 での簡 素 化 が シ ステ ム化 の メ リッ トを大 き く左 右 す るに も拘 ら

ず,こ の面 で の 改 正 は 保守 的 で難 か し くま た長期 間 を要 す る。

そ の他 用 語 の不 統 一,発 展 途 上 国に 対す る 国際 的 な標 準 化

手 続 他 の 問 題

信 用 面

特 色

1ユ.4総 合貿 易 情報 シ ステ ム の方 向 につ い て

目的(最 終)と 効 果

貿 易業 務 に お いて こ れ ま で関連 企 業 機 関 が相 互 に書 類 を通 じてや りと り さ

れ て いた 情報 の交 換 お よび業 務処 理 に つ い て企 業 間 のADPを 前 提 と した処

理 交 換 に切 りか える こ と,す な わ ち

・ ドキ ュ メ ンテ ー シ ョンの機械 化,イ ン プ ヅ ト作業 の 一 本1ヒ
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●

・企業 間 デ ー タ交 換 とデ ー タ フ ァイ ル の作 成

・管理 デ ー タの作 成

を行 な う こ とに よ り,社 会 シ ステ ム と して トー タル メ リッ トを追 求 す る。 メ

リッ トと しては 次 の 各側 面 に お い て期 待 さ れ る。

・処理 の 迅 速化 ・正確 性 の 追 求 ・処 理能 力の増 大 ・費 用 の 削

減 ・情 報 の 多面 的 活用(デ ー タバ ン ク)・ 関連 企 業 の 効率 的 意 志

疎 通o開 発 にお け る2重 投 資 の 回 避02重 処 理 の回 避o情 報

流 通 経 路 の 短 縮

問 題 点

推 進 して い くに あ た って の 問題 点 と して は以 下の 点 が あげ られ る。

・個 々 の企 業 の シ ステ ム レベル が一 致 してい ない。 これ を如 何 に調整 して

ゆ くか。
6

方向性の相違 企業格差

・貿 易情報 システムと企業 内 システ ムのイ ンターフェイスを どうするか。

・業 界間 の利害 関係 を どう調 整す るか。

o企 業 と業界 の メリッ トをど う調整す るか

・プライバ シーの保護

oシ ス テム開発の結果 業 界企業 の質的変化 存立意義の滅失 に関係 して

将来の方向 を如何 に考 えるか。

・費用分担

・標準化

1.2輸 送 業 界 に お ける貿 易 情報 シ ス テ ム化

1・2・1シ ステム化の背景

従来・ 「流通 」 とい う言葉 は一般的 に1摘 菜活動 を中心 に考 えられがちであ

った。

したが って,国 際間の流通 活動 で ある貿易 システムとは取引活動(商 業)と
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その 助 成活 動 ともい うべ き金 融,保 険,規 格,標 準化 な どの 活動 に よっ て形 成

され る とい う狭 義 の意 味 に捉 わ れ が ちで あ っ た。

こ れ が,近 年 「物 的 流 通 」問 題 が大 き く ク ロー ズ ・アッ プ されて くるに つ れ

て,国 際 流 通 活 動 は,商 的 流 通 に 限 らず,運 輸 ・通 信 の各段 階 での 活 動 の すべ

て を対 象 と して包 含 す る もの と考 え られ る よ うに なっ てきた。

この よ うな 広 義 の流 通 活動 で あ る貿易 シス テ ムの 合理 化 は,生 産 面 の それ に

比 べ る と,こ れ まで 大 き く立 ち遅 れ てい た も の で あ る。

しか しな が ら,経 済 活動 全体 の効 率化 は,生 産 面 だ けで は な く,流 通面 の整

備 とあい ま っ て は じめ て完 全 な もの とな る。

「図1-3」 は,貿 易 流通 活 動 の 流 れ を示 した もの で あ る。

す な わ ち,貿 易流 通 の シス テ ム は,取 引活 動,物 流 活 動 か ら成 る流 通 活 動 と,

金 融,保 険,,規 格,標 準化 な どの流 通 助 成 活 動 か ら成 り立 ってお り,こ の シ
o

ステムの効率 化 をはかるには,こ の両者 が車の両輪 の ような役 目をは たさねば

な らない。

この よ うな認識の もとに,最 近に なって,運 輸業界 を中心 とした物的流通活

動の分野 において,多 くの革新,近 代化が推進 されてきた。輸送 面における港

湾,空 港 などの ター ミナル施設や保 管面 における流通 倉庫 の整備,荷 役面にお

ける機 械化,コ ンテ ナ,パ レッ ト等 に よるユ ニ ット・・一 ド方式 の急速な る進

展,包 装 面 の合理化 な どその効果は次第に大 き く認め られて きた。

しか し,こ の面 で推進 されてきた流通近 代化 は,こ こへきて大 きな障害 に遭

遇 したもの である。

これは,商 業 ベ ースを中心 とした取 引活動 と,物 的流通 システ ムにおけ る情

報流 通活動 と,そ れ らの助成活 動で ある通 関,金 融,規 格,標 準 化な どの情報

流通活動が,そ れぞれ各業 界,各 企業 ごとにバ ラバ ラに進 め られ ていて,そ の

関連化,シ ステ ム化 は全 くはか られてお らず,お のおの分断 されたものになっ

ていたか らである。

言 うまで もな く,貿 易流 通活動 の効率化 のためには,こ の合理化 が流通 活動
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図1-3貿 易流 通 活動 の流 れ 図

の全 般 に わた っ て システ ム的 に推 進 されな くて は な らない。

す なわ ち,各 ス テ ップ の 合理 化 が 相互 に有機 的 にか み合 っ て,バ ラ ンス を も

っ て進 め られ,全 体 と して ひ とっの システ ムを構 成 す る こ とに よ って は じめ て

その 効 果 が十分 に期 待 され る か らで あ る。

した が って,民 間 活 動 を ベ ー ス と した流 通 活 動 と,政 府 の 施 策 にま つべ き流

通 助 成活 動 との 有機 的 な関 連 化,シ ス テ ム化,貿 易流 通 活 動 の 効 率化,貿 易 シ

ス テ ムの確 立 の た め に きわ め て 大 きな役 割 を果 たす もの で あ る。

この よ うな状 況 か ら,輸 送業 界 と して は,「 貿 易 情報 シス テムの 形 成 」 こそ,

貿 易 関連 産業 の 経営 革 新 に よ る高度 化 と発 展 を支 え る不 可 欠 の機能 を果 たす も

の と して,新 しい期 待 を もっ て い るもの で あ る。
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1.2.2現 在までの システ ム化の対策

貿易情報 システ ム化 は,関 連す る各業 界,企 業な らびに関係官庁 のサ ブ ・シ

ステ ムが統一的 に結ばれて大規模 なシス テムが構成 されねばな らない。

そのため,貿 易流 通の商 品管理 を中心 として,取 引先 企業や 同業企業 との間

の情報交換,関 係官庁 との情報交換,企 業活動の効率化 のためにNIS的 機関

よりの情報の 入手 ・交換 が必要 となる。

具体的 には,関 係す る各企業間,業 界 と関係官 庁 との間 に,

① 商品 コー ド,取 引 コー ドの統 一化

② 商品の 荷姿の規格化

③ 各種の帳票類の規 格化,統 一化

④ 手続 き,制 度 の標 準化,簡 素化

な どを強 力に推進す る必 要 があ り,こ れ らは貿易流通活動の システム化 のため

の必 要不可欠 な前提 とな る。

したがって,輸 送業 界 にお いて最 も貿易流通 に関係の 深い海運業界 としては,

貿易情 報 システ ムの確 立 には,ま ず,何 よりも先に環境設 備方策 が必要 である

と判断 して,此 の対策 と して 「コー ト,帳 票類の統 一化 」の問題 を手 がけたの

であ る。

コー ドの標準化

昭和43年,輸 送 を中心 とした流通の システム化 の先陣 として,わ が国では

じめての コンテナ専 用船 が日本～北米 ・カ リフォル ニアの太平洋航路 に就航 し

た。

この就航 を前に,ま ず,コ ー ドの標準化 が取進 め られた もので,コ ンテナ ・

システムに関係する海運中核6社,ジ ャパ ンライ ン,川 崎汽船,日 本郵船,大

阪 商 船 三井 船舶,昭 和海運,山 下新 日本汽船 にて 「6社 コー ド統一委員会」

が結成 された。

その後,第 一 中央 汽船,三 光汽船,新 和海運,太 洋商 船,協 成汽船 その他が

加って,在 来定期船,不 定期船 な どすべての船舶 を含 め た ところの,外 航船貨
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物の計数処 理 について コー ドを統 一する 目的 をもって,「 海運 コー ド統一 委員

会」に改変 され,す でに140数 回 も会合 をか さね て大 い に成果 をあげ ている。

此 の コー ド統一については,運 輸 省が当初 よりオ ブザ ーバー と して参加 した

ため,運 輸 省の海運,港 湾統 計,大 蔵 省の通 関統計に もすでに一部は使用 され

てお り,港 湾,港 運 業界 にも使用 され る予定 であ り,そ の成果 は期待 され る。

コ ンテナ船 業務処 理においては昭 和43年9月 か ら,全 外航船舶には昭 和45

年4月 か ら実施 されている。

その 内容は,貨 物 の種 類(商 品名),荷 主名,港 名,船 名,航 路名,船 社 名,

航海次航,往 復航区分,輸 送区分,通 関業者名等 々で,そ の結果,海 運各社の

業務は,相 互 の連絡,運 賃 プールの計算,コ ー ド記入作業 の排 除等 々 と大 巾に

合理化 された ほか,コ ンテナのよ うな複 合輸送貨物 については,今 後 は,港 湾,

通関業 務 な どにもかな り省力化 が期待 で き得るものであ る。

此 の海運 コー ド統 一委員会 に加入 している11社 だけでも,わ が国外航海運の

貨物取扱量 の95パ ーセ ン トにも達するの で,11社 以外の海 運会 社でも近い将来

当 コー ドを使 用す る ことにな る とみ られ,1～2年 後にはわが国海運業界にお

いては,外 航部門 はすべて同一 コー ドによる情報処理 を行な うこ とに なる見通

しである。

帳 票類の標準化

日本におけ る船積 関係書類,そ の他の諸書式類 も統 一化の方 向にむ かってい

る。

とくに,船 社間で改訂 を行なえる書式 については・昭和44年11月,日 本船

主協会 内に 「船積書類合理化 専門委員会 」が設立 されて,わ が 国の輸出入貨物

に関す る船積 関係書類にっいての標準書式制定 と,事 務処理要領の確 立,わ が

国関連業 界 との調整,国 際機 関で検 討されている標準書 式の研究な どを目的 と

し,海 運大手8社 が 中心 となって鋭意検討 をお こなった。

その結果,コ ンテナ輸 送関係書類 を中心 と して,在 来船関係書類 を含ん だ各

種 書式が多数標 準化 され た。
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さ らに,昭 和46年2月 には,日 本貿易会 内に 「貿易関係書 式標準化 委員会 」

が発足 し,貿 易関連業界 と関係官 庁が一体 とな って,貿 易関係書式の標準化,

簡素化 に取組む ことになった。 委員会 には,日 本貿易会,日 本船 主協会,日 本

商工会議所,全 日本輸出組合 協議会,日 本損害保険協会,日 本海運貨物取扱業

会,日 本倉庫協会,日 本海事 検定協会,検 定 新 日本社,日 本貨物検数協会,全

日本検数協会,日 本通関業会 連合 会等 の関係 諸団体 と,大 蔵省,通 産省,運 輸

省な どの関係 官庁 が参加 してい る。

これは,わ が国においても先進 諸外 国 と同様 に,貿 易 関連業界が一体 となっ

て,貿 易実務 の能率向上,無 駄 な書類作成 の削減並 びに費用の節減 をはか るこ

とを目的 と した ものである。

1.2.3現 状システ ムに ついて

貿易関係書式標準化委員会 は,約2年 にわたる貿易関係書式の標準化,簡 素

化 につ いて検討 した結果,ECEレ イア ウ トに準拠 したマスター ・セ ッ トとして,

MasterSheet,

ShipPingInstruction,

ShipPingApPlication,

InsuranceApPIication,

の4通 の キ ー ・ ドキ ュ メ ン トに よ りワ ン セ ッ トとな って い るも の を使 用 し,貿

易 関係 書 式 の作 成 を,可 能 な限 りダイ ビ ング作業 を削減 して処 理 出 来 る ワ ソ ・

ラソ ・メ ソ ッ ドを開発 した。

そ して,昭 和48年2月 よ り,東 京,横 浜,名 古屋,大 阪 及 び神 戸 積 貨 物 に

つ い て,輸 出関 係 主 要 書式 の作成 や チ ェ ッ ク業 務 を,輸 出業者 以降 の 後 続 業 界

の実際 の ル ー トに のせ て,上 記 の マ ス タ ー ・セ ッ トを使 用 して 模擬 実験 を実施

す る こ とに な った。

この テ ス トの結 果 か ら,実 務 上 の問 題 点 を洗 い 出 して,よ り実 用 に 供 し得 る

もの を開発 す る もの で あ る。
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島

唯 し,こ の 貿 易 関係 書式 の 標準 化 が,近 い将来,関 係 業 界 との間 の オ ン ライ

ン ・シ ステ ムに よ る情報 交 換 に直 ちに 結 びつ くわけ では な い
。

しか し,輸 送 業 界 にお け る 今後 の企 業 活動 お よび 市場 活 動 を行 な う際 の情 報

活動 につ い て考 えて み る と,当 面 の一 大 目標 で ある複 合 輸 送 シ ス テ ム確 立 の た

め には,総 合 的 な情 報 活 動 が 必要 で あ り,効 率 的 な情 報 処 理 方 法 の確 立 が極 め

て重 要 な課題 となっ て く る。

そ の た め,ま ず,企 業 内 に お け る情 報 処 理 で も,他 企 業 との オ ンライ ンに よ

る情 報 交 換 に して も,デ ー タ を標 準化 す る こ とが前提 条 件 とな る。標 準 化 の な

い と ころ に,コ ン ピュー タの有 効 利 用 に よる企 業経 営 の 近 代化 は あ り得 な いか

らで あ る。

そ の意 味 か らも,こ の 貿易 書 式 の標 準 化 は,将 来,貿 易 関係 業 界 をす べ て網

ら した オ ンライ ン ・シス テ ムに よ る情報 交換,情 報 処理 の"原 点"と して 大 き

な意 義 が あ り,そ の成 果 が期 待 される。

次 に,海 運 業 界 に お け る コ ー ドの 標 準 化 は,関 係 官庁 との此 の 面 での連 携 を

は か るこ とに よ って,現 在,外 航 海 運 会 社 よ り毎 月運 輸 省 に報 告 す る輸 送 統計

につ いて は,そ れぞ れの 企業 内の ル ーチ ン ワー ク的情報 処 理 よ り自動 的 に 作成

され る磁 気 テ ー プを,そ の ま ま運輸 省 に提 出 してい る結 果,両 者 の 合 理化 がは

か られ た。 また,コ ン ピュ ー タ化 の進 ん でい る大 手 海運 会 社 で は,大 蔵 省 よ り

通 関統 計 を磁 気 テー プの まS購 入 し,外 部情 報 の 分析 に 利 用 してい る。

その 他,流 通 部門 へ の 進 出 をは か ろ う とす る総 合 商社 が ,物 的流 通 管 理 の シ

ステ ム ・オ ー ガナ イザ ー と して の 役 割 を果 たす べ く,ま ず,鉄 の流 通 過程 の合

理化 と貿 易情 報 シス テ ムの確 立 の た め に,大 手 総合 商社7社 と大 手 鉄鋼5社 が

「コー ド,帳 票 の 統一 委 員会 」 をつ くっ て積 極的 に標 準 化 を進 め て お り,そ の

成 果 が 期待 さ れ る。 また ・ 「海 運 コー ド統 一委 員 会 」 も此 れ と相 互 に密 接 に連

携 す る こ とに よって,情 報 ネ ッ トワー ク形 成 が進 ん で い くもの と考 え る。

従 来 は,同 じ商品 で も顧 客 ご とに価 格 が異 る とか,取 引 先 ご とに 納 入伝 票 の

様 式 が異 る と い う状態 で は,シ ス テ ム化 な どは とても無 理 で あ っ た が ,最 近 の
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如 く,業 界 ぐる み で環 境 整 備面 で の標 準 化 を図 ろ うとす る動 きが でて きてお り,

究極 的 に はNIS形 成 の 方 向 へ とむか っ てい く こ とで あろ う。

最 後 に,コ ン ピュ ー タ化 の進 ん でい る海 運会 社 の 一部 では,す で に,コ ンテ

ナ輸 送 に おけ る船 積 関 係 書 類 は,一 貫 処 理 シ ステ ムで 迅 速 に コ ン ピュ ー タに よ

って作 成 され てい る。

す なわ ち,内 外 の情 報 ネ ッ トワ ーク を利 用 して,コ ン ピュー タは 必 要 書 類 を

迅速 に作 成 し,現 場 部 門 よ り決 算 処理 に 至 る書 類 の流 れ の オ ー トメ ー シ ョン化

がは か られた 〔図1-4参 照 〕

しか し,此 れ らは す べ て企業 内情 報処 理 で あ り,そ の 効率化 には お の ず か ら

限界 が あ り,貿 易情 報 シス テ ムの 形成 とあ い ま って,理 想的 な 企 業 内 貿易 情 報

シス テ ム を作 成 す る方 向 で研 究 が進 め られ てい る。

1.2.4今 後の 計 画

貿 易情 報 シス テ ムの確 立 の ため に は:輸 送 業 界 と して は,ま ず,わ が国 に独

特 な業 態 で あ る商 社 ～船 社 間 を中 心 と した情報 の シ ス テ ム化 を早期 に推 進 す る

こ とが よ り最 良 の 方法 と考 え られ る。

そ の理 由は,<図1-3>の 貿 易流 通 活動 の流 れ 図 に示 され る如 く,貿 易 流

通の 両輪 で あ る と ころ の 非物 的流 通 活 動 と物的 流 通 活動 にお け る シ ステ ム ・オ

ーガ ナ イザ ー が ,現 在の 時 点 にお いて は,商 社 お よび船 社 に よ って,代 表 され

てお り,実 際 に運営 の 中心 とな っ てい る か らで あ る。

た とえば,コ ンテ ナ輸 送 の如 き国際 一 貫 輸 送 では,陸 海,空 の 各 種 の輸 送 機

関 は も とよ り,倉 庫,港 湾 な どの 業者 を も含 め 一元 と した形 が 要 請 され る た め,

その 主軸 とな る 業者 は巨 額 な資 本 力 と大 量 の貨 物 を集 め る力 を備 えて い る こ と

が絶 対 に必 要 な 条件 とな る。

す なわ ち,.集 荷す る力 と資 本 力 をも っ て,し か も,一 連の 関 連 業 者 をも 含め

た シ ス テ ム産業 を運 営 で きる経 営 力 が な け れば,効 率 的 な コ ンテ ナ輸 送 会 社 と

なれ ない わ け で,こ の条 件 を十 分 に果 た して こ そ,顧 客 に 対 して も効率 的 な物

的 流 通 サ ー ビ ス(輸 送 サ ー ビス)が 行 な える わ けで あ る。
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現 在 の 日本 の現状 で は,そ れ らの 条 件 を十分 に果せ る業 者 は,大 手 海 運 会 社

しか 存在 しな い か らで あ る。`

次 に,こ の 両業 界 の コ ン ピュー タ化 が他 の業 界 に比 べ て進 ん で お り,シ ステ

ム化 の素 地 が備 わっ て い るため で ある。

貿易 情 報 シス テ ムの形 成 の た め に は,

① 商 業 ベ ース を中 心 と した取 引活 動 を軸 とす る 「非 物 的流 通 活 動 」 の流 れ

② 物 的 流 通 シス テ ム にお け る 「情 報 流通 活動 」

③ 助 成活 動 であ る通 関,金 融,保 険 規 格 標 準化等 の諸 活 動

の3者 の 関 連化,シ ステ ム化 が問題 解決 の鍵 とな るか らで ある。

した が って,商 社,船 社 を中心 と して,パ イ ロ ッ ト ・モ デル と して の シス テ

ム を開 発 し,今 後 の世 界 の貿 易 情 報 化 が 進 む なか で,日 本 と して その 立 場 を主

張す る上 で も有利 とな る,日 本独 自の シ ス テ ム を作成 す る必 要 が あ る。

ま た,貿 易 情 報 シス テ ムの作 成 と相侯 って,輸 送業 界 に お い て は,そ れ ぞ れ

の企 業 内の ル ー チ ン ワー ク処 理 シス テ ム と貿 易 情報 シス テ ム との連 携 化 を はか

る こ とに よ り,組 織 及 び 事 務 シ ス テムの 簡 素化 と合理化 を行 な い,よ り質 の 高

い仕 事 を行 な う と共 に,ハ ン ドリ ング作業 な どの オ ー トメ ーシ ョ ン化 をは か る

こ とが必 要 で あ る。

その 結果,人 件費 の 節 減 は 勿論,生 産 性 の飛 躍的 向上 をはか り,経 済 性 と合

理 性 の 徹底 的 な追 求 を行 な わ な け れ ば な らな い。

こ れ らの条 件 を可能 に す る よ う,人,コ ンピ ュー タ,端 末 装 置,通 信 回線 を

媒 体 と して情報 をそ の発 生 地 点 か ら即 時 収 集 す る方法 を採 用 し,無 駄 をな くす

る と同時 に,情 報 の正確,迅 速 且 つ 経 済 的 に把 握 す る必 要 があ り,さ らに企 業

の 情 報体 系 を一 元化 す る こ とが大 切 で あ る。

とくに,コ ンテナ輸 送 シス テ ムの例 に み られ る如 く,今 後 は,外 部 デ ータ,

外 部 情報 利 用 の機 会 の 増 大 に よっ て,よ り大 きな シス テ ム を構 成 す るよ うに な

り,世 界 の パ戸 口か ら戸 口ま で"の 一貫 輸 送方 式は,貿 易情報 シ ステ ム と して

の一 貫 デ ー タ処理 方 式 を形 成 させ る有機 的 な 機能 を果す もの とな る。
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輸 送 業 界に おい て も1970年 代 は,デ ー タ通 信 シス テ ム と コ ン ピュー タ機 能の

結 び 合い に よ っ て,貿 易 情 報 シス テ ムの 確 立 が可能 に な り,よ り大 規模 な 効率

的 な組 織 の 編 成 が可能 とな っ て き てい る 。

此 の方 向は,貿 易 流 通 活 動 の 効率 化 の た め に,関 係業 界 と官 庁 が一 体 とな っ

て貿易 情 報 の ネ ッ トワー ク形 成 に つ らな っ てい くもの で あ り,今 後 の業 界 な ら

び に企 業 の 効率 的 活 動 の 要素 とな る ば か りで な く,業 界,企 業 の将 来 を決 す る

重大 な 問 題 に発 展す る こ とは 疑 い もな い こ とで あ る。

此 れは 共 存 共栄 の思 想 で あ り,多 くの 関連 業 界 ・企 業 が合理 的 に,お 互 い に

無 駄 を カバ ー して結 び 合 い,新 しい時 代 の繁 栄 へ とむか って行 くも の で あ る。

1・2・5シ ステ ム化 の 問題 点

貿易 情 報 の シ ステ ム化 は,必 然 的 に 関係 官 庁 を含 めて 各企 業 間 にわ た る情 報

ネ ッ トワ ー ク形 成 の方 向 に進 む で あろ う し,そ の ネ ッ トワー クは,ド キ ュ メ ン

トの交 流,直 接 の コ ン ピュ ータの 入力媒 体 で あ る カー ド,テ ー プ等 の 交流 に よ

るも の,通 信 回線 を利 用 した デ ー タ伝 送 に よ る もの な ど,い ろ いろ な方法,手

段 に よっ て運 用 され る もの と考 え られ る 。

と くに,開 放 経 済体 制 の進 展,国 際 的 な時 間 距離 の一 層 の短 縮等 を背 景 に し

て,情 報 ネ ッ トワー クの広 が りは,国 内社 会 を越 えて 国際 的 な 規 模 に まで 及 ぼ

され る で あろ う。

情 報 ネ ッ トワー クの 形 成 は,貿 易情 報 システ ムの発 展 の不可 欠 の要 件 とな る

もの で あ るが,わ が 国の 現 状 は,

① 業 界,企 業 が 内部 情 報 を外 部 に提 供 す る社 会 的慣 習 の 欠如

② 政 府 関係 デ ー タの 提 供 シス テ ムの不 備

③ 各 種 標 準 化 の 立 ち遅 れ

④ 通 信 回線 利 用 の制 限 と高 コ ス ト

⑤ 情 報 価 値 に対 す る社会 認 識 の低 さ

な どの欠 陥 が あげ られ て いる。

しか し,最 も大 き な問 題 とな る のは,「 企 業 秘 密 の保 護 」 で あろ う。
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す なわ ち,個 々の企 業 の情 報処 理 シス テ ムが,企 業 内 の ル ー チ ン ワー ク処理

シス テ ムか ら脱 皮 して 貿 易情 報 シス テ ムの如 き トー タル ・シ ステ ム化の 段 階

に な る と,情 報 の秘 密 保 護の 問題 が次 第 に大 き く ク ロー ズ ア ップ され て く る。

情 報 ネ ッ トワー クは,複 数 の シ ス テ ムが そ れぞ れ互 い に関連 を もっ て働 くこ

とに な る し,ま た通 信 回線 を介 して遠隔 地 か ら不 特 定 多 数 者 が 利 用 で き得 る よ

うに な る。

そ こで,蓄 積 され,処 理 され る情報 が,互 い に有 機 的 に 関連 を持 つ こ とが可

能 になるに及んで,当 然,秘 密保 護 に関 す る問 題 が重要 視 され・ こ の対策 を真 剣

に考 える こ とが必要 とな る。

今 後 は,高 性 能 の コ ン ピュー タの 出現 と,ソ フ トウエ ア開発 技 術の 進歩 に よ

り,各 種 の情 報 セ ンタ ー確 立 を次 第 に容 易 な ら しめ る よ うにな って き た。 そ し

て,政 府 機 関 お よび 業 界,各 企 業 に関す る貿 易 情報 に関 す る一 連 の情 報 は,近

い将 来,組 織 的 に蓄積 され て,い ろい ろ な面 で有 効 に使 用 され る こ とに な る で

あ ろ う。

同 時 に,秘 密 の漏 洩 と悪用 の不 安 に さ らされ る こ とに な る

貿 易 情 報 の 如 きデ ー タ ・バ ン クの設 立 は,万 一 運 用を 誤 まる と,圧 制 の 道具

とも な りかね な い こ と を認 識 しな けれ ば な らな い。

秘 密 保 護 に お け る必 要 な対 策 につ いて は,末 だ 日本 に お い て も具体 的 な も の

は少 な い 状態 で あ り,今 後 は,貿 易 情 報 シ ステ ム確 立 を 模機 と して,政 府,民

間 が共 同 で此 の面 につ い ての法 的 規制 の 是 非 と望 まれ る 対策 を総 合 的 に体 系化

す る べ き で あ る。

最 後 に最 も強 調 した い こ とは,貿 易 情 報 シ ス テ ムの確 立 と運 営 は,主 と して

民 間 の イ ニ シ アテ ィ ブ に委 ね るべ きで あ る が,こ れ らの 民間活 動 が 円滑 に発 展

す るた めに,政 府 は現 行 の各 種 の 制度,体 制,慣 行等 に つ い て,積 極 的 に 改善

措 置 を講 ず る とい う援 助 を行 な うべ きで あ ろ う。

ま た,政 府 は 国際的 な 情報 ネ ッ トワー クの形 成,情 報 産 業 の育 成 な どに っい

ては,む しろ 政 府 が民 間 を先導 す る気 構 えで,行 政 の管 理 体 制 の 高 度化 を進 め
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るこ とが必 要 で あ る。

そ の他,シ ス テ ム化 に つい て の問 題 点 と して は,デ ー タの収 集 と正 確 性 の 保

持,シ ス テ ム維 持 の ため の経 費 の分担,中 小企 業 の 参 加 問題 各 企 業 に お いて

稼動 中 の シス テ ム との コ ンバ ー ジ ョン対 策 な どが考 え られ,こ れ らの 問題 に対

して も鋭 意 検 討 を行 な うべ きで あ ろ う。

1・3海 運 業 界 に お け る情 報 の シス テ ム化

海 運業 界は,そ の業務 の発生が古いだ けに,部 外 との情報流 通面におけるシ

ステ ム化 の事例 は随分昔 に遡 るこ とが出来 る。 具体例 と しては,貨 物 の運送引

受に対 して部外 に発 行 される船荷 証券(BillofLading)が それであ り,

流通証券 として銀行の買取や,現 物に代 って売 買の要件 を満足 す る情報 を備 え

たもの である。又 カル テル としての海運 同盟にお けるメ ンバ ーの情報収集につ

いても,情 報 の システ ム化の原形 を認 め ることが出来 る。

然 し乍 ら近 代的意味 での,乃 至 は志向的 な情報 のシステム化 は,コ ンピュー

タの発達に伴 って行 われ てきているこ とは他産業 と軌 を一 に している。

1.3ユ システ ム化の背景

海運 にお ける近代的 意味での情報の システム化 は昭和30年 代には じまる。

業 界の各社夫 々に発 展の形態は とった ものの,大 凡は経理処 理面か らスター

トし,順 次各社独 自に給 与,営 業 収支 資料処理に システ ムの展 開 を行 って来た。

海運業,特 に 国際 間の貨物定期船運 航の局面につ いては,集 貨 ・運航 ・代理

店 ・使用施設 は各社夫 々の支配下 に独 自に管理 を行 っては いるものの,対 外 と

の情報の交換 面におい ては大 同小異であって,業 界 と しての情報の システム化

につ いての土 壌は充分 に存在 して いた と言 えよ う。

昭和43年 夏に我国 は じめての コンテ ナ船が 日本/米 国太平洋 岸に運航 され

ること とな ったが,コ ンテナの本格的 使用は物的流通面 に革新的影響 を与える

に とどま らず,そ の機能 を発揮せ しめるための諸 施設 の投資 ・設営 ・運営面 に

も大 きな変革 を もた らす ことになった。
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この変革は,情 報処理面 についてみ ると,結 果的 に3つ の局面 で影響 を与 え

た。

第 一は,同 業 者,異 種業者 を含 めて,社 外との情報の交換面

第二は,コ ンテナの体様変化 を把握す るための オンライ ン処理面

第三 は,シ ステ ムの総 合化面

即ち コンテナ輸送のための船舶建造や 陸上 での コンテナの保管 ・取扱 ・荷扱

・のた めの ター ミナルの設営には,ソ フ ト面 ・ハー ド面双方 に巨額の投資 を必 要

とし,当 然効率的 な運営 ……特 に新規物流 についての充 分な需要 の喚起 ・開発

実現や運営形態の確立す るまでは,関 係会社が共 同 して事に当る必要 があった。

この種 の活動 は従前か らも海運同盟等 を通 じて行われて来た ことでは あ るが,

今回は 日本の船社が団結 して独 自の開発 ・運営 に任 じた ところに意義 がある。

その 結果,船 腹及 び ター ミナル の 共 同 使 用 が実施 され る こ と とな り,情 報 の

収 集,伝 達 に 関連 す る諸 対策 … …情報 の 交 換,流 通 を前提 と した項 目の 整 理 と

内容 の 標準 化,統 一 コー ドの 採 用 ・帳 票 類 の標 準化 が急 がれ る こ と とな っ た。

一 方 コ ン テナは需 要 家 の庭 先 ま で運 ば れて 使 用 に 供 され ,従 っ て 従来 港 か ら

港 までの運 送管 理 に と どま ってい た海 運 の管轄 範囲 を拡 げ る こ と とな っ て,内

陸部 にわた っての情 報収 集 … … 短 時 間 内に移 動 しかっ 空 に な った り荷 物 を収 容 し

た りす る状 態変 化 の 把握,通 報 … …の必 要 を生 じた。 殊 に コンテ ナ自体 の原 価

も相 当 で あ る上 に,個 数 も数 万 を も って数 え る こ とか ら,営 業 上 か ら要 求 され

る所 在 状況 の 正確 な 把 握 とそれ をベ ー スに した効 率 的 な運 営 資料 に,管 財 上 の

必 要性 が併 され てナ ソ ライ ン ・ リアル タイ ムに よる情 報 処理 へ の端 緒 を つ くっ

た。 コ ンテ ナ時 代 の有 無 に か かわ らず 海 運 業 界 に も オ ン ライ ンの導 入 は 時 間 の

問 題 では あ った が,少 く とも コ ン テ ナ に よっ て その 時期 が 促進 された こ とは事

実 で あ り,こ れ と共 に リアル タイ ム,リ モ ー トバ ッチ等 の手 法 の採 用や ア ウ ト

プ ッ ト形 式 の変 化 等 新 しい システ ム化 時 代 に 展 開 をみ せ た こ と も亦 事実 で ある。

更 に これ が 契機 とな っ て,デ ー タベ ースの採 用,情 報 処 理 の 効 率化,ト ータ

ル システムへの志向 がお りか らのMIS論 の環 境 もあ って顕 在 化 す る こと となった。
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1・3・2現 在までの システム化の対策

帳票 とコー ドの標 準化は昭和43年 か ら本格 化 した。

帳票 の標準化 には,船 社 自体 で改訂 を行い うるもの,我 国の私企業 間 の打合

せで取進 め可 なるもの,我 国又は相手 国政府官 公庁の 同意 を必要 とす るもの等

各段階 があるが,関 係先 の意向 を打診 し乍 ら,船 社相互 のもの については船主

協会又 は コ ンテナ船 運航会社の会合 を通 じて,異 種企業間の調 整 を要す る もの

につ いては貿 易書式標準化委員会等の場 におい て,官 公庁 との折衡 については

内容 に応 じて上記の機関 を通 じて,標 準化,簡 素化,統 合化について の施策 を

すす めた。

これ らの帳票 につ いては,作 成時の省力化 ・作成 資料の多 目的使用 も考 えた

ワン・ラン方式 も検 討 し,又 海 運 の国 際 性 を念 頭 にECEの レイア ウ トキ ーに

準拠 して他国のそれ との整合性 についての配慮 も している

コー ドについては,タ ー ミナル或は他船社か らの情 報に流通性 を賦 与すべ ぐ

海運 コー ド統一委員会(当 初 コンテナ船運航6社 ……ジャパ ンライ ン,川 崎汽

船,日 本 郵船,大 阪商船三井船舶,昭 和海運,山 下新 日本汽船 にて6社 コー ド

統一委員会 と して発 足,後 に第一 中央汽 船,協 成汽船,三 光汽船,新 和海運,

大洋商船他 を加 えて海運 コー ド統 一委員 会 と改称)に て桁数 の統一や,新 規 コ

ー ドの編 集,コ ー ドブックの発行 ・訂正 及び関 係先へ の周知連絡事務 を実施 して

てい る

1.3.3現 状 シス テ ム に つい て

帳 票 面 につ い て み る と,例 えば 船荷 証 券(BillofLading)はECEレ

イ ア ウ トキ ー に 準 拠 し た 標 準B/L様 式 を採 用 す る こ と とな り,コ ンテ ナ船

に つ い て は 邦船 全社,在 来 船 につ いて も殆 どの 社 が使 用す るに至 って いる。

そ の 他 の船 積 書式 につ い ては次 表 の通 りで あ る。
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表1-1船 社統 －FORM表

帳 票 名 内 容 使 用 状 況

船社統－FORM 各船社が船社名の入らぬ全く同一の

FORMを 使 用す る。 用 紙 の 印刷 も

共 同 で 発 注。

コンテナ貨物搬入票

DANGEROUSCARGOLIST

コンテナ危険物明細書

REEFERCONTAINERLI一

ST

EXCEPTIONLIST(CY) コンテナ船運航邦船6

〃(CFS) 社及び協調配船の外船

OUTTURNREPORT(CY) 8社

〃(CFS)

UNDELIVEREDCONTAIN一

ERLISTUNDELIVERED

CARGOLIST

STOWAGEPLAN 濠州,北 欧船路配船社

船路GROUPに よる 統一 航路毎に構成船社が異るので・航路

FORM 別GROUP毎 に統 一,共 同発 注の上

使 用。

LOADINGREPORT/LO一 濠州船路を除 く全コン

ADINGSEQUENCECH一 テナ航路全航路

ECKLISTLANDING一

REPORT/UNLOADINGSE

QUENCECHECKLIST

REHANDLINGREPORT 全航路

船社標準FORM FORMのLAYOUT,SIZE等 は船

社 間 に て皓 々統 一 してい るが,用 紙

の手配等は各社が独自に行う。

輸出用船荷証券 日本船主協会標準のICSFORM 外 船 も皓 々 このFORM

FOLLOW
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DOCKRECEIPT 日本 内 部に て使用 分 につ き。 同上 同 上

CONTAINERLOADPLAN 邦船6社 標準FORM。 邦船の大部分が使用。

外船 もFOLLOW。

EQUIPMENTRECEIPT 同 上

('IN) 外船 もFOLLOW

〃(OUT) 同 上

DAMAGE&REPAIRPEPORT WORLD-WIDEに 統 一的 に使 邦船6社 のみ の統 一

用 。 発 注 は 各社。 FORM。

表1-2統 一 コ ー ドの 一 覧

コ ー ド 名 内 容 注 使 用 現 況

商 品 名4N SITC。 準拠 。 収 集はSITC6桁 邦船会社。運輸省宛提出

一 部3N-A 処理時一部特定品については運輸用の 資料 に使 用 。

3NAの 新 設 コー ドに転換 。

荷 主 名5N 船 社 独 自。13,000社 収容 邦 船 全社,運 輸 省 ・大 蔵

省,海 貨業 者。

通関業者名5N 旧大蔵省認可番号使用 邦船全社,海 貨業者

港 名4N 船社独自。大中分類で地域を区分 同 上。

船 名4NA 同 上。 邦船全社。運輸省宛提出

資料に使用

船 主 名2N 同 上。(運 輸 省 設定 コー ド) 同 上 。

航 路 名3N 同 上 。(同 上) 同 上 。

船 籍 名3N 同 上 。 同 上 。

船 社 名3N 同 上 。(運 輸 省 設定 コ ー ド) 同 上 。

航 海 次航3N 同 上 。

輸 送 区分1N 同 上 。 輸 出,輸 入,三 国間 輸送 同 上 。

の区分

経岸,経 艀1N 同 上。岸壁又は浮荷役の区分 同 上。

区 分
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以上 の 他,タ ー ミナ ルやCFS(CONTAINERFBEIGHTSTATI-

ON)等 共 同使 用 施 設 にて 使用 す る も のは 極 力統 一乃 至 標 準 化 の 方 向 に進 ん で い

る。 又 現 在統 一/標 準 化 の行 わ れ て いな い帳票 類 につ い て も,純 粋 に社 内 処理

用 に提 供 の もの を除 いて,様 式 ・体 裁 他 の 変 更 に あた って は 必ず 邦船6社 間 通

告 した 上 で変 更す る慣 習 とな って い る。

コー ド関 係 につ い て

① 海 運 の 特 殊性 の有 無 とそ の 附加 の要 否

② コー ド編 さん の 要否,編 さん コス ト所 要 時 間 と既 成 コー ド利 用 の 当否

③ メ ンテ ナ ンス方 法 と コス トにつ い て

④ 関連 業 界 ・企 業 と の共 用 の可 能性

⑤ 国際 的 に共 用 の可 能 性

を併 せ て 検 討 した 結果,現 在 表1-2の ような海運統一 コー ドとして使用されている。

荷 主/通 関業 者 名 コー ド ・ブ ック,港 名 コ ー ド ・ブ ックは 何 れ も隔 年,同 訂

正/追 加表 は 毎 月海 運 コー ド統一 委 員会 に よ って 発 行 され て い る。

現在 の 処,海 運 各 社 ない し関連 業 社 相 互 間 を直 接 オ ンライ ンで結 ぶ 情 報の伝 達 は

行 わ れ てい な いが,前 述統 一 又 は標 準帳票 と コー ドを使 用 して必 要 情 報 の 通報

がハ ー ド ・コピ ーに よって 実 施 され て い る。

各 社 内に お い ては,内 地 主 要 港湾 ・ター ミナ ル或 は 都 市 所 在 の 各社 居所 と夫

々の中 央 コ ン ピュ ー タを結 ぶ オ ンライ ン回 線 又 は テ レ ッ クス,テ レタ イ プ回線

に よっ てデ ー タ収 集,配 布 を行 っ て い る。

各社 に収 集 さ れた 以後 の デ ー タ処 理 につ いて は,各 々独 自の シ ステ ムに よ っ

て行 わ れ るが,既 述 帳票 記 入用 デ ー タは 当 然 と りきめ に 従 っ た様 式 で供 給 され

るこ とは言 を また な い。

又海 運 活 動 の 諸状 況 に つ いて は,監 督 官 庁 であ る運輸 省 に 報告 を行 うが,コ

ンピュ ー タ設 置 社 に つ い て は,前 掲 統一 コ ー ド使 用 の 磁気 テ ープ に よる報 告 に

よって ハ ー ド ・コ ピ ー提 出 の省略 が認 め られて い る。

尚海 運業 界 の この種 事 項 の取 扱組 織 は次 図の通 りで あ る。

一64一



運 輸情 報 シ ス テ ム研 究 会
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一
図1-5海 運 業界 シス テ ム化 活 動形 態

1.3.4今 後 の計 画

コ ン ピュー タ ・テ クノ ロ ジーの進 歩,伝 送回線 の 開 放,輸 送手 段の革 新 とス

ピー ドア ップ,更 に環境 の 生 み 出す 情報 の氾 濫,企 業 の 要 求 す る 情報 の多 様 性

等 が相 乗的 に働 い て,今 後 情 報 の共 用や流 通性 賦 与 に 対す る要 求 が更 に増 加す

る であ ろ うこ とが見 越 され て い る。

又,こ れ を別 と して も,物 資の流 通 段 階 にお い て,各 経 由企 業 毎 に反 復 収 集
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・処理 される同種データの効果的収 集 ・処理 ・供給問題は ,国 民経済的見地 か

らも検討がな されなけ れば な らない。

この意味で,海 運界 が独 自に意図 し乍 らもまだ端緒 の域 を脱 し得なかった異

種企業間での情 報の流通化 対策 に,今 後 の力点 がおか れる必要が あろ う。 この

ことは,ひ とり海運界のみ の課題 に とどま らず,政 府 の施策 を通 じて大局的見

地か らの システ ムの確立 も期待 したい。

1.3.5シ ステム化の問題 点

海運業の特色 は,風 俗 ・習慣 ・法制 ・民 度の異 る世界各 国の港 湾か ら内陸 部

に亘 って,大 量 の物資 を安 全 ・確実,か つ安価に輸送す る点にあ る。

この間に あって,輸 送量 の大な るこ と… …即 ち情報量 の多いこ と,関 与す る

荷主他 関係 先が多いこ と,数 多い各国 ・各港湾 ・各内陸地点での 居所 ・代理店

は企業 の規模 ・就業員数 ・緯 度 ・習慣 ・利害 が多様 ・多岐 である こと,等 の実

情 に留意の要があ る。 これ らの諸点 は亦情報処理時 の問題点 として ク ローズ ・

ア ップされ る。 日本内地 に おいても,程 度 の差 こそあれ同様のこ とが指摘 され

よう。

データの正確性確保

精選 された要員,コ ンピュー タに馴知 した人員のみによるデー タ収集は期待

出来な い故,エ ラーの発生 を最少 限に押 え、うる様式の採用 ・記入項 目の制限 や,

発 生エ ラーの検 出方法に工夫 を要 しよ う。 又意欲的 に,デ ータの正確性確保 に

努力出来 る背景 を与 えるこ とに ついて も,検 討 の要 があろ う。

EDP化 出来ぬ中 ・小企業対策

企業 の規模,企 業の ニーズの点 か ら,コ ンピュータを使 用せぬ 向も多 くある

ゆえ,前 項 と同様デ ータの収集や提供 と正確性確保 に協 力出来 る余地 ・素地 を

与えることについて検討の要 があろ う。

外船積 貨物対策

国際間輸送 については,邦 船 以外 の手段 によるもの も相 当あ り,情 報の収 集

と処理策につ いて予 め対策 を要 しよ う。
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経 費 の分 担

シス テム の分 析 ・設 計 ・確 立 ・機 器 使 用 に つ い ての経 費 を如何 に分 担す る か。

高す ぎ ては シス テ ムの受 け 容 れや 普 及 に も 難点 を生ず る こ とも考 え られ る。

機 密 保 持 対策

多数 企 業 が コ ン ピュ ー タ を共 用 し,乃 至 は デ ー タ を一 ケ所 に集 中処 理 す る場

合 ・ 当 然企 業 機 密 の保 持 対策 が充 分 に行 わ れ る必 要 が ある。 この 件 は,相 手 国

にお け る局 面 を も,我 国企 業 群 の,ひ い て は我 国の利 益 擁 護 の意 味 あ い か ら考

える要 が あ ろ う。

シ ステ ム ・コ ンバ ージ ョン対策

各 企 業 ・各業 界毎 に夫 々稼 動 中或 は計 画 中の シス テ ムが 考 え られ る が,こ れ

ら シス テ ムの 修 正 ・変更,或 は イ ン ター フ ェイ ス,シ ステ ム ・コ ソバ ジ ョ ン等

の他 移 行 計 画 に つ い て,時 間 ・費 用 を含 め た配 慮 を払 う必 要 が あ る。

官 公 庁 手 続 ・提 出書類 の 削 減 ・簡 素化

各 国 別 に,夫 々の法 的或 は慣 習上 の手 順 ・規制 が あ り,これ らに つ い ての 削減

簡 素 化 ・統 合 ・代直 ・統 一 ・標準 化 等 の 対策 を行 っ て,労 力 ・時 間 ・費用 の

合理 化 ・効 率 化 実現 が望 ま れ る。 本 件 に つ い て は,政 府ベ ースで の折 衝 に努 力

す る こ とに よ って,よ り効 率 的 な シス テ ム を期待 す るこ とが 出来 よ う。
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1.4航 空 貨 物 に 関 す る シ ス テ ム 化

1・4.1シ ステ ム 化の 背景

世 界 の航 空 貨 物 は,そ の 質及 び量 に於 て近 年 著 しい 発展 を続 け て きた し,又

今後 も従来 以上 の発 展 を示 す も の と思 わ れ る。

例 えば,ICAO(国 際 民 間航 空 機i構)の 予 測 で は,世 界 の航空 貨物 の伸 び は

1970年 か ら1980年 の間 に 約6倍,又 従 来 航 空 会社 の 収入 の 約8割 が旅 客 収 入

で,圧 倒 的 に貨 物 収 入 を上 廻 っ て い たが,1980年 代 に は,貨 物 収 入 が 旅客 収 入

を上 廻 る こ とが 予 想 されて い る。 一 方 航 空 機 に つ いて も従 来航 空 貨 物 は主 に 旅

客 機 の ペ リーで 輸 送 されて きた が,最 近 は 貨物 専 用機 が 盛 ん に な り,将 来1980

年 代 で は貨 物 専 用機 で全 体 の80%,残 り20%を 旅客 機 のペ リーで 輸 送 され るで

あ ろ う。

又,IATA(国 際航 空輸 送協 会)事 務 局 とMcDonnellDouglasAircr-

aft社 の 予 測 した世 界 の 航 空貨 物 輸 送 予 測 量 図1-6を み て も,1970年 か ら

1980年 までの貨 物 輸 送量 の 成長 は総 計400億 トソ ・マ イル,換 言 す れ ば,1980

年 の貨 物 輸 送 量 は1970年 の500%増 だ とい うこ とで あ る。

世 界 貿 易 の発 展,技 術革 新 に
60

よる新 製品の開発,貿 易 の自由
50

化,技 術 交 流 の ラ ッシ ュ,情 報

40

手段 の発達,商 品の世 界的流動.
IATA予 測

30

性等そ の他社会生活 の発達 に伴

い航空貨物輸送量 も収 入 も年 々

増大 の一途 を辿 っている。

しか し,輸 送量 及び収入の増

大に比例 して利益 も増大 して行

くとは必ず しも云 えない。優れ

た経 済性,

らか であるが,
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図 一一一.6 世 界の航 空貨 物 輸送 量

運 航特 性 を持 っ たB-747,L-500等 の大 型 機 の 出現 に よ って も明

貨 物 を輸 送 す る直 接 運 航 コ ス トは航 空機 メ ー カー の努 力 と,最
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も進 ん だ技術 の 適 用 に よっ て年 々低 減 され て きた が,一 方 に於 て,航 空 機 を運

航 す る に伴 う地 上 の グラ ン ド ・ハ ン ドリン グ ・コス トは増 大 して お り、その増 加

分 は直 接運 航 コ ス トの低 下分 を上廻 り,結 果 的 に,利 益 を相 当圧 迫 してい る傾

向 が強 くな って きた 。

航 空 貨 物輸 送 業 界 が 現在 抱 えて い る大 きな問 題 と して,第1は 上述 の 航空 貨

物 の グラ ン ド ・ハ ン ド リング ・コス トの低 減 化,第2は 顧 客 サ ー ビス改 善 で あ

る。 これ ら問 題点 にっ い て更 に深 く述 べ て み た い。'

グラ ン ド ・ハ ン ド リン グ ・コス トの 増 化

航 空 貨 物 の グ ラ ン ド ・ハ ン ド リン グ ・コス トは 急激 な上 昇 が 見 うけ られ る。

即 ち,1962年 を指 数100と す る と,1967年 には グラン ド・ハ ン ドリ ング ・コス

トは342に 増 大 して お り5年 間 に242%も 増 加 してい る。 仮 に この コス トの増 加

をそ の まx適 用 した ら1972年 には947,1977年 には指 数3044に なるで あろう。

この 数 値 は 数 年 前 に算 出 した もの で あ るが,今 日で は予 測 以上 の数 値 を示 して

いる も の と思 わ れ る。

コス ト ・ア ッ プの 原 因 とな る グ ラ ン ド ・ハ ン ド リング ・コス トの増 加 は,荷

送人 に歓 迎 され な い こ とは 明 らか で,そ の結果,航 空貨物 の大 きな需 要 が,他

の輸 送 機 関 に逃 げ て行 くで あ ろ う。

一 方 ,コ ンテ ナ化 に よっ て い く らか で も ハ ゾ ド リソグ ・コス トを引 き下げ 得

る可 能 性 が あ る が,デ ー タ処 理 方法 及 び貨 物 取 扱 方法 の面 での 改善 こそ が我 々

が追 求 して い る効 率 とサ ー ビス向上 に結 び つ く出 発 点 で あ る。

貧弱 な顧 客 サ ー ビス`

積 荷 が今 何 処 に,ど の よ うな状態(通 関は終 っ てい る の か,』損傷 は ない か等)

であるの が,到 着 は何 日か とい うこ とを正確 につ か み その情 報 を顧客 に サ ー ビス

す る こ とがむ ず か しい。

航空 機 利 用率 の低 さ

能 率 的 な事 前 積 荷 計 画,コ ンテ ナ の上 手 な利 用 及 び航 空機 のターンアラ ウン ド

時間 の縮 少 等 に よ り改善 して行 か ね ば な らな い。
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貨物上屋 スペースの増大 及び空港地域借地料の増大RATINGの 複雑 さ

航空 会社が運送 してい る貨物 につい て,BATING取 扱 い条件及 び品 目の表示

を100%正 しく行ってい ない こ とは明 らか である。会社はRates,品 目及 び

Routingの 査定等 を正 しく行 な うにはい くら職員 をや とっても間 に合わ ないこ

とに気づ きは じめている。今 後 この状 態 は増 々悪 くなるであろ う。 従って,も

し収 入金 を正 確 に管 理 し,資 金の 回収 を ビジネス として行な うためには,も っ

と進 んだ方法 をみつけ,高 度な システ ムを展開 せねばな らない。

旧式なBANKINGとCREDIT

航空会社や代理店は,何 千,何 百万 ドル とい う額 を30日 以上に亘 る長 い ク

レジ ッ トの形でかかえている。更 に航空貨 物は クレジッ ト審査 が行 なわれ,最

終的 に承認 されるまでの数 日間倉庫 に山積み されている。

複雑 な申告 システム

貨物 が到着後,正 式な通関手続 きが済 む まで何 日間 も上屋 に蔵置 されている。

そのため に発 生す る倉庫 料及 び人件費等の コス トが馬鹿 にな らず又顧客へ の引

渡 しが遅れ る。

荷役の物理的限界

倉庫 内の大量貨物 の荷役処 理 を効率的 に行 なうために は,イ ンフォーメーシ

ョンを迅速 に且つ正確 に処理す ることに よって始 めてな し得 る ものである。

以上,航 空会社,混 載業 者及び代理店 等の航空貨物産 業(銀 行 も含 めて)及

び税 関が直面 してい る問題点 をそれぞれの団体で,単 独 に解 決 することはできない。

従 って,航 空貨物 の物 的流 通機構全体(即 ち,需 要発 生か ら輸送,通 関,顧

客へ の引渡 し及び料金決済 まで)を 一つ の システム として とらえ,綜 合化す る

ことによって始めて解決 され るであろ うとい うことが,強 く認 識 されて きた。

1.4.2現 在までのシステ ム化の対策

航空会社間 で使われる書類,処 理形式及び コー ド等 に関す る基本的 な原則は,

すべ てIATAに 参加 している航空会社の 同意にも とつい て決 定 され又実施 され

ている。
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従 っ て,各 航 空 会 社 は 現 実 に直 面 して い る問題 点 及 び将 来 の システ ム化 促進

のた め の問 題 点 等 に つい て,絶 えず 研 究 し,そ の 結 果 をIATAに 提 出 し,積

極的 に解 決 して きた。

現 在 ま でに,シ ステ ム化 の前 提 とな る要 件 及び シス テ ムに直 接関 連 す る事項

が 数 多 く決 定 さ れ てい る 。例 えば,エ ア ・ウェ イ ビル(AirWayBill)の フ

ォ ーマ ッ トの 統 一 及 びそ の 記 載事 項 の標 準 化,カ ー ゴ ・リザ ベ ー シ 。ン ・メ ッ

セ ー ジの フ ォー マ ッ ト及 び 処 理 形 式 の統 一,各 種 の コー ドの統 一 等 個 々の分 野

での 合 理化 及 び シス テ ム化 を容 易 に す る統 一 化,標 準 化 が な され て き た。

しか し1.4.1で 述 べ た よ うな 大 きな問 題 点 に直面 し,そ れ を解 決す るた めの

研 究 の 必 要性 がIATAメ ンバ ー の間 で認 識 され た。

特 に,現 在 及 び将 来 に亘 っ て,デ ー タの処 理 と荷 役 処 理 と を連 けい させ,且

つ経 済 性,合 理 性 を追求 しよ う とす る際 に生ず る種 々の 問 題 を予測す る と,シ

ステ ムは で き るだ け広 い範 囲 で と らえ,統 合す る こ とが 最 も好 ま しく,効 率的

で あ る。 即 ち,世 界 中 の航 空会 社,銀 行 及 び政 府 機 関等 に よる シ ステ ムの 利 用

をは か って統 合 する ことによ り,コ ス ト,サ ー ビスの 問 題 を解 決 で きる と考 えた。

そ の.結果,こ の よ うな将 来 の システ ム を研 究 し,計 画 す る組 織(ワ ーキ ング

グル ー プ)がIATAの 中 に設 立 され た。

この ワーキ ン グ ・グル ー プは,当 初 以 下 の任 務 を遂行 す る こ とにな って いた。

① 航 空会 社,荷 主,代 理 店,混 載 業 者 及 び税 関 の 要 求事 項 を考 慮 に いれ た上

での,航 空 貨 物 自動 統 合 シ ステ ム(AIRCARGOAUTOMATEDAND

INTEGRATEDSYSTEMS)の 開 発 の た め,貨 物 処 理 と荷捌 きの 将 来

構 想 につ い て調 査 す る こ と。

② 関連 す るIATACOMMITTEES*及 び他 の ワーキ ング ・グル ープ と緊

密 に連 絡 を と りな が ら基本 構 想 を開発 す る こ と。

*個 々 の 問題 を討 議 し決 定 す るた めの機 関 と して,そ れぞれ委員会組織をし

い て お り,こ の メ ソパ ーは航 空 会 社 の代 表 に よっ て構 成 され てい る。

③IATA以 外 の 関連 グル ー プ(例 えば,ATA－ 米 国航 空 輸送 協 会)及 び

一71一



政 府 関 連機 関(例 えば,CCC－ 国際 関 税協 力委 員会)と 絶 えず密 接 な連 絡

を と るこ と。

④ 上 部 機 関 のCARGOTRAFFICPROCEDURESCOMMITTE-

ES(CTPC)の 指 示 に従 っ て特 別 の 業 務 を行 うこ と。

又6ケ 月 毎 にCTPCに 報告 をす る こ と。

従 って,こ の ワーキ ング ・グル ー プは 率 先 して,航 空 会 社,政 府 機 関,銀 行,

代 理店 及 び混 載業 者 と協 力 して調 査 を行 い,そ れぞ れ の業 界 のNEEDSや 計画

を明 らか に し,航 空 貨 物 関連 企 業 の進 歩 とい うも の を認 識 させ る。 更 に,具 体

的 に は次 の こ と を行 う。

⑤ 航 空 会 社 の貨 物 の オペ レ ー シ ョ ンの 様 々の分 野 に於 け る基 本 的 な 運営 上 の

原 則 を設 定 す る。

⑥ 航 空 会社,政 府機 関,銀 行,混 載業 者及 び通 信機 関 が それ ぞ れ の 内部 シス

テ ム を設 計 し,個 々の シス テ ムの接 合 をは か る際 に,共 通 の システ ム要 件 と

して用いることがで き る よ うな標 準的 で 且 つ推 せ ん で き る方 式 を開 発 す る。

⑦ 様 式 及 び取 扱 い手 続 き,会 計,通 信,グ ラ ン ド ・ハ ン ドリ ン グ,施 設 等 に

関す る他 のIATAグ ル ー プ,ATAグ ル ー プ と これ らの 要件 の統 合 を図 る。

⑧ 政 府 機 関,銀 行,混 載業 者 及 び メ ー カーの協 会 と連 け い を保 つ。

これ らの 問 題 を遂 行 す る こ とに よ っ て,得 られ る利 益 を最 大 にす る"ト ー

タル ・シ ステ ム"の 概 念 確 立 を 目ざ して い る。

これ は 又,手 作 業 及 び機 械化 シス テ ム を混 用 して,効 果 的 に運営 を行 う規

模 の 小 さい航 空 会 社 と,よ り総 合 的 な 機 械 化 を望 む大 会社 との双 方 の要 求 に

こた え られ る よ うに,小 さ な単 位 を組 合 わせ て 全 体 を構成 して行 くモ ジ ュ ラ

ー シス テ ム を採 用す る。

以 上 の よ うな構 想 の も とに,ワ ーキ ン グ ・グル ー プを発足 させ,研 究 を開 始

し過 去2年 間 に亘 って 研 究 が続 け られ た 。 この メ ンバ ーは航 空 会 社 の 代表 に よ

って構 成 され,必 要 に応 じ招 集 され る。 従 っ て この研 究 の た めの 作 業 に専 任 で

きなか っ た こ と,貨 物 の シス テ ム化 の 基 本 的 な問 題 で あ る 商品 の コーデ ィ ング ・
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シス テ ムの 開 発 の むつ か しさ及 び シス テ ム化 以前 の問 題点 が 多 く,仲 々思 うよ

うな成 果 が 挙 げ られ なか っ た。

そ こ で,最 近 この ワーキ ング ・グル ー プ を改 組 し,専 任 の研 究 者 を3人 置 い

て"航 空 貨 物の 自動統 合 シ ステ ム"の 概念 確 立 の た め の作 業 を続 け させ て い る。

1.4・3現 状 シス テ ムに つ い て

航 空 貨 物 の 荷 送 人 か ら荷 受 人 に至 る まで の処 理 をす べ て,デ ー タ処 理装 置 を

使 っ て行 う とい う統 合 シ ス テム は,現 在 末 だ ど こ にも実現 され て い な い。

現 状 で は,各 企 業 内 での 機 能 の み を扱 った システ ムが実 現 され て い るに とど

ま っ て い る。 しか し一 部 では,SOFIA及 びLACESの よ うな通 関 業 務 を中心

と した 共 同 利 用 シス テ ムが 開 発 さ れ,使 用 され てお り他 の国 々に於 て も通 関業

務 を中心 とす る共 同 シス テ ムの 開 発 が 盛ん に な って きてい る。

航 空会 社 の シス テ ム化 に っ いて は,前 章(2)で 述 べた よ うに,将 来 の航 空 貨物

の よ り効率 的 な ハ ン ドリ ングや 処 理 の た め の"処 理 方式 の標 準 化"及 び"推 せ

ん で きる よ うな方 式"と い う もの がIATAで 積 極 的 に採 用 され,将 来 の シ ステ

ム化 を容 易 に す る基 盤 は着 々 と築 か れて い る と思 わ れ る。

航 空 会 社 に於 け る貨物 処理 に必 要 な機 能 は 次の 通 りで あ る。

① 貨 物 の予 約 ④ 貨 物 の ビル ト・ア ッ プ,プ レイ ク ・ダ ウ ン

② 貨物 及 び 書類 の 受 付 け,引 渡 し ⑤ 上 屋 内 の 在 庫 管 理

③ 貨物 搭 載 計 画 及 び マ ニ フェ ス テ ィ ング ⑥ 運 賃 審査 及 び会 計 処 理

各 航 空 会社 は,以 上 の 機 能 の 内 いつ れか を何 らか の形 でEDPS化 して いるが,

こ れ らの機 能 の殆 ん どす べ て をEDPS化 して い る システ ムと しては
,AIBFB-

ANCEのSAFOシ ステ ム及 び 日航 のJALTOSが 挙 げ られる 。 いつ れも オ ン ・

・ラ イ ン ・リア ル タ イ ム ・プ ロセ ッ シ ングで且 つ 貨物 処 理 の た め の固 有の コ ン

ピュ ータ を使 用 して い る。

シ ステ ム 内の 業務 及 び デ ータ の 流 れ 及 び機 能 明 細 につ い ては 省略 す る が
,

シス テ ムの 規 模 を知 る上 で,こ こに両 シス テ ムの ハ ー ドウェ ア構成 を参考 ま で

に示 す。(図1-7,図1-8)
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1.4.4今 後の 計 画

先 に述 べ た よ うな 構 想 の も とに;将 来 の あ り得べ き姿,即 ち,航 空 貨物 産 業

全 体 の トー タル ・シス テ ムの デ ザ イ ンへ の ア プ ローチの 一 つ を紹 介 して み たい 。

荷 主 が運 送 した い 貨物 を搬 入 した と き,エ ア ・ウ ェイ ビル(AWB)に 必 要 な

デ ータ をCRTか らイン プ ッ トす る。 そ の情 報 は航空 会 社 又 は共 同の コ ン ピュ ー

タに 送 られ,そ こ で品 目の 正 しい 運 賃 率(rates)と 経路 ,(routing)と を 自

動 的 に適 用 し又 必 要 なデ ー タ ・チ ェ ッ クを行 い,代 理 店 又 は航 空 会 社 の端 末 に

AWBを ア ウ トプ ッ トし,AWBが 作 成 され る。
、そ して 同時 に運 賃精 算 の た め の

残高 チ ェ ック と,顧 客 の銀 行 口座 か ら航 空 会 社 の 銀行 口座 に振 込 み をす るた め

の デ ー タが 自動 的 に銀 行 の コ ン ピ ゴニ タ
.・シス テ ムに送 られ る。顧 客 の 残 高 チ

ェ ッ クが な され,資 金 振 込 み が終 る と輸 出 通 関 を得 るた め ,及 び適 切 な 輸 出 貿

易 デ ー タが 記 録 で き る よ うに,コ ン ピュ ー タは 貨物 を税 関 コ ン ピュ ー タに照 会

す る。"磁 気 テ ー プ"レ コニ ドは・ 会 計業 務 の た めに必 要 に応 じ,航 空 会 社 が

利 用 で きる よ うに保 持 される 。

貨 物 の発 送 前文 は 発送 後 に,AWBデ ー タは高速 度 通 信 回線 に よ り着 地 に送

られ る。 貨 物 が到着 地へ 空 輸 され て い る間 に,伝 送 され た デ ー タは着 地 で 受 信

され る。 着地 に於 け る航 空会 社 又 は輸 入代 理 店 は,着 地 の シス テ ムか らこれ ら

の デ ー タ をCRT上 に デ ィス プ レイ させ た り,又 は輸 入 申告 の詳 細 事 項 を イ ン

プ ッ トさせ た りす る こ とが可 能 と な る。

貨 物 が 到着 後 す ぐ引渡 され るか,そ れ とも書類 又 は貨 物 が詳 細 検 査 を受 け る

必 要 が あ るか を"シ ステ ム"は 知 らせ て くる。

'又
コ ンピ ュ ー タは 到 着 直 後 か そ れ以 前 に ,税 関 チ ェ ックや,関 税;租 税 の

計 算 を行 う。

上 記 のζ とが完 了 す る と,貨 物 のイ ンベ ン トリー とス テ ー タ スの レ コー ドが

航 会 社 又 は共 同 の コ ンピ ュ旨 タに 記 録 さ れ る 。 従 って 定 例的 な ペ ー パ ー ワー

クをす べて デ ー タ処 理 に お きか え,多 くの場 合 貨 物 が到 着 す る以 前 に ,あ るい

は到 着 直後 に 引渡 しの 準備 がな されている とい うことである。 同様 に 重 要な こ と
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◆

と して,作 業量 を前 も っ て計 画 してお くこ とが で きれば
,到 着 地 での 上屋 の全

作業 が 容易 に な る。

以 上 の 説 明 か らも解 る よ うに,荷 送 人 か ら荷 受 人 に 至 る ま で の 流 れ をす 一

べ て 包含 す る"シ ス テ ム"に よっ て
,デ ー タの重 複 が避 け られ,正 確 にな り且

つ迅 速 に処理 され る ため 顧 客 へ のサ ー ビス が飛 躍的 に 向上 し又 政 府 及 び企 業 に

とっ て も コス トを 下げ られ る等 多大 な メ リッ トを もた らす で あ ろ う
。

1・4・5シ ス テ ム 化 の 問題 点

以上 述 べ て来 た将 来 の 共 同 シス テ ムが 貨 物iこたず さわ っ てい る官 界
,業 界 に

対 し本 当の 意 味 で ゐ メ リッ トをも た らす'ため には ,種 々の 問 題 を解 決 しな け れ

ば な らな い 。 特 に重 要な こ とは ,よ りよ い システ ム を確 立 す る ためのアプローチ

と して,当 初 よ りEDPS利 用 を前 提 とす る の で はな く
,な るべ くEDPSを 使 わ

な くて も 済 む方 法 を見 つ け,で きる だ け シス テ ムを単純 化 すべ き で ある
。 従 来

の 機械 化,シ ステ ム化 で 見 受 け られ る欠 点 の 一 つに
,手 操 作 で 行 わ れ て き た複

雑 な処理 形 式 をEDPSに そ の まs代 替 させ てい る。 その 結 果 デ ー タの イ ンプ ッ

トが複 雑 且 つ 多量 にな り,イ ジ プ ッ トに費や した労 力の 割 に,ア ウ トプ ッ トが

余 り利 用 さ れな い。

次 に シス テ ム化 を促進 して行 く上 で の主 な問 題 点 を具 体的 に挙 げ て み る。

コー ド等 の 標 準 化

特 に 貨物 の シス テ ム化 の キ イ ・コー ドであ る 商品 分 類 コー ドの 確i立
,で き得

れ ば運 賃計 算 と関 税 及 び 消費 税 算 出の た め の コー ドと互 換性 が あ る こ とが 望 ま

しい。

ドキ ュ メ ン トの 統 一化及 び 廃 止 への 努 力

異 業 著 聞 で品 物 の や りと りが な され る場 合 授受 を証 明 す るた め に そ こに 書 類

が発 生 す る。 従 っ て 将来 は・EDPSを 利 用 す るこ とに よ っ て
,書 類 の 本来持 っ

てい る機 能 を コン ピュー タ ・フ ァ イル に代替 させ る こ とが可能 とな る
。

護 れ が調 整 者 に な る か。

官 界,業 界 等 多岐 に亘 る 団体 間 の調 整 を護 れ が 行 うか。 将 来 の共 同 シス テ ム
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を確立 し下行 く上 で メ.リ ッ トを享 受 で き る もの と,余 り享受 で きな い もの が 出

て くるで あ ろ う。 これ を どの よ う納 得 させ,解 決 して行 くか が非 常 に重 要 なポ

イ ン トとな る・

COST/MERIT分 析

COST/MERITを 明 らか にす る まつ 官 界,業 界 を含 めた トー タル ・システ

ム に対 す る コス ト及 び メ リ ッ トを どう明 らか に して行 くか。 次 に トー タル ・コ

ス ト/メ リッ トを個 々の 業 界 に ど う割 り振 って 行 くか,最 終 的 に は コス トの 割

には,メ リ ッ トを多 く享 受 で き る業 界,逆 に,コ ス トが 少 な くて大 きな メ リッ

トを受 ける業 界 が 出 て き た場 合 の コス ト負担 へ の 還 元 を どの よ うにす る か。 シ

ス テ ム化 の メ リ ッ トを算 出す る場 合,目 にみ えない 潜 在 メ リ ッ トを ど う評価 し

て 行 くか,こ れ を正 し く評 価す る こ とな しに シス テ ムの 妥 当性 は論 じ られ な く

な る で あ ろ う。
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1.5貨 物 保 険 業 界 に お け る シ ス テ ム 化

1.5.1シ ステム化の背景

貨物保険業界 におけ る各企業 で行なわれ る内部事務処理には,一 般企業経 営

に必要 なもの の他に業界特有の ものもあ るが,こ れ らを大 き く分ける とほぼ次

の とお りである。

① 貨物保険証券作成業 務

顧客か ら保険 申込書(InsuranceApplication)を 受け とり,そ れ

に もとづ き④保険 証券,㊥ 保険料請求書(DebitN。te),6イ ンプッ ト

データ原票(DailyReport)等 の書類 を印刷するた めの マスター シー ト

を作成す る業務,お よび関連業 務。

② 各種会計業務

顧客か ら受取 る保険料,支 払い保険 金に関す る計算,伝 票計上,徴 収,

支払い,決 済等 の業務。

③ 共 同保険関係業務

複数保 険会 社に よる共 同引受物件 に関す る保険料,保 険金の計算,伝 票

計上,相 互通 知,決 済等の業務。

④ 再保険 関係業務

一保険 会社 に よって引受け られた物件の一部 を他の保険会社(海 外保険

会社 を含 む)に 引受け て貰うのが再保険 で,売 り(出 再保)と 買い(受 再保)

の双方 がある。 これの保険料,保 険金に関す る計算,伝 票計上,相 互通知,

決 済等の業務。

⑤ 貨物保険統計作成業務

貨物保険経営 の基礎資料た る貨物保険 危険統計作成業務。社 内用のみ な

らず 日本損害保険協会,日 銀等に対す る,外 部報告 用資料 も作成す る。

当業 界にお ける コ ンピ ュー タ ・システ ム化 も一般産業界 と同様 に営業量の増

大 に ともな って徐 々に作 りあげ られた ものであ るが,発 足は1950年 代 のPCS

導入時代 であ る。
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当初は上記各種業 務をそれぞれ単独 の システム として,あ るいは相互に若干

の結合 を図 りなが ら機械化 を図って きたが,第3世 代の コ ンピ ュータ出現に と

もない一貫処理 システム化,ト ータル ・システ ム化 を各社で開発す るよ うにな

った。

各社 でこの よ うな システ ム化 をすすめ るよ うになったのは,や は り飛躍的 な

情報量 の増大 であ る。す なわ ち①顧客 か らの保険申込件数の増加,② 同業者間

決済 を要す る共同保 険,再 保険取引 の件数 と種類 の増加,③ 各種輸 送手段の革

新に ともな う保険危険の多様化お よび所要統計資料の増大等 々であ る。

(注)内 部事 務処理の分類方法 は種 々あ り,上 記分類はその一例 である。従 っ

て システム化 の方法 も必ず しも上記分類によって行なわれ るのでは な く,

各社 によ り差がある。

また各社 がシステ ム化 がすすむ過程 で問題 とな ってきたのは各種 異企業間取

引に関す るイ ンプッ トの効率的交換 であ る。 た とえば顧客 か らの保険 申込み,

同業者間取 引にっい ての相互通知 な どの効率的処理 とい えよ う。

この うち伺業者間取引,す なわ ち共 同保険,再 保険関係業 務につい ては,各

社共 に他社か ら受けた帳票,あ るいは記載 データをその まま自社 イ ンプッ ト原

票 と して利 用す る要請 が強 くな り,そ の結果,帳 票 自体,記 載デー タプ関連 コ

ー ドブな どの統一化パ標準化 の方 向にむか うこ ととなった。

各種 コー ドの統一化,標 準化 は,こ の理 由の他 に貨物保険会社統計資料作成

の面か らも推進 ざれ るよ うにな つた。貨物保険統計 は上に も述 べたよ うに単 に

一社 の もののみな らず ,全 社的 なもの も作成す る必要 があ り・各種 外部報告 用

統 計 を各社 で作成 してい る。 従来 各社個別 にそれぞれの事情 か らシステ ム開発

が なされたため,こ れ ら統計 に使 用 される コー ド体系には差が生 じ・統 一 した

基準 での統計 を得難い場合 が発生 す るようになった。 この ような問題 を排除す

るため関連 コー ドの統一化,標 準化 が検討 され ることとなった ものであ る。

これ らはいずれも業界 内部の問題 であ り,利 害関係も比較的一致 している性

質の ものであるため統一化,標 準化が し易い面があ ると言 えよ う。
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異 企 業 間 取 引 に 関 す る イ ンプ ッ トの 効率 的 処理 の点 で は,今 後 は 次 第 に 顧 客

との 間 の取 引,い わ ば 同業 者 間 の 「 ヨコ 」の取 引 に対 して 「タ テ 」の 取 引 問

題 とな っ て こ よ う。 上 記 各種 内部事 務処 理 の う ちもっ と も シス テ ム化 が 技術 的,

コス ト的 に 難 か しい のは① の証 券 作成 業 務 で あ り,現 在 この 業 務 の 一 部 分 を コ

ンピュータ ・シス テム化 してい る の はい くっ か の会 社 の部 分 的 な 取 引 だ け にす ぎ

ず 極 め て異 例 であ る。 保 険 業 界 各 社,お よび顧 客 各社 の社 内 シ ステ ムが確 立 さ

れ るに つ れ い わ ゆ る 「タテ 」の 取 引 の シス テ ム化 は 種 々問 題 とな るで あ ろ う。

1.5.2現 在 ま で の シス テ ム 化 対 策 と現 状 シ ステ ム

当 初PCSの 導 入 時 代 各種 業 務 の単 独 の機 械 化,あ るい は 相 互 の 関連 シス テ

ムの 若 干 の結 合 を行 な っ た も の な どを作 っ た が,そ の後 新 機種 導 入 の都 度 レベ

ル ア ッ プ を図 っ て きて い る。

現 在業 界 で もっ とも多い 動 き は上 記 ① の 証 券 作成 業 務 を除い た 部 分 の トー タ

ル ・シ ステ ム化,一 貫 処 理 シス テ ム化 で あ る。

す な わ ち上 記 内部 事務 処 理 の 多 くは保 険 引 受 時 に得 られ るデ ー タ(元 受 デ ー

タ),実 際 に は保 険 証券 作 成 時 に作 成 され る イ ンプ ッ ト用 原票 上 の デ ータ を基

礎 デ ー タ と して利 用す る。 従 っ て効 率 的,総 合的 な シ ステ ム とい う観 点 か ら,

フ ァイ ル の相 互 利 用,重 複 イ ン プ ッ トの排 除 を考 慮 した シス テ ム,『ひ'どつ の 元

受 デ 〒 タか ら効 率 的 に多 種 の 業 務 を処 理 す る シ 入テ ム を作 りあ げ る こ とが 望 ま

しい 訳 で あ る。 ㌧ －L-… ∴一`

ま た 先 に も述 べ た よ うに 証 券 作 成 業 務 に つ い ては業 界 全 体 の6中で極 め て部 分

的 に行 な わ れて い る。

一 方 ,業 界 内取 引に関 す る イ ンプ ッ ト媒 体 の効率 的 利 用 とい う点 か ら行 わ れ

てい る帳 票,記 載 デ ー タ,コ ー ド等 の統 一 化,標 準 化 が行 な わ れ て きた が そ の

方 針,あ るい は すす め 方 は 極 め て漸進 的 な もの であ る。 す な わ ち,統 一化,標

準 化 はあ くま で もそれ に よ り関 係 各社 に メ リッ トが生 ず る もの で な け れ ば な ら

な い 。 従 って い ま まで の 作 業 は 必 要 最少 限 の もの に限 り行 な わ れ る こ ととな

り,各 社 の シ ステ ムに ほ とん ど大 き な影 響 が ない か,あ るい は シス テ ム変 更 を
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せ ま られ てもその結果 として充 分利益 がある場合 にっき実施 してい る。

この結果現在統 一化,標 準化が実現 した帳票,記 載データ,コ ー ド等には 下

記がある。

帳 票

① 共同保 険相互通知書(DailyReportで 代用する場合 が多い)

共同保険は複 数保険会社 に よる一危険の引受であるが実務上は幹事会 社

が代表 して保 険証券お よび元受データを記載 した本帳票 を作成 し,本 帳票

を他の会社に送付す る。他社ではこれをそのままイ ンプッ ト用原票 と して

利用す る。

従来から各社で自社 システムにあわせた帳票 を作成の都度,他 社 への影響 を

相互 に調整 しなが らすす めて きたが,今 回の貿易書式標準化委員会の活動

によ り,保 険 申込書,保 険証券,保 険料 請求 書等 と共に統一化が実現す る

こととなった。た だ し今回は記載デー タとその位置の統 一化は行なわれ る

が,各 社 システ ムお よびイ ンプ ッ ト方法 等の違 いか らコー ド欄の統 一には

至っていない。 なお大手各社 は'73年4月 までには,一 部の取引 を除 き本

帳票 を採用す る予定 であ る。

② 共同保険金請求書

本帳票につ いても上記同様 各社相互 にイ ンプッ ト用帳票 として利用で き

るよ う従来か ら調 整 を行 なってきたが,業 界 内部の委員会の作業 に より,

'73年4月 分か ら漸次統一 フナー ムが採 用されること となった。 また同時

に本帳票 にっい ての全社的統一事務処理が作成され た。 本帳票は様 式・記

載 データその ものお よびその位置について統 一化 した ものであるが,コ ー

ド体系 な どの違いか ら記載データの表現方法な どは必ず しも完全 な統一化

ではない。

③ 再保険計算書(MonthlyReport)

業界 内の再保険取 引量も多 く,最 近 ではその大部分のものについては定

期的に相 互通知お よび決済 を行な う。 本帳票 はその通知 用 書類 である。様
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式記載デ ータお よびその位置 な どほとん ど統一化 されてい るの で他社 では

共 同保険 の場合 と同様 これ をそのままイ ンプ ッ ト原票 として利用できる。

統一 フナー ムが採用 されたのは'70年 か らである。 また再保 険には本帳票

を使用 しない取引 も多 く,関 係す る付属書類 もあるが これ らの統一化,標

準化は まだ行なわれていない。

コー ド

① 貨物,引 受条件 コー ド

引受貨物 お よび 引受条件 の組み合わせ についての数字3桁 の コー ドであ

る(た だ し引受条件 コー ドは一部貨物の特別の条件のみ)。'69年4月 に

はす でに本 コー ドの前身 である数字4桁 の標準 コー ドがあった が必ず しも

全社 には利 用 され てい なかった。'73年4月 か ら全社一斉 にこの業界統 一

コー ドを利 用す るこ ととなった。

本縫 一 コー ドの 実 現 の意 義 は 大 き い。 た とえば上 記 の共 同 保 険 金

請求書上の貨物名引受条件は本 コー ドに よ り表示可能 とな るので他社の コ

ー ドがその まま 自社 コー ドとして利 用できる
。 また貨物保険の全社的統計

作成の際整合性 のある統計が得やす くなる。

② 外国地 名 コー ド

輸 出におけ る荷揚 港,輸 入におけ る積 込港の地名 をあ らわす 数字3桁 の

業界統一 コー ド。主 と して国名別の分類であるが一部主要 港にっ いては港

名その ものの コー ドを設定 してい る.'69年 か ら各 社 で統 一 コー ドを使

用。

③ 通 貨 コー ド

各国通貨 をあ らわす数字2桁 の業界統一 コー ド。

④ 国内保険会社名 コー ド

国 内保険会社名 をあ らわす数字2桁 あるいは英字1桁 の コー ド。

⑤ 損害に関す る各種 コー ド

共 同保険 金の決済 関係帳票,損 害 に関す る全社的統計作成等 に使 用され
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る保険危険 の損害に関係す る各種 コー ドである.た とえば,① 損害 の種類

(数 字2桁),② 支払損失金 の種類(同1桁)等 。

1.5.3今 後の計画

各保険会社 においては全体 として総合的,か つ効率的な システム化 を引続 き

開発 してゆ くこ とにな るであ ろ うが,将 来 もっとも大 きな問題 とな る と思われ

るのが証券作成業務 をも含めた システ ム化 である。

現在では業界 内において非常に部 分的 に しか行 なわ れてい ない が,貨 物保険

は引受 内容 を定型化できない ものが多いため証券作成業務は も ともと非 常に人

海戦術的なや り方 によ り行 なわれてお り,顧 客側 システム との有効な結合がで

きればメ リッ トの生ず るシステムでも あるのでこれか らの課題 となろ う。

しか し,こ れ らのシステム化 にあたっての最大の問題 は顧客側 システムに多

種 の システムが存在 し,こ れ らにつ きそれぞれイ ンター フェイ スを確立する こ

とが非常に困難である とい う点 である。 特に個 々に異な るシステ ムとの間に各

各イ ンター フェイ スを確 立す るには個 々の企業ベー スでは相 当の人 と費用が必

要 とな る。 このためには個 々の企業ベ ースではな くコー ド,デ ー タ ・エ レメ ン

ト,デ ータ ・フォーマ ッ トな どについ ての関係者全員に よる統 一的な る作業が

必要 である とも言 えよ う。

保険業界 内部におけ る帳票,記 載データ,コ ー ド等の統一化,標 準化の進捗

状況はすでに述べた とお りで あるが,統 一化,標 準化 された もの の中で も問題

は,各 社 システムの相違 のため に現時点 では どうしても統 一化 できない部分 で

ある。

これまでこれ らの統一化,標 準化 は主 として各社 システムの ユーザーサ イ ド,

すなわ ち貨物 保険 内部事務処理 にたず さわ る部 門からな る委員会に よって行な

われて きたが,こ れ以上 の システ ム化 を図るには各社の システム開発 にたず さ

わ る部門か らな る委員会 に ょ り行なわ なければな らない のではないか と思われ

る。
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●

L5.4シ ステム化 についての問題点

これか らの システムは,各 企業 にお ける システムが確立 されつっ ある段階 に

あ るので,異 企業間 システ ムの有機的,効 率的結合 が問題 となろ う。 あるいは

直接 その段階 に行か ないまでも関係者相互の1/0の 有効な利用方法 がよ り求

め られるこ ととなる。

異企業 間 システムの結合 がすす め られ るのに問題 となるのは,先 に述べた多

様 なインターフェイスの存在の他 に,結 合 システ ムか ら両者 が どうメ リッ トを得 る

こ とができるが,す なわち双方 における システムの投資効果,あ るいは結合 シ

ステ ムにおい て双方の企業秘密 を十分 まもれ るか否 か,そ の対策な どがあ ると

考 えられる。
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1.6銀 行 に お け る 外 国 為 替 業 務 の シ ス テ ム 化

1.6.1シ ステム化 の背景

我が国の銀行界 では、 一般 的には、 内国業務 に比較 し、外国為替業 務の比重

が低 いため、預金、為替等 内国業務のADP化 が先 に進 め られ、外国為替業務

のADP化 は遅 れてい るの が現状 である。然 し乍 ら、近年 に於 ける我 が国貿易

量の飛躍的 な増大、及び、国際化の急速 な進 展に伴い外国為替業務のADP化

も大 き くクローズ ・ア ップされて きてお り、各行 とも本格的 に これに取 組み始

めてい る。 この点、貿易業務の比重 が高い商社や海 運業界等 とは大 き く異 って

いる。

銀行の外国為替業務は内国業務に比 し、処理 手順が複雑 であるばか りでな く、 関

連する他機関が貿易商社、 メーカ「 各省庁 、日銀、更に、外 国銀行 と広範に亘 り、

その システム化 は極めて難 しい と見 られ るが、上述の貿易量の増大、国際化の

進展、加 えて、国内業務ADP化 との整 合性 の確保、 関連業界に於 けるADP

化の普及、外国為替 の熟練者等人手不足 の面 か ら、 このADPシ ステ ム化 は早

急に実施 していか ざるを得ない状勢になって きてい る。

上記事情 か ら、従来、銀行業界 を中心 に したADP標 準化案件は内国業務 に

関す る ものが圧倒 的 に多 かったが、一昨年 頃 か ら外国業 務関係 の標 準化 の案件

もよ うや く提起 され るよ うになってきた ところである。

1.6.2ADP標 準化の歴史

ここで銀行界 に於 け るADP標 準化 の歩 み を辿 ってみ れば、

昭和37年6月 外国為替銀行の外貨 準備制度 が施行 され るに当 り、大蔵 省は、

その制度 の適正な運用 を図 るため、外為計理 の統一化 を要望 し、甲種為替 銀行

二水会 を通 じ各行にその検討 を指示 した。 このため検討会が設置 され、 ここで

検討 された基準 が外為 計理 準則 とな り、昭和39年4月 よ り各行外為計理 は一

斉に統一 処理 され るこ ととなった。

国内業務面 でのADP標 準化 につい ては、昭和43年 か ら配当金振 込票 の標
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準規格 の採用検討に入 り、同45年 よ り実施 された。 また、昭和43年 か ら磁

気テー プ交換 に よる預金 口座振替 の取扱基準の検討が行われ、46年10月 に

基準 を設定 、以 後実施 に移 されてい る。更に昭和44年 か らは振込関係の磁気

テープ利用 の検討 に入 り、昭和46年 に至 り、磁気テープ仕様取 扱手続 が定 め

られた。

大型 プロジ ェク トとしては昭 和43年 頃 か ら地方銀行協会 の共同テ レシステ

ムに都市銀行 も加入す る方式 が検討 され たの を契機 と して
、昭和46年6月 に

全国銀行デ ーター通信 システム設計書 が日本電信電話公社 によ りま とめ られた。

この システムは本年 より稼動 の予定 であ り、 月間 処理 予測 デ ー タ量は約8百

万件 で、昭和50年 には約12百 万件 と見込 まれている。又、昭 和46年 には

東京手形交換所 において、 明治以来 の手形交換 制度 の大改 正が行 われたが、 こ

の改 正を前提 と して、小切手用紙 の規格、様式、紙質等 の統一、MICR印 字

方式 の採用、統一金融機関番 号の設定 が行われた。更に、手形交換合理化準備

室 を設 け、交換 セ ンターにお ける集中交換制度、及び銀行会館への コンピュー

タ設置 の具体的検討 が行われ、昭和46年7月 、同手形交換所 では集中処理方

式 を導入 し、従来の立 合交換 を廃 止す る等、ADP標 準化 は着 実に進 め られて

きてい る。

一方
、外国為替業務 の面 での標準化 の動 きは、前述の外為経理準備以来殆ん

ど見 るべ きものがなかった が、昭和46年 に至 り、漸 く日本貿易会 の提唱 によ

り貿易書式標準化委員会 が設 置 され、金融機関 も第5部 会 としてこれに参画 し

同年8月 か ら47年2月 まで6回 の会合が開 かれ、信用状付輸 出手形 買取依 頼

書様式 の標準化 につ き検討 を行い、その結果 を委員会 に報告 してい る。然 し乍

ら、銀行 に とっては、為替手形 を中心 とす る会計情報 に係 るニーズの比重 が商

品(物 の動 き等)に 関す る情報 よ り高いため、船積書類 マスター シー トの様式

をそのまま使用す るの は不可能 であ り、銀行 として最小限の情報 を盛 り込んだ:

独 自の様式案 となってい る。但 し、各行 とも既 に独 自の コー ド体系 な らびに外

国為替ADP化 案 をもってい るため統一的に採用されるに至 ってい ない。
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以上の如 く、銀行 に於 ける外国為替業務面 での標 準化案件は、内国業 務面に

於ける標準化 の数 々の成果 に比 し極めて遅 れてい る と言わ ざるを得ず、銀行間

の情報交換い標準化 の話 し合い、協 力等 は未 だ本格 化 してい ない実情 にある。

総合貿易情報 システ ムに対す る委員派遣等 を機 に標 準化の気運 の盛 り上 りが期

待 される次第である。

1.6.3現 在まで のシステ ム化 の対策

前章のADP標 準化 の歴史の中 で記 した如 く外国為替 業務 につい ては、銀行

界全般の協力に よる標 準化の立遅 れが強 く感 じられ るが、各行 の内部処理 に於

てはADP化 が可成 り進 んでお り、 内国業務 のADP化 に比すれば遅 れは否 め

ない もの の、国際的 に見 れば遙 かにその水準 を超 えてい るもの と見 られ る。詳

しくは銀行間 での公的情 報交換 の場 がないため記述 し得 ない が、その概略 は以

下の如 くである。

イ 昭和35～36年 頃 よ り大手外国為替銀行 では各 々独 自に外 国為替事務の

システム化 、 コ ンピュ ータ 処 理 の 検討 を始 め順次実施 に移 して きてい る。

然 し、 多少 の差はあ ったに しても、その殆 ん どは主 として外国為替 関係の取

扱実績等統計資料の作成 に重点 が置 かれ所謂、PCS方 式 に よるもの が多か

った と見 られてい る。

ロ 昭和40年 頃 を境 と して、次第 に増加す る外国為替事務 に一 層本格的 に対

処す るた め、各行 とも更に抜本的 に コンピュー タ処理の レベル ア ップを行 っ

て きた模様 であ り、それ までの統計 を主 とした システ ムか ら、外為諸勘定 の

処理、元帳 の作成、顧客 な らびに コル レス銀行 を始め とす る海外銀行に対す

る授与信管理、外 国為替持高の把握 、更に外国為替 関係の各種伝票、輸入信

用状、船積書類送付状、同到 着通知状 、外国送金小切手、或 は送金指示書

為替予約 ス リップ等 を含 む 自行 内の ドキ ュメンテー シ ョン等 をADP化 す

るに至 ってい る。 この システム化の手法 について は各行各 々独 自に開発 して

きたこと等 に よ り、 必ず しも同 じでは ないが、 各営業 店、 集 中事務処理

場所 にオ フライ ン端 末機 と して小型 コンピュータ、 カー ドリーダ又は紙 テ一
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●

プ リー ダ、 穿 孔 装 置 付 タイ プ ライ タ ー等 を設 置 し、 帳 票 作成 の 自動 化 、

換算 等 計算 の 自動 化 、 デ ー タ抽 出の 自動 化 を計 り乍 ら、 カー ド又 は紙 テー

プに デ ータ を穿孔 し、 これ を コ ン ピュ ータセ ンタ ー に搬 送 又 は電 送 レ事 後

の処 理 を コ ン ビ っ一 夕 で行 うとい う。 オ フ ライ ン ・バ ッチ処 理 方 法 がそ の

主流 と見 られ て い る。

以 上の 如 く現 在 迄 の シス テ ム化 に対 す る対 策 は銀 行 間 で標 準 化 を計 り乍

ら立 て られ た もの では な く、 専 ら各 行 各 々の 内部 問 題 の解 決 とい う意 味 で

対 策 が検 討 され 、 実 施 され て きた い る もの と言 わ ざる を得 ない 。 従 っ て 、

皮 肉 な表 現 とな る が、ADP標 準化 も、他 銀 行 、 商 社 、官 公 庁 、 日銀等 外

部 関係 で繋 が る書 式 、 デ ー タエ レメ ンツ を除 い た 特 定 銀 行 の 内部 で 見た場

合 に は、 極 め て進 ん でい るとも言 え る わ け で あ る。 ・

1.6.4・ シス テ ム化 の現 状1

前第3章 で 記 した 如 く、 外 国 為替 業 務 のADP化 は 各 行各 々独 自 に進 め ら

れて きてお り、 そ の 進 め方 と進 捗 度 は銀 行 に よ り異 っ てい るが、 一 般 的 に 分

類す れ ば輸 出 サ ブ シス テ ム、 輸 入 サ ブ シス ア ム、 外 国送 金 サ ブ シス テ ム、 為

替予 約 資 金 サ ブ シ ステ ム等 数 種 の サ ブ シス テ ムに大 別 さ れ る。 これ等 サ ブ シ

ステ ム を統 合 し外 国為 替ADPシ ステ ム と し、 更 に各 種 の 内国業 務 シス テ ム

と共 に銀行 総 合 シス テ ムに繋 い でい る形 が多 い。 然 し、 この外 国為 替 シ ステ

ムにつ い て は 内 国業 務 の システ ム とは異 な り、 自行 外 の外 部 システ ム とは 全

く繋 りは な く閉 鎖 的 と な っ てい る と見 られ る。

上 記 の 外 国 為替 シ ス テ ム に対 す る入 力資 料 及 び 原 帳票 作 成 者 は凡 そ 次 の如

くで あ る。

① 輸 出サブシステム

資料名

信用状付輸出手形買取依頼書

信用状無輸出手形買取依頼書

輸出手形取立依頼書
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小切手等買取依頼書

小切手等取立依頼書

輸出業者

輸出業者

② 輸入サブシステム

資料名

輸入信用状発行依頼書

輸入信用状条件変更依頼書

翰入船積書類送付状

其の他各種輸入金融依頼書等

作 成 者

輸入業者

輸入業者

海外銀行

輸入業者

③ 外国送金サブシステム

資料名

外国向送金依頼書

外国被仕向送金支払指図書

外国通貨 ・旅行小切手売渡依頼書

外国通貨 ・旅行小切手買取依頼書

作 成 者

客

行

客

客

銀外

顧

纏

頭

顧

④ 為替予約 ・資金サブシステム

資料名

外国為替売買予約申込書(電 話依頼)

外国為替売買予約内容変更依頼書

外国為替売買予約取消依頼書

其の他外貨資金売買の借入 ・貸出等指図書等

者

一
客

客

客

部

成

一

作

一
顧

顧

顧

内

これ等の原資料 を基礎 に抽出 されたデータは主 と してオフライン・パ ッチ処理

の上、凡そ次のよ うに大別 された形 で出力されてい る。

イ 授与信管理のための各種 残高表

口 取 扱実績 を始め とす る各種統計表

ハ 通貨別外国為替持高等各種資 金繰表

二 決算、損益配分等外為計理関係の諸表

ホ 輸 出手形、船積書類 の海外発送遅延防止のため、及び決済遅延手形 チ ェ
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ックのための各種 の事務管理表

へ 各 省庁 ・日銀等外部 に提供す る各種報告書の基礎資料

ト 其 の他 内国業務ADPシ ステム と繋いだ上 でのデ ータベ ースか ら得 られ

る各種の経営管理表 一(MIS)

以上 に列挙 した各種情報 に加 えADP化 の特筆すべき効果 としては、 ドキ=

メンテーシ ョン上の省力化 と思われ る。銀 行業務の中でも外国為替業務は最 も

帳票 の種類 が多い分野 であ り、且つ、 事務 の殆ん どが計算 を伴い乍 らの ドキ ュ

メンテ ーシ ョンと言 っても過 言 ではない。

尚、ADP化 と直接の関連性 があ るとは言 えないが、為替銀行 に於け る外 国

為替 の事務処理 は内国業務 のそれに比 し、事務の集中処理 の度合い が高 く、 一

般営業店 に於 ける入力項 目は必要最小限の会計項 目に限 るか、或は全 くな く、

外為 事 務 セ ンター ・又 は 、母店制度の採用に よ り、事務 を集中す るとともに

入力 データもここで集中的 に抽 出 してい る銀行が多いのが現状であ る。

1.6.5今 後の計画

各 為替銀行 が検討中 と思 われ る今後の計画 につい ては推定の域 を出ないが、

一般的 に、 これ迄開発 されてきた と見 られ るオフライン ・バッチ処理 システムの

オンライ ン化への移行、及 び預金、為替 、貸付等 内国関係ADPシ ステム との

本格 的結 合、換 言す れば、外国、内国業務 を含めた銀行業務全体の綜 合オ ンラ

イン化 を計 り、急増す る事 務に対処 し、又 顧客サー ビスを一層 向上充実 させ

るとともに、今後の国際化 にも対応 し、適確 な経営情報 を、一層迅速 に把握す

る方向にあ ると言 えよ う。

これ等 の外 国為替業務 を含めた各行 の綜合 オ ンライ ン化計画の進 捗状 況
、 シ

ステム化の手法 、及 び使用機器は銀行 に より異 なってい ると見 られるが共通 し

て超大型 コ ンピュータを中心 とした大型 システムになるもの と予想 され る
。又、

入力デ ータも内部情報 に止 ま らず、外部情報 も含め、大 きなデータバ ンクを形

成 してい くもの と予想 され る。
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1.6 .6シ ステ ム化 の問題点

問題点 にはADP内 部処理体制上の もの と対外接点上の もの とがあ る。 前者

の問題 と しては、大 き くは、データの早 期収集、外国為替持高の即時把握 、手

作業に よる伝票、記入帳、元帳作成の廃止 による省力化、各種管理 資料、経営

情報の充実、内部デー タバ ンクの充 実等 を如何 に進め るか とい う点 にあ り、 こ

れらは現在各行各 々に進 め られている銀行業務 の綜合オ ンライ ン化の進 展 とと

もに可成 り解決 されてい くもの と思われる。

従 ってここでは、後 者の対外接点の問題 につ いて記述す るが、対外的 問題 も

その解決 のため には内部 システムに擾返 るものが多い点充分認識 してお くべき

であろ う。

対外接点 の問題 はすべて情報の流 れにあ る と見 られ、主 として、貿易書式 の

標準化 、デー タエ レメンツの標準化、手続 き、及び法 規の標準化、改廃 に繋が

るものであ る。

為替銀行の側 か ら見た場合、外部 との情報の流 れには、対顧客 対官公庁、

対他銀行の三つの側面 があ り、多様 な情報 の1/0関 係 を持 っている。以下 に

各側 面につい て考察す れば、

① 対顧客

顧客 か ら銀行 に流 れる情報は主 どして、前第4章 の①、②、③、④、の各

サブシステ ムにおける資料 と して記 した各種依 頼書に よ り提供 され るが、此

等依 頼書 の様 式は各銀行 によ りまちまちであ り、複数の銀行 と取引 関係 にあ

る顧客は これ等書式 を銀行別に使いわけなければ な らない。特 に取 引銀行 が

数十行 に亘 る大手貿易商社 に於 てはその繁 雑 さに耐 えかねて、 自社 で統一 書

式 を制定 しこれ を銀行への依頼書 として使用 してい る実情にある。 これは逆

に銀行側 に 自行書式への転 記事務増 を招 くこ ととなってお り、 顧客 銀行双

方 に満足 できる統一標準書式 の検討 が望 まれる ところ である。然 し乍 ら、既

に述べた如 く、各銀 行、商社 とも各 々独 自の情報処理 システ ムの関係か ら早

急 な解決 は難か しく、単なる書式のみの標準化 ばか りではな く、併行的 に企
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業 内 シス テ ム に大 きな 影響 を及 ぼ す で あ ろ う各種 コー ド等 デ ー タ エ レメ ン ツ

の 標準 化 、 更 に は一部 手 続 、 法 規等 の改 廃 を も進 め る必 要 が あ る も の と考 え

られ る。

上 記 各 種依 頼 書 の 内 、外 国送 金 等 につ い て は依 頼 書 に代 り、 磁 気 テ ー プに

よ る依 頼 も将 来 考 え得 るわ け で、 こ の場 合 に は コー ドの他 、 磁 気 テ ー プ仕 様

に つい て も標 準 化 の 問題 が で て くる で あ ろ う。

一方
、 銀 行 か ら顧 客 に流 れ る情 報 に は各種 の案 内書、 計 算 書 、 請 求 書 等 数

十 種 に及 ん でい るが 、 これ らの 書 式 につ い て も銀 行 に よ り、 そ の 書 式 、・内容

が ま ちま ち とな っ て い る。 銀 行 が こ れ等 書式 に よ り顧客 に伝 達 す る情 報 は、

そ の ソー スデ ー タが 自行 内 で発 生 す る もの と顧 客 を除 く外 部 、 主 と して、 海

外 銀 行 か ら発 生 す る もの が あ り、 標 準 化 を行 う と して も本 邦 為替 銀 行 め み で

の努 力 では 一 そ れ の み で も相 当 の 効 果 が期待 され る もの の 一矢 張 り限 界 が あ

る もの と予 想 され る。 ま た、 案 内書 、 計 算書 の代 りに、 一 部 磁 気 テ ー プ を使

用 した り、 更 に は通 信回 線 の解 放 に伴 い オ ン ライ ンを活 用 す る こ とに よ り情

報 伝 達 の 迅速 化 と コ ス ト軽 減 を計 る こ とも可能 となろ うが、 この 際 に も テ ー

プ仕 様 、 コー ドの標 準化 等 が前 提 条 件 とな る。

② 対 官 公 庁

銀 行 が官公 庁 よ り提 供 を受 け てい る情 報 に は管 内及 び全 国 取 扱 高 統 計 と制

度 の改廃 に係 る情 報 等 が あ り、 銀 行 の取 扱 高 シェ ア算 出、 予 算 、 業 務 計 画等

に利 用 して い る が、 特 殊 な情 報 に通 産 省 の輸 出手形 保 険 制 度 に係 る 「海 外 商

社 名 簿 お よび格 付 住 所 社 名変 更 通 知 」があ る。 各 銀 行 とも、 これ を基 礎 に ブ

ラ ック ・バ イ ヤ ー ・フ ァイ ル を作 成 してい るが、 磁 気 テ ー プ に よ る海 外 商 社

名 簿 の 銀 行協 会 へ の 貸 出 し、 或 は 、各 行 か らの オ ンライ ンに よ る情 報 検索 等

が望 まれ て い る。 然 し、 これ も、磁 気 テ ー プ仕様 、或 は コ ン ピュ ー タの イ ン

タ ー フ ェイ ス等 の問 題 、 コス ト負 担 の 問題 、 秘密 保持 、 関 係 法 規 の簡 素 化 等

解 決 す べ き問 題 が多 い。

銀 行 か ら官 公 庁 に提 供 して い る情 報 に は、輸 出認 証 、 輸 入 承認 、 輸 入届 出、
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支払承認等 の行政委任事 務に係 る報告、詳細ほ亘 る各種取扱高、外国為替持

高等各種残高統計、 コル レス契約 に係 る報告、輸 出手形保険 に係 る報告、其

の他検査関係の報告等数 多いが、 なか でも日本銀行 に対す る報告 が多い。 こ

れ等の報告 の様式 は輸 出保険関係、輸入 承認関係 の一部 を除 き、殆 ん どが タ

イ プ等 手作業 に よって作成せ ざるを得ず、ADP出 力に より直接作成 できる

ものは皆 無の状態 であ り、書式の標 準化 が望 まれ る ところであ る。又前述の

輸出保険関係、輸入承認等の一部の報 告はマー ク ・カー ドに よる ものが多い が、

商品、 国名、通貫等殆 ん どの コー ド体系 がそれぞれ異 ってい るため事務の複

雑化 を招い てい る。 この面 では、商社、為替 銀行、 日本銀行、通産省、大蔵

省等関係業界、官公 庁間 での コー ドの標準化 が望 まれ る。 また関税 を銀行に

払込 めば証 明書に よ り通関で きる制度 にす る等 銀行の営業店 の活用 が期待 さ

れ る他、併せ て輸 出承認 制度の廃止等、貿易 手続 の簡素化 も強 く望 まれてい

る。

③ 対他銀行

他銀行 に対す る情報 の流 れは対本邦 内銀行 と対海外銀行 に大別 されるが、

この間の情報は外国為替業務 の性質上互に深 く関連 をもってお り、更に国内

他業界 にも繋がってい る。本邦外国為替 銀行間での情報処理 は、1.6.1、1.6.2

で記 した 如 く、 内国業務 に比 し、特 にADP標 準化 が遅 れてい る分野 であ

り、見 るべ き成果 は殆 ん どない。それだけに問題 が山積 してい る と言 えよ う。

主要な問題は矢張 り各種書式の標 準化 、 コー ドの標準化 と思 われ るが、また

銀行間の外貨決済の 自動化 を内国業務に於 け る全国銀行 データ通信 システ ム

の中に含 め る等外 国業務 を含 めた広い範 囲のデー タ通信 システムが望 まれて

更に、銀行間で、再割 、取立、取 継 ぎ等各種書類 の受 け渡 しが行われている

が、 これ ら書式 はまちまちであ り統 一化 されてい ない。その他受 け渡 し自体

が 殆 ん ど個 々に使送便 で各行の店頭 への持 ち込み となってお り人 手 と時間、

情報 伝 達面 に支障 が現れ てお り、最近 漸 く在東京 主要 銀行間 で外為関係の メ

ール交換制度 の実現 が検 討 されは じめたばか りであ る
。
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対外銀行 との1/0情 報 については、国際的 な場 で討議 して問題 を解決 せ

ざるを得 ない が、一方 の銀行 の輸 出為替 は相手国所 在銀行の輸 入為替 であ り、

又 一方 の仕 向送 金は相手方 の被仕向送金 となるこ とか ら、最初 に行動 を起 し

た銀行が相手 銀行の事務処理 に大 きな影響 を与 えるわ けで、場合 によっては

かな りの部分 を最初 に行動 を起 した銀行 が代行す るこ とも可能 とな り、国際

的 な省力化 が期待 でき る。然 し乍 ら、その前提条件 とな るのは国際的 な コー

ドの統一化、 と書式 な らびに決済方法等 の標準化 である。書式の標 準化 につ

いては、近年 国際的に意 義が高ま りつつあ り、ICC、 外国の銀行協会・或

は個別 に海外 の大銀行か ら、輸 出入信用状、外国送金支払指図書、送金小切

手等 の フォームについ ての標準化 の提案 が見 られ るが、欧米諸臥 或 は特定

大銀行 の事情 を反映 した フォームにな りがちで あ り、法 規や慣習の異 なる本

邦為替 銀行 の ニーズ を充分満 し得 ない面がある。更に本邦為替 銀行はそれぞ

れ独 自のADPシ ステ ムを持 ってお り、内部 システム との整合性の点等 か ら

欧米諸国の標 準化の動 きに必ず しも同調 してい るとは言 えない。又特 に付記

す べき点は、 これ等欧米 か ら提案 されてい る標 準 フォー ムでは、用紙 の左右

同一位置 に数行 に亘 り異 な る項 目をプ リン トさせ るものがあるので、 ダイ ビ

ング,プ リン ト動 作に難点 のある場 合がある。 これは帳票作成者に フォー ム

の巻戻 しをさせ ること とな り無用 の事務負担 を課す こ ととな るか らであ る。

ここでも単な る フォーム統一 でな く、 コー ド体系 、 コンピュータへ の入力方

法 の標準化迄進 めなければ、その採 用についての国際的 コンセ ンサ スを得 る

のは難 か しい と思 われ る。

昨年秋 のECE総 会 で銀行 に於け る外国為替取 引の標 準化 が問題 として採

り上げ られた こ とは、 上記事情 か ら時宜 を得た こ とであ り、我 が国 でも、早

急に、為替銀行間 で共通 の検討機関 を設け、国際協力 を進 めこの分野 に於 け

る能率化 を計 りたい ものである。

尚、ECE総 会 で採 り上げ られた銀行の外 国為替 の取引の標準化検討項 目

は表1-3の 通 りであるが、 これ らの諸項 目は、国際的機関で決定 して しま うと、
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各銀行の今後 のADP化 の具体的 な進め方 を大き く規制す ることとな るので、

慎重な検討が望 まれ る。然 し外 国側 でこの問題 を大 き くとりあげた以上、我

が国の銀行界でも、 この問題 を回避す ることは許 されず、 今後本格 的に この

問題に取組み、必要 とす る調整 を申出 る等の措置 を講ず る必要 があろ う。
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表1-3外 国為替に関する標準化検討項目

大 項 目 中 項 目 小 項 目

銀 行 書 類 の 内 容,レ イ ア 目 に よ る 読 取 り 項 目

銀 ウ ト,齢 よ び 位 置 機 械 に よ る 読 取 り項 目

行

デ

ー

タ

電 信 入 出 力 機 器

手 続

交

換 取 引 手 段 銀 行 カ ー ド

小 切 手 カ ー ド

IDカ ー ド

用 語 と コ ー ド 銀 行 本 支 店 の 名 称 と 住 所

通 貨

銀 通 信 の 部 門 と 形 式

行 通 信 の 内 容

業 文 字 認 識 MIC認 識

務 CR

記 録 の 保 持 ISと の 連 携

ID

証 券 類 の 保 管 証 券 の 標 準 コ ー ド

証 券 取 引 通 信 の 標 準 化
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1.7通 関 業 務 電 算 化 の 検 討 に つ い て(経 緯 と現 状)

1.7.1概 説

通関業務の電算化 については,① 事務量 の増 加傾 向 と,こ れ を処理す るに足

る人員増の困難性 に対処す るため,さ らには、②事務能率 を向上 させ て通関業

務の迅速 化の要請 にこたえる等 の必i琴か ら・ 輸入通関事務を対象 として・つ とに・

昭和39年 頃 か ら,大 蔵 省(関 税 局)及 び税 関 に おい て研 究 が続 け られ て きた。

(事 務 量 の増 加 傾 向 につ い て は,表1-4及 び 表1-5参 照)。

この 研究 結 果 は,.一 旦昭 和47年3月 頃 ま で に 「輸 入 通 関 事 務 の 電 算 化 に 関

す る基 本報 告 書 」(以 下 「基 本 報 告 書 」 とい う。)の 形 で と りま とめ られ,電

算化 す る と した場 合 の通 関事 務 の 基 本構 想 が 明 らか に され た。 しか し,,こ の 基

本構 想 は,税 関事 務 のみ を電算 化 の対 象 と した こ とそ の 他 の事 情 か ら,'開 発 運

営}こ要 す る所 要 見込 経 費 に比 較 して,そ の得 られ る メ リ ッ ト(省 力 効果,事 務

処理 の ス ピー ド化 等)の 点 に,な お十 分 確 心 が持 てな い等 の理 由か ら,;結 局,

これ を実 施 に移 す べ くさ らに詳 細計 画 の検 討 に入 る こ とは,当 分 の 間 見 合 わ せ

る こ ととな っ た。 そ して,こ れ に代 えて,外 国 に お け る通関 業 務 の電 算 化 情 況 、

等 を さ らに 十 分調 査 す る とと もに,今 後 は,従 来 の検 討 結果 を踏 ま えて,最 近1

通 関 の 迅速 化 ・省力 化 の要請 が 最 も強 い航 空 貨 物 の輸 入通 関事 務 の 電 算 化 を,

主 とじ:1検 討 の 対 象 とす る こ と と され た。1ny"'・ 、、 ⇒

　

この結 果,最 近 で は,大 蔵 省(関 税 局)に お い て は,す で に発 足 中の レイセ:

ス方 式(LACES)等 を参 考 と し,航 空 会 社 及 び代 理 店 の 在庫管 理 事 務,書 、

類 事 務等 と連 け い され,こ れ らと一体 とな っ た 航空 貨 物 の 電算 化 とい う方 向 で,
t

部 内検討 を進め ることとしてい る(開 始ずみ)。

現在検討中の航空輸入貨物の電 算化方式につい ては,当 然未だその 内容 を明'

らかにす る段階には至 ってい ない が,報 告 書作成 に至 るまでの経緯及 び報告書

で示 された電算化構 想につい て,さ らに具体的 に述べ れば,以 下 の とお りであ'

る 。,..一..
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表1-4事 務 量 等 の 伸 び(実 績)

(単 位:倍)

区 分 輸 入 輸 出

費

貿

通

易

易

関 事 務

額

量

量

3.5

3.7(9.4)

1.7(2.8)

4.9

2.8(9.0)

2.2(3.7)

.

(注)昭 和46年137年 比 。 か っ こ 内 は,東 京 ・大 阪 空 港 にk・ttる

通 関 扱 貨 物。

表1-5事 務 量 等 の 伸 び(予 測)

(単 位:倍)

〉

'.
㍉ 区 分

昭 和53年 昭和58年

輸 入 輸 出 輸 入 輸 出

貿 易 量

通 関 事 務 量

1.62.4

1.81.4(2.4)

2.1

2.6(3.0)

3.9

1.6(3.7)

(注)対 昭 和46年 比 。 か っ こ 内 は 表1-4と 同 じ。
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1.7.2報 告 書作 成 ま で の 検 討 経緯

通関事 務電算化の検F5tは,昭 和39年 に始 ま り,以 来種 々の角度か ら検討 が

な された。その結果,上 記の よ うに;電 算化す る とした場 合の基本計 画が報告

書 としてま とめ られたわけであるがジ この報告書作成 に至 るまでの経過 は,お

おむね次 の4段 階 に分 け られ る。

① 第1段 階 検討 の開始(昭 和39-.,41年)

昭和39年6月,横 浜税関において専 門委員会(10名 で構成)が 発足す

る と とも に,日 本 レ ミントン ・ユニパ ック及 び 富 士 通(株)等 の シ ス テ

ムエ ンジ ニアの参加 を得 て現状分析 を行 い,そ れぞれの メーカにおいてデモ

ス トレー シ ョンを行 なってい る。 この段階 では,輸 入通関事務の うち比較的

複雑,か つ,手 数 を要す る部分 である輸入税表 番号の索 引事務(輸 入申告貨

物の税表 分類事務)を 電算化す る方法(い わ ゆる 「品名 キー 」の方法。後記

② 参照)が 提案 され,こ のための作業 を進め るこ ととなった。

② 第2段 階 品名 キーに よる実験(昭 和41～43年)

上記の横浜税関で行なっていた研究は,全 国の税関に関連す る問題 である

ので,昭 和41年 以降 は,大 蔵省関税局がこれ を引 き継 ぐこ ととな り,以 後

は,主 として関税局 におい て検討 が進め られた。 まず,準 備 として品名 ファ

イルの作成 が行 なわれ,そ の後その品名 ファイル及び東 京税関晴海 出張所 に

申告 された輸入申告 書(控)を 使用 して,各 種の通 関処理実験が行 なわれた。

品名 ファイルの作成 は,各 種の資料か ら輸入貨 物 の品名及 びそれに対応す

る関税率表番号 ・関税率等 を収集 して行な うこ ととし,さ らに,こ の ファイ

ル を使用 して通関実験 を行 なった結果,索 引 できな かった品名 をファイルに

追加す る方法 をとった。

この実験の方法 は,簡 単 に言 えば,入 告 した申告品名 をキ ー として ファイ

ル内の関税率表番 号等 を索 引 し,そ の結果 を使用 して関税額等 の計算 を行な

って所要事項 を出力す るバ ッチ処理 である(品 名キー方式)。 これ と同時に,

仕入書 のデ ータを入力 して課税標 準価格の計 算 を行なってい る.
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このための入力デー タは,当 初,原 資料 であ る輸入申告書(税 関統計 用)

及び計算書(課 税標 準価格計算の根拠 を示す もの)の 送 付 を受 け,こ れをカ

ー ドせん孔 して入力す る方法 が とられたが,最 終的には,さ ん孔 タイプ ライ

ターによ り作成 された紙 テープをデータ伝送す る方法 が とられた。 この通関

処理 実験は,合 計5種 類13回 にわたって行 なわれた。

この実験の 目的 は,主 として品名 キー方式 の可能性 を模索す ることにあっ

た。 しか し,実 験 の結果 は,こ の方式に よる関税率等 の索引率は,プ ログラ

ムの改良及 び ファイル 品名の逐次追加にかかわ らず,全 体 の,60～70%

程 に とどま り,そ れ以上 を望む ことは困難 と判 断 された。 このため,品 名 キ

ー方式 そのものの再転換 が必要 と考 えられ るに至った。

③ 第3段 階 品名方式 の再検討(昭 和43～44年)

品名キー方式の代案 としては,申 告品名 を符号化 して入 力す る方法 が考 え

られた。 ところが,こ の方法 では,当 初 の税表分類事務の 自動化 とい うメ リ

ッ トはプ全 く失わ れるこ ととな るので,品 名キ ー方式の特徴 を生 か した他の

数種類の方式 が考案 ・検討 されたが しか しそのいずれもが実行上適当 とい う

結論は得 られず,結 局品名方式 は,当 分 の間放棄す るこ ととなった。

④ 第4段 階 輸入通関事務全般の電算化検討(昭 和45～47年)

以上の経緯 を経 て,昭 和45年4月 頃か らは,品 名 の入力は符号化 して行

な うとい う原則的考 え方 に立 って,輸 入申告 か ら輸入許可ま での通関業務全

般 につ き,電 算化す る とした場合 の具体的方法,問 題点等 が検討 された。検

討 の方法 としては,関 税 局及び税関 の職員 で構成する検討会 を開催 して,こ

こで討議 ・研究す るこ ととなった。検討会 は,昭 和47年3月 までに計47

回開催 され,そ の結果 が,前 記の ように 「輸 入通関事務の電算化 に関する基

本報告 書 」と して と りま とめ られた。

報告書 による電算化計 画の概要 は,次 の とお りである。

1.7.3電 算化構 想

① 輸 入通関事務の概要
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電算化 の対象 である輸 入通関事務の概要は,次 の とお りであ る。

現行の申告納税制度の も とでは,輸 入 申告者は,輸 入 申告 書に,関 税額 そ

の他の所要事項 を記 して,税 関 に提 出す るこ とと してい る。税関 では,審 査

部門における書類 審査 一必要 があれば現品検査 一を経 てか ら輸入 申告老に関

税額等 を通知す る。輸入 申告者 は,そ れに基づ き関税等 を銀行 に納付 し,銀

行から返 し戻された書類(領 収 証書)を 税関 に提示す るこ ととな り,そ の納付

が確認 されてか ら,輸 入 許可 が行 なわれる。輸入許可後,数 日を経 て,銀 行

か ら税関へ関税額領収 の通知 があ り,こ れで輸入通関 に関す る税関手続 きは

終 了す る。 これ らの事務 に関連 して,税 関 では,納 税額及 び輸入貿易 に関す

る諸統計 ・報告書 を作成 してお り,こ れ らの事務 も電算化 の対象 となる。

昭和45～47年 におけ る検討 では,以 上 の事務 を,現 状 を大 巾に変更す

　

ることな く 電算化す る方法 について検討が行 なわれた。

※ 電算化のために,必 要が あれば,現 行体制 を大巾 に変 更す ることも全 く

考 えられなかったわけ では必 らず しもない が,そ のためには法 律改 正 を含

む諸制度の改 正が必要 であった。 しか し,メ リッ トが必 らず しも明確 でな

い段階 で電算化 のため のみの 目的 で法律改正等 を行 な うこ とには疑問があ

った。 このため,当 面現状 の変更は必要最小限に とどめる とい う方針 が検

討 された。

② 検討の対象事務

従来か らの経緯 があ り,か つ,輸 出事 務 よ りもメ リッ トが多い と考 え られ

る等の理由で,輸 入通 関事務(輸 入申告 か ら許可 まで),収 納事務及 び輸入

統計事務 が検討の対象 とされた が,保 税 事務 が除 かれてい る。 したがって,

航空通関 ・海上通関の区分は考 え られ ていなかった。 これは,⑤ 航空機 ・船

舶等 の運送手段 によっ て税関手続 が変 わ るこ とはない。⑤ 保税事務は,倉 庫

業務 の密接 な関係 があ り,そ の電算化 は倉庫業務 の電算化 につながってい る

の で,費 用 が大 き くな る,等 の理 由に よるものである。

③ 構想の概要
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この構想は,全 国に散在す る約30の 税関本関 ・支署 ・出張所 をオ ンライ

ン化 して,事 務の90%程 度 を処理 しよ うとの考 え方 に基づ くもの で,所 要

開発 費用 は20数 億 にのぼ るもの とみ られてい た。 この場合 の通 関事務 の電

算処理 は,お おむね次図 の手順 で行 なわれることにな る。(図1-9参 照)

この方法 の特徴 としては,レ イセス と比較 してみ る と,

⑤ 税関 内部の事 務のみ を対象 と したこ と

⑥ 自動許可(人 力によ る審 査 ・検査の省力)の 制度 を考 えなかった こと。

◎ 現行の事務処理 に必要 な参考事項 を出力させ たこと。

⑪OMRを 使用す るこ とと したこ と。

等 である。 また,見 方 を変 えてい えば,こ の方式 では,添 付書類 と申告事項

との対照,取 引関係者及 び納税義務者の確認等の電算処理 が不可能 である判

料事務 の有力な補助手段 として電算機 を活用 しよ うとす る考 え方 が強 かった

ことが特 徴 とい うこともできる。
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1.8輸 出 保 険 情 報 の シ ス テ ム 化

1.8 .1シ ステ ム化 の背景

通産省 においては 和42年 以 来,コ ンピュー タを中心 とした輸 出保険業務

の システム化 を進 め てきた。 さ らに,昭 和50年 度 を完成 目標 に,総 合的 な輸

出保険情報の システ ム化 の検討 を進 めてい る。 この システム化 の背景 と して,

2つ の主な要因があげ られる。第一 は輸 出保険業務の増 大であ り,第 二 には輸

出保険 を とりま く国内外 の諸環境 が極めて流動的 になっ てきた ことである。前

者は輸 出保険業 務の量 的な増大であ り,ぼ う大 な情報 の迅速 かつ 正確 な処理 を

必要 とし,後 者は質的 な高度化 であ り,情 報 の弾力的 な利用 を必要 としてい る。

このため,輸 出保険情報 お よび輸 出保険関連情報 の迅速 かつ 正確 な処理 な らび

に情報の弾力的 な利用 を 目的 と した情報 処理 システムの確立 が強 く望 まれてい

る。

輸出保 険業務 の増大

輸 出保 険業務 はわが国海

外取引の増大 を背景 に包括

保険制 度の拡大等 制度 の拡

充に伴 い,急 激 な増加 を続

けてきた。

昭和46年 度の政府 の輸

出保険引受状況は,引 受件

数,約65万 件,保 険金額

で約4兆 円に達 し,英 国 を

ぬいて世界第一の規模 とな

(単 位 万件)

61

57

54

51

48

5

2

4

4
・

昭和39度40414243444546

図1-10保 険引 受件 数お よび金額の推移

(単 位 兆円)

44

3.8

3.2

2.6

2.0

1.4

0.8

図110保 険 引 受 件 数k－ よ び 金 額 の 推 移

っだ。 しか る に,輸 出 保 険業 務 に従 事 す る職 員 の数 は英 国 の10%程 度 にす

ぎず,し か も世 界 第 一 の 規 模 となっ た輸 出保 険 業 務 を遅 滞 な く処 理 してい く

ため に は,コ ン ビュ タ ー を中心 と した輸 出情 報 の シ ス テ ム化 が不 可 欠 の要 件
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となっ てい る。

1.8.2現 在までの システ ム化 の対策

輸 出保険情報 の システ ム化 が着手 されたの は昭和42年 の コ ンピュー タ導入

を契機 に してである。当初は急増す る業務 に対処す るため,特 に省力化 を目的

としたものであった。

その後,わ が国経済 の急速 な発展 と輸 出保険 をと りま く国際環境 の激動 に伴

い,輸 出保 険制度 の健全 な運営 の維持 な らび に保険利用者へ のサ ー ビスの向上

が重要視 され,意 思決定の ための経営情報の収集 ・サー ビスが システ ム化の大

きなね らい となってきた。 このため,今 日まで各種 の対策 が構 じられてきたが

主な対策 はつ ぎの4項 目であ る。

。 保険制度の変 更 。 入 出力形式の統一 。 コー ドの標 準化

。 情報 の整理 ・体系化

国際環境 の流動 化

輸 出保険 を とりま く国内外 の諸環境 は,国 際通貨 問題,先 進 国 にお ける保

護貿易主義的傾向の強 ま り,発 展途 上国における対外債 務の累積 お よびわが

国の貿易構造 の変化等 々にみ られ るよ うに極 めて流動的 な情勢 に ある。

このよ うな時 々刻 々 と変化 す る事態 に対処 し,輸 出保険制 度の健 全な運営

の維持 な らびに保険利用者へ のサー ビスの向上 を図 ることが急務 となってい

る。 このため,昭 和47年2月 か ら輸 出保険業務 を担 当 してい る本省内およ

び大阪通商産業 局 との オ ンライ ン ・リアル タイ ム ・システ ムの第一歩 が踏み

出された。(第 一期 システム)。 しか しなが ら,輸 出保険業務 処理 の面か らの

情報 システム化 に対す るニーズは さらに深 く,根 強 いものがあ り,今 後 の シ

ステム化 を進 める大 きな要因 のひ とつ となってい る。

保 険制度 の変更

旧保険制度の下 では コン ピュー タを中心 とした システ ム化 を図 るには極 め

て障害 が多 く,シ ステ ム化 の成否 を決定づ けることにな りかね ない。 このた

め,保 険業務 の中で も最 もデー タ量 の多い輸 出手形保険 においては,コ ンビ
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ユー タ処 理 に適 した制 度 の改 正 を行 ない,コ ン ピュー タ ・オ リエ ンテ ッ ドな

保険 制度 の改 善 を実 施 した とい え る。 した が っ て従来 の保 険制 度 に 比 して,

若 干不 十 分 な点 もあ るが,む しろ シ ステ ム化 に よ る メ リ ッ トの方 が 圧倒 的 に

多 く,制 度変 更 が 至 命的 で な い 限 り有 効 で あ る とい えよ う。

入 出 力形 式 の統 一化

各 種保 険 契 約 の 内容 の違 い か ら,そ れぞ れ 独 自の契 約 書 類 の形 が と られ て

きた が,47年 の オ ンライ ン ・シ ステ ムの開 始 に伴 い,主 な保 険 の 入 出力形

式 を極 力統 一 化 す る こ とに な っ た。 す な わ ち,入 力形 式 は で き る限 り標 準化

し,し か も コ ン ピ ュー タへ の 入 力媒 体 は 原 則的 に マ ー ク ・シー トを採 用 す る.

こ と と した。

また,出 力形 式 も統 一 され,保 険 料 請 求 書 等 につ い て は予 め印 刷 さ れ た フ

ォ ー マ ッ トに 従い,コ ン1ビュ ー タか ら出力 さ れ るよ うに な っ た。

コー ドの標 準化 ・

輸 出保 険情 報 の シス テ ム化 に あた っ て,特 に輸 出保 険業 務 処 理 上 の 観 点 か

ら,輸 出貨 物 コー ド,輸 出支 向 国 コー ド,国 内 の輸 出者 名 コー ドお よび海 外

のバ イ ヤ ー ・コー ド等 の統 一 が図 られ た。 しか しな が ら,あ くま で も業 務 処

理 上 とい う内部的 な コー ドの標 準 化 で あ り,国 内 の関連 外 部機 関 あ るい は海

外 の保 険 情報 機 関 とは 全 く関 係 な く統 一 化 され てい る とい う こ と であ る。

した が っ て,統 計 の比 較,あ るい は ク ロス集計 等 には ほ とん ど利 用 しが た

い情 報 とな っ てお り,利 用 価 値 を著 し く減 少 させ て い る こ とは否 め な い。

情 報 の整 理 ・体 系 化

輸 出保 険 業 務 を担 当 して い る部 署 内 で の情 報 の体 系 化 とい う極 め て せ まい

範 囲 を 目的 と した もの であ り,コ ー ドの統 一 と同 様,業 務 処 理 の観 点 に立 っ

た体 系 化 を行 な っ た。 す な わ ち,各 種 保 険 業 務 の処理 に必 要 な引受 関 係 お よ

び事 故 関 係 を主 体 と した個 有 情 報 と,各 種 保 険 に共 通 して必 要 な海 外 バ イ ヤ

ー の信 用情 報 お よび輸 出者 情 報 を主体 と した 共有 情報 の2種 類 に大 別 整 理 し

た 。 この よ うな情 報 の整理 ・体 系 化 は情 報 需 要 に応 じた情 報 の提 供 へ の 第 一
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歩 であ り,今 後,省 内 の関 係部 署 あ るい は 省外 は もち ろん 海 外 との情 報 交 換

を考 えた場 合,さ らに詳 細 な情 報 の大 別,整 理 が要 求 され る こ とは い うまで

もな い。

1 .8.3現 状 シス テ ムに つ いて

輸 出保 険 の オ ン ライ ン ・シ ステ ムは輸 出保険 情 報 お よび輸 出保 険 関連 情 報 の

即 時性,信 頼 性 の確 保 な らび に輸 出保 険 業 務 を実 施 して い る部 署 との情 報 の弾

力的 処理 を行 な う こ とを 目的 と して い る。

第1期 シ ステ ムは そ の第 一 歩 と して,コ ン ピ ュー タ ・セ ンタ ー と省 内お よび

大阪 通 産 局 の輸 出保 険 業 務 担 当 部 署 とを結 ぶ オ ン ライ ン ・ネ ッ トワー ク ・シ ス

テ ムで あ る。

シ ステ ム の構 成

本 シス テ ム は通 産 省 の コ ンピ ュー タ ・セ ン ター に 中型 コ ン ピュ ー タ を設置

し,本 省 内 お よ び大 阪 通産 局 の輸 出保 険業 務 処理 用端 末装 置 を通 信 回線 で連

絡 す るオ ンライ ン ・ネ ッ トワー ク ・シ ステ ム であ る。 本 省 内 お よび大 阪通 産

局 には そ れ ぞ れ の マ ー クシ ー ト ・リー ダ端 末 プ リンタ ーお よび デ ィス プ レイ

装 置 が配 置 され て い る。 特 に大 阪 通産 局 に は,ミ ニ ・コ ン ピ ュー タが設置 さ

れ,各 種端 末 装置 の コ ン トロール を行 な っ てい る。

対 象 業 務 と処理 内容

本 シ ス テ ム が取 扱 う業 務 は,

① 普 通 輸 出保 険 ② 輸 出手 形保 険 ③ 輸 出代 金保 険 ④ 信 用

調 査 業 務(海 外 商 社 名 簿 の管 理)

の4種 類 に大 別 さ れ る。

この う ち,普 通 輸 出保 険,輸 出手 形 保 険 お よ び輸 出代 金保 険 の情 報 の流 れ

を図式 化す る と,つ ぎ の よ うに ま とめ る こ とが で き る。

普 通 輸 出保 険,輸 出 手形 保 険 お よ び輸 出 代 金保 険 の 申込 書(マ ー ク ・シー

ト)は 本 省 お よび 大 阪 通 産 局 に設 置 された マ ー ク シ ー ト ・ リー ダか ら随 時

イ ンプ ッ トされ,通 信 回線 に よ り本 省 の セ ンタ ーの コ ンピ ュー タ に送 信 され
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図1-11第1期 オ ン イ ン.シ ス テ ム構 成 図

る。送 信 され た デ ー タの 一 部 は リアル タイ ム処 理 を可能 にす るた め,ラ ンダ

ム ・フ ァイ ル(デ ィス ク ・パ ック装置 に登 録 され た デ ー タに つ い て は随 時,

デ ィス プ レイ装 置 に よ り内容 の チ ェ ック,修 正 お よ び変 更等 の 処理 を行 な い

必 要 な帳票 数(保 険 料 請 求 書,ハ ー ド ・コピー等)を プ リンタ ーに 出力 す る

こ とが で き る。 ま た,信 用調 査業 務 につ い ては 海 外 商 社 名簿(海 外 バ イヤ ー

7700件 につ い て の 信 用 調 査 フ ァイル),輸 出者 名 簿 がす べ て デ ィ ス ク ・・パ

ック装 置 に登 録 さ れて お り,
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図1-12輸 出保 険 情 報 の流 れ

① 新 規登 録 ② 内容 の修 正,変 更 ③F格 付 商 社(Fバ イ ヤ

ー)の 管理(注)

等 々 の処理 を随 時,デ ィ ス プ レイ装置 に よ り行 な う こ とが で き る。

そ の他,輸 出代 金保 険 の 統 計 デ ー タに つ い ては,延 払 輸 出関 係 の情 報 と し
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て 省 内外 の需 要 も 高 ま りつっ あ り,一 部 デ ィ スプ レイ装置 か らの照 会 が可 能

に な っ てい る。

(注)海 外 バ イ ヤ ー には そ れ ぞ れの 信 用 度 に応 じてAか らFま で の グ レイ ド

(格 付 け)が つ け られ てい る。 この グ レイ ドは各 種輸 出保 険 の 引 受 け,

審 査等 に利 用 され てい る。

特 に,Fグ レー ドに格 付 け され た バ イ ヤ ーに つい ては,保 険 引 受 の 限

度枠 を定 め,保 険引 受 の制 限 を行 な っ てい る。本 シス テ ム では,こ のF

バ イ ヤ ー の 台帳 をデ ィ ス ク ・パ ック装 置 の中 に設 け
,オ ンライ ン ・リア

ル タイ ム'シ ステ ムに よ る台 帳 の管 理 を行 な うのが 「Fバ イヤーの管理 」

とい うもの で あ り,す べ て デ ィス プ レイ装置 に よ り随 時,処 理 され て い

る。

1.8.4今 後の 計 画

省 内 お よび 大阪 通産 局の 輸 出保 険 業 務 担 当部 署 に端 末 装置 を設 置 し,オ ンラ

イ ン処理 を開 始 したの は46年 度 末 で あ り,こ れが 第1期 シ ステ ム(MEIS)

で あ る。 しか しな が ら,第1期 シス テ ムには オ ンライ ン化 対 象 業 務 の範 囲 あ る

い は ソ フ トウェ ア とハー ドウ ェアの 機能 等 の面 で まだ まだ不 十 分 な点 が 多 くみ

られ る。 した が っ て,現 在計 画 中 の 第 五期 シス テ ム では,輸 出保 険制 度 の健 全

な運 営 の維 持 な らび に保険 利 用 者 へ の サ ー ビ ス向上 の強 化 を図 る こ とをね らい

と し,具 体 的 に はつ ぎの3項 目を シス テ ム の 目的 と してい る。

。オ ン ライ ン化 対 象 業 務 の拡 大

。輸 出保 険 情 報 お よび関 連 情 報 の 集 中管 理

。オ ン ライ ン ・ネ ッ トワー クの拡 大

シ ステ ムの 目的

(イ)オ ン ライ ン化 対 象業 務 の拡 大

第1期 シス テ ムで オ ン ライ ン化 され た業 務 は対 象 とな る輸 出保 険 業 務 の

半 数 に 満 たな い程 度 で あ る。 そ の オ ンライ ン化 の範 囲 につ い て も保 険引 受

関 係業 務 が中心 で あ った。 この た め,第 皿期 システ ム では,す べ て の輸 出
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保 険業務 をオ ンライ ン化の対象 とし,し か も保 険引受か ら保険料計算,保

険料徴収,保 険金支払 および回収業務 にい た るまでの一貫 した業務のオ ン

ライ ン化 を検討 してい る。

(ロ)輸 出保 険情報 および輸 出保 険関連情報 の集中管理

本省,地 方通 産局,通 商事務所 お よび輸 出組合等 で扱ってい る輸 出保 険

情報 な らびに輸 出保険関連情報 をす べて本省のセ ンターで集中管理 し,輸

出保険制 度の健 全な運営の維持 に必要 な情報 の作成お よび省 内外へのサ ー

ビスを行な う。 主なサービス情報 はつぎの とお りである。

a,保 険引受 実績情報

b政 府責任 残高情報

c保 険事故情報

d海 外バ イヤー信用情報

特 に,海 外バ イヤーの信用情報 に関 してはす べてのバ イヤ ーについ て,

過去3年 間 にお ける取引実績お よび事 故履歴等 を蓄積 し,省 内の意志決定

の ため情報 サー ビスな らびに保険利用 者への情報 サー ビスを行 な うもの と

す る。

(ハ)オ ンライ ン ・ネ ッ トワー ク先の拡 大

第1期 システムは本省セ ンター と省 内お よび大阪通産局 と 結 ぶオ ンラ

イ ン ・ネ ッ トワークであった。 第 皿期計 画 では さ らに ネッ トワー クの範囲

を他 の通産局 および通商事務所 をは じめ として,情 報 の発生源であ る輸 出

組合等 にまで拡 大 し,情 報 の集中管 理 な らびに輸 出保険総会情報処理 シス

テ ムの確立 をめ ざしてい る。 また,輸 出保険 の中 でも代金保険や海 外投資

保険 の ような特 に重要な輸 出保険情報 につい ては,.省 内外 か らの需要 も多

いため,省 内の関係部署 とのオ ンライ ン ・ネ ットワー ク ・システを形 成 し,

通 商産業行政 に必要な意志決定情 報の サー ビスを行な うことに してい る。

対象業 務

第 五期 システ ムでは通産局におけるす べての輸 出保険業務 な らびに関連業

一112一



務 をオ ン ライ ン化 の範 囲 に含 め てい る。 具体 的 には つ ぎの よ うな業 務 を新 た

にオ ンライ ン化 対 象業 務 と して検 討 を進 め てい る。

a,普 通 包括 保 険b,輸 出金融 保 険c,海 外 広告 保 険

d,委 託 販売 輸 出保 険e,建 設 工 事 保 険f,為 替 変 動 保 険

g,仲 介貿 易 保険h,経 理,管 理 事 務

業 務 内容

保 険 申込 書 の契 約 デ ー タ をす べ て マ ー ク ・シー トに記 述 し,ネ ッ トワー ク

先 に配置 した端 末 装置 を利 用 して イ ンプ ッ トす る。 イ ンプ ッ トされ た デ ー タ

を本 省 の セ ンター で収 集 し,オ ン ライ ン用 デ ィス ク ・パ ック装置 に登 録 す る

と同時 に,一 定 の保 険 基 準 に照 ら し合 わ せ て保 険 引 受 の審 査 を行 な う。 保 険

契 約 デ ー タの修 正,内 容変 更 お よび取 り消 し等 の 業 務 はす べ て デ ィス プ レイ

装 置 あ るい は マ ー ク ・シ ー ト ・リー ダな どの端 末 装置 に よっ て行 な う。 また

保 険 料計 算 の後,保 険 料 請 求 書 な どの 必 要 書類 につ い て も リア ル タイ ムで端

末 プ リンタ ー に出 力す る。

統 計業 務 に つ い て は輸 出保 険 デ ー タ ・マ ネ ジ メ ン ト ・シス テ ム を開 発 し,

多様 な需要 に応 じた情 報 の収 集 お よ び提 供 を行 な う。 特 に需 要 の 多 い輸 出代

金保 険 お よ び海 外 投 資保 険 等 に関 して は オ ン ライ ン ・リア ル タイ ム に重 点 を

置 い た デ ー タ ・ベ ー ス を開 発 し,輸 出保 険 制 度 の健 全 な運 営 に資 す る と とも

に保 険利 用 者 に 対 す るサ ー ビスの 向上 に役 立 たせ る こ とに してい る。

ネ ッ トワー ク構 成

第 ■期 シス テ ムの オ ンライ ン ・ネ ッ トワ← クを生 か して,デ ー タ発 生源 と

の ネ ッ トワー ク形 成 を原 則 と し,具 体 的 に はつ ぎの よ うな輸 出保 険業 務 担 当

の部 署 を対 象 とす る こ と を検 討 してい る

(イ)東 京 通 産 局(ロ)名 古屋 通 産 局(ハ)横 浜 通 商事 務 所

(二)清 水通 商事 務 所(ホ)神 戸 通 商 事 務所(へ)各 輸 出組 合 等
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図1-13第 皿期 シ ステ ム オ ン ライ ン.ネ ッ トワー ク構 成 図

セ ンター シ ステ ム

第1期 シス テ ムは1台 の セ ンター ・コ ン ピュー タ で オ ン ライ ンお よびバ ッ

チ業 務 を並 行 して行 な う シ ステ ム で あっ た 。第 皿期 シス テ ム では 処理 能 力 の

拡 大 な らび に 信頼 性 の 向上 を図 る た め,2台 の コ ン ピュ ー タ を利 用 した デ ュ

ープ レ ッ クス .シ ステ ム を開 発 す る こ とを検討 してい る。 す なわ ち,2台 の

コ ン ピュ ー タの うち,1台 が常 時 オ ン ライ ン処理 を行 な い ,他 の1台 には バ

ッチ処理 を行 な わせ,処 理 能 力 の 向上 を図 る と ともに,オ ン ライ ン処理 用 コ

ン ピュー タが全 面 的 な ダ ウ ン(シ ステ ム ・ダ ウ ン)を 起 した場 合 ,バ ッチ 処

理 用 コ ンピ ュー タ を オ ン ライ ン用 に 切 り換 え る こ とに よっ て,オ ン ライ ン業

務 の 処理 続 行 を可能 に し,信 頼 性 の 向上 を図 る。

また,第1期 シ ス テ ム では地 方通 産 局 な らび に通 商 事 務 所 等 の端 末 シ ステ

ム と して,ミ ニ ・コ ン ピュ ー タ を中心 と した サ テ ライ ト ・シス テ ムの 開発 を

進 め て きた 。第 皿期 シス テ ムで は ネ ッ トワー クの 拡 大,処 理 能 力 の 向 上 お よ

び コス ト等 々の観 点 か ら,大 阪 地 区 に デ ー タ集 配 信 装置 を導 入 す る。 この装

置 は ミニ ・コン ピ ュー タに代 わ っ て,大 阪 通産 局,神 戸 通 商 事 務 所 お よび大

阪 地 区 の 各輸 出組 合 をま とめ て収 容 す る能 力 をも ち,大 幅 な処 理 能 力 の強 化

が期 待 さ れ る。
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1.8.5シ ステ ム 化 の問 題 点

制 度 上 の 問 題

何 か を シ ス テ ム化す る とい う場 合,そ の 対 象 とな る もの が 大 きい程 制 度 の

問 題 が か らん で くるの は い うま で も ない こ とで あ る。 特 に 行政 情 報 の シス テ

ム化 に あっ ては 行 政 自体 が法 律 に基 づ い てす べ て行 な わ れ る原 則 に な っ て お

り,ま た,ま わ りを取 りま く環 境 も法 律 がが ん ば っ て い る。

輸 出保 険 情 報 の シ ステ ム化 にお い て も全 く例 外 で は ない。 輸 出保 険 業 務 自

体 が輸 出保 険 法 に よっ て運 営 され てい る か らで あ る。保 険 の 申込 み ひ とつ を

例 に とっ てみ て も,オ ンライ ン ・シス テ ム で端 末 装置 か ら保 険 申 込 書 を入 力

す る ため,申 込 書 をマ ー ク ・シー ト化 した が この シ ー ト自身 は コ ン ピュー タ

へ の 入 力 手 段 と しては 有用 で あ るが,保 険契 約 書 と して は有 効 で あ るか否 か

極 め て法 律 的 な問 題 で あ る。 また,保 険 料 請 求 書 に つ い て も コ ンピ ュー タ で

出 力 した保 険 料 請 求書 に い ちい ち人 間 が一枚 一枚 に官 印 を押 してい るの が現

状 で あ る。 こ れ も予 め,官 印 を印刷 して お けば 人間 が介 入 す る こ と な く,ス

ム ー ズ に書類 が流 れ るは ず で あ る。 こ の よ うに,せ っ か くの オ ンライ ン ・リ

アル タイ ム ・シス テ ム も法 律 や 制 度 上 の 問題 に よ り,リ アル タイ ムの効 果 を

半 減 も し くは 全 く意 味 の ない もの に して しま う恐 れ が あ る。

標 準 化 の 問題

標 準 化 につ い て も法 律 や 制度 の 問題 と同 じよ うに シ ステ ム化 の範 囲 が広 が

れ ば広 が る程 数 多 くの 問題 が生 じて くる。輸 出保 険 情 法 の システ ム化 にお い

て は,輸 出す る貨 物 コー ド、 輸 出先 の 国 名 コー ド,わ が国輸 出者名 コー ドお

よび海 外 バ イ ヤー コー ドの標 準 化 が大 きな 問題 とな っ てい る。 ま た,輸 出保

険 を申 し込 ん で くる商 社 お よ び銀 行等 の コー ドが ま ち ま ちで あ り,そ れぞ れ

自社 自行 コ ー ドに よ る保 険 申 し込 み炉 な さ れ てい る。 さ らに,保 険 を申 し

込 ん で くる際,必 要 な ドキ ュ メ ン トは お よそ 自社 お よび 自行 内 で同 類 の も の

が作 成 さ れ てい る に もか か わ らず,政 府 へ 申 し込 む際,再 び 作 りな お してい

る。 す なわ ち,全 商社,銀 行 等 の ドキ ュメ ン トの標 準化 が な され れ ば 自社 内
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で作 成 した ドキ ュメ ン トは そ の ま ま政 府 へ の 申込 書 とな るは ず であ る。

この よ うに コー ドの統 一 な らび に ドキ ュ メ ン トの標 準化 は シ ス テ ム化 を進

め る際 に,ど う して も解 決 しな け れば な らない 問 題 であ ろ う。

費 用分 担 の 問 題

・情 報 の シス テ ム化 の範 囲 が拡 大 し
,オ ンライ ンの ネ ッ トワー ク先 が増 加 す

る と,ど う して も ク ロー ズ ・ア ップ さ れ て くるの が費 用 分担 の 問題 で あ る。

特 に輸 出保 険情 報 の シス テ ム化 に お い て は,政 府 と民 間 との 関係 とな り,わ

が 国 で も例 を見 な い 問題 であ る。 海 外,特 に ア メ リカにお い て は数 多 くの事

例 が あ る よ うであ るが,わ が国 では パ ブ リ ック ・セ ク ター(Public-

Sector)と プ ライ ベ ー ト ・・セ ク タ ー(Private-Sector)の オ ンライ ン

ネ ッ トワー クの例 も な く,ま た 費 用 分担 の考 え方 も 明確 に な っ てい な い現

状 で あ る。 今後,ま す ます異 業 種 間 あ るい は政 府 と民 間 とい っ た よ うな ネ ッ

トワー クの形 態 が多 くなっ て くる こ とが予 想 され るだ け に,費 用 の分 担 の 問

題 が改 め て 問 題 とな っ て こ よ う。

機 密 保護 の 問 題

情報 システ ム化が進 み,オ ンライ ン ・ネ ッ トワー クが拡 大 さ れ て くる と,必

要 な プー ル が考 え 出 され て く る。 つ ぎ は各 所 で考 え出 され た情報 の プ ール を

点 在 させ て お くこ とが効率 的 で あ るか あ る い は1か 所 ない し2か 所程 度 に ま

とめ た大 き な情報 プー ル を設 け る べ き か とい う問題 にな る。 結 局 は 多 くの場

合,大 容 量 の デ ー タ .・パ ン クを設 置 す る とい うこ とに な り,デ ー タ(情 報)

の 共 同利 用 が進 め られ,必 然的 に機 密 の保 護 の 問題 が発 生 して くる。 輸 出保

険 情 報 の シス テ ム化 に おい ては 本 省 の セ ンタ ー で情 報 の集 中管 理 を行 な お う

と してお り,保 険 引 受 状 況,事 故 状 況 あ るい は海 外 バ イ ヤ ーの 信用 状 況 等 の

情 報 を政 府 お よび民 間 が共 同利 用 す る とい うこ とに な る。 特 に各 企 業(商 社)

の個 有 の輸 出契 約 情 報 等 にっ い ては 何 な か の 機密 保 護 が な され な け れ ば な ら

ない 。 今後 の重 要 な課 題 の ひ とつ であ る。
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情報需要 の多様化の 問題

わが国経済 の高度成長 によ り,経 済活動 はよ り拡大 し,よ り複雑化 して き

てい る。国際環境 も最近 の国際通貨 問題 をは じめ多 くの 内外の諸問題 が相互

に関連 し合いなが ら急速 に変 化 してい る。 このよ うな諸環境の変動 に対応 し

て,各 企業 は各種 の情報 を正確 にかつ迅速 に収集 し経営活動 に資す るよ うな

経営体 制の確立 をせ ま られ てい る。 この ことは行政体 に とっても全 く同様 で

あ り,い かに必要 な情報 を必要 な形 で必要 な時に入手す るか とい うこ とが極

めて重要 な問題 となってい る。

従来は情報 の不足 とい うこ とが固定視 されてきたが,最 近 の国 内外 の環境

の著 しい変動 によ り,需 要 にマ ッチ した情報 とい うこ とが一層強 く要求 され

るよ うになってきた。輸 出保険情報 の システム化 を進 めるにあたってもやは

り情報需要 が多様化 して きてお り,供 給 サイ ドの問題 として大 き くクローズ

ア ップされてぎてい る。 た とえば,輸 出保険情報め中 でも特 に重要視 され

てい る輸 出代金保険お よび海外投資保険等 の情報は意思決定 に必要 な政策情

報 として,省 内外 か らの需 要 が高 ま りつつある。また,海 外 か らの需要 も多

く,特 にOECDや ベル ン ・ユ ニオ ン(国 際輸 出信用保険機構)と は,わ が

国 として も国際協調 を推進 す る見地 か ら,密 接な情報交換 を行 な う必要 があ

る。 この よ うに,省 内外 あるい は海外 か らのそれぞれの固有の情報需要 にマ

ッチ した情報 の提供 をす るこ とが今後の情報 のシステム化 を進 め る際 の重要

な問題点 となろ う。すなわ ち,情 報需要 の多様化にマ ッチ した情報 の提供 と

い うことがオ ンライ ン ・ネ ッ トワー クのあ り方あ るい はデータ ・ベースを決

定す ることになるか らである。
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1.9わ が 国 輸 入 管 理 制 度 の シ ス テ ム 化

第2次 大 戦 後,貿 易 が再 開 され た1946年 に は,わ ず か3億 ドル 余 に過 ぎ な

か った わ が 国 の輸 入 額 は,昨 年(1972年)に は234億8千 万 ドル と遂 に200億

ドルの大 台 に な った。

戦 後,わ が 国の 外 貨 準 備 が不 十 分 で あ り,国 際収 支 の 天井 を常 に 意 識 しな け

れ ば な らなか った 時 代 に お い て は,「 外 貨 の節 約,外 貨 の 効率 的 使 用 」とい う

こ とが 常 に 考 え られ て きた。 ま た この 時 代 に あ っ て は,わ が国 産業 の 大部 分 は

十 分な 国際競 争 力 が な く,保 護,育 成 が 必要 と され て きた。 した が って,こ の

時期 にお け る輸 入 は,貨 物 の 本邦 内へ の搬 入 とい う 「物 」の 移 動 で ある輸 入 行

為 と,契 約 の 締結 か ら貨 物 代金 の 決 済 とい う 「為 替 」の両 面か ら厳 重 な管 理 の

下 に お かれ て きた。

現 行 の輸 入貿 易 管 理 の骨 子 を定 め て い る外 国 為 替 及 び外 国 貿 易管 理 法(昭 和

24年 法 律 第228号)(以 下 「外 為 法 」 とい う。)の 第52条 は 「外 国貿 易 お よ

び国 民経 済 の健 全 な発 展 を図 るた め,貨 物 を輸 入 しよ う とす る者 は,政 令 で定

め る ところ に よ り,輸 入 の承 認 を受 け る義務 を課 せ られ る こ とが あ る。」と書 か

れ て あ るが,こ の条 文 の前段 の 部 分 は,わ が 国が1964年4月 にIMF(Inter-

nationalMonetaryFund)8条 国へ の移 行 に よっ て,経 常 的 支払 い に対

す る為替 制 限 が撤 廃 され,外 貨 予 算 制 度 が廃 止 さ れた 時 に 改 正 され た もの で ○

以前 は 「外 国 為替 予 算 の範 囲 内で 最 も有 利 且 っ 有 効 な 貨 物 の輸 入 を図 るた め…

」 と書 か れ て あ る。 この 条文 の後段 の 部 分 は 現 行 の 規定 と変 わ りは

ない の で あ る が,こ の 条 文 全体 を流 れ る考 え方 は,ま っ た く異 質 の もの であ り,

当時 の輸 入 管 理 の 考 え方 を最 も端 的 に現 わ してい る もの とい え よ う。

しか しな が ら,1960年 以降 わ が 国産 業 の 国際 競 争 力の充 実,外 貨 蓄積 の進 行

等 に よ り,国 内的 に も 自由化 を進 め得 る体 制 が整 う と とも に,海 外 で はOE

CD(OrganizationforEconomicCo-opertionandDevelop-

ment)加 盟先 進 国 の 自由化 促 進 に よっ て貿 易 の 自由化 は,世 界 の一 大潮流 と
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なっ て きた。

この た め,わ が 国 も1960年6月 に,「 貿 易,為 替 自由化計 画 大 綱 」が策 定 さ

れ るに お よ び ・輸 入 自由化 は急 速 に進 展す る こ とに な り,当 時41%に すぎな か

った 自由 化率 は,'73年2月 現 在97%弱 に ま で達 して い る。

73年2月 現 在 の非 自由化 品 目84品 目(ブ ラ ッセル 関 税分 類;BTNに よる。)

の うち,GATT(GeneralAgreementonTariffsandTrade)規

定 上 自 由化 義 務 を免 除 さ れて い るもの が 武 器,麻 薬,食 管 物 質,専 売 品 等52

品 目あ るが,こ の う ち1品 目は分 類 上 の 理 由か ら 自 由化 義 務 の あ る 品 目と重 複

して い るの で,わ が国 が 自由化 義 務 を負 う残 存輸 入 制限 品 目は表1の よ うに,

農水 産物24品 目,鉱 工 業 品9品 目,計33品 目 とな って お り,フ ラ ンス(73品

目),西 ドイ ツ(39品 目)等 と比 較 して も遜 色 な い状 況 とな っ て い る。

な お,い わ ゆ る 「非 関税 障 壁 」の整 理 につ い ては,従 来 か ら諸 外 国 よ りNT

B(非 関 税 障 壁)と の批 判 が 強 か っ たAIQ(自 動 輸 入割 当)制 度 品 目の 整 理

が あ り,72年2月 か ら品 目数 は0と な っ てい る.

また,原 産 地,船 積 地域 に 係 る事 前 許 可 品 目も73年]月16日 に0品 目と し,

大 幅 な 手 続 の 簡 素 化 を行 っ て い る。

1・9.1輸 入 貿 易 管 理の 関 係 法 体系

輸 入 貿 易 に 関 す る法令 に は種 々あ るが,輸 入 を規 制 して い る主 要 な ものは 次

の とお りで あ る。(表1-6参 照)(カ ッ コ内は,法 令 の略 称 であ り以 下略 称

を使 用す る こ と とす る。)
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表1-6 残存輸入制限tt目 一覧表(33品 目)

(48年2月 現 在)

BTN番 号 品 目 名 BTN番 号 品 目 名

02.01 牛 肉 20.06 パ イナ ップル か ん詰
,フ ル ー ツパ

03.01 (生 鮮等)

}近海鮎 よびた らこ

ル プ,い った落 花 生 等

03.02 (塩 蔵等) 20.07 果汁 お よび トマ トジ ュース

03.03 帆立 貝,貝 柱 お よび いか 21.04 トマ トケ チ ャ ッ プ お よ び トマ トソ

(生 鮮,塩 蔵 等) 一ス ならびに混合調味料

04.01

◎04.02

(生 鮮)

}ミ ル ク 蛙 び ク リーム
(加 工)

21.07 調整 食料 品(加 糖,ミ ル ク,海 草,

小 麦 等 の もの)

04.04
■

プ ロ セ ス チ ーズ 27.01 石 炭

07.05 あず き,そ ら豆,え ん ど う等 41.02 牛革および馬革

08.02 オ レン ジ お よび タン ジ ェ リン 41.03 染色 し,着 色しまたは模様付けし

(生 鮮) た羊革
、

08.11
x'`

一 時 的貯蔵 のオ1ノシ ジ
,タ ン ジ ェ 41.04 染色 し,着 色 しまたは模様付けし

リ ン 等 ・ たやぎ革

11.01 小麦粉,米 粉等 64.02 革製はき物

11.02 ひ き割 り した小 麦,ひ き割 り した

米等

84.52

84.53

電子 計 算機 械 お よび そ の 周辺 機械

}
(端 末 装置 お よび記 憶機 に限 る).

11.07 麦芽 84.55 電子計算機械およびその周辺機械

11.08 でん 粉 お よび イ ヌ リン の部分品

12.01 落花生(搾 油用を除 く) 85.21 素子数100以 上の集積回路

12.08 食用海草

14.05 こん にゃ くい も,非 食用海 草 お よ

び変性 デ ー ツ

16.02 牛肉および豚肉のかん詰等

17.02 ぶ ど う糖等 ・

20.05
o

フ ル ー ツ ヒ ュー レ お・よ び フ ル ー ツ

ペ ー ス ト

囲 ◎印は残存および非残存の両品目として数え られるもの。
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表17 有 為替 輸 入管 理 手続 関 係 法 ・令

輸 入 取 引 管 理 手 続 根 拠 条 文

1 商 談 の 進 行
↓

(AA品 目)(AIQ品 目,IQ)

由 輸 入貿 易管理 令第3条

令第9条

令弟9条

輸入貿 易管理規則第5条

.

令 弟10条

令第13条

令第4条

令第13条 の2

外国為替及び外国貿易管
理法弟12条

令第.7条

規 則第19条 の2

令弟16条

令第15条

令弟13条

①輸入割当証明書輸
入業者 通産省

②輸入割当証囎E

輸
入
承
認
報

日銀 告

晶:
済輸

1入

承認 多

証1

③2耀 瀦 ↓
輸 入業者 炉外為銀行.《

イ

ン

ボ

イ

ス

,

.

輸 入 公 表
1輸 入 発 表

1

2

輸入契約の条件

付締結

'

輸 入契 約 の 確 定

信 用 状 開 設'

船積書類受領

代 金 の 決 済
一

、
.

、 F

'

輸 入 割 当

輸入割当証明書の内容変更の許可

有効期間延長の許 可
委託輸入の認可

、

事前許可
原産地船積地異
準外決済
委託販売

●

④輸入承認書

債力

輪形
承入'認

書

⑤ 輸 入割当証明書,輸 入 申告
書,輸 入承認証,イ ンボイス

'

モ1輸 入担保 の預入 1

怖旛 輸入の承司

、

噺

1支払手鯉 決期限免除の許可1
`

r

1銀 行の翻1
、

・1 輸 入承認 証の有効期間 の延長の承認 ・内容変 更の許 可1
'

3 貨 物 の 通 関

,

.

ll・ ・ボ ・・の提 ・

・
1,

、1税 関 の絃1『

4
ク レ ー ム の

処 理 等

1外 貨債権 の回収免除、延長 の許可1

税 関

⑥ 輸 入許 可 書'
`

・1舶 担保の嘉 の承認 1.
'『1

事鱈 査摘 入承誕 の返還1・.



① 輸 入貿易管 理法令

。外国 為替及 び外国貿易管理法(外 為法)

。輸 入貿易管 理令(輸 入令)

O輸 入貿易管理 規則(輸 入規則)

。外国為替管 理令(為 令)

。貿易 関係貿易外取 引の管理 に関す る省令(貿 易関係貿易 外取引省令)

o標 準決 済方法 に関す る省令(決 済省令)

o貿 易 外取引の管理 に関す る省令(貿 易 外取 引省令)

。輸 出貿易管理令(輸 出令)

o輸 出貿易管 理規則(輸 出規則)

。外 資に関す る法律(外 資法)

。関税法

。関税定率法

o関 税暫定措置法

② 輸入 カルテル関係法 令

。輸 出入取 引法(輸 取法)

o輸 出入 取引法施行令(輸 取法施行令)

o輸 出入取引法 に基づ く輸入の承認 に関す る省令(輸 入取引省令)

③ その他の国 内法

農業 基本法,食 糧管 理法,砂 糖の価格安定 等に関す る法律,麻 薬取 締法,

あへん法,覚 せ い剤取 締法,薬 事法,毒 物及び劇物取締法,食 品衛生法,

鳥獣保護及び狩猟に関す る法 律,植 物防疫法 ・家畜伝染病予防法,狂 犬病

予防法,塩 専売法,た ば こ専売法,ア ル コール専売法,火 薬類取締法,高

圧 ガス取締法,銃 砲 刀剣類所持等取 締法,労 働安全法等

④ 条 約

通商 航海条約,IMF,GATT等
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1.9.2輸 入貿 易の管 理機構

輸入貿易の管理 を担当す る機関 としては通商産業省,大 蔵 省,税 関,日 本銀

行お よび外国為替公認銀行(以 下 「外為銀行 」とい う。)があ るが,そ れぞれ,

通 商産業省は,輸 入貿易管理 の主務官庁 として,各 種許認可 を行な う権限 を持

ってお り,大 蔵省は,標 準決済方法 を決定するほか,標 準決済 許可,仲 介貿易

契約許可等 の際に通 商産業 省か ら同意 を求め られ ることになってい る。 また税
◆

関 は,組 織 としては大蔵省 に所属 してい るが,通 商産業 省の指揮 監督 のも とに,

貨物 の輸入 を実際に確認す るこ とになっ てお り,通 商産業 省か ら委任 された事

務 も行な うこ とになってい る。 日本銀行は,輸 入の事後審査等の事務 を通 商産

業省か ら委任 されてい る。外為銀行は,輸 入の承認,届 出書の受理等の行政事

務 を行なってい る。

1.9.3わ が国の輸入管 理制度

わが国の輸入管 理制度は,輸 入承認制度,輸 入届 出制度,特 殊の輸 入,の3

つの カテ ゴ リーに分類 され るが以下順 に説明 してい くこ とにす る。

輸入承認制度

輸入令弟4条 の規定 に よ り,外 為銀行の輸 入承認 を必 要 とす る貨 物で,次 の

場合 がそれに該当す る。

① 輸入割当品 目(ImportQuota=IQ品 目)

IQ品 目とは,輸 入者が貨物 を輸入 しよ う する場合 に,あ らか じめ通

商産業 大臣に申請 して,輸 入割 当を受 けることを要す る(輸 入令弟9条1

項)品 目で,こ の品 目は輸 入公表 として,通 商産業大臣告示 で,ネ ガテ ィ

ヴ ・リス ト方式(リ ス トに掲げ られた品 目がIQ品 目であ る とい う発表方

式)に よって公表 されてお り,割 当の方法は,毎 年上期 と下期 に分 け割 当

数量 が決定 され,こ れ に基づいて,そ の品 目にっいて,ま たその品 目の グ

ループについて,申 請期間,申 請場所,申 請条件,添 付書類等 を,通 産 省

公報,通 商公報に輸 入発表 とい う形 で掲載す るこ とに よ り,公 表 され,輸

入割 当が行 なわれてい る。
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わ が国 は 最近 数 年 間 に おい て急 速 に 自由化 を進 め て き て お り,こ の 結 果,

残 存輸 入 制 限 品 目の 数 は,前 述の とお りBTN(BrusseleTariff

Nomenclature)4桁 分類 で,33品 目に ま で減 少 して い る。 この33品 目

な らび にGAT第17条(国 家 貿 易 品 目),第20条(安 全 衛 生 上等 の理 由

に よ る制 限 品 目)の 規 定 に よ り,輸 入制 限 を認 め られ てい る品 目 とが こ の

IQ品 目に 属す る。 しか し なが ら全 体 の 品 目の数 か らみ れ ば ・ このIQ品
■

目は全 くの 例 外 に属 す る もの とい え る。

② 自動輸 入 割 当 品 目(AutomaticImportQuota=AIQ品 目)

この品 目は,輸 入 割 当 て が 申請 に応 じて 自動 的 に 行 わ れ る点,国 内産 業

へ の 急激 な衝 撃 を回避 しつっ 漸進 的 に 自由化 を進 め る た めの テ ク ニ ッ ク と

して採 用 され たIQ品 目 と,AA品 目==AutomaticApproval(1972

年11月 の輸 入 令 改 正 で,現 在 は輸 入届 出品 目となっ てい る。)と の 中間 的

な 品 目で あ るが,72年2月1日 の輸 入 公 表 の 一部 改 正 の 結 果,現 在 この 品

目に 属す る品 目は0と な っ て い る。

③ 事 前許 可

貨 物 を輸 入 しよ う とす る老 は,輸 入令 第10条 の 各 号 の規 定 に よ り・事 前

に 通 商産 業 大 臣 に 申請 して,そ の許 可 を受 け る こ とを要 す る場 合 で ・ これ

に は次 の3っ の 場合 が あ る。

⑤ 委託 販売 貿 易 契約 に よ る貨 物 の輸 入

国際 商慣 行 に そ わ な い 契 約 や,国 内 の流 通秩 序 に 著 しい 悪影 響 を及 ぼ

す お そ れ の あ るも の をチ ェ ッ クす るこ とを 目的 とす るた め ・ 原 則 と して ・

事 前 許 可 を受 け な け れ ば な らない が,当 該 契約 の定 め る ところ に 従い,

販売 された 貨物 の 代 金 を,貨 物 の 通関 後4ケ 月 以 内 に 支払 う場 合 は,事

前 許 可 を受 け る こ とを要 しない。 した が っ て,委 託 販 売 買易 契約 に ょる

輸 入 に つい て,事 前 許 可 を要 す る場 合 は,同 時 に 決 済 期 間(延 払 い)の

点 で標 準 外 決 済 の 許 可 を受 け る必 要 があ るが,実 際 に は,手 続上 両方 の

許 可 を一本 化 して 簡 素 化 を図 っ て い る。
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⑤ 指定地域 か らの輸入

輸 入公表 によ り指定 された貨物 の原産地 または船積地域 か ら貨物 を輸

入 しようとす る時は・輸 入承認 を受 ける前 に,通 商産業大臣 の許 可 を受

けなければな らない こ とは,す でに若干ふ れたが,こ の事前許 可 を受け

るべ き場合 としては,南 ローデシアか ら書籍,定 期刊行物 以外 の貨物 を

輸入 しょ うとす る場合,国 際 コー ヒー協定,国 際砂糖協定 に加盟 してい

ない国か ら当該 品 目を輸入す る場合,お よび本邦の区域 に属 さない海面

を船積 地域 として,魚 介類 を輸 入 しようとす る場合が指定 されてい る。

◎ 標準外決済 の許可

標準外決済 にっい ては,別 項 でのべる こととす る。

① その他

輸 入令第三条一項 の規定 によ り,貨 物の輸 入にっいて必要 な事項が 公

表 され てい る場合で,こ れには,ウ ラン解媒の輸 入について,内 閣総 理

大臣 の許可 を受 けた者の使 用に供す るために輸 入す るもので あるこ とに

つい て,科 学技術庁長官の確 認書 を要す ると定め られてい るよ うな場合

が,こ れに あたる。

輸入届 出制度(DeclarationSystem)

従来は一部の例外 を除いては,原 則 と して外為銀行の輸入 の承認 を受けなけ

ればな らない とされていたが,72年11月24日 の輸 入令の改正に より,従 来 の

AA品 目に相 当す るもの にっいては,簡 易な様式に よ り,外 為銀行に届 け出 を

す るこ とに よ り・ 自由に輸入す るこ とが できる こととなった ものである。いい

か えれば,① の輸 入承認 を必 要 とす る品 目と,次 に説 明す る特殊の輸入以外 の

場 合には,届 け出をもっ て足 りることで ある。 しか し届け出の時 期については,

政令 では明示 されていない が,外 国為替 管理令の支払免除規定等 との関連お よ

び税 関にお ける確認 との関係 で当然,事 前 に行 うべきもの と解 され,実 施に移

され てい る。
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特殊 の輸入

これまで説 明 してきた制度は,い ず れも外貨の支払 を要す る有為替輸入にっ

い ての場合であ るが・外 貨の支払い を要 しない場合 には ,通 商産業大臣に申請

し,無 為替輸 入の承認 を受 けなければな らないこ とになってい る
.な お,無 為

替輸入にっい ては,一 般的 でないので,こ こでは説 明をはぶ き,輸 入令弟14条

の規定 に よる輸 入 自由品について少 し説 明 を加 えてお くことにす る。

輸 入 自由品 とい うのは,そ の貨物の輸 入について輸 入令上 の承認,届 出を必

要 としない貨物 であって輸 入令別表第1お よび別表第2に 掲 げ られ てい るもの,

および仮に陸揚げ される貨物 がこれに相当す る。 ただ し,そ の貨物が輸 入自由

品に該当す ることを判定す るために,税 関での輸 入の確認 を受けな ければな ら

ない こ とにな ってい る。

別表第1に 掲げる貨物 には,全 部で26項 目あ るが,こ こでその利 用度の高い

ものの1部 を紹介す る と,

○ 総価額(税 関のCIF鑑 定 価格)が30万8千 円以 下の無償の貨物(輸 入承

認 を必要 とす る貨物 を除 く)は,い わゆ る 「1,000ド ル 以下の 自由品 」で,

輸入貨物代金の支払い をす る ときに 「支払い報告書 」を,外 為銀行に提示す

るだけで よい ことになってい る。

○ 無償の救 じゅっ品

総価額(税 関のCIF鑑 定価格)が,61万6千 円以下の無償の宣伝 用物品,

または商品見本(輸 入承認 を必要 とす る貨物 を除 く)

○ 国際郵便 に よって送付 され,か っ,受 取人 の個人的使用に供 される身廻品,

家庭用 用品,職 業 用具 もt、くは 商業 用具 を内容 とす る小 包(い ずれ も無償の

場合 に限 られる。)

○ 個人的使 用に供せ られ,か っ,売 買の対象 とな らない程度の量 のたばこ,

薬 品,化 粧品,衣 類 または食糧 品(い ず れも無償の場合に限 られ る。)などが

ある.ま た,別 表 第2に 掲げ る貨物 とは,日 本 に入国す る外 国人 および本邦

人 の携帯品.腹 案 用具等 となってい る。
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1.9.4輸 入担保金制 度

外為法第55条 の規定 による と,輸 入担保金は,当 該貨物 の 「輸 入の実行 を保

証 」す るための ものであ るが,外 為法 自体が前述の とお り,外 貨準備,国 際 収

支の不安定 なこ とを前提 としてい るため,思 惑輸 入の防止等 を目的 とした もの

である。 しか し,最 近 におけ る国際収支の状況等 にかんがみ,輸 入令上の これ

らの規定 は不要 と考 え られ るほか,現 実に1970年5月18日 以降その預入れの

義務 を停止 していた事実 か ら,72年11月 の輸 入令改正時 に,輸 入令上 も担保

金 に関す る規定は,削 除 されてい る。

1.9.5輸 入承認 の有効期間

輸 入承認の有効期 間は,原 則 と して承認の 日か ら6ケ 月 となってお り,期 間

の計算方法 につい ては,民 法 の原 則が適用 される。

承認の有効期 間は,そ の期間内に貨物の物理的 な輸入 を完 了 しなければ,輸

入承認の効果 が失 なわれ る期 間であって,貨 物代金 の決済期間 を拘束す るもの

ではない。 また,こ の輸 入 を行な う日の確認は,輸 入申告 が税関におい て正 当

に受理 された 日をもって行 なわれてい る。 したが って,こ の有効期間 内に輸 入

申告等が税関 に正 当に受理 されてい さえす れば,貨 物の税 関 におけ る輸入許可

等が,有 効期間経過後 であっても差 しつかえない。

6ケ 月の原則的 な有効期間 のほか,通 商産業大 臣は,必 要があ ると認める と

きは,別 に有効期間 を定め る ことがで きるこ ととな ってお り,ま た,天 災地変

等 の不可抗 力,そ の他輸 入者の責に帰 し得ない事情 に より,輸 入を行ない得 る

ことは確実であ るが,有 効期間内には到着 しない場合等 には,外 為銀行は通商

産業大臣の承認 を受けて,6ヶ 月 と異 なる有 効期間 の輸入承認 を行い,ま た は

有効期間の延長 を,行 うこ とができるこ とになってい る。

1.9.6輸 入代金 の支払

輸入 の標準決済 方法

貨物の輸入代金 を決済 する場合 は,標 準決済方法 に関す る省令(昭 和37年 大

蔵 省令第62号)に 定 める輸 入の標準外決済方法に したがっ て しなければな らな
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輸 入貨物 代金の決済方法 が,こ の標準決済方法 に該当 しない場合 には,輸 入

者は銀行 に輸 入承認 を申請す る前に,あ らか じめ通商産業大臣 の許可 を受け る

必要がある(輸 入令10条3号)。

輸入の標準決済方法 にっい ての概要は次の とお りである。

① 前払いの制 限

本邦 内におけ る船積書 類または貨物の受領前 に,輸 入貨物代金 を支払 う

方法は,標 準外決済 とな る。 この前払いの制限には,商 慣 習等 をも考慮 し

て一部例外が認 め られてい るが,決 済条件の一般的 な悪 化の防止 と思惑的

投機的理 由か らす る決済時 点の繰上 げの防止等 を目的 とした ものである。

② 延払いの制 限

延払い方式 によ る決 済は ・貨物の通関 後4ケ 月 をこえて支払われ る場合

が,標 準外決済 となってい る.こ の規制す る場合は,主 として国 内の産業

政策お よび金 融政策の観点 か らのチェックであ り,[部 に例外 が認め られ

ている。

③ 貨物代金の範囲にっい ての制限

輸入貨物代金 の全部 を支払 うのが標準決済 であ り,値 引き等 によ り輸 入

貨物 代金の一部のみ を支払い,残 額 については決済 しない場合 は,標 準外

決済 とな る。

支払 手段 の取極め

輸入の承認 を受けた者,ま たは輸入の届け出を受理 された者 が,そ の輸入 し

ょ うとす る貨物の代金 を支払 う場合 においては,為 令 第11条 の規定に よる支払

いの制限は免除 され るこ ととな るが,こ の制限免除が認め られ るのは,原 則 と

して,支 払手段の取極 め(信 用状 の開設,取 立手形 の決済,ま たは送金)が,

輸 入の承認 を受けた老,輸 入の届け出 を受理 された者 自身 の名 と計 算におい て

行なわれる場合に限 られてい る。

/
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1・9・7輸 入貿 易管理のEDP化

EDP化 の現状 と問題点

輸入貿易管理 規則第2条 第4項 の規定 に よると,輸 入の承認 を受 けた者,あ

るいは,輸 入 届出書 を受理 された ものは,通 商 産業大臣の定 める ところ によ り,

当該承認,届 出に係 る事項 を,直 ちに当該承認 をした銀行,あ るいは当該届 出

を受理 した銀行 を通 じて,通 商産業 大臣に報告 しなければな らない とあるが,

実際 には,輸 入承認 申請書,あ るいは輸 入届出書 を外為銀行に提 出す る際に,

輸入承認届 出報告 書1通 を提 出す るこ とになってい る。

この輸 入承認届 出報告書は,マ ー クシー トになってお り,外 為銀行か ら通商

産業省へ送付 されて くる と,そ の まま,電 子計 算機 で処理で きるよ うになって

い る。 この内容 は,記 号化 された,銀 行名,輸 入制 度,承 認 又は届 出受理番 号,

承認又 は届 出受理年 月 日,分 類符号,外 国為替 金額,原 産地等 であ り,こ れ に

よ り,輸 入承認,届 出統計が作成 され,輸 入の先行指導 として活 用 され てい る。

しか し,こ のマー クシー トは,

① 輸 入者がマー クす るこ とになってい るが,な れない こともあ り,マ ー ク

ミスが非常 に多いこ と。

② 銀 行か ら通商産業 省への提 出は,使 送 あるい は郵送で行なわれているが,

郵送 には時間がかか り,使 送には人手 を必要 とし,そ の人件費 だけでも,

ばかにな らない とい う2っ の大 きな問題点 がある。

輸 入貿易管理 のEDP化 の方 向

① 現在行 ってい る輸 入承認,届 出報告書(マ ー クシー ト)のEDP化 をも

う一 歩進 め,銀 行 と通商産業 省 との間 をオ ンライ ンでつな ぎ,銀 行 の端 末

機 か ら直接 通商産業 者の中央処理装置 にイ ンプ ットする方法 が考えられる。

② 輸 入承認 申請書,輸 入届出書 の書式統一化,簡 素化 をはか り,最 終的 に

は,輸 入承認届 出報告書 も含 め一様式 に統一す ることが考 え られ る。

③ 銀行 と通商産業省お よび税関間 のオ ン ライ ン化に よりIQ品 目の管理等,

一元的 な輸 入貿易管理 が考 えられ る。
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1・101貿 易 関係 書 式 の標 準化 に つ い て

1.10ユ 貿易関係書式の標準化 の背景 と対策

わ が国の輸 出貿易額は,毎 年驚異 的 な伸長 が続 き,経 済企 画庁の年頭予 測に

よる と,本 年 度は340億 ドルに達す るもの とみ られている。 これに附随 して,

関係官 庁,輸 出,金 融,保 険,陸 運,倉 庫,通 関,港 運,海 運 お よび航空等 の

各分野 が貿易業務 に関連 して,処 理す る必要 書類 の作成,整 理,保 管,統 計,

および搬送等の業務量 も比例 して膨大 なもの とな りつつある。 ちなみ に,昨 年

度の税関の受理 した輸 出 申告書件数 は,約300万 件 以上 と推定 され ているが,

この件数 によって,輸 出取引の成約 以降輸 出者 の手配 により船積 を経 て,相 手

国買主 までの間 で使用 され る書類 の種類 と,そ れぞれの必要部数 を試算す る と,

軽 く10億 枚以上 の書類 が作成 されてい るもの と推測で きる。 そ して,現 在各分

野 で使用 されている書類 に記載 される内容の大半は,共 通す る項 目で あるにも

かかわ らず,書 類 のサイ ズお よび レイ アウ トは無秩 序で,同 業者間は勿論 の こ

と,甚 だ しいものは,同 一企業 内でも連繋 が無視 されていて,一 貫性 を欠いた

まま部 門毎に,タ イ プ転記 を中心 とす る反復的 な処理 で書類 を作成 しているの

が通例 であ る。

諸 外国においては,既 に1960年 か ら・かか る不 合理な事実に着 目し,各 国政

府は,国 連欧州経済 委員会(ECE),国 際商業会議所(ICC),国 際海 運

会 議所(ICS),お よび関税協 力委員会(CCC)等 との協調 のも とに,貿 易 関

係書式 の標準化 と簡 素化 を図 るため,国 連 をベースに した特別 な組織 を中心 に,

それぞれ積極的な活 動が続 け られてい る。 そこで,わ が国でも同 じ立場 に立 っ

て,一 昨年(1971年2月)「 貿易 関係書式標準化委員会 」が政府大蔵 省,通 産

省,運 輸省 の協 賛 を得 て貿易,海 運,金 融,保 険,倉 庫,通 関,港 運,商 工 会

議所等 の業種関係15団 体(別 掲参照)の 協 調 によって設立 され,現 在後述 の

活動 が続 け られている。

書式標準化運動 の現状

貿易関係書類 の中 には,輸 出国 と輸 入国 との間 で相互に送達 され,あ るいは'
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有 価証 券 と して 国際 的 に流 通 す る も の が ある た め,』一 国 内 の標 準 化 に 止 どめず,

国際 標 準 化 を推 し進 め る こ とが効 果 的 で あ る と とは 自明 で,先 進 各 国 の いず れ'

の標 準化 運動 で も,国 際 協 力 の必 要 を強 調 して い る。 した がっ て,こ の運 動 を

理解 す るた め に,諸 外 国 の 推 移 を認 識す る こ とが 重 要 で あ るの で,ま ず そ の概

要 を紹 介 す る

ECE・ レイ ア ウ トキ ー

1956年,ス ウェ ーデ ンが世 界 に 先駆 け て,国 際 貿 易 書 類 の 作 成 を簡 素化 す る

標準 書式 を開 発 し,官 民 協 力 して 同 国 内 で統 一 的 に採 用 をは じめた。 つい で,

近 隣 の ス カ ソデ イナ ビア諸 国 が そ の利 便 を認 め,相 次 い で ス ウ ェ ー デ ンに な ら

って標 準書 式 を採 用 す る に及 んだ。

そ こで,ス ウェ ーデ ン政 府 は,標 準化 運動 を さ らに国 際的 に 拡 げ るべ きで あ

る こ とを国連 欧 州経 済 委 員会(ECE)に 提 唱 した。 そ の 結果,1960年,ヨ ーP

ッパ 各 国 に イ ギ リス,ア メ リカを メ ンバ ー に加 えた 国 際 書式 統 一 に関 す るエ キ

スパ ー トに よ る ワー キ ン グ ・グル ー プがECE内 に編 成 され,作 業 が 開始 され

た。

ここ で特 筆 され る こ とは,関 税協 力 委員会(CCC)が この 時 点 か ら ワー キ ン

グ ・グル ー プ の作業 に前 向 き に関与 して い る こ とで あ る。

そ の3年 後 の1963年,同 グ ル ー プは,国 際 間 で使 用す る書 類 の標 準 サ イ ズ に,

国 際 標 準規 格(ISO)Aサ イ ズ(縦297%× 横210%)を 採 用 す るこ とを決定

した 。

ま た,同 時 に貿 易 に 関連 す る全 書 式 の 共 通 性 の 分 析 と書類 作 成 の簡 素 化 に重

点 を置 いて研 究 した 結果,書 類 の作 成,照 合 が合理 的,能 率的 に 処理 で きる記

載 項 目を選定 し,そ の 書類 上 の配 列 位 置 を規 定 したLAYOUTKEY(レ イ ア

ウ ト.キ ー)が 制 定 され た。

こ れ が現 在,貿 易 関 係 書 式 の 国 際標 準 化 の基 本 型 と して・ECE,レ イ ア ウ

ト ・キ ー と呼 ば れ,既 に 多 くの 国際 的機 関 の 制定 した 標 準書 式 に採 用 され,関

税協 力委員 会(CCC)でCargoDeclarati・n(税 関 申告 書),Certificate
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ofOrigin(原 産 地 証 明書)等 をECEレ イ ア ウ ト ・キ ー に 準 拠 した 統 一様 式

にす る こ とを 関係 国税 関に 勧告 して い る

ワ ソラ ン ・メ ソ ッ ド

イ ギ リス で は,早 くか らECEの 国際 統 一 運動 に 同調 し,1962年 商 務 省 の 指導

の下 に,「 国 際 運 送 書 式 に 関 す る共 同連 絡 委 員 会 」(JLCD)が 発 足 し,

貿 易,通 関,保 険,金 融,海 運等 の各 分野 に お いて 使用 す る書 類 をECEレ イ ア

ウ ト・キ ー に統 一標 準化 し,同 時 に書 類 の 作 成過 程 の 省 力合 理 化 を 目的 とす る

システ ム の研 究 を重 ね,1965年,船 荷 証 券(B/L)と 輸 出 申告 書(E/D)

を中心 と した8種 類 の 書 式 を標準 化 し,そ れ ら書 式 の必 要 記 載 項 目を相 互 調 整

して,1枚 の マ ス タ ー ・ ドキ ュ メ ン トに 組 み 入 れ,1回 の タ イ ピ ソグ で8種 の

書 類 を複写 作 成 す る シス テ ムが開 発 され た。 この 方式 は,ワ ソ ラ ン ・メソッ ド

(ORM)と 呼 ば れ,ECE・ レイ ア ウ ト ・キ ー と共 に書類 合 理 化 運 動 の 基軸 と し

て,欧 米 をは じめ,豪 州,ニ ュー ジー ラ ン ド,香 港 な ど世 界 中 に普及 して い る

シス テ ムで あ る。

各 国 の書 式 標 準 化 委 員 会 と政 府 の協 力関 係

先進 各 国 に お いて も,わ が 国 と同様 に政 府 民 間 が協 力 じて標 準 化運 動 を推進

す る 国 内 委 員会 が設 置 され て お り,イ ギ リス で はす でに 著 名 なSITPRO,ア メ

リカのNCITD等 を は じめ とす る26カ 国 の 国 内 委 員会 が活 躍 してい る。(別

掲参 照)各 委 員会 は,い つ れ も自国 政府 の税 関 当局 と密 接 な 協 力 関 係 に あ り,

ス ウェ ーデ ン以 下25カ 国 の税 関 輸 出 申告 書(E/D)がECEレ イ ア ウ ト ・キ

ー を採 用 し,そ れ らは いず れ も ワ ソ ラン ・メ ソッド・シス テ ムの シ リー ズに 組 込

ま れ て い る。 ス ウェ ー デ ン,フ ラ ンス,ベ ル ギ ー,西 ドイ ツ,ス ペ イ ン,ニ ュ

ージ ー ラ ン ドの 各 国 税 関 は この 運 動 の 主宰 者 と して 内外 で指導 的 役 割 を務 め て

お り,特 に,ス ウェ ー デ ン政府 は,同 国税 関 の 書 類 専 門家 のG.E.ROOS氏

を国連 貿 易 開 発 会 議(UNCTAD)の テ クニ カル ・ア ドバ イ ザ ー と してECE事

務 局 に派 遣 して お り,同 氏 がECEと 欧 米 各 国 お よび 各国 際 機 関,団 体 と を繋

ぐキ ーマ ンと して活 躍 して いる。
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さ らに,関 税 協 力 委 員 会(CCC)もECEの ワーキ ング ・パ ー テ ィ ーの オ ブ

ザ ーバ ー と して,国 際会 議 に毎回 代 表 を送 り,情 報 交 換 に努 めて い る が,逆 に,

ECEか らは,関 税 協 力 委 員 会(CCC)が 現 在 取 組 ん でい るBTN(関 税 品 目分

類 コ ー ド)とSITC(国 際 貿易 標 準 商 品 分類 コ ー ド)を ベ ー ス とす る統 計 分類,

商品 分 類,関 税 分類 等 の 多 目的 に 使 用 がで き る汎 用 商 品 コー ド(八 一 モ ナイ ズ

ドコモ デ ィテ ィ コ ー ド)の 開発 に専 門家 を送 っ て援 助 す る な ど,相 互 の 関係 は

極 め て密 接 で あ る。

貿 標 委 の活 動

当標 準化 委 員 会(通 称 「貿 標 委 」)は,1971年2月 発足 後 「委 員会 」 を最 高

意志 決定 機 関 と して,そ の 下 に 「専 門 委 員会 」 が審 議機 関 ・ さ らに 各 業種 ご と

の検 討 作業 機 関 と して 「第 一 部 会 」 ・貿 易 関 係,「 第 二部 会 」 ・海 運,「 第 三

部 会 」 ・港 運,通 関,倉 庫,「 第 四 部 会 」 ・損害 保 険,「 第五 部 会 」 ・銀 行 の

5っ の 「部会」が それ ぞ れ組 織 され て 活動 して い る。 発 足時 に策 定 され た標 準 化

事業 と して,わ が 国 に おい て もまず,輸 出関 係書 式 の 標 準化 にECEレ イ ア ウ ト

・キ ー を採 用 す るこ と,な らびに 各 国に 習 っ て ワ ソラ ン'メ ソッドに よ る書類 作

成 の 省 力化 システ ムの 開発 がは じめ られ た。

そ の 具体 化の た め に,前 述 の各 部 会 よ りエ キス パー トを選 出 して,ワ ーキ ン

グ ・グル ー プが編 成 され,そ の 中心 メ ンバ ーの 献 身 的 な 作 業 と 関 係 各 省 の 理

解 に よ って,わ が国 貿 易 実 務 に適 合 す る独得 の マ ス タ ーセ ッ トに よる ワ ソ ラン

・メソッド・ システ ム の第一 次試 案 が 去 る46年12月 に 完成 発表 され た。 この

マス ター セ ッ トは,貿 易 関連 業 務 の 流 れ を大 別す る4種 の キ ー ・ドキ ュメントと

して・!
.

①MasterSheet(イ ンボ イ ス等 の複 写 印刷 に使 う輸 出者 用 原 紙)

②ShippingInstruction(輸 出者 か ら通 関 ・船積 手 配 の指 図書 で あ る と

ともに 税 関用E/Dそ の 他書 類 の複 写 印 刷原 紙 と して兼 用す る もの)

③ShippingApplication(船 会 社 へ の 船積 申込 書 で あ る と ともに,S/O

メー トレシ ー ト,B/L等 の 同 じ く原紙 と して 兼用 す る もの)
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表1-8貿 易関係書式標準化委員会参加者

社団法人

社団法人

社団法人

社団法人

社団法人

社団法人

社団法人

日本貿易会

日本船主協会

日本商工会議所

全 日本輸出組合協議会

日本損害保険協会

全国銀行協会連合会

日本通関業会連合会

日本海運貨物取扱業会

日本倉庫協会

日本海事検定協会

日本貨物検数協会

検定新日本社

全日本検数協会

国際商工会議所日本国内委員会

日本海上コンテナ協会

通産省貿易振興局長

大蔵省関税局長

運輸省官房審議会

④lnsuranceApplication(貨 物 保 険 申告 書 と保 険 証 券等 の同 じく原紙

と して兼 用 す る もの)

4枚 の書 類 を ワ ソタイ ピソ グで処理 で き る よ うに作 られた 。 貿標 委 が考 案 した

特 殊 の カ ー ボ ソ紙 がそ れ ぞ れの キ ー ・ ドキ ュ メン トの間 に 組 込 ま れ,合 計8枚

で1組 とな っ て い る。 この マス タ ーセ ッ5を 使 う ワ ソラ ソ ・メソッドの 効果 と し

ては,

㈲ 輸 出 関係 書 類 の重 要 な記 載項 目で あ る貨 物 の明 細,包 装 個 数,荷 印,輸

送 の 手段,経 路,仕 向先 等 の 各 書類 に共 通 す る情報 記 入 の タイ プ作業 が1

回 で 済 み,書 類 の作 成 が迅速 化 され る。
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回 最 初 の タイ プ作 業 が 正確 で あれ ば,各 書 式 の ワ ンラ ソで流 れる項 目につ

い ては,チ ェ ックの手 間 が省 け,記 載 内容 の 正確 性 が信頼 され る。

内 関係 書 類 間 の突 合対 照 業 務 の 能率 が 向上 す る。'

同 タイ プ作業 量 の減 少 に よ る人 件費 の 節 減 がで きる。

射 全 書 類 が 同一 サイ ズ で あ る か ら,そ の取 扱 い,フ ァ イ リン グ,保 管 が 便

利 とな る。

8必 要 とす る コピー枚 数 が容 易 に作 成 で き る。

(ト)将 来,貿 易情報 の通 信 回線 に よる伝 送,光 学読 取(OCR)に よる コ ン ピ

ュー ターへ の 入 力 シス テ ム等 の 国際的 協 同開 発 に 対応 で きる。

等 々が期 待 され てい る。 第 一 次 試 案 は,そ の後,各 方面 で の実 務 上 の 技 術的 見

地 か らの検 討 を慎 重 に 続 け た結 果 を ワー キ ン グ ・グル ー プ に よ り可成 り弾 力 的

に修正 し,第 二 次試 案 が 昨 秋完 成 した。 こ の第 二 次試 案は,こ の 程,大 蔵 省 関

税 局 を は じめ各 方 面 の 協 力 を 得 て,税 関 も含 め て 実際 の貿 易 実務 と並 行 させ

る模擬 実験 を実 施 す る こ と が決定 し,実 験 結果 は,4月 下 旬 頃 に公表 され る予

定 で あ る。

模擬 実験 は,貿 標 委標 準 書式 と ワ ン ラ ソ ・メソッド・・シ ス テ ムの 実 用 した場 合

の功罪 を検 索 す る 目的 で輸 出業,海 貨 ・通 関業,税 関,船 会 社,保 険 会 社,検

収協 会,商 工 会 議所,銀 行 等 で,現 在,輸 出実務 に使 われ てい る書類 と,ワ ソ

ラ ン ・メソソ トの 新 標 準 様式 の書 類 を同時 並 行 に,実 際 の輸 出貨物 の生 デ ー タ を

記 載 して実 務 の流 れ に のせ て,2月12日 よ り約2週 間 に 亘 って 実施 す る予 定

で あ る。

そ して,模 擬 実験 に参 加 した 全実 務 担 当者 か らア ン ケー トに よ って,講 評 を

収 集す る こ と とな っ てい る。 こ の様 な 実 験 は世 界 で は じめ て なの で欧 米 の委 員

会 な どが深 い 関心 を示 して お り,す で に イ ギ リスか らは,こ の実験 の デー タ ー

提 供 の 申 し入れ を受 けて い る。

1.10.2今 後 の 計画

前 述 の ご と く先 進諸 国で は,関 連 業 界 の 省 力化,合 理 化 の た め に国際 貿 易 書
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式 の 簡 素化,標 準 化 を推進 す る と共 に,ECEレ イ アウ ト・キ ーを基 に した フ ォ

ーム を用 い た コ ン ピュー ター利 用 のた め に,各 記載 目の概 念 の定 義 付 け,使 用

機 材 の モジ ュ ー ル化,コ ン ピ ュー タ ・デ ー タ の 光 学 読取 機(OCB)普 及 に 備

えた 統 一 コー ド欄 な どの提 案 が各 国 か ら次 々 とECEに 提 出 され てい る。 そ れ

らはす べ て着 実 に検討 がは じめ られ,レ イ ア ウ ト ・キー と同 じく,い ず れ は 国

際 貿 易社 会 の 常 識 と して必 ず実 務 の 中に定 着す る であ ろ うか ら,わ が 国の立 遅

れた標 準化 運動 は,ま ず 政 府お よび 関 係業 界 が 協 力 し,貿 易 関 係 書 式 のECE

・レイ ア ウ ト ・キ ーに よ る 国際 レベ ルの標 準化 を早 急 に達 成 しな けれ ば な らな

い。 そ こで 貿標 委 は,昭 和48年 度 事業 計画 の 立 案 に新 た に地 区連 絡 会 議(仮

称)を 大 阪,神 戸,名 古屋,横 浜 お よび福 岡 の各 市商工 会 議所 内 に設 け て,標

準化 運 動 の全 国的 浸 透 をは か る こ と と し,ま た,わ が 国政 府 がECE,CCC,米

国DOTな ど と と もに 推進 し始 め て い るADPと コーディ ン グに関 連 す る プ ロ ジ

ェ ク トに積 極 的 に取 組 む体 制 と して,委 員 会 内に 技術 専 門 委 員会(仮 称)も 新

設 す る計 画 が盛 り込 まれ て い る。 従 っ て,事 業 規 模 の拡 大 に 対処 す る事 務局 の

拡 大 も 同時 に検 討 され てい る。

1.10.3問 題 点

こ の運 動 を続 け る上 で の 問題 点 と して,① 組織 と財政 基 盤 の強 化,② 行 政 制

度 と慣 行の 改 革 の2点 が挙 げ られ る。

① は,前 述 の 如 く,貿 標 委 の事 業 が全 国 的 規模 で 拡大 展 開 す る ととも に,顧

問3省 が開 発 さ れ る各 プPジ ェ ク ト,例 えば,通 産 省 の総 合 貿易 情報 シ ステ ム,

運輸 省 の国際 貨 物 輸 送 情 報 シ ステ ム(日 米 デ ータ ・ トラ ンス ミッ シ ョン ・テ ス

ト),大 蔵 省 のCCC国 際 商 品 記 述 と分 類 コー ド(HarmonizedCodeand

Description)の 国 内検 討 な どに積 極的 に協 力す るこ と とな るが,い つ れ の プ

ロジ ェ ク トも相 当 の長 い期 間 と作 業 を要 す るこ とは 明 白で あ る。 果 して 今 後 も

貿標 委 の メ ンバ ーの作 業 奉 仕 と永 続 的 な会 費 拠 出の依 存 が 何 時迄 持続 で き るか

が大 きな問 題 で あ る。 この 対 策 と して は,や は り先進 国に 依 って 貿 標 委 を特 殊

法 人化 して,官 民 共 同 で財 源 を確 保 す るこ とが肝 要 であ る。
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(2)の概要 を述べ ると ④通関手続の観念の変革,◎ 通産 行政 手続 と関係 書類

の標準簡素化,◎ 海 貨業 の貿易情報集約業 への脱皮,な どが挙げ られるが,そ

れぞれを簡 単に説明す る。

④ 通関手続 の観念 の変革

わが国の通 関手続制度 は,戦 後 占領軍に よる管理貿易 の再開に よって,戦

前のそれ と一変 して極め て厳 しく,ま た手続が複雑化 した と聞いている。 特

に輸 出入手続 に使用す る税関申告 書には,貿 易管理令,外 国為替管理法,な

ど他 法 令 関 係 の審 査 と コン ピュータ統 計の デ ータ 欄 な どが組込 まれ,通

関業者 に よる書類記入上 に厳 しい制約 が課 されている。 これが業者の人件費

の嵩 増 となってい る と共 に税 関職員の定員の合理化の妨 げ となっている様 だ

が,諸 外国の実態 と比較 す ると,わ が国 でもや は り抜本 的 に観念の切換 えを

行 な うとともに,長 期的 な視野 での機械化 を指向す べき である と感 じられ る。

◎ 通 関行政手 続 と関係書類の標準簡素化

これは,手 近 か なもの として挙げれば,輸 出入 ライ セ ンスの様 式 輸出保

険 申請書 な どのECEレ イ アウ ト・キー化の検討であ る。 、

英 国,豪 州な どの貿易 書式 ワソラン ・メソッドには,既 にこれ らを組入れて

いるお手本が あるので,貿 標 委でも近 い機会 に取 り組 んでい くもの と思わ れ

る。

6海 貨業者の貿易情 報集約業 への脱皮

最近 の輸 送革新 あるいは流通機構の合理化 な どの趨 勢 に押 されて,海 貨業

界の位置づ けがいろいろ と論議 されている昨今である。

この問題の核心は,海 貨業 は貿易貨物 の新 しい物流 システムの観点 か ら疎

外 され るこ とにあるが,然 しなが ら貿易情報 システムの形成 においては,海

貨業は不可欠 な業種 であ り,む しろ システ ムの基軸 とな る可能性 があ る。 そ

の論拠 と して,海 貨業 が商社へ派 遣 中 の ドキ ュメ ンテ ー ション要員 を見 て

頂 きた い。彼等は・ 商社 の社 員 に代って,商 社 自身 が処理 す べ き ドキュメ

ンテーシ ョンを悉 くこな してい るのが現 実である。 従 って,将 来総合貿 易 シ
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ステ ムが開発 実用の段階 になって も,商 社 は端 末機 を 自社 員に操 作 させ るこ

とは絶対に あ り得 ない と考 え られ,や は り現在 と同様 に海貨業 に依存す るで

あろ う。ただ し,そ の時点では貿易 ・海運 ・税関 で もCCCの 開発 した商 品

コー ドを使用す る高度な デ ー タ ・ トランス ミッシ ョン ・ システ ムが稼動 し

ている筈 で あるか ら,海 貨社 員の資 質向上は要 求 されるのは当然 であ るが,

問題 は現在 の海貨業 経営 者が どれ程 この様な激動的 な変革 に追従 してゆけ る

かであ り,仮 りにその辺 に疑念 がある とすれば,商 社 も船会社 も角度 を変 え

て,新 しい シ ステム開発 によって この間隙を埋 める方向 に変換せ ざるを得 な

いであろ う
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ノ ル ウ ェ 一

八 ン ガ リ ー

フ ィ ソ ラ ン ド

フ ラ ン ス
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ベ ル ギ ー

ポ ー ラ ン ド

ホ ン コ ソ
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リ ベ リ ア

ル ー マ ニ ア

1SUB-COMMITTEEONTRADEANDSHIPINGOFNATIONALFACIUTATION
COMMITTEE(DEPARTMENTOFCOMMERCE) .

2NATIONALCOMMITTEEOFINTERNATIONALTRADEDOCUMENTATION(NCITD) .
30FFICEOFFACILITATION(DEPARTMENTOFTRANSPORTATION)

1JOINTLIAISONCOMMITTEEONDOCUMENTATION(JLCD) .
2SIMPLIFICATIONOFINTERNATIONALTRADEPROCEDURE(SITPROBOARD) .

COMMITTEEONTHESTANDARDIZATIONOFEXPbRTDOCUMENTS .

COMMITTEETOSTUDYTHESIMPLIFICATIONANDSTANDARDIZATIONOFEXPORT

DOCUMENTS.

DEPARTMENTOFTRADE&INDUSTRY.

COMMITTEEFORTHE.STANDARDIZATIONOFEXPORTDOCUMENTS .'

SIMPLIFICATIONOFINTERNATIONALTRADEPROCEDURENETHERI、AND

(SITPRONETH).

CANADIANORGANIZATIONFORTHESIMPI.IFICATIONOFTRADEPROCEDURES

(COSTPRO).

WORKINGRARTYTOSTUDYTHEPOSSIBILITIESOFSTANDARDIZATION・OF

CERTAINEXPORTDOCUMENTS.

SWEDISHCOMMITTEEONTRADEDOCUMENTS.

INTERDEPARTMENTALCOMMITTEEFORTHESIMPUFICATIONOFADMINISTRA-

TIVEREGULATIONSOFTHEIMPORTANDEXPORT.

COMMITTEEFORSIMPLIFICATIONOFCOMMERC][ALDOCUMENTS.

SPECIALCOMMITTEETOSTUDYTHEPOSSIBILITYOFINTERNATIONAL

STANDARDIZATIONOFTHEPRINCIPALEXPORTDOCUMENTS .

GERMANCOMMITTEEONFOREIGNTRADEDOCUMENTS(MINISTRYOF

ECONOMY)

CUSTOMSDEPARTMENT.

NORWEGIANCOMMITTEEONEXPORTDOCUMENTS.

SPECIAI、COMMITTEEONTHESIMPLIFICATIONANDSTANDARDIZATIONOF

EXPORTDOCUMENT.

COMMITTEEFORSIMPLIFICATIONOFEXPORTDOCUMENTS.

MINISTEREDESFINANCESETDESAFFAIRESECONOMIQUES.

SPECIALCOMMITTEEONEXPORTDOCUMENTS.

NATIONALCOMMITTEEFORTHESIMPI.IFICATIONANDSTANDARDIZATION

OFEXPORTDOCUMENTS.

COMMITTEEONTHESTANDARDIZATIONOFEXPORTDOCUMENTS.

THEHONGKONGWORKINGRARTYFORSIMPLERTRADEDOCUMENTS.

COMMITTEEONEXPORTDOCUMENTS.

NATIONALCOMMITTEE

COLLECTIVEBODYONSTANDARDIZATIONOFEXPORTDOCUMENTS

(MINISTRYOFFOREIGNTRADE).
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2.海 外 における貿易情 報 システ ム化 の動向

ま え が き

国際貿易の発 展に ともない貿易 関係書類は急激 に膨張 し,貿 易手続の繁雑化

が大 きな問題 となってい る。

これ に対処す るた め,わ が国には貿易書式標準化委員会が スター トし,貿 易

文書の簡素化,標 準化活動 を続 けてい る。 この問題 にはECEを 中心 に,欧 州

先進 国においてかな り早 くか ら検討 されてお り,最 近 では貿易文書 の標準化か

ら貿 易デ ータ処理 のADP化 に重点 が移 りつ つある ことはす でにのべた とうり

である。

当委員会 では この ような海外の動 向 を把握す るた め専門委員会委員長水野幸

男氏 を団長 とする調査団(下 記)を 派遣 した。 同調査団は10月7日 よ り約1

ケ!ヨにわた りECE(国 連欧 州経済委員会)ADPと コーディングの専門家 会議 に

オブザ ーバ ー と して参加す る外,英,米,仏,独,カ ナダの各国 を訪 門 し,各

国の専門機関及び具体的 システム調査 を行な った。

以下その時 に得た資料 にも とづ きその動向 を紹 介す る。

調査団構成 く敬称略 ・順不同〉

団 長 水野 幸男 日本電気㈱

団 員 高見 玄一郎 港湾経 済研究所

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

足立 国功 通商産業省

大嶋 正道 情報処理振興事業協会

亀井 慶紀 三井情報開発㈱

倉本 隆夫 貿易書式標準化委員会

酒井 一郎 日本電気㈱

塚本 昭 国際電信電話㈱

長尾 正和 東京海上火災保険㈱
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団 員 藤 本 謹也 ㈱ 日立 製 作 所`

〃 渡辺 .征 宏 日本 航空 ㈱'

〃 築 地 美 憲 当財 団

調 査 先 お よび 日程

調 査 先 米 国,英 国,フ ラ ンス,西 ドイ ツお よびECE参 加(ス イ ス)

日 程47.10.71～11.5

調査 先

SITPRO(SimplificationofInternationalTradeProceduresBoard) ロ ン ドン

NPC(NationalPortCounci1)`' 〃

L
M)PS(Natio皿1L㎏taProcessi㎎Service) 〃

TradeFacilitationConference 〃

－
MinistredeL'economieetdesFinances(SOFIAProject) パ リ

・'

㏄E(EconomicCo㎜issionforEurope)ADPと コーデ ィングの専門 家 会議
、'◆.

シ ュネ ーフ

PortofHan{burg
ハンブルグ

疋ITD(Natio皿1Co㎜itteeonIntemationalTradeDoc㎜entaion) ニ ュー ヨー ク

P・rt・fN・wY。r丸 珊 ・1dT・ 頭 ・C6・ter 〃

DOT(DocumentationandProceduresDivisionOfficeofFaci'li-

tati∩n,OfficeoftheSecretaryofTransportation)

ワシ ン トン

PortofSeattle
シア トル

2・1・ECE(欧 州 経済 委 員会)貿 易拡 大 委 員会

記載 デ ー タ及 び ドキ ュ メ ンテ ェ ー シ ョ ンの 専 門 家 会議 及 びADPと コーデ ィ ン

グの 専 門家 会議

2.1ユ 概 要

ADPと コ ーデ ィ ングの 専 門 家 会議 は10月16・ 日か ら18日 まで,ジ ュネ ー ブに

お い て 開 か れ,ま た記 載 デ ー タ と ドキ ュ メ ンテ ェー シ ョンの 専 門家 会議 は この

あ と10月19日 か ら10月20日 にわ た り開催 され た。 我 々総 合 貿 易 情 報 シ

ス テ ム海 外調 査 団 は この 会 議 に 出席 し ,特 に,通 商 産業 省 情 報 処 理 振 興 課,佐
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藤和宏課長 と団長 の水野 幸男委 員が委員会 規約 に もとづ き討議 に参加 し,ま た

他 の団員 も全員 オ ブザ ーバ ー として参加 した。 こ こに と りま とめた ものは その

時 の主要 な内容 であ る。

この国際 会議は,最 初 貿易書式の標準化の問題 か らは じま りECEレ イア ウ

トキーに もとつ く船荷証券(B/L)フ ォームの 国際的統 一 を契機 として外国

貿易業務のADP化 の方 向に大 きな転換 をはか りつつ あ り,こ の研究検討体制

も新 しく組織化 をはか ってい る。その新 しい専門家 グル ープの一つ である。

ADPと コーディンの 専門家会議 は1972年 に設置 される こととな り,そ の第

1回 会議が1972年1月1日 か ら1月21日 にわた って開催 され,第2回 会議は

4月11日 に開催 されてい る。 今回 日本 か らは じめて参加 した のはその第3回 会

議 である。

このADPと コーディング の専 門家会議 では,

① オー トマティ ックデ ータプロセ ッシ ングにつ いて

② コーディ ングについて

③ 国際貿易用語について

④ 組織問題,他 の組織 との情 報交換,協 力

等について検討 される こ とにな っている。

第1回,第2回 の会議 では上記 テ ーマについて一般的な議論がな されていた

が,今 回はかな り専 門的 な意見 の交換がな された。

その主要 な検討 内容 を要約す る と次の よ うであ る。

商品記載 に関す るハーモナイズ コー ドの開発 についてはBTNを 基礎にsrlC

との調整iを考 える方向で意見が一致 し,コ ー ドは6ケ タ,最 初 の4ケ タをBTN

と対応,あ との2ケ タを調整のための追加情報 を盛込 ために使用す る考 えが

CCC代 表 に よ り明 らかに され,米 国側 もこれに対す る協 力 を約束 している。

また国名 コー ド作成 に関 しては,2ケ タの アル ファベ ッ トコー ドと3ケ タの

数字 コー ドとす る ことについて種 々の意見が出 され,こ の件 につい てはISOが

ひきっづ き検討す るこ ととなった。
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次に国際貿易 に自動 データ処理 を適用す る事 に よる協 力 システムについては,

その最大の 目的全体的な イ ンチ プレーテ ッ ド ・システ ムの もた らす利点の大 き

さが強調 され,国 際間の システム化が緊要であ るとの意見ヵミ多 かった。 また こ

のためにはまず国際間の協力体制お よび情報交換 の必要性 について意見が一致

した。

この他 に国際貿易書類へ の コー ド化 された データの記 入箇 所や書類作成にお

ける用語の使用方法及 びその定義 な どについて活発 な意 見交換 が行 なわ れた。

また銀行手続に関 してはISO技 術委員会 で検討 されは じめてお り,今 後は専

門家会議 と連 絡 をとりつつ進 め られるこ とになった。

以上が今回 の会議 で主に取上げ られた検討事項 である。 その他 について第1

回,第2回 の専門家 会議 で とりあげ られた検討事項 は,記 載 データと ドキュメ

ンテーシ ョンの専門家 会議 の範 囲に含 まれる もので あ りそ こで の検討課題 に移

された。

記載デー タと ドキ ュ メンテーシ ョンの専門家 会議 は,1972年7月 に第1回 会

議 が開催 され,今 回調査 団が参加 したのは第2回 の会議で あ る。

この第2回 会議の開始 に先だ って懸案 となっているAWBの 問題 について,

ECEの 代表 とIATAの 代表間 で意見交換が行なわれた。

ここでの主要 なテーマはIATAのAWBをECEレ イ アウ トキ ーに統合 させ

る ことにあ り,そ こには法的 制約,技 術上の問題,そ の他 タ リフ構造上の問題

な どあ り,そ の調 和にはか な り困難 な問題 を含 んでお り,今 後 もひ きつづいて

協調的検討が進め られる こ ととなってい る。

この記載 デ ータ と ドキ ュ メ ンテーシ ョンの専門家会議 での 主要検討事項 は,

○

○

○

○

○

輸入手続の ために税関 より要求 されるデータ

語法 の標準化及び標題 の定義について

国際貿易書類の合理化 について

書類 リス ト,項 目 リス トについて

単一 リファ レンスナ ンバ ーについて
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な どである。

これ らの専 門家会議は,ま さに着実 に一歩一歩進 め られて お り,欧 州域 内だ

けでな く,全 世 界にその活動 を広げつつ ある。

参加国 も欧 州諸 国だけに とどま らず 米国や ソ連,ポ ー ラン ドな どの共産圏諸

国か らの参加 もあ り,域 外諸 国の参加 もみ とめてい る。 また国際的 な機関,関

税協力委員会(CCC),国 際航空輸送協会(IATA),国 際標準化機構(ISO),

国際海運会議所(ICS),国 際商工会議所(ICC),政 府間海事諮問機関

(IMCO)等 が討議 に参加 してい る。

この資料が関係方面の参考 になれば幸で ある。

国 連経 済 社 会 理事 会

↓

国連 ヨー ロ ッパ 経済 委員 会

↓

貿 易 拡 大 委 員 会

ADPと コーデ ィング

の た め の 専 門 家会 議

↓

記載 デー タ と ドキュメンテーシ ・ン

の専 門家 会議

図2-1ECEに おける貿易業務簡素化活動組織図

2.1.2第3回ADPと コー デ ィ ン グ のた め の専 門家 会 議 の 暫 定 報告 書

(1)序 文

ADPお よ び コー デ ィ ングの た め の第3回 専 門家 会議 は1972年10月

16日 か ら18日 ま で ジ ュネ ー ブに おい て 開 か れ た。

同 会議 に は,下 記の 諸 国 の 代表 が参 加 した。 オー ス ト リア,ベ ル ギ ー,

ブル ガ リア,チ ェ コス ロバ キ ア,西 独,フ ラ ンス,ハ ンガ リー,イ タ リー,
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ポーラ ン ド,ル ーマニア,ス ウェーデ ン,英 国,米 国。 カナダ及び 日本の

代表 は,委 員会条 款第11条 の下に,討 論参加 した。更 に同会議 には,下

記の諸 機関 の代表 が参加 した。 即ち,特 定政府機 関 と して,政 府間海事 諮

問機 関(IMCO),政 府間機 関 として,関 税協力委員会(CCC),及

び下記の非政府機 関,国 際商工会議所(ICC),国 際航空運送協会(I

ATA)・ 国際鉄道協会(UIC) ,国 際標準化機構(ISO)及 び国際

海運会議所(ICS)。)及 び国際 フォー ワーダー協会(FIATA)。

(2)日 本 国代表の参加

議長 は,オ ブザ ーバ ー として専門家会議 に参加 した 日本国代表 を歓迎 し

た。議長 は,日 本代表 が,日 本において作成 された標準貿易書式 を事務局

に提供 した ことについて謝意 を表 明 した。更 に,専 門家会議 と日本 国代表

との間 に協 力関係が樹立 される事 を希望 した。

(3)議 案の採択

議案 の採択の前 に,議 長は参加者に対 し以下の事実に留意 されん事 を表

明 した。即 ち,貿 易書類事 務 ア ドバ イザ ーが出席 した9月 のオ スローの会

議に,ワ ーキ ング ・パーティの議長 お よび副議長 お よび,記 載デー タ と ド

キ ュメ ンテー シ ョンの ための専門家会議 の議長 も出席 し,ワ ーキング ・パ ー

ティお よび2つ の専門家会議 の付託事項 を改訂増補 し,こ れ らの間 に重複

が無 いよ うに,統 一提案(unlf㎝presentatlon)に 改めた。又 同会議 に

於て提案 されたる事 は,将 来専門家会議 の副議 長 も亦会議に 出席す べき事,

更 に実行委員会 の主催 の下 に,殊 に重 要な問題について は,セ ミナーを開

催す る事が有益であろ うとの提案 であ った。

上記の最后の点 に関 し,ICCの 代表 は,米 国の代表の 賛同の下 に,セ

ミナーは,そ の用意 のた めに長 期の時間が必要 となる事,又,同 案 が了承

された場 合には,関 係機関 に対 して充分 な る予告期間 をもって通告 が与 え

られ る事が望 ま しい との意見が表明 された。

ポー ラン ド代表の提案 に より,暫 定議 案の中に ワーキ ング ・パーティと
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2つ の 専 門家 会 議 の付 託 事 項 を検討 す るた め の項 目を含 め る こ とが決 定 さ

れ た。 た だ しこの 検 討作 業 は,各 代表 が議 長 提 出 のテ キ ス トを十 分 に 検討

した後 に行 わ れ る。

西独 代表 は,エ ア ウェイ ビル の(ECEレ イ ア ウ トキ ー との)統 一規 格

化(aligning)お よび単 一 関連 番 号(solereferencenumber)の 問 題

を,専 門家 会 議 にお い て検 討 す べ き こ とを要 求 した。 同代 表 は,本 件 が 記

催 デ ー タ と ドキ ュ メ ン テ ー シ ョ ン の た め の 専 門 家 会 議 の 議 案 と な っ

て い る 事 は 承 知 して い る が,西 独 代 表 団 は 当 該 専 門 家 会 議 の メ ンバ

ーで は な い ため,彼 と して は少 く とも彼 自身 の 目前で ,本 件 が 採 択 され る

事 を希 望 した。ICCの 代表 は,情 報 書 類 「 トレー ド ・フア シ リテ ー シ ョ

ン'ニ ュー ス(貿 易 簡 素化 ニ ュ ー ス)」 の発 行 に 関す る問 題 が 討 議 され る

べ き な る事 を提 案 した。 西 独 及 びICCの 代表 に よって提 起 され た問 題 は,

議 案 第3項 「そ の他 の諸 業 務 」の 中 で検 討 され るべ き な る事 が 決 定 され た。

こ れ らの 検討 の 結果,暫 定 議 案 が採 択 さ れ た 。

(4)作 業 計画 に関 す る考 案

作 業 計画 を項 目毎 に検討 す る前 に,貿 易書 類事 務 ア ドバ イザ ーの 指摘 に

よれば,本 計 画 に含 まれ た る 項 目の 多数 は,記 催 デ ー タお よび ドキ ュ メ ン

テ ー シ ョ ンの ため の 専 門家 会 議 の 付託 事項 の 範 囲 内に含 ま れ るも の で あ る。

項 目の 内1.2.1'か ら1.2.4ま で及 びL2・7は,当 該 専 門家

会 議 の 付 託 事 項 に 含 ま れ る。 この よ うな状 況 にお いて,ADP及 び コー デ

ィ ング のた め の専 門家 会 議 は,今 回 の セ ッシ ョ ンに おい て,下 記 の 諸 案 件

の検 討 を行 うべ きで あ る。 即 ち,「 国際 貿 易 のADP処 理 に対 す る協 力 シ

ス テ ム 」(TRADE/WP.4/GE.1/R.5)こ れ は英 国 代表 に よ り提 案 され

た もの で あ る;ISOに よ り準 備 され た 処 の暫 定 的 な 国名 コー ド試 案

(TRADE/Wp.4/GE.1/R.13);CCCに よ り口頭 に て報 告 された 処

の 汎 用 商 品 分 類(harmonisedcommoditydescription)の 作 業 の進 展 状
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況;コ ー ド化 された デ ー タの 記入 欄 に関 す る進 展状 況 報 告(TRADE/WP.

4/GE.1/R.12)(ス ウ ェ ーデ ン代表 ノー ト);ド キ ュ メ ンテ ー シ ョンの

用 語 お よび 定 義 に関 す る事 務 局 ノー ト(TRADE/WP.4/GE.1/R.ll及

びAdd.1);及 び,銀 行手 続 に関 してのISO技 術 委 員 会 の情 報 。 最 后 の

件 に 関 してICCの 代表 は,米 国代表 の 賛 同 を得 て,銀 行業 務 は極 めて重

要 な対 象 で あ る ため 本件 が 明 らか にECEの 貿 易手 続 簡 易化 の た めの ワー

キ ン グ ・パ ーテ ィの付 託 事 項 とな る時 点 に おい てISOに 付 託 す べ きで あ

る とい う意見 を表 明 した。 これ に対 して,貿 易 書 類 事 務 ア ドバ イ ザ ーは,

ISOに よ り行 わ れ て い る新 しい 活動 状 況 は,ISOと 専 門家 会 議 との2

つ の機 関 の 間 の 正 当 な る協 力 を行 う上 の 必 要 か ら,遅 滞 な く専 門家 会 議 に

対 して報 告 す る こ とが必 要 で あ る,と の 説 明 を行 っ た。

(5)汎 用 商 品分 類(HarmonisedCommodityDescription)に つ いて(項

目1.2.8)

英 国の 代表 は,汎 用 商品 分 類 開 発 のた めのCCCス タデ ィ ・グル ー プの

議 長 と して の資 格 にお い て発 言 し,こ の 研 究 グル ー プが10月 の は じめに,

そ の 第6回 の会 議 を行 い,最 初 の2年 間 に亘 る この グ ル ー プの活 動 につ い

て の 報告 書 を用意 した と述 べ た。 専 門 家 会議 の 結論 に よれ ば,こ の ハ ー モ

ナイ ズ ド ・シス テ ムは,実 現 可 能 で あ り,ま た 長 期 的 にみ た場 合,国 際 貿

易 を簡 素 化 す るた め に 絶対 必 要 で あ る。 も し,関 係 各 機 関 の 間 の 協 力体制

が 作 り上げ られ,又 必 要 な 資金 が 入 手 可 能 で あ るな らば 最 も早い 時期 に,

お そ ら く5年 間 以 内に,こ の シ ステ ムが 作 り上げ られ るべ きで あ る。 こ こ

に お け る 考 え方 と して は,こ の シス テ ム はBTN及 びSITCの 基 盤 の 上

に 作 り上 げ られ るべ き で あ り,又 更 に作 業 はBTMに 対 して 行 わ れ る修 正

が この汎 用 商 品 分 類 を作 り上げ る 上 に お い て 助 け とな る よ うに,CCCの

項 目に関す る委 員 会 の 作業 と調 整 が と られ な け れば な らない とい うこ とで

あ る。 ハ ー モ ナイ ズ ド ・コー ドは,6桁 の デ ィジ ッ トか ら成 る もの で あ り,

この 内最 初 の 四桁 はBTNコ ー ドと対 応 し,そ して5番 目及 び6番 目の デ
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イジ ットは この ハーモ ナィズ ド ・システムが必要 とす る追 加的な情報 を盛

り込むた めのものであ る。 この作業 に必要な コス トは将 来においては,関

係各国の政府に よって負担 され る とい うこ とが,了 承 された。

ここで,も し専門家 会議 が この分野 において とり行われる作業 を継続す

る ことについての価値 に関 して この会議の見解 を表明す るこ とが出来 れば

ゴ

有益であ ろ うとい うこ とが感 じられた。

米国の代表 の考慮 した点 は,汎 用商品分類 を発 展 さ せ る とい う目的の

ために行われる作業 は,全 世 界 を通 じての貿易業者の間の相互の コミュニ

ケーシ ョンの方法 を うち建 て るとい う目的のためには,極 めて重要な役割

を果す ものである とい う点 であ る。

同国代表 の指摘 した ところに よれば,米 国 と しては'BTMを 採用 しては

い ないが,米 国は この汎用 商品分類 を うち建 てる事については,賛 成で あ

り,連 邦(States)及 び 各種組織が この分野 におけるCCCの 努 力に対 し

て関連 を持 つであろ うことを希望 した。

フランス代表 もまたCCCに よって行われてい る汎用商品分類 開発の作

業 に対 して,賞 賛の意 を表 明 し,新 らしい段階 の開発 が,最 初の段階 と同

様 に有効に完成 され る ことを希望 した。IATAの 代表 も又 こ こにおいて提

案 されてい るシステムが実現可能 なものであ り,叉 貿易情報 の コ ミュニケ

ー シ ョンに当 って ,複 雑 な システ ムを採 ってい る国 々及び比較的単純な シ

ステムを採 ってい る国々の相方 に とって有益な ことであろ うと考 えた。

IATAの 代表は,そ れに もか かわ らず,彼 の所属す る機関 はこの汎用商

品分類 を作 り上げ るの に,な お必要 とす る期 間 に対する関心 を持 っている

こ とを表明 した。

ICCの 代表 も同様 に,CCCに よって行われてい る研究 に対す る賛成

の意 を表 した,又 同時に この調査は有益 であるのみな らず,関 係当事者の

全てによる系統的 な相互の相談の後に,正 しく準備 された もので あるとい

うことに対 しての賛成の意 を表 明 した。ICCの 代表は,こ のよ うな努 カ
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が出来得 る限 り広 く一般 に知 らされ るべ きであ り,特 に欧州経済委員会 の

発行す る年4回 発 行の報告文 書において これが行 われる ことを希望 した。

一般的討論 を総括す るもの と して議長 は
,CCCの 代表 に感謝の意 を表

し,彼 に対 して この題 目に関す る仕事の進展状況 を専 門家会議 に引続 き情

報提供 し続 けて欲 しい との要請 を行った。

(6)国 際貿易へのADP適 用 についての協 力 システム(項 目1.1.3)

英国の代表 は彼の属す る代表団 によ って提 出された文書に関 しての説明

と して,次 の如 く述べた。即 ち,こ の文書 の第一の もっ とも重要な 目的は,

結果 と して起 る技術的 及び其他の問題 に関 して注 意 を払 う必 要があるが,

統 合 された システム(integratedsystems)か ら得 られる ところの利益

を示す ものである。

彼の希 望 した ところは,(英 国代表に よって)こ こに提供 され たイ ンフ

ォメー ションが 他 の 国 々 に対 して有益であ って欲 しい とい うこと,又 特

にこの よ うな システ ムの間 における両立性 の必要 にっいて考 慮が払われる

べ きである とい う点 である。

日本国代表の質問 に対す る回答 として英 国代表 は,こ の システムにおい

て使用 されるハー ドウエ アーに関 しての情報 は,こ の報告書 の中に述べ ら

れているオー ガニゼ ーシ ョンか ら手 に入れる ことが可能 で あると述べた。

フランスの代表 の述べた ところは,SOF'IAコ ンピュータ ・システムは,

1974年12月31日 を もって運転開始可能 とな り,又 この システ ムは,オ

ル リー,ル ・ブール ジ ェ,及 び ロワシーア ン ・フランスの各 飛行場 に関 し

て,最 初 の段階 の期間 の間 は適用 されるであろ うとい うことである。

LACESシ ステ ムと同様,こ の システムは輸 入に関 し,ス トック ・アカ

ウンティ ング及び 自動輸入通関 に関 して適用 され るで あろ う。一方,輸 出

に関 しては,こ の シス テムは出発 あるいは出荷 の手続 き,航 空機 の座席予

約,通 関手続 き及びVATの 自動計算 に適用 されるであろ う。

これは又,コ ンテナ ー及び 内容物の レベルに関 しての情報 の処理 を行 う
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であろ う。 全体 と して,イ ンプ ット及び ア ウ トプ ッ トター ミナルは,可 視

ター ミナル とな るであろ う。

但 し,例 外的 にはア ウ トプ ッ ト情報 がプ リン トアウ ト方式 を とる ことが

ある。

IATAの 代表 が考察 した ところによれば,航 空会社はLACES及 び

SOFIA等 のよ うな システムに よって要求 される ところのプランニ ング'オ

ペ レー シ ョンの段階 において相談 をされるべ きで あ り,そ の結果,ADP

システ ムが確 立 される以前に手続 きが修正 され るべきであろ うとい うこと

であ る。

実際上,当 該相談及び有 り得べき手続上の修 正に対す る必要性 に関 して

の レコ メンデ ーシ ョンは欧州民間航空委員 会(ECAC)に よ り既に行われ

てい る。

ICCの 代表 は,英 国代表 に より準備 された文書は第一段階 のものであ

り,こ の文書が含む情 報 をア ップ トーデ ー トな もの と し,さ らに其他の シ

ステ ムについてのイ ンフォメー ションが補充 されるよ うに希望 した。

彼は,こ の文書が公表 されるべ きであ り,特 に年4回 発行 の イ ン フ ォ

メー シ ョン ・ブ レッティ ンによ り発表す る ことを要求 した。

(7)国 名 コー ドの予備草案

貿易 書類 事務 ア ドバ イザ ーは,事 務局 によって作成 された文書 に対す る

コメ ン トとして以下 を述べた。 即ち現在問題 にな っている全 ての国 々の内 ,

全ての組織 の必要事項 を満足す る諸国は,リ ス トAに 含 まれている。 これ

らの国々は,国 際連合 あるいは特定政 府機関 の メンバ ーである国々であ り,

又 同時に執行権 を有す る政府の コン トロールの もとに ある諸 国,あ るいは

地域で ある。

他方 におい て,リ ス トBは,若 干 の組織の必要事項 を部分的にのみ満足

させ る国 々が示 されている。

多 くの組織 に とっての,こ の問題の緊急性 にかんがみ,ISOと の交渉
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が,で きるだけ早 い機会には じめ られ るよ うに,検 討 されてい る3つ の コ

ーディ ングシステ ムの価値について専門家会議 がその見解 を表 明す ること

は有益である。

ポー ラン ド代表の表明 した ところは,こ の書類 について彼 が満 足である

とい うこ とであ り,又 彼の提 案に よれば,事 務局 は,ど の国家 が リス トA

に含 まれ るべ きか とい う点 について,決 定 す ることが出来る機能 を持つ機

関に対 して申請 を行 な う様,要 請 され るべ きだ と述べた。

コーディ ングについてはポー ラン ド代表は2キ ャ ラクターの アル ファベ

ッ トリス ト及 び3デ ィジ ッ トの数字 リス トが採用 され るべきである とい う

見解 を示 した。

貿易書類事 務 ア ドバ イザーの指摘 した ところによれば,リ ス トAは もと

も と国連 によって示 された公式 の名称に もとついてい るもので問題 は無い。

一 方,リ ス トBに 対 して受 け入れ られ るべ き国々に関す る受 け入れの基準

を うちたて ることは有益で あろ う。

ベルギー代表 の発言 として リス トBに 関 しては,個 別の物 質的 な実態 に

よって何が意味 されるか とい うこと,た とえば島々に関 しては,最 少 限の

距離,あ るいは島の大 きさ,人 口等 々の ような基準が あるべ きで ある。

彼 は,1国 内の異 った地域,特 に大国 内の異った地域 に コー ドを付す る

べきではない とい う見解 に疑議 を挺 した。

UICの 代表 はベルギーの代表の意見 に賛成 し,1つ の国家の 中におけ

る地域 に対す る コー ドは国名 コー ドに付 け加 えて作 られるべ きである と考

えた。 又彼は 国名 コー ドは,通 貨名称 コー ドと両立性の あるものでな けれ

ば な らない ことを確信 した。

イギ リスの代表 が考 えた事 は,ま ず最初 に2つ の問題が解決 されねぼな

らぬ とい う事であ る。即 ち,第 一に国名 コー ドを設定す る事 と,第 二 には

港 とか空港 な どの よ うな,あ る特定 の場所の名称に対す る コー ドを作 り上

げ る とい う事 である。
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これに関連 して,ベ ル ギーの代表は都市名称 に用い られてい る郵便 コー

ドに言及 した。

ICSの 代表 の考 えでは,2文 字の アル ファベ ッ トコー ドは運送上 の必

要条件 を満たす のに十分であ り,こ の よ うな コー ドは場所名称 コー ドの

"前 置 詞"と して用いる ことがで きる
。

彼の信ずる所 では,リ ス トBに ある多 くの名前が リス トAに 含 まれるべ

きで ある とい う事であ る。

英国の代表 の質問 に対す る回答 として,貿 易書類事務 ア ドバイ ザーは,

次 の よ うに述べた,即 ちISOに お ける討論 において,そ の特 定な必要条

件 を強調 したのは関係諸政府 では な くして,む しろ諸組織体で あ った とい

う事であ る。

各種組織は私的 なベースにおいて,特 定の コー ドに よって情報 を伝達す

るこ とがで きる。 この コー ドは,コ ー ドの更新 を行っている組織 にも伝達

され,こ れに よって他の パーティも亦利益 を得 ることが できる とい う点が

確認 された。

米国の代表は,ICCの 代表 の指示 を得て,次 の事 を述べた,即 ち貿易

書類事務 ア ドバイザ ーは専 門家会議 の メ ンバ ー と,ISOと の間 に当 って

仲介 を行 う立場 において任命 された ものであ り,又,従 って色 々な グルー

プは,専 門家会議の会 議が休会 中で も,必 要な情 報 をこの顧 問 に対 して,

通知すべ きであ る と述べ た。 また,各 代表は,そ れぞれの国内 での専門的

活動 の領域 内において,ISOの 作業 に参加 している自国代表 の意見 が,

ECEの 専門家会議 の メ ンバ ー と同一 であるよ うに努力 していただ く と,

大変助か る と述べた。

EEC,CMEAそ の他 の如き,い くつかの国家 を含む政治的 な機関の名

称 を コー ド化す るこ との可能性 に関 して,IATAの 代表の行 った質問に'

対す る解答 として,貿 易書類事務 ア ドバ イザーは,次 のよ うに述べた,即

ち,2文 字 のアル ファベ ッ トコー ドで,原 則 と して625の エ ン トリーをカ
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バーす るものを用いれば,こ の よ うな 目的に合致す るのは ,さ ほ ど困難 で

はない とい う事で ある。

彼は更に付 け加 えて,以 下 の事 を述べた,即 ち,リ ス トAに 示 してある

コー ドに関す る限 りは変更 は行われ得 る とい う事で ある。

た とえば,ベ ル ギーは指定 された コー ドと してBEと い うものを持 ち,

東独はDDR,ア イボ リー コース トはCI,及 びその他 な どの如 くに行 う。

彼は更に付け加 えて,西 ベル リン及び東 ベル リンを削除す る事 を提案 し

た。

チェ コス ロバ キアの代表 の述べた所 は次の通 りである,即 ち3ケ タの数

字の コー ドは彼 の国 において統 計上の 目的の ために用い られてお り,更 に

又,こ の コー ドは従 って,受 け入れ可能 であろ うとい う事であ る。 また2

ケ タの アル ファベ ッ トコー ドも,こ れ又価値 あるものの よ うに思 えるが,

3文 字 の コー ドは不必要であ るよ うに見受 け られる。

彼 は又,リ ス トBか ら,東 ベル リンを削除す る とい う貿易書類事務 ア ド

バ イザ ーの提 案に対 して賛成の意 を表 明 した。

西独の代表 も又,こ の ア ドバ イザ ーの提案 を支持 した。

コー ドは,国 際貿易 のために作 られたもので ある事 を考 慮すれば,ベ ル

リンを別 々に コー ドの 内に取 り上げ る理 由は,何 もない か らである。

ICSの 代表の一番感 じた所は,即 ち,2文 字の アル フ ァベ ッ トコー ド

は,国 際貿易 の必要条 件に合致する ものであ り,2文 字の アル ファベ ッ ト

コー ド及び3ケ タの数字 コー ドが原則 と して採用 されるべ きで あるとの意

見 を述べた。 又,リ ス トBに 含 まれてい る,あ る国々を リス トAに 含む と

い う点 に関 し特 に貿易書類事務 ア ドバイザーに対 して,追 加的な情報 が,

後程,提 供 されるべ きである と提案 した。

フ ランス代表 は,原 則 と して,ICSの 代表 の提 案に賛成 したが,リ ス

トAに 含 まれてい る諸国に関 して,後 ほ ど与 えられるであろ う如何なる コ

メン トもこれ を受け入れる とい うこ とを条件 と して,賛 成 した。
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ス ウェーデ ンの代表 は,リ ス トBに 含 まれてい る少数の国 々を,リ ス ト

Aに 追 加す る こ とに賛成 した。

2文 字 の アルファベ ッ トコー ドは,妥 当で ある と思われるが,一 方3文

字の コー ドはそ れが解決 す るよりも多 くの問題 を更に引き起 すであろ う。

3ケ タの数字 コー ドは,特 別な場合においてのみ,考 慮 され るで あろ う。

ポー ラン ドの代表 及び英国の代表 は,次 の通 りに述べ た。 即 ち,こ れは

フランス代表 によって も述べ られたの と同 じ立場 において,彼 らと しては,

各国の リス トに対 して直 ちに賛成 を行 う立場 にはない とい う事 を表 明 した。

このこ とは,本 国 において相談の うえ,政 府の見解が事務局 に報告 される

であろ う。

英国代表 は米 国の代表の提案 を支持 し,貿 易書類事務 ア ドバ イザ ーは,

この分野 にお いて行わ れるべ き作業 の調i整役 であ らねばな らぬ との見解 を

述 べた。

UICの 代表 は,彼 の属する機 関が異 った アル ファベ ットを使 う事に よ

って生 じる困難 をさけるために,数 字の コー ドを採 用 した とい う事 を想起

せ しめた。 彼は従 って数字 の可変 コー ドは維 持 され るべ きで あると強調 し

た。

アル ファベ ッ トコー ドに関す る限 り,彼 は道路輸 送に関す る国際協約

(InternationalConventiononRoadTrafic)が 現在用いてい る国名 コ

ー ドに"X"を つけ加 える ことを提案 した。

結論 として貿易書類事務 ア ドバ イザ ーは作業 を調整す る任務 を与 え られ

た。

各国代表 者達は,彼 に対 して書面 を持 って,考 慮の 対象 となる色々な点

について の,彼 等の意見 を提出す る ことになった。 貿易書類事務ア ドバイ

ザ ーは,色 々な コメン トをつけ加 えるた めに,事 務局文書は改定 されなけ

れ ば な らぬ で あ ろ うと述べ た。

(8)国 際 貿 易 書 式 に お け る コー ド記 入欄(項 目1.2.9)
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ス ウ ェー デ ンの代表 は,同 国 代表 団 が 提 出 した 報 告 書 に関 して ,次 の よ

うな説 明 を行 った。 付 録 に 含 ま れ る,コ ー ド記 入欄 に 関 す る提 案 は 多数 の

貿 易書 式 を長 期間 に渡 って 調 査 した結 果 で あ る と述 べ た。

彼 が,参 加者 の注 意 を喚 起 した 点 は,コ ー ドの ロケ ー シ ョ ンに関 す る3

つ の 提 案 で,こ れ らの もの は,書 類 の確 認,フ ィ ール ドの 確認 お よび コー

ド記入 を確 実 に す る よ う配 慮 され て い る。

UICの 代表 は コ ー ドが 文 書 の余 白 に 記入 さ れる べ き で あ る とい う提 案

を支 持 した。 彼 は,フ ィ ール ド コー ドの 位置 に つい て 同意 した が,コ ー

ド記 入欄 は,関 係 当 事 者 の 作 業 を容 易 に す るた め に,ボ ッ クス の 下 方 の右

側 の コー ナーに 位置 され る べ き で あ る と述 べ た。

ベ ル ギ ー,ポ ー ラ ン ド,米 国,チ ェ コス ロバ キ ア,ブ ル ガ リヤ,ICC

及 び,ICSの そ れぞ れの 代 表 は,ス ウ ェー デ ンの 代表 に 対 し,彼 が 多 くの

労 力 を要 す る作 業 を遂 行 した こ とに対 して の感 謝 の意 を表 明 した 。

これ らの 代表 者 達 が 全 て 等 しく感 じた 所 は,ス ウ ェー デ ンの 代 表 が 行 っ

た 提 案 は,討 論 の基 礎 と して 受 け 入 れ られ るべ き で あ る とい う事 で あ る,,

ス ウェー デ ン代表 は,本 件 の コ ーデ ィネ ー タ ー となる べ き こ とが 提

案 され,各 国代 表 は,す べ ての 必 要 な情 報 を,討 論 のベ ース と して,彼 に

提 供 す る よ うに勧 告 され た。

ス ウェ ーデ ン代表 は,こ の 提 案 を受 け入 れ,そ して ,専 門 家 会 議 に対 し,

この 会議 が彼 に 対 して 示 した所 の 信 頼 に対 して感 謝 の意 を表 した
。 彼 は,

今後 さ らに詳 細 に検 討す る必 要 が あ る こ とを述 べ た。

(9)ド キ ュ メ ンテ ー シ ョン用 語 お よび そ の定 義

貿 易 書 類 事務 ア ドバ イザ ー は,事 務 局 文 書 の コ メン トを行 い い くつ か の

用 語 は手 書 きの書 類 に対 して の み使 わ れ,他 の用 語 は ,異 った セ ン ター

を有 す る 自動 デ ー タ シス テ ム に対 して使 わ れ る と述 べ た。
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定義 を準備 しな くては な らない とい うこ とは,こ の ような混乱 をさける

こ とを 目的 としている。 事務局はい くつかの定義 を用意 した後,英 国標準

協 会に よって準備 された定 義 を受け取 った。 この協会の準備 した定義は

TRADE/WP.4/GE.1/R.11/Addl.に 再録 されてい る。 従って,専 門

家 た ちが この両方の システ ムに対 して彼 らの意見 を表明す る事 が望 ま しい。

全般的な討論 の過程 におい て,フ ランス,ベ ルギー,米 国,英 国,ポ ー

ラ ンド,IMCO及 びCCCの 各 々の 代表は,貿 易書類事務 ア ドバ イザーが

この極めて有益な仕事 を行 った ことに対 し,又 定 義の極めて 明確な,提 出

に対 して賞賛 の意 を表 した。

ベルギーの代表 は英国標準協会 の用意 した定義 の フランス語訳文 は更に

改定 の余地 があ るとの意見 を表 明 した。

CCCの 代表 は,専 門家会議 に対 しCCCが 国際税関業務 につい ての用

語集 を,た だ今準備中で あるこ とについて注意 を喚起 した。

この グル ープによって準備 されてい る用語集は この 目的 のためには極め

て有益 な ものである。IMCOの 代表 は,定 義に関 しての同意 が得 られた場

合 には,彼 の属す る機関 は,こ れ らを何の困難 もな く採 用で きるで あろ う

と述べた。

ポ ー ラン ドの代表 は,貿 易 書類事 務 ア ドバイ ザ ーに よって用意 された文

書は,用 語集の編集 についての良好 な出発点 となるとい うことを考慮 した。

彼の指摘 した所 は,こ の文書 においては,イ ン フ .オメ ー シヨ ンとい う言

葉 及び,タ ー ミノロジー とい う言葉 にっいての定義がな されてい ない とい

うこ とであ った。

彼は,英 国標準協会の文書の 中にある,デ ータ イ ン フ+メ ー シヨ ンと

い う表現に よって,こ れ が何 を意味 してい るのか不明瞭である と述べ た。

貿易 書類事務 ア ドバ イザ ーは,こ の文書の翻訳 は極めて,い そいで行われ,

従 って単 に暫定的な表現 の ものである ことを表明 した。
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彼 は,更 に つ け加 えて,彼 の 文 書は 単 な る 出発 点 に過 ぎず,更 に将 来 い

ろい ろな 定義 に よ っ て補 充 され ね ば な らない もので ある と述べ た。

一 般 的 な討論 の 後
,定 義 に 関 す る研 究 は これ か ら引続 き行 わ れな け れ ば

な らない とい うこ と又,こ の作 業 の調 整 を,行 わ な けれ ば な らない こ と が

決定 され た 。

GQ銀 行 手 続 きに 関 す るISO技 術 委 員会 に つ い て

カ ナ ダ,ポ ー ラ ン ド,米 国 及 びICCの 代表 が 参 加 した 所 の 一般 討 議 の

過 程 に お い て,次 の こ とが討 論 さ れた。 即 ち,銀 行業 務 に関 す る分 野 にお

い てISOに よ って と り行わ れて い る仕 事 は,専 門 家 会議 が行 って い る仕

事 に 対 して,か な りの 影 響 を与 えてい る。 そ れ故 に専 門家 会議 の 代表 を通

じ,ISO技 術 委 員 会 の仕 事 に対 して,専 門 家 会議 が積 極 的 に参 加 す る と

い うア イデ ア につ い て,考 慮 が払 わ れ る べ きで あ る。

この 仕 事 は,ベ ル ギー の バ ソ ・デ ン ・ス テ ィー ソ氏 に対 して委 任 され る

ことが 提 案 され た。

2.1.3第2回 記 載デ ー タ と ドキ ュ メ ンテー シ ョン の た めの 専 門 家会 議

(1972年10月19日 ～20日)

(1}エ ヤ ・ウエ イ ピル の(ECELayoutKeyと の)調 和 につ い て,IATA

代 表 者 達 との臨 時 会議 に 関す る報 告

専 門 家 会 議 は,そ の 第 一 回会 議 に おい て そ の メ ンバ ー の うちの幾 人 か を

指 名 し,米 国 の 運 輸 省 の ミスタ ー ・H・E・ ハ リマ ン をその代 表 と して,

国際航 空 運 送事 業者 協 会(IATA)の 代表 者 との 間 に行 わ れ る,非 公 式

な臨 時 会 議 に出 席 せ しめ る 事 に決 定 した 。

ECE代 表 者 と して の その 他 の メ ンバ ーは 下記 の通 りで あ っ た。

即 ち,ミ ス タ 一-A・E・ ベ イ リス(,NCITDニ ュー ヨー ク)・ ミス ター

F'ボ ル グス トロー ム(ス ウ ェー デ ン貿 易手 続 委 員 会 委 員,エ ーテボル グ)
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ミ ス タ 一-J・ ホ リ ッ キ ー(委 員,CECHOFRACT・ プ ラ ー グ),ミ ス タ ー

J・A・ ホ ー ン(書 記,SITPRO・ ロ ン ド ン),ミ ス タ ーR・C・ ミル ヌ

(マ ネ ー ジ ャ ー,マ ネ ー ジ ャ ー 運 輸 簡 素 化 局,運 輸 省 ・ モ ン ド リ ナ ー ル)

ミ ス タ ーJ・ レ イ ブ ン(専 務 理 事,英 国 商 工 会 議 所 協 会,ロ ン ド ン)及 び

ミ ス タ ーG・ ロ ー スUNCTAD/ECE,技 術 顧 問 。

貨 物 フ ォ ー ム 及 び 手 続 き 小 委 員 会 の 現 在 の 委 員 長 で あ6ミ ス タ ーD・ ダ

イ ンズによって代表 される ところのIATA代 表団の メンバ ーは下 記の通 り

で あ る。

ミス タ ーD・M・ ア ッ シュ ブル ック(マ ネー ジ ャー,地 上 勤 務 者 開発 部

門,フ ライ ング ・タイ ガ ー ライ ン会 社,ロ ス ア ンゼ ル ス)ミ ス タ ーR・ ボ

ンホ ッフ(ア シ ス タ ン ト ・デ ィ レ クター,簡 素 化 部 門,IATA,ジ ュネーブ)

ミス ターS・B・ テ イ ラ ー(カ ー ゴシステム ・プ ロジ ェ ク ト監督,BEA社,

ロ ン ドン)及 び ミス タ ーD・R・ ワイ ズ(ア シ ス タ ン ト ・デ ィ レ ク ター,

貨 物運 送 サ ー ビス,IATA,ジ ュネ ー ブ)。

会議 は1972年10月18日 ・ ジ ュ ネー ブの パ レ ・デ ・ナ シオ ンに おい て

行 わ れ た。

この 臨時 会議 の 目的 は,IATAの エヤ ・ウエ イ ビル をECEの レイ ア ウ

トキ ー と統 一規 格 化 す る 事 に 関す る困 難 を指摘 す る事 で あ り,又 これ らの

困 難 を克服 す る 為 の作 業 に関 す る プ ロ グ ラム を設 定 す る事 で あ った。

ECEの 代表 者達 は,上 に述 べた レイ ア ウ トキー が,何 故,開 発 され て

来 た かに 関す る 理 由 の説 明 を行 う事 に よ り,こ の会 議 が 開 始 され,そ して

最 終的 に は全 て の運 送 方 式 が 単 一書 類 に よ って総 括 さ れ る様 に な る為 に エ

ヤ ・ウエ イ ビル を こ のキ ーに 対 して統 一 規 格 化 す る必 要 性 につ い て の 説 明

を行 った。

IATAの 代表 者 はECEに 対 し,こ の 会議 を開催 す る に つい て の イ ニ シ

ア チ ブ を とって くれ た事 に対 して の歓 迎 の意 を表 し又,ECEが こ の問 題

に対 し,行 っ てい る ア プ ロ ーチ の方法 に 関す る,そ の感 謝 の意 及 びIATA
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がその発行す るエヤ ・ウエイ ビル を調和 させ よ うとしてい る事において

IATAが 直面 してい る困難についてECEの 代表が表 現 した ところの理解

に対 して感謝 の意 を表 した。

IATA代 表 は,IATAの エヤ ・ウエイ ビルが コ ンサイ ンメン ト ・ノー ト

お よび他 の数種 類の ア プ リケーシ ョン(申 込書)す なわち保険 お よび会計

書類 を代替 してい る ことを説明 した。

この書類 は又,し ば しば通関の 目的 の為 に,受 理 されて居 り又,単 一関

連番 号(uniquereferencenumber)を 持 ってい る ことを説明 した。

同 じエヤ ・ウエイ ビルが一 つの運送業 務に関 して,接 続航空輸送業務に

用い られている事 が説明 された。

この エヤ ・ウエイ ビルに含 れ る,デ ータの うちの多 くは,1929年 の ワ

ル シャワ会議 に よって決定 された ものであ り,又 い かなる航空会社 も極め

て危険 な結果 をまね くとい う リスクを踏む事 な しに,こ れ を無視 出来ぬ様

な,法 的 な意義 を持 ってい る ものであ る。

又,航 空会 社が投 資 を行 った ところの,デ ー タ処理 及び デ ータ転送設備

に関連 しての技術的制約 及び ワン ・ラ ン ・エ ン トリーを要求 す る と こ ろ

のタ リフ構造 によって引 き起 される商業上の制約 が存在す る。

引 続 き行われ た討 論 においてIATAの 代表 は,こ の レイア ウ トキーに

対す る"第2の 世 代"或 は言葉 を変 えてい うな らば,大 巾な変更 とい うも

の を,エ ヤ ・ウエイ ビル と共通 な基盤 において 発展 させる事 に関す る可能

性 を繰 り返 し述べ,こ のために書類の右の部 分 を残 してお く事 についての

可能性 についてふれたが,し か しなが ら,ECEの 代表は,そ の提 案が行わ

れる毎に,現 在 の レイア ウ トキーは,全 てのその他の運輸組織お よび世界

的 規模での貿易関係者た ち との協力の もとに開催 されたものであ り・現在

これ を実質的 に改訂す るには,あ ま りに も広い範 囲にわた って使用 されて

い る と述べ(IATAの 提案 を)拒 否 した。

当面す る困難 を,取 りま とめて言 うな らば,そ れは,次 の通 りであろ う。
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(a}法律上 の問題,(b)内 部 的な技術 上の必要,要 求事項 によるもの及び(c)そ

の他の利害 関係 にまつわ る困難 な どである。

上に述べた困難の うち,法 律上の困難は,40年 前の協定 にも とず くも

のであ り,ECEの 代表 は,彼 らの影響 力を各 々の政府 に対 して行使 し,

この様 な古い協定 を現状 に合 う様な ものに変 えて行 きたい とい う事 を表 明

した。 技術的な 困難 につい ては,IATAの 代表 は1973年1月 に予定 されて

い る次の非公式臨時 会議 以前 に非公式 な書類 として,ECEの 代表 に対 して

提 出すべ くレコメンデー シ ョンを用意す るとい う事 に なった。

IATA代 表 の ミスター ・ワイズ及びECEの ミスタ ー ・ルースは,緊 密

な連絡 を取 り合い,そ して この二つ の機 関の連絡係 とな る事が更 に同意 さ

れ た。

ECEの 代表 は,ECE関 係諸国 の政府 に接触 し,エ ヤ ・ウエイ ビルに

関す る法的な制約 に関 してのみでな く,ECEの レイ ア ウ トキーに対 して

のそ れぞ れの国の航 空会社が採 る態度 を変化せ しめる よ う,努 力す る事が

勧告 され,ま ず第一 に,公 式 に,こ の レイアウ ト・キ イが さしあた っては

若干 の変更があ り得 るが,将 来 は不 変のものである とい うECE各 国政府

の確 固たるステー トメ ン トをつ くることで ある こと。

第2に 各国の政府及び 国有航空会社は新 しい タ リフ構造 を検討 しこれに

よ り,エ ヤ ・ウエイ ビルに関 しての妥協 を受 け入れるべ く航空会社 が説得

され得 る様 にす る事 が提 案 された。

IATAの 代表 は,討 論 において,何 らの決定権 を持 たない所 の事 務局 を

代表 してい るもののみ で あ り,又 事務局提 出によるい かな る レコメ ンデ ー

シ ョン或は提案 もこれ らがIATAの 各 々の メンバ ーに よって承認 されねば

な らぬ ものである とい う事 を強 調 した。
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2.1.4記 載 デー タ と ドキュ メ ン テー シ ョン のた め の専 門 家会 議 暫 定報 告 書

(1}序 文

記 載 デ ー タ及 び ドキ ュ メ ンテ ー シ ョンの ため の 専 門 家会 議 は,そ の第2

回 会 議 を1972年10月19日,20日 に,ジ ュネ ー ブ にお い て フ ラ ンス の ミ

ス タ ーJ・ デ ュケ ー ヌ を議 長 と して 開 催 した。

この会 議 に は次 の 諸 国 の 代表 が 参 加 した。 オー ス トリア,ベ ル ギ ー,チ

ェ コス ロバ キ ア,西 独,フ ラ ンス,ハ ンガ リー,イ タ リー,ポ ー ラ ン ド,

ス ウェ ーデ ン・ ソ連,英 国 及 び 米 国。

カナ ダ及 び 日本 の 代表 も委 員 会 の条 款 第11条 の も とに,討 論 に 参加 し

た。 こ の会 議 は又,以 下 の諸 機 関 の代表 が 出席 した。

専 門 機 関 と して,政 府 間海 事 諮 問 機 関(IMCO),政 府間 機 関 と して

関税 協 力委 員 会(CCC)及 び 以下 の 非 政府 機 関,国 際 商 業 会議 所(ICC),

国 際航 空 運 送 協 会(IATA),国 際 鉄 道 協 会(UIC),国 際 標 準 化 機

構(ISO)及 び 国際 海 運会 議 所(ICS)。

(2)日 本 国 代表 の 参 加 ・

議長 は 日本 代 表 の 参加 を歓 迎 し,又 専 門家 会議 が 日本 国 代表 と協 力 を行

な う事 を確 約 した。

(3)議 案 の 採択

暫 定 議 案 書 が 採 択 され た。'

(4)暫 定 付 託 事 項 に 関 す る考 察

議長 は,そ の 第1回 目の会議 にお いて,専 門家 会議 が付 託事 項 の 草 案

を準 備 し,そ れ が ワーキ ン グ ・パ ー テ ィの 議長 及 び 副議 長 に よ って 検 討 さ

れ,更 に専 門 家 会 議 の議 長 及 び 貿 易 書類 事 務 ア ドバ イ ザ ーに よ って も又,

1972年9月,オ ス ロに於 て行 わ れ た会 議 に お いて これ が 検討 された 事 を

述 べ,こ こに お い て幾 つ か の変 更 が行 わ れ た事 に 対 して 注 意 を促 した。 彼

はADP及 び コー デ ィ ングの た め の専 門家 会 議 に よっ て提 案 され た修 正案
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'

につき,彼 に対 しての報告 が行われた事,そ して記載 デー タと ドキ ュメン

テー シ ョンのための専門家会議が この一方 の グループによ り提 案された修

正案に対 して支持 を表 明 したこ とを述べた。 よって,事 務局は,専 門家 会

議 の新 らしい付託事項草 案 を,ワ ーキ ングパ ーテ ィの議長 および 副議長 と

相談 した うえで発行す るよ う要請 された。

(5)作 業計画草案の検討

この専門家会議(グ ループ2)は,そ の手 もとに届け られた,ADPお

よび コーデ ィ ングのた めの専 門家会議(グ ル ープ1)の 作業計画の各項 目

を検討 した。

(6)輸 入書 式手続 きのた めに税関 によ り要求 されるデ ータ

CCCの 代表 は,以 下の事に関 して注意 を喚起 した。即 ち,CCCは こ

の問題 を検討 す るために,一 つの調査 を行 ない,こ の調査 には24カ 国が

参 加 した。

この常設技術 委員会 は,最 近62の ヘ ッデ ィ ングの リス トを作成 し,こ

の リス トは専門家会議 の事 務局に対 して公式 に通告が行 えよう。

議長はCCCの 代表 に対 し,CCCが 行 なった この作業 に対 し感謝 の意

を表 した。

(7)支 払 い条件 の定義

ベルギ ーの代表 が述べた所 は,次 の通 りであ る。 即 ち,彼 が行なった所

の調査 は,ICCに 対 し,原 則的にICCの 承認 が得 られるべ く提 出され

た。ICCの 代表 は,ベ ルギ ーの代表 の この様 な ステー トメン トを確認 し

又,こ の ベルギ ー代表 に よって提出 された調査 は,検 討 されるであろ う事

を述べ た。

彼の希望 した ところは,こ の分野 において更 に進ん で作業が行われ る事

を可能にす るが如 き何 らかの原則が打 ち立て られるであろ う事又,こ の様

な原則は支払い及び通常行われる支払い条 件 に対 して,影 響 を与 えるであ

ろうところの技術的 な変更 を行 うものであ る事 を希望 したのである。
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(8)銀 行手続問題 に関するISOの 技術委員会及びICCの 銀行問題委員会

との連絡

ベルギー代表は この作業 は彼に対 して,ほ んの数 日前 に与 え られた のみ

であ る故 に,今 報告 を行 うには時期 が早過 ぎる とい う事 を指摘 した。1㏄

の代表 は この仕事 は重要で あ り又,同 時 に銀行及び商業 関係者 との間 に緊

密な協 力関係が樹 立 されねばな らない とい う必要性 を強調 した。

専門家会議は,こ の様 な連絡 を行 うには,特 に良好 な立場 にあ った こと

が報告 された。

(9)用 語法の標準化及び各種ヘ ッデ ィ ングの定義

貿易書類事 務 ア ドバ イザ ーは,こ の作業 が事務局 によって,と り行なわ

れてお りこれが引続 き継続 されるで あろ うとい う点 を指摘 した。

⑩ 国際貿易書類の合理化の可能性 について

米国 の代表 はこの仕事 は極 めて一般的 なものであ り,更 に詳細 に この問

題 を検討 して行 く 目的 の為 に,本 件 は幾 つかの カテ ゴ リーに分割 して行 く

事 が可能で ある とい う事 を述 べた。

彼 は,書 類 に対 する署名 とか或は書類 の有価証券 としての流通性 な どの

様な書類その ものの形式 及び 内容に関 しての法的な問題 の多 くに対 して,

考慮が払 われるべ き事 を特に提案 し,又 ある種 の国際運送協定(ワ ル シャ

ワ規約,ハ ーグル ールそ の他)な ども現在迄,国 際貿 易において障害 とな

って来た ところの幾 つかの条項 に対 しての修正の提 案をおそ らく行 えるで

あろうとの観点か らこれ ら協 定 も又,検 討の対象 にされるべきで ある とい

う事 を提案 した。

(ll)エ ヤ ・ウエイビルの(ECEレ イア ウ ト ・キイ との)統 一 につ いて

米国の代表はIATAの 専門家達 との間 に行われた合同会議が極 めて良好

な雰囲気の うちに行わ れた事 を述べた。

出席両当事者 とも解決 され るべき大 きな問題が今なお存在 する にもかか

わ らず,満 足の行 く解決 を見 出す意 志 を表 明 した。
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彼が更 に述べた ところは,IATAがADPに つい て行った調査 について深

い感銘 を受け,又,将 来IATAの 代表 及び ワーキ ング ・パーテ ィの代表 の

間の引 き続きの話 し合い によって解決が見出 されるで あろ うとい う希望 を

述べ た。

IATAの 代表は,こ の第 ・1回会合が成功 した事を確認 した。IATAの 代

表が指摘 した ところは,エ ヤ ・ウエイ ビルは数多 くの技術的 及び法的 な要

求事項 を満 さねばな らず,又,そ の様 な状況 の もとにおい て直ちに希望 さ

れる ような解決 を見 出す事 は容易 ではない事 を指摘 した。

彼は専門家会議 に対 して彼の属す る機関において 内部 的な組織 め変更 を

報告 を し,こ の変更 には航空貨物 の動 きをオ ー トメー ション化す る為め調

査 グル ープが結 成 された事 を含 む もので ある と述べた。

米国の代表は エヤ ・ウエイ ビル をECEレ イアウ ト ・キ イ と統 一する事

についての必要性 を説明す る為 に会議に参加 してい る各 々が,各 々自国の

国営航空会 社に連 絡 を とる事 を要望 した。

ICCの 代表 の考 えでは,エ ヤ ・ウエイビルの統一は特 に重要で あると

い う事 であ る。 何故な らば,こ の書類は全世界的 に用い られてい るか らで

ある。 専門家会議 はこの点に関 して極めて重要 な役割 を果す 事が 出来る。

何故な らば,多 くの航 空会社が一つの空港か ら他の空 港へ の貨物輸送時間

の短縮 に努 力 してお り,他 方専 門家会議 は貨物の発送地点 か ら仕 向け地点

までの輸送時間の短 縮 を検討 してい るか らである。

英国,フ ランス及 び チェ コス ロバキ アのそ れぞれの代表 が述べた ところ

は,彼 等は既に各々の 自国の国営航空会社 と連絡 をと り,又 全般 的 に言っ

て彼等 は,IATAと の協力 のも とに行われてい る努力の全てに対 して,こ

れ を支持す る と述べた。 西独の代表は,以 上述べ られた結果 に満足の意 を

表明 した。彼は 自国の国営 航空 会社の代表 と連 絡 を し,エ ヤ ・ウエイ ビル,

ECEレ イア ウ ト ・キイ との統 一に対 しての必換性 を強調 するで あろ う。

貿易書類事務 ア ドバイザーは,会 議参 加者の注意 を次の点 について喚起
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した。

新 らしく標準化 された荷送 り人の シ ッビング ・イ ンス トラ クシ ョンにつ

いて出席 者の 注意 を喚 起 した。 これ に関する コメン トは貿易書類情 報 シリ

ーズにおいて発表 され よ う。

⑫ リス ト・オブ`・パ ーティズ(関 係者 リス ト)

貿易 書類事務 ア ドバ イザーは,事 務局に よるい ろい ろな文書(TRADE/

WP4/GE1/R6-R10)に 関 しての コメン トを行 い,下 記の事 を述べ た。

即 ち,こ れ らの ノー トは一般的 な討論の基盤 と しての役 目を果 す為 の予備

的 な調査で ある と述べた。 リス ト・オ ブ ・パー ティズ(関 係者 リス ト)に

関 して は事務 局の信ず る所 においては,各 々の関係者 を識別す る為 の基準

として は,直 接貨物 を取扱 うか否 か とい うこ とが規準 となる とい うこ とで

ある。即 ち直接貨物 に関与 している当事者 は,あ る段 階或は その他の段階

において輸送 オペ レー シ ョンの過程 におし・て,貨 物 を とり扱 い,一 方間接

的 に関与 している当事者は,通 常書類 のみ を取扱 うか らであ る。 即 ち,間

接関与 当事者は,例 外的 の場合 においてのみ貨 物に対 する接近 を し得 るも

のであ る。 この点について の討論のの ち,こ の様 な方法に よる識別 が了承

された。

買人 と売人 に関 して は,次 の事が指摘 された。 即 ち,こ こに述べ られた

各 々異 った当事者は常 に同 じ技能 を持つ ものでは ない とい う事で ある。 即

ち,オ ペ レーシ ョンの主なカテゴ リーに よって 区別 を行 う方がより好ましい

もので あろ う とい う事,又,こ れ らの オペ レー ショツのそれぞれ に,関 係

者の リス トが与 え られ,定i義 が与 え られ るこ とが好ま しい とい う決定がな

された。

売人 に関 しては以下の事が提案 された。即 ち,こ の売人の範囲にはサ プ

ライヤーも又含まれ る べ きで あろうとい う事 であ る。 フォー ワーデ ィ ング ・

エージェ ン トの範 囲 には カス タムブロー カーに関 して もおそ らく言及 され

ねばな らぬ で あろ う。銀行 に関 しては,発 送人 の銀行 と買人の銀行が区別
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されねばな らぬであろ う。

保険 会社に関 しては,お そ らくセキ ュ リテ ィ及びギ ャ ランティに関 して

言及が行 われ なければな らぬで あろ う。 最後 に領事館 とい う概念 に関 して

は,こ れは色 々な異 った形 の外交的 代表 機関 を含むべ くその意味が広げ ら

れねばな らぬ であろ う。

この様な予 備的 な討論の後,各 々の代表は書類 を検討 し,各 々の コメン

トを書面 を持 って事務局 に提出す るべき事が決定 された。

⑬ 書類 リス ト

貿易書類事務 ア ドバイザ ーは,事 務局 の文書に コメン トを行い,こ の 内

容 に関 して数多 くの追加 及び修正 を行い又,こ の様 に分析 された書類 に関

して行われる考察 は単に例 と して行われ るに過 ぎない ものであ ることを述

べた。

この書類 は極 めて短 時間 に検討 され た。第2項 及び第3項 に関 して,次

の事 が指摘 された。 即 ち,こ れ らに関 しては更に 一般的な用語 が用い られ

るべきで ある とい う事 で ある。 何故な らば,買 人或は売人は彼等 も又,第

4項 及び第5項 において述べ られているが如 き書類 を発行す る事が あ り得

るか らで ある。 こ こにおい て提案 された ことは,コ ンテナーのマニ7ェ ス

トについ ての言及 は行 われるべきでない とい う事である。 何故 な らば,こ

の様な書類が確実 に採 用 されるか どうか については,今 だに明 らかでない

か らである。又,ユ ニ ット ・パ ッキ ング ・リス トとい う用語は,こ の代 り

に用い られよ う。 原産地証明に関 しては,こ のよ うな証 明が流 通す ること

が好 ま しい か否 かについての討論 が行われた。

米国の 代表の質 問に答 え,貿 易 書類事務 ア ドバ イザーは植物検疫証 明書

のステータスについて の細かい説明 を行 った。

この書類 の予備的 の検討 の終 りに当って議 長は,各 々の代表 団の中の 専

門家 によ って この問題は検討 されるべ きであ り,こ れに関す る書面 による

コメン トが事務局 に送 られるべきで ある と述べた。
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⑭ 貿易 手続 きにおけ る書類 と関係者 との間 の相互関係 について

貿易書類事務 ア ドバ イザ ーは,文 書(TRADE/WP4.GE1/R.10)を

紹介 し,こ れは関係当事者 と書類 との間の相互関係 を一般的 に述べた もの

であると説 明 した。彼が強調 した点は,こ の書類 は今だ暫定的なものであ

り,こ れに対す る代表 団か らの コメン トが行わ れるべきで ある とい う事で

あった。

仏 の代表 は彼 の本国において各種 の団体及び機 関に対 して草案の書類 が

既に提出 され,こ れ に対 し関係 団体及び機関は この仕事に多大の興味 を示

し,又,こ れを高 く評価 した と述べた。

米国及 び英国 の代表は,こ の書類 が極 めて有 益である事 を認 めたが,し

か し,現 状 においては最終的な意見 を表現 する事 は出来 なか った。彼等は

彼等 の コメ ン トを十 分な検討 を行 った後,事 務局 に提出す るであろう。議

長 は全ての 出席 代表団 に対 し,同 様の事 を行 う様,要 請 した。

⑮ ヘ ッデ ィ ングリス ト

貿易書類事務 ア ドバイ ザーは,TRADE/WP.4/GE.1/R.8と い う文

書は国際貿易及び国 内 レベルでの貿易 において用 い られる数 多 くの書類に

おいて使 われている項 目を集録 した ものである と指摘 した。事務局の作業

は,項 目の数 を減 らす事 を目的 とした研究の基礎 として,こ れが役 に立つ

事 を願 目として行 われた ものであ り,こ れ らの数 多 くのヘ ッデ ィングの殆

ん どはた だ一つの書類 にのみ表 われるものである。

ここにおいて説明 された事は書類 において も表わ れる 多くの ヘ ッデ ィ ン

グは,国 際協定 か ら引用 された ものであ り,従 って簡 単に変更 された り或

は削除 され得ない ものである とい う事で あった。

英国の代表 が強調 した点は,次 の段階は何故,数 多 くの項 目が含れたか

を質問す る為に,書 類 を発行 しそ して又,こ れ を採 用 した多 くの機関 に対

して連絡 を行 うとい う事実 であった。 この調 査は現在専門家会議 に出席 し

てい る所の各機 関 に対 して開始 され得 るであ ろ う。
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出席 してい る各機 関の代表者 達は,こ の方式 に賛成 した。

ポー ラン ドの代表は,こ の書類 を修正す るに対 しての コメ ン トと提案 を

詳細 に渡 って事務局に提 出す るであろ う。

個 各 々の ヘ ッデ ィングの も とに含れるべ き情報 の定義

貿易書類事 務 ア ドバイザ ーは次の様 に述べた。 即 ち,文 書TRADE/WP.

4/GE.1/R.9に 含れてい る項 目は厳密にい って定義 ではないが先 に言及

された文書(項 目の リス ト)に おいて表 われ るべき情報 の ま とめで あ ると

い う事で ある。

次 の段 階は,こ れ らの項 目の定義 であるが,定 義 に関 して国際的 な同意

が得 られていない現 状か らこの仕事 は難 しいであろ う。

CCCの 代表 の述べた所 は,彼 の所属する機関は税関関係 の用語 に関 す

る用語集 を用意 し,こ れが使用 され得 るであろうとい う事 である。

ポー ラン ドの代表 は次の事 を要請 した。即 ち,正 確 な定義 は文書TRADE

/WP.4/GE1/R9に 述べ られている表 題 に基ずいて行わ れるべ きで ある

とい う事であ る。UICの 代表 は,混 乱 を避 ける為 に表題 は情報のttデ ス

クリプシ ョン"と 変更 され るべ きで ある と述べた。

英国の代表は,こ の段階 において完全なる定義 を行 うべ く努 力 して も,

何 ら目的 の設定 には役立 たぬ で あろ うと述べた。 こ こで問題 になるのは,

ある与 え られた項 目の もとに各国がいかな る内容 を期待 してい るのである

か とい う事 を見出す ことである。

チ ェ コス ロバ キ アの代表 も又,ま ず色 々の項 目の 内容 が最 初に定義 され,

その結果後程 これ らの項 目が再度検討 される事 が望 しい と述 べた。

IATAの 代表が発表 した所 に よれば,彼 の所属する機関 は,航 空輸送 に

関する定義 を採 用 してい る とい う事 である。 これ らの定義 は各 々の項 目に

おいてい かなる情報 が必要 とされてい るか を明確 に してい る。

ポー ラン ドの代表 はた だ一つの書類が準備 され,そ の 中において定 義が

行われ,且 つ各 々の項 目がいかなる内容 を含むべきか とい う説 明が行わ れ
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るべきで ある とい う見解 を示 した。

米国 の代表 の提 案 に基ず き,専 門家会議は各 々の国がその コメン ト及び

提案 を出来得る限 り早 い時期 に事務 局に提出すべ きである とい う事 を決定

した。

⑰ その他 の業 務につい て

CCCの 代表 に よれば,彼 の所属す る機関の常設技術委員 会は既 に レイ

アウ トキーに統合 した原産地証 明書 を準備 し,こ れ を,経 済社会理事会の

各国政府に対 して,そ の承認 を得 るべ く提 出をされ た とい う事 であ る。

チ ェコス ロバキ アの代表 に よれば,彼 の国におい ては既 に銀行関 係書類

及び保険 関係書類の標準 化に関す る専門家会議 が設 立 されている との事 で

ある。 これ に加 えチ ェ コス ロバ キアの外 国貿易 書類 にお いて含 まれてい る

情報 に関す る総 合的 な まとめが行われてい る とい う事である。 コー ド化 さ

れた情報(公 式或は私的 な コー ドに よる)及 び コー ド化 されてい ない情報

は,後 者 には将 来 コー ド化 され るべき情報 を含む ものであ るが,こ れ らも

考慮の対象 となっている とい う事 である。

カナダの代表 はCOSTPROに 関す る幾 つか の情 報 を提供 し,又,彼 の所

属する機 関が ワーキ ング ・パーティ及び専門家会議 と出来得る限 り緊密 な

協力関係 を打 ち立 てたい とい う希 望 を持 っている点 を再確認 した。

仏 代表 の述べた所 によれば,貿 易手続 きを簡素化す る為に,既 に他の諸

国におい て存在 してい る所の機関に歩調 を合 せてttSIMPROFRANCE"

とい う名前の機関が1973年 の終 りには設 立 される とい う決 定が既に行われ

た事 を述べた。更に仏の税関 申告書は現在再 検討 されてお り,こ こにおい

ては レイアウ トキー と統一 をはか る とい う意図の も とに作業が行わ れてい

る とい う事である。

日本の代表 は専門 家会議 の作業 に参加す る とい う事が 出来 た とい う事 に

対 して,満 足の意 を表 明 した。彼は更に 日本の機関 であるttCOTIS"と

有能 なるECEの 各 グル ープとの間 に,緊 密 なる協 力関係 が計 れ る事 につ
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い て の希 望 を述 べ た 。

米 国 代表 は年4回 発 行 され る情 報文 書 に 関 しての 質問 を行 い,彼 は 即 ち,

発 表 され るべ き情 報 を得 る 為 に そ れ に 関 し特 にICCの 代表 に対 して 事 務

局 が連 絡 を とる事 が 出 来 な い もので あ ろ うか とい う点 をたず ね た。 貿 易 書

類 事 務 ア ドバ イザ ーが のべ た所 に よれば,厳 密 に 言 えば この 問 題 は ワー キ

ング ・パ ー テ ィの取 り上 げ るべ き問 題 で あ る が,い ず れに せ よ ア ドバ イ ザ

ー と して はICCの 代表 が こ れ に対 してい か な る意見 を持
って い る か につ

い て調 査 を行 な い,こ れ を知 る為 の 機 会 を得 る事は 歓 迎 す る との べ た。

(18)ユ ニ ー ク ・リフ ァ レ ンス ・ナ ンバ ー(単 一 関連 番 号;NUR)

英 国 代表 は,そ の 委 任 され た 報告 書(TRADE/WP.4/GE.2/R.6)に

注釈 を加 えつ つ,SITPROは,こ の 問題 に つい て,既 に予 備 的 研 究 を行

い,そ れ は国 際 的 要 望 に も応 える こ との で き る もの で あ る こ とを述 べ た。

幾 つ か の 困 難,と りわ け,数 字 の マ キ シ マ ム ・ナ ンバ ー につ い て の 困 難 が

確 認 され た 。 この 代表 は ベ ル ギ ーお よ び ポ ー ラ ン ド代表 部 に,SITPROが

そ の研 究 を立派 に果 し得 る よ うに し,他 の 国 の 代表 部に も同 じこ と をす る

よ うに要 求 した こ とを感 謝 した。

貿 易 書 類 事 務 ア ドバ イザ ーは,も しも ユ ニ ー ク ・リファ レンス ・ナ ンバ

ーが 貨物 発 送 の段階 で 用 い られ る とす る な らば ,購 入 者 が信 用 状 の中 に ケ

ー ス ・マ ー クを記 さな け れ ば な らない とい う問 題 が 生 じる と述 べ た
。 書 類

事 務 ア ドバ イザ ーは,こ の問 題 は,国 際的 銀 行 組 織 に よって 解決 され 得 る

こ と を考 慮 した。 彼 は,さ らに つ け 加 えて,彼 の 見 解 に よれ ば,ユ ニ ー ク・

リフ ァ レ ンス ・ナ ンバ ーは,国 名 の 指 示 を含 む べ きで あ り,若 干 の 数 字 に

よって 会 社 名 お よび仕 向地 をも含 む べ きで あ る と述 べた。

ベル ギ ー代表 は ,そ の委 任 され た 報告 書(TRADE/WP.4/GE.2/R.3)

に注 釈 を加 えつ つ,そ れ が英 国代 表 が 提起 した問 題 に対 す る回答 とな って

い る こ とに注 意 を向 け た。 ユ ニー ク ・リフ ァ レ ンス ・ナ ンバ ーは発 送 の際

に,シ ッパ ーに よっ て 作成 され なけ れば な らな くな るであ ろ う。 主 要 な 困
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難は送付 または発送の観念 を明確 にす る とこにある。 この作業 はユ ニーグ

リファ レンス ・ナ ンバ ーを作成す る人に任 されなければ な らないで あろ う。

何れ にせ よ発送物 は同時に運搬 された貨物 の全体 を含むで あろ うが,シ ッ

パーは全体の貨物 として理解 され るもの を決定 しなけれ ばな らない。

ポー ラ ン ド代表 は,そ の委任 された報告書(TRADE/WP.4/GE.2/

R.4)に 注釈 を加 えつつ,唯 一の番号がすべての関係者の要求 を満た し得

る と考 え ることが現実的 でない ことに注意 を向けた。主要な部分は輸 出業

者 と輸 入業者であ り,そ の他は補助的 な ものである。 ユ ニー ク ・リファレ

ンス ・ナ ンバ ーは契約の成立の時 に,輸 出業者 と輸 入業者 とで作成 されな

ければ な らないであろ う。契約 について の単一番号は国際貿易 上の取 引を

確認す るための主要な手段 であろ う。 同一の契約 について幾 度か発送 が行

なわ れる場 合に,付 加的 な数字 が発送 を確認す るであろ う。

ア メリカ合衆国代表は,欧 州経済委員会事 務局お よびSITPROに 対 し

送 付 され る こ とに な っ てい る一 つ の 研 究 が ア メ リカ合衆 国 で 企 て られた と

言 明 した。 この 研究 の 目的 は,ユ ニー ク ・リフ ァ レ ンス ・ナ ンバ ー を発 送

人,発 送 国,発 送物 を確 認 し得,ま た 国 内 の必 要 に応 じた 附 随 的 な 数字 を

含み 得 る 諸 要素 に割 り当 て る こ とで あ る。ICSの 代表 は,ユ ニー ク ・リフ

ァ レ ンス ・ナ ンバ ー が書 類 と貨物 とを表 示 す る こ と を確 か めつ つ,ユ ニー

ク ・リファ レ ンス ・ナ ンバ ーが 輸 出業 者 と輸 入 業 者 に よ って作 成 され な け

れば な らない とい うこ と を評 価 した。 更 に,ユ ニー ク ・リファ レ ンス ・ナ

ンバ ー は 出来 る限 り短 くな け れ ば な らず,国 と輸 出業 者,輸 入業 者 お よび

当 該 発 送 番 号 を確認 し得 る もの で な けれ ば な らな い。 英 国 代表 は,注 文が

電 話 で 行 なわ れ,商 品 が文 書 よ りも前 に輸 入 国 に到 着 した場 合 に生 じ得 る

困難 につ い て注 意 を促 した。

発 送物 の定 義 に関 して,IATAの 代 表 は,そ の機 構 で採 用 され て い る定

義 を説 明 した。 す なわ ち,「 一 つ の発 送 貨 物(コ ソサ イ ンメ ン ト)と は シ

ッパ ー の1個 また は2個 以上 の パ ッキ ン グか ら成 り,運 送業 者 が受 け取 り・
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一定の時 ,一 定の ア ドレスを持 ち,一 つの ロッ トとして受け取 られ,一 つ

の輸送名 目の もとに輸送 され,一 つ の単一のア ドレスの も とに,一 人の荷

受人に対 して送 られる ものであ る」議長は この定義 はあま り狭す ぎる と判

断 した。 一方では,運 送 業者が受 取る以前に,考 慮に入 れるべき商人や発

送者 による予備的 な操 作が ある し,他 方では,発 送は運搬 の唯一の形態に

局限 され てはな らない のである。貿易書類 ア ドバイザーは,発 送物 が一緒

に運搬 され,同 一 の受取人 に差出 された数個の貨物 と考 えるのでは十分 で

は ない のか と尋ねた。

ユニー ク ・リファ レ ンス ・ナ ンバ ーが作成 され る時期 に関する こととし

て,議 長 は,NURの 数字 が過度 に大 きくなるのを避 け るためには,多 数

に上るす べての関係者 に関与す べきではな く,国 際貿易の取 引人にのみ 関

与すべ きで ある こ とに注意 を向けた。ICSの 代表 はケース ・マー クの問

題 に専門家 会議の注意 を向け,そ の機構が海 洋汚染 の防止に関す る国際協

定 の検討 を考慮 してい るこ と。 お よびそ の間 に,危 険物 が海 に落下 した場

合,そ の船舶の船長 は,出 来る限 り短 くなけれぼな らないそ の商品の ケー

ス ・マー クと番号 とについての情報 を関係当局に報告 しなければ な らない

ことが決 まった ことを想起 させた。西独代表 は,西 独 では国際貿易 を行な

う会社は登録 されてい ないの で,従 って発送物 を確認す る こ とが困難で あ

ることに注意 を向けた。 この代表 は,企 業の或 る種の情報 について の秘密

を考慮に入れるこ とが重 要になろ うとい うこ と,こ の問題 を具体化す るた

めに ユニー ク ・リファ レンス ・ナ ンバ ー輸送の各 々の形態 に即 して検討す

ることが必要 にな ろ うと考 えるこ とを付け加 えた。

この討論 の結論 と して,議 長 は,す べての代表が,ユ ニー ク ・リファ レ

ンス ・ナ ンバーを出来 る限 り短 くす ることを意思表示 した こ と,お よび余

白は一部 の特殊な要求 に割 り当てるべ きであることを確認 した。議長 は,

代表の間 に一方で は,契 約 の確認番号 に,他 方 では,特 に各 々の発送物

(コ ンサィ ンメン ト)を 確認 す る番号に関す るもの として,理 解に違いが
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存在す るこ とを記録 した。 議長 は,英 国代表 が この主題 についての責任者

として企て られた研究 を続行す べきであることを想起 させ,可 能 な らば

1972年12月31日 まで に,こ の リファ レンス ・ア ンバ ーの構成 とともに,

ユニーク ・リファ レンス ・ナ ンバ ーの ミニマム ・デ ィジ ットについて,報

告 を議長に送 るこ とを求 めた。議長 は各代表 に等 しく,発 送物(コ ンサイ

ンメント)の 定義 を提 出す るよ うに試み ることを求 めた。

⑲ 商業お よび公機関用 イ ンボイスの統一化

ポーラ ンド代表 は,そ の委任 された報告書(TRADE/WP.4/GE.Z/R.8)

に注 釈 を加 えつつ,ベ ルギー代表 に よって提 出 された興味 ある研究に尊敬

の意 をあ らわ し,仕 上げ るべき文書の中に含 まれる手段 の 目録 を予備的標

題の もとに提 出す る ことが必要 と思われる とい う点 に注意 を向けた。 これ

は,ポ ー ラン ド代表 に委任 された報告書 の主題で ある。

ベルギ ー代表は,そ の委任 された報告書(TRADE/WP.4/GE.2/R.5)

に注釈 を加 えつつ,こ の報告書は一つの研究 を構成す るものであるにす ぎ

ず,如 何 なる場合 に もベルギー政府 を拘束す る ことはで きな い と言明 した。

この研究 の 目的 と性格 とを説明 した後,こ の代表 は,批 判 が,書 式 に含ま

れた非常 に重要 な情報 の数字 に関す るものであろ うこ とを確認 した。 この

数字は多 くの必要 条件 を満 た さなけ ればな らない事 実 にもとず くものであ

る。他方では この代表は,文 書が或 る場 合には機 密情報 の保 護 を多分,不

可能 にす るであ ろ うことに注意 を向けた。 この解決 は これについて見出さ

れなければ な らない。 この代表 は,今 後,ポ ー ラン ド代表 に渡 され得 るよ

うに,こ の文書に関 して意見 を記 して提 出す るよ うに,各 代表 に要求 した。

アメ リカ合衆国代表 は,多 くの代表達 の支持 を受 けて各 代表 に,与 えら

れた職務について祝辞 を述べた。 イタ リア代表 も内 じく,祝 辞 に賛同 した

が,そ れにふ さわ しく研究する ことを不可能 に した文書の送 付の遅 延に関

しては,祝 辞 を留保 した。

イ タ リア代表 は,CCCが 輸 入品に関する,税 関の最小 限の情報 につい
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る

ての研究 を提 出 しなければ な らない こ とを想起 させた。

この研究 は,ポ ー ラン ド代表 が提出 した研 究 と比較検討 されるべ きであ

る。 同代表 は また,通 商 と銀行 とに関 しては類似の研究がICCに 求め ら

れてい ることをも同様に示唆 した。

ポーラ ン ド代表 の要求 に よ り,英 国,ソ 連,ア メ リカ合衆国,チ ェ コス

ロヴァキ アの代表 が,こ の主題 に関す る研究 グルニプに参加 した。 フラ ン

ス代表 は,こ の研究 を進 め る目的で,ポ ーラ ン ド代表 とともに決定 される

はずの期 日に フランス国において集会す るよ うに,こ の研究 グループを招

請 した。
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2.2各 国 の 専 門 機 関

(SinplificationofInternationalTrade2
.2.1SITPROP

rocedures)

1968年8月,貿 易 書 式 簡素 化 運 動 の推 進 機 関 と して,英 国政 府 経 済 開発 機 関

の もとに,国 際 貿易 書 式 簡 素化 委 員 会(SITPRO)が 設 立 され た。SITPRO

の 構 成 メ ンバ ーは,政 府,民 間 各 業 界 に 亘 っ てお り,現 在,幅 広 い活 動 を行 な

っ てい る。

そ の活 動 の 目的 は

電 算 機 の機 能 を 介 し,か つ 各 種 の 関 係す る 情 報 の有 機 的 な 関 連付 け,結 び 合

いに 重 点 をお き,B/Lや マ ニ フ ェ ス ト等 の 各 種 書類 とそ れ に 関連 す る 多 くの

手 続 き を研 究 し,そ れ に従 っ て 国 際 貿 易 の 円滑 な 流れ るは か る こ とに あ る。

SITPROは

イ ギ リスの 経済 開発 審議 会(TheNationalEcon。micDevelopm

entCouncil)に よ っ て,同 審 議 会 の事 務 局内 に設 け られ た 政 府 ベ ースの

委 員 会 で あ る。

現 在 の 仕事 の 内容 と しては

(1)ADPシ ス テ ム及 び情 報 交 換 の た めの 情 報 の イ ンプ ッ ト,ア ウ トプ ッ ト

用 の 書類 の開 発

(2)デ ー タ通 信 の ため の情 報 伝 達 フォ ーマ ッ トの 開発 が あ り,特 に

① 書類 の作 成 とそ の費 用,② 発 展 す る 商業 上 の 要請 に つい て の調 査 研究,

③ 入 出港 関係 の 書 類,④ 政 府 の 要 請 事項 に つい て,⑤ コ ン ピュ ー タ と コー

ド,⑥ 国際協 力 につ い て

の研 究 が あげ られ る。

SITPROCOTIS合 同 会 議

日時:昭 和47年10月9日 午 前10時 開 会

場 所:ロ ン ドン市 内SITPRO事 務所

出席 者:SITPROメ ンバ ー14名
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議 事 本 年10月 よ り,SITPRO事 務総 長 がMr.J.A.Ravenよ りMr.N

S.Despichtに 交 代 した 旨報 告 が あ り,本 日の 会 議 を同 氏が 務 める こ とと

な っ た。

又,Mr.RavenはBritishChamberofCommerceの

GeneralDirectorに 就任 早 々で 多忙 の ため 本 日討 議 に 参 加 で きな い 旨

謝 辞 し,退 席。

SITPROを 代表 してMr.DespichtがStudyTeamの 来 訪歓 迎 と,

今 後 の 日英 両 国 間 の協 力関 係 を深 め る た めに は,人 間 関係 が 重 要 なの で,こ

の 分野 に お け る 英 国側 との 接 触 に 際 しては,常 にSITPROの 組 織 を通 す と

限 らず,必 要 に 応 じ各 個人 と直 接 交 信 され て結 構 との発 言 が あ った。

続 い て 日本 側 が用意 した議 題 に 従 って進 行。

(1)COTISの 紹 介

COTIS作 成 パ ンフ レ ッ トをSITPROメ ーバ ーに 示 し簡 単 なCOTJS

紹 介 と,SITPRO側 の 歓 迎 に 答 礼 挨 拶 を行 な った。

こ の際SITPRO側 よ り,COTISとJCSETD(日 本 貿 易 関 係 書 式 標

準 化 委員 会)の 関係 に つ い て 質 問 が あ った。

(2)JCSETDの 経 過 報 告

JCSETDが 用 意 したProgressReportの 要 訳 を紹 介,さ らに添 付

したJCSETD標 準 書式 第2次 試 案 が 来 る11月13日 よ り,実 用 の書類

と並 行 させ る模 疑 実 験 が,JCSETDメ ンバ ー と メンバ ー外 の 企 業 の 中

か ら選 ば れ た会 社 に よっ て 実 施 され る こ とが報 告 され た。

(3)SITPROで は,我 々の 調 査 活 動 に 多 大 の関 心 を 寄せ て お り我 々 との意

見 交 換 に積 極的 で あっ た。

SITPROに お ける 貿易 情 報 の シ ス テ ム化 の基 本 的 考 え と しては 民 間主

導 型 の ア プ ロー チ を強 調 して お り,そ の活 動 は あ くま で も先 導 指 標的 で教

育機 関的 で ある べ き で ある との こ とで あ った。SITPROの 年 間活 動 予算

は年 間8万 ポ ン ド(約64百 万 円)で 全 額 政 府 出資 で あ る。
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額 は 非 常 に少 ない の であ るが,こ の予 算 のた めに政 府 の 介 入は 全 くな く

活動 は ま った く自由 に 出 き る点 を強 調 して い た が この よ うな活 動 を行 な う

に あた っ て も評価 され るべ きで あ ろ う。

SITPROがECEレ イ ア ウ トキ ー・に も とつ い て 行な ったB/L中 心 の書 式

の標 準 化 活 動 は ほ ぼ 一 段落 してお り過 去3つ あ った 委 員会 組 織 も現 在 はA

DPと コ ーデ ィ ン グの た め の研 究 委 員会 が 中心 とな り他 は ほ とん ど活 動 し

てい な い。

このADPと コーデ ィ ン グの た め の 委 員会 に は ロ ン ドンのLACES開 発

を担 当 したNDPSの 元 マ ネ ー ジ ャ ーMr.ト ラフォ ー ドを迎 え活 動 を続 け

てい る との事 で あ った。

SITPROと の 質 疑の 内 容 は 以 下 の とお りで あ る。

(4)SITPROと の質 疑

JCSETDの 第2次 試 案 につ い てSITPROよ りの質 問

Qコ ンテ ナ輸 送 に 対 して も本 フ ナ ーム の使 用 をすす め る か。

Aそ の とお り。 た だ し,declarationformshipperは,追 加書

類 と して 必 要 とな る。 ま た,B/Lフ ォーム上に,ContainerShip-

pingに 要 す る項 目の タイ トル が そ の 旨 明記 され て い る。

Qコ ンテナ の場 合CargoBookingは 事 前 に な され るか

A… … … その 通 り。

Q日 本 で はJCSETDフ ナ ームの 使 用 に つ き法的 な規 制 を与 えて 実 施す

るっ も りで ある か。

A少 く と も民 間 で充 分 な機 が 熟 さな い 以 上 政府 が法 規 制 に よ って 実 施 を

強 制 で きない と思 う。 現時 点 で の 強 制 は む しろ反 発 が懸 念 され る。 ただ

し税 関 申告書 な どは将 来JCSETDフ ナ ームの使 用 を法 に よ り義 務 づ け

る こ とが充 分 考 え られ る。

(参 考)

こ れ に対 しSITPRO側 の考 え方 と しては,英 国 に おい て もあ くまで

商 業 上 の利 点 を まず 与 え,そ れ を広 げ る こ とが も っ と も大 事 で あ る。 民
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間 がJLCDフ ォ ーム の利 用 に よ って 充 分 な利 益 を得 られ る よ うな もの

で な け れ ば な らな い点 を強調 した。 た と えばJLDCフ ォ ー ムは各 界 の

代表 各 々 が 当該フォームを充 分検 討 しそ の 使用 を 承認 した もの で あ る。

Q中 小 業 者 を11月 に 実 施す るJGSETDの 実 験 に 含 め る か,も しそ う

で あれ ば そ の結 果 を是非 知 りたい 。

A対 象 に 考 えてい る。

JCSETDか らSITPROへ の 質 問

QJLCDフ ォー ムに関 連 し,JLCDフ ォー ムに商 業 送 り状イ ンボ イ

スが 入 って い な い 理 由 につ い て

AJLCDの 検 討 開始 時は 非 常 に 混 乱状 態 で あ り,と りあ えずJLCD

がContro1で きる書 類 の み を標 準化 の範 囲 と し,す な わ ち物 流 に 関す

る 書 類 の み 検討 した。 現 時 点 ではADPの デ ー タ ・ソ ー ス を含 む 書 類

と してイ ンボイ スは 重 要 で あ り,含 め るべ きで あ ろ う。

SITPROに 対 す る質 問

QJLCDフ ォー ムの使 用状 況 の 特 に具 体的 な 普 及実 用 の割 合 は どのよ

うか。

Aフ ォー ムその も のは 非 常 に 広 く利 用 され て い る
。

た とえば 非 常 に 楽 観 的な 見 方 か も知 れ ない がB/Lは99%,

あ るい は 他 の 書類 も同 様。 た だ し,シ ッビング ・ノ ー トは 特 別 様式 の 存在

な どで あ ま り利 用 され て い な い。

フ ォ ー ムそ の ものは 利 用 され てい て も,ワ ン ・ラン ・メソ ッ ドに つ い て

の 普 及状 況 は 非 常 に 悪い。

QSITPROの 政 府か らの 財 政的 援 助 の 内容 にっ い て。.

A政 府 か ら年 間 £80,000(64百 万 円)を 受け てい る。 使 用 方 法 に つ い

て は 一 切政 府 が 口出 し しない。 規 模 と して小 研 究機 関 なみ であ るが 研 究

目的 に つ い て 介入 され てい ない 点 が良 い点 であ る。

この うち,ほ ぼ50%(32百 万 円)が 事 務 局職 員の 給 与お よ び事 務
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室関 係費 用,約30%(約20百 万 円)が 研 究 開発 費,20%(16百

万 円)が 交 通 費,広 報,そ の他 費 用。

QNCITDが 勧 告 してい る シ ョー ト・フ ォー ムB/Lの 普 及状 況。

A米 国 と違 っ て英 国 では シ ョー ト・フ ォー ムB/Lは 殆 ん ど使 用 され てい

な い。

QNCITD銀 行 手 続 委 員 会 が指 示 して い る簡 易L/cの 受 入 状 況。

A基 本 的考 え方 とtて そ の方 向が 望 ま しい と思 うが充 分 追 跡 研究 してい

な い た め銀 行 関 係 者 と調整 し,追 って 回答 す る。

Qワ ー キ ン グ ・グル ー プC.の 活 動 状 況 に つい て。

Aイ.SITPROの ワ ーキ ング ・ グル ー プは 現 在設 け られ て い る。

① 商 業手 続,書 類,規 則 に 関す る問 題

②ADPに 関す る問 題(グ ル ー プC)を それ ぞ れ取 扱 う。 ① につ

い て は 一応 一段 落 し,活 動 は冬 眠 状 態 に ある。(GLCDフ ォ_ム

の普 及 をは か る活動 が 一応 一段 落 した。)

ロ.グ ル ー プCの メ ンバ ーは次 の とお り。

① 王 室 関税 局

② ロ ン ドン港 湾 及 び 国立 港 湾 研 究 所

③ 電 算 機 メ ーカ ー(ICL,IBM)

④ 航 空 会 社(BOAC,AirFrance)社

⑤ 郵 政 省

⑥ 銀 行

⑦ 輸 出 省(ICIFORD社 等)

⑧ 代 理 店業 者(海 運,航 空)

⑨ 海 運 会 議所

英 国 商工 会議 所連 合

国 立 電 子 開発 事務 所

メ ンバ ー構 成 は弾 力 的 で 議 長 が必 要 と認 め た 関 係者 を参 加 させ る。
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ハ 活 動 内 容は,

① コー デ ィ ング

②ADPの ア プ リケ ー シ ョンに 関す る問 題 の2つ に大 別 され る。

① コーディング に 関す る問 題 に は"商 品記 述 の 標 準 化"お よび 電¶標準 .

コー ド"の2点 があ る。 ② に つ いて は,ま ず ひ とっ は デ ー タ ・エ レ

メ ン トに つ い て の調 査 を実 施 中。

上 記 ①,② い ず れ も政 府 がNati・nalComputingCenter

(国 立計 算 セ ン タ ー)に 委 託 して 調査 中 で あ る。

同 セ ンタ ーは,コ ンサ ル タ ン ト的 業 務 を 行 な っ てい る。

また も うひ とつ は,ttUniqueConsigunmentReference

Number"(U.C.R。N)の 開発 を手 が けて い る。

米 国 のAMPSで もU.C.R.Nを 開 発 して い る が,コ ン ピュー

タに よ りナ ンバ ー を与 える 方 式 で あ る。

た だ しこ れはデ ー タ発 生 時 の ナ ンバ ーを与 える よ うな シ ス テ ムを考

えた い。 い ず れに しろ 開 発 次 第ECEに 報告 し,検 討 を依 頼 す る。

LACESの レポ ー トに つ い て

… …… 技術 研 究 では な く,LACESの シ ス テ ムの効 果 を再 検討 し,

問題 の所 在 を,他 に も参 考 とな るよ う作 成 中 で あ る。

こ れ らは い ず れ もECEに 報告 す る。ECEで は他 のADPシ ス

テ ムに つ い て の 報告 と同 様 にTradeFacilitationNewsに

紹 介 す る で あ ろ う。

ホ 将 来 の活 動

デ ータの機 密 保 護 の検 討

ADPが 実用 化 された 時 点 で の 機械 処理 され る情 報 の秘 密 の保 持 の

手 段 につ い て の 研 究 が必 要 とな る の で,検 討 プ ログ ラ ムが 組 まれ てい

る。
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2.2.2NCITD(米 国:TheNationalComonittceon

InternationalTradeDocumentation)の 概要

(1)目 的及 び組織

NCITD(国 際貿易書式に関する 国内委員会)は,1967年 に政府及び

業 界が国際貿易書式 および諸手続 の改善,簡 素化 を 目的に設立 した会員制

による民間非営利 団体 である。

NCITDは 国際貿易書式 に関す る情 報 セ ンター又は コーディネータと

しての役割 をは たす べ く当該問題 に携わ る会員,非 会員,企 業,政 府官公

庁 及び正式 に組 織 され た国 内,国 外 の委員会又は諸団体 と連絡 をとり共に

活動 してい る。貿 易手続業務の簡 素化は国際貿易に携わ る各企業等の経験

を組み合わ せてい く継続的 技術開発 を通 じて,ペ ーパー ワークを減 ら し書

式 を簡 素化 してい くわけだが,最 終的には,残 った必要書式 をよ り完全に

システ ム化 してい くことに あるわけで,NCITDは そ の コーデ ィネ ータ

ー役をはたす であろ う。

NCITDの 組 織は事務局(5人)理 事会(16人)実 行委員会(7人)

技術 委員会(6人)に よ り構成 されていて次 の10項 目に活動の重点 がお

かれてい る。

① 標準的 で,交 換可能,共 通 の番号登録 フォ ームを開発す るこ と。

② 標準商品 分類 コー ドを確 立す る こと。

③ むだな書類を排除する こと。

④ 荷為替 信用状 を簡素化する こと及 び銀行問題

⑤ 領事 書式や その他 コス トのかかる書式 を減 らす こ と。

⑥ 標準顧客登 録 コー ドを確 立する。

⑦ コンテナ輸送 の フローを円滑にす る。

⑧ 新 しい伝達方式 を確立 し,貨 物移動に於ける責任 を明 らかにす ること。

⑨ 一つ の代理業 者が処理,証 明出来る方向に向って書式手続 を開発 する

こと。

⑩ ペ ーパ ーワー ク及び それが創 り出す諸問題 を解決す るために政府,及
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び 業 界 と 協 力 す る こ と。

NCITD技 術 委 員 会 の 構 成 は 以 下 の と う り で あ る 。

共 同 委 員 会 議 長

G.F.Begna1(lnternationalGeneralEICctric)G.Et

R.J.Porter(EastmanKodbkCompany)コ ダ ッ ク

GroupI

〔一 般 問 題 〕 ① 近 い う ち に な く な る べ き 書 式 と し て のShippergExp

議 長ortDeclarationsに 関 連 す る 手 続 を 簡 素 化 す る 。

D.E.Akins②AID書 式 要 求 事 項 を 減 ら し最 新 のAIDフ ォ ー ム#

(Westinghouse11の 除 去 を 検 討 す る 。

International)③ コ ン テ ナ ー 輸 送 に 関 連 す る 全 て の ペ ー パ ー ワ ー ク の 分

析 を 完 全 に 行 う。

④ シ ッ パ ー 分 類 の 標 準 コ ー ド化 を 開 発 す る 。

⑤ 領 事 書 式 を 最 少 限 に す る 。

GrOup■

〔輸 送 〕

議 長

J.L.Weller① 複 合 通 し 統 －B/Lの 確 立

(Hayden② 貨 物 の 標 準 コ ー ド化 を 開 発 す る 。

Stone,lnc)③'{ShipPers-Load-and-count,"onbordB/L,

the'destinationcontrolclause等 の 付 滞 条 項 に よ

り 起 る 輸 送 上 の 障 害 を と り除 く こ と 。

Group皿

〔金 融 及 び 保 険 〕① 全 て の 目的 め 船 積 書 式 の 開 発 に 於 て,Group皿 を 援 助 す る 。

議 長 ② 複 数 の 海 上B/Lを 発 行 す る 慣 習 を な く す こ と。

A.V.Silva③ 信 用 状 に 関 連 す る 書 類 の 分 送 慣 習 を な く す こ と 。

(F・N.C.Bank)④ 銀 行 が 書 式 処 理 を 促 進 し 簡 素 化 出 来 る よ う な 特 殊 な 方

一184一



法 の 開発 に 関 してGroupIを 援 助 す る。

GrouplV① 各 種 の公 的 に心 要 と され る書 式 を作 成す る コス トを評価

〔政 府 〕 し,書 式 の数 を減 じ コス トを安 くす る 方法 を 開発 す る。

議 長 ② 輸 出 申告(E/D),不 心 要 なAIDラ ォ ー ム及び心 然

G.FBagnal性 のな い 新 しい書式 の導 入 を排 除 す る こ とに 関 し,Grorp

R.JPorterIを 援助 す る。'tl

③NCITD会 員の見解をDOPの プ ロ グ ラムに反 映 させ る。

GroupV

〔取 引 所 及び 協 会 〕

議 長 ①Group皿 と協 力 して,一 貫,多 目的 の 船積 書式 を確 立す

A.CMoshkinる 。

NCITDの 最 初 の 援助 者 達の リス トに 多 くの会 社 が加 え られ,会 員 の数 は

毎 月ふ え続 け て い る。 この こ とは 委 員会 が 非常 に広 範 囲 で多 様 な業 界 か ら技術

的 分 析 のた め の ワイ ドな イ ンプ ット・データ を得 る のに 役 立 ってい る。 事 実,会

員 は 各 業 種 間,各 産 業 間,国 際的 に ま たが って い る。

会 員 を4っ の グル ー プに大 別す れば次 の よ うに な る。

① 一 般 企業(製 造業,輸 出業,輸 入 業,フ ナワ ーダ ー)

② 運 輸 関 係(海 上,鉄 道,航 空,自 動 車,は しけ業 者,倉 庫,輸 出梱 包,

乙 仲)

③ 金 融保 険 関 係(銀 行,海 上保険 会 社,保 険 ブ ロー カ ー)

④ 港 湾 当 局

⑤ 取 引所,協 会 関 係(ShippingExchanger関 係,貿 易 協 会,委 員 会,そ

の他)

グ ル ー フ。 1 H 皿 VI V 計

会 員 数 63 24 26 7 22 142
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NCITDの 年 間 収支(1971年4月 ～72年3月)は 下 記 の とお りで あ る。

収入.出 資 金(会 員 よ り)US$164,950

DOTか らの出資(注)〃25,000

その 他(利 子,パ ンフレッ ト売上等)〃5,908

計195,858

支出

費

他の

係

そレ

与

贅

費

関

動ン

査

連

刷

㍗務

絵

詞

交

印

事

US$90,843

30,817

19,133

10422
,

36,565

計187,780

米 国NCITD/日 本COTIS合 同 会議 議 事録

所:TheTrafficClubofNewYorkNEWYoRK

日 時:t72-10-26(火)10:00-5:00

参 加 者:後 述AMPM

(1)初 めにNCITD,Nati・nalDi・ect・ ・M・.Bayli・ に よ り観 迎 の 辞

あ り,同 氏 よ りCOTI'Sの 専 門 委 員 長,JCSETDの 紹 介 が行 なわ れた。

JCSETDの 説 明お よび設立経緯,活 動 目的,概 況等の説明が 行 なわ れ た。

以下(2)～(7)はJCSETDか ら事 前 に 提示 され てい た質 問 状に も とつ く質

疑応 答 で あ る。

(2)フ ォワ ーダ ー(Forwarder),税 関(Customs),ブ ロー カ ー(Brokers)

の 問題

①Q:Forwarderが 利 用 して い る も っ とも一 般的 な 米国 ス タ ンダ ー ド

マス ター(USStandardmaster)用 複 写 印 刷機 の 種 類 ブ ラ ン ドにつ い て

A:事 務機 メー カー が多数 あ り,ド ライ タイ プ,ス ピ リッ ト,タ イ プそ

れ ぞ れ 各種 の複 写 印 刷 機 が開 発 され て お り,使 用状 況 は ま っ た くま

ち ま ちで あ る。 いず れ に しろ現 在 の機 械 は コ ス トが か か りす ぎ る点
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が問 題点 で あ る。 た だ 昨 年 中 に 相 当 改善(機 械 の み な らず 用紙)も

してお り,状 況 は 急速 に か わ りっつ あ る とい えよ う。

②Q:NCITDワ ソ ラ ン,メ リッ ドシ リーズ以 外の 書類 で フ ナ ワー ダ の

Documentationに 使用 され てい る 書類 の例に つ い て

A:手 も とに な いの で追 って 送付 す る。

③Q:Forwarderの 分野 にお け るUSStandardmaster採 用 状 況 。

A:結 論 的 に 言 って非 常 に採 用 が遅 れ てお り,50%程 度 とい える。 結

局 中小Forwarderが 反 対 してい るためで あ る。 す な わ ち標 準 化 は 不

必 要 な かつ 煩墳 な業 務 の 排 除 を必 要 と し標 準化 その もの がフナワーダ

der業 務 の縮 少 を引 起 す の で は な い か との 不 安 を生 じせ しめ てい る。

今 後 そ うでは ない 旨 のP.Rお よび 説 得活 動 が重 要 で あ り,そ れ に

取 組 む予 定 で あ る。

一方 ,"71年6月 以 後 デ ュ ポ ン社,ユ ニオ ン ・カ ーバ イ ト社,

イ ース トマ ン ・ コダ ッ ク社等 の大 企 業 の船 賃 に っい て は 完 全 に 実施

されて い る。 ま た先 般,米 国 に お け る大 手 フ ナ ワ ー ダ で あ る。シ

エ ン カ 一社 が積 極 的 に 加入 社 とな る こ とを連 絡 して きた の で この分

野 に おけ る今後 の進 展 が期 待 で き る。 いず れ に しろ,残 りの50%

は も しB/Lの 標準 化 に つ き船 会社 の 足 並 が揃 えば順 次 実 施 される

で あ ろ う。

④Q:税 関 の輸 出 申告(Exp・rtCust・msDeclarati・n)の 簡 易手 続 の

過 程,関 係法 令 規則 の資 料 につ い て

A:書 式 につ い て は,U.Sス タ ン ダ ー ド ・マス ターに よる こ と と し,

この 使 用 を今 後 よ り促 進 す る。 ま た コ ン ピュータ ・システムの開 発 に

と もな い手 続 の 簡 易化 をす す め たい。

⑤Q:申 告 書 内 に あ る統 計 項 目の 記入 時 期 あ るい は報告 時 期 に つい て

A:報 告 は 荷積 後 で よい。 月毎 に 磁気 テ ープ(magnetictape)で 行 う

こ と も可。(政 府 指 定 の フォーマ ットに より,事 前にテス トを要 す る。)
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パ ンチ カ ー ドに よる報 告 も認 め られ 前記 以外 の場 合 は 申告 書 を船 会

社 を通 じ,船 積 後4日 間 以 内 に届 け る3通 りで実 施 して い る。

(3)保 険 会 社 に つ い て(Insurers)

①Q:USス タ ン ダ ー ドマ ス タ ーに も とつ くSpecialCargopolicey

フォ ー ム普 及状 況に つ い て

A:SpecialCargoPoliceyの 発 行 は 原 則 と してO/P(Open

Pohcey・ 抱括 保険 証 券)に もとづき 輸 出 者 が 自身 で行 っ てい る。

(O/Pに も とづ きSpecialCargσPoliceyお よ びCertificate

の どち らで も発 行 す る。)保険 会 社は 輸 出 者 か らの 要 求 に よ りUS

ス タ ンダ ー ドマス タ ーに 憶 とつ く フ ォ ー ムを提 供 す る が,大 手 の 全

保 険 会 社 は す で にNCITDフ ォ ーム を採 用 済 か あ る い は近 々採 用 す

る予 定 であ る。

②Q:special(argopolicyに 関 す る事 務手 続 きの流 れに つ い て

A:上 記 の 如 くあ らか じめ0/Pを 締 結 して お きほぼ100%近 く 輸 出 者

が 作 成 す る。

③Q:SpecialCarg・Policyフ ォ ーム普 及 のた め のAIMUの 活 動 にっ

い て

A:AIMU(全 米保 険協 会)自 身 がNCITDの 会 員 とな りNCITDを

全 面 的 に 支 持 してい る。 会 員 会 社 に対 して は そ の都 度 会報 に よ り連

絡 して お り,AIMU内 の足 並 は 良 く揃 って い る とい えよ.う。

国際 的 に はIUMI(iuternationalUnionofmarineInsuran

Ce)と 連 絡 を密 に し,次 回 の 総 会 に おい て も米 国 の事 情 を紹 介 す る

予 定。

(4)銀 行 問 題 に つ い て

①Q:簡 易L/Cフt－ ムの取 扱 の 詳細,関 係 者 の 合意 お よびL/Cの 現

物 見 本 の 提供 に つ い て

A:一 定 の条 件 が整 う場 合 輸 出業 者(Exporter)が,輸 入 業 者(lmpor－
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ter)に 対 し直 接 書 類 を送 付す る こ とを勧 告 した も の で あ る。

す で に 全 米 の 銀 行 の90%が 受 入 れ を表 明 して き て い る。フア ス ト

ナ シ ョナル 銀行(F.N.C.B)で は 取 扱 量 の うち11%程 度 に つ

きす でに 簡易L/Cを 実 施 して い る。

②Q:L/C見 本付 船 積 書 類 の ワ ン セ ッ トオ リジ ナル化 に つ い て

A:NCITDの 決 定 と して,従 来 の船 積 書類 の 複数 セ ッ トをワ ンセ ッ ト

に す べ き こ と を提 案 した もの で あ る。 最 も問題 とな る銀 行 側 に つい

て は 目下 敬 家 中 で あ るが,同 時に 保険 会社,船 会 社 に 対 して もそ れ

ぞ れ の書 式 を 一部 発 行 す る よ うに 動 きを か け てい る。(L/C上 に

フル セ ッ ト(Fullset)と 書 か れた場 合 シ ング ル セ ッ ト(Single

set)で よ く,複 数 セ ッ トの必 要 は ない)。

上記 ① とあわ せ,こ れ らを 提案 した理 由 は

a航 空,海 上 輸 送 の 各 々貨 物 の輸送 時間 が短 縮 された に も拘 わ らず

書 類 の動 きは 依 然 と して遅 い。

bAirmai1が 非常 に確 立 された輸 送 手 段 とな り途 中 で の 書類 の 紛

失 の問 題 は 殆 ん どな くな った。

c将 来,貿 易決 済 は デ ータ伝 送 に よる こ と とな る こ とは 必 要 で あ り

い つ まで も従 来 の 処 理 方式 に こだわ る必 要 は ない。

等 に よ る。_tLIr

③Q:サ イ ンの機 械 処理 に つ い て

A:い わ ゆ る打 刻 式 書 名(Perforatedsignature)は 銀 行 と して む し

ろ歓 迎 で あ る。 一一般 の サ イ ンよ り偽造 しに く い の で確 実 な もの で

あ る。(た だ し銀 行 に 印 を届 け る要 あ り)。 ま た ゴ ム印 で あ っ て も

確 認 さえで きれ ば 一 向 に差 し支 えな い。

ク レジ ッ トカ ー ド(CreditCard)に して もカ ー ドナ ンバ ー に よ

って 処理 して い る今 日肉 筆 の ナ ンバ ーに こ だわ る つ も りは な い。

(5)荷 主(Shipper)の 問 題 につ い て
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①Q:USス タ ンダ ー ドマ ス ターの企 業 別 普 及状 況 に つ い て

A:NCITDの 加 入 者 は 完 全 に使 用す る方 向に あ る。

②Q:標 準 商 業 用 イ ンボ イ ス(StandardCommercialInvoice)の 採 用

普 及状 況 に っ い て

A:イ ンボイスは 末だ"提 案"の 段 階 で あ り,始 ま った ば か り とい えよ う。

ECEの 会 議 での 検 討項 弓は 米 国 と して も充 分 取 入 れ る予定 で ある。

③Q:税 関 用 イ ンボ イス(CustomsInvoice)の 簡 素 化 作 業 に つ い て

A:フ ォ ー ムが完 成 し,こ れ に 関 す る 税関 当 局 と の会 議 が次 週 に 予定 さ

れ て い るが,こ の フ ォ ームで 決定 され る見 込 で あ る。

(6)海 上輸 送 業 者(OceanCarriers)の 問題

①Q:NCITDで 勧 告 したB/Lの 採 用 状 況 につ い て

A:す で に 新B/Lを 発行 す る用 意 があ る が近 々 実 現 す る会 社 は 全 米 の

総 社 の90%で あ る。

②Q:税 関 輸 入品 明細 書(CustomsInwardManifest)に つ い て

A:現 行 のManifestは 問 題 が あ る の で新 た な フ ナ ーム を検 討 中で ある。

AMPSと の関連に つ い ては 不 明 につ き ワ シ ン トンのDOTあ た りで

確 認 して 欲 しい。

(7)総 括的 な問 題

①Q:米 国標 準 書 式(u.sstandardFormat)の 摘要欄(Descripti・x)

に つ い て

A:不 必 要 なdataが 各 種 の 書類 上 に す べ て記 載(複 写 に よ り)さ れ る こ

ととな る が,必 要 デ ータの 内容 を 各書 類 間 で調 整,最 少 の ものに した

い と考 えて い る。 た だ し,そ の調 整 に 多 くの 困 難 が ある。

②Q:USStandardMasterのP.Rに つ い て

A:貿 易 関 係 業 界 の 各種 会 合(年 間150回)に お い て,NCITDの 内容

をP.Rし 会 員 と な る よ う説 得 して い る。

NCITDの 基 本 的 な 考 えは,
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喧

① 輸 送 手 段 の 迅 速 化 に 対 し 事 務 処 理 が 追 い つ い て ゆ け な い,現 段 階 で は

コ ン ピ ュ ー タ の デ ー タ 交 換 を 前 提 と し た シ ス テ ム を 開 発 す べ き で あ る 。

② 多 機 種 間 の シ ス テ ム コ ン バ ー ジ ョ ン は 企 業 に と っ て 担 当 の ロ ー ド と な

る の で 政 府 エ ー ジ ェ ン シ ー が 積 極 的 に 働 き か け て ほ し い が 政 府 の 指 導 に

よ る の み で は な く,関 心 を も つ 民 間 企 業 が 集 ま り,出 資 し 作 り あ げ る べ

き で あ る 。

③ 中 小 会 社 も 参 加 し う る よ う な オ ー プ ン 制 と す べ き で あ る 。

等 を 内 容 と す る も の で あ る 。

ま た デ ー タ 伝 送 に つ い て は 米 国 一 日 本 間 は 貿 易 量 も 大 で あ り,開 発 が

急 が れ る べ き で あ る 。 そ し て,他 国 に と っ て パ イ オ ニ ア 的 存 在 と な ろ う,

と の 意 見 も 添 え ら れ て い る 。

参 加 者

ArthurE.Bayles,NationalDirector(Chairman)

NatiomalCommitteeonInternationalTradeDocumentation.

WilliamE.Augells

J.D.SmithInter-Ocean,Inc.

LeonardA.Back

FirstNationalCityBank

GeorgeF.BegnalJr.

GeneralElectricCompany

LucienH.Bliss

UnitedStatesLines,Inc.

H.L.Collins

AssociatedTransport,Inc.

PeterL.Conway,Jr.

AssociationofAmericanRail-roads.

CorneliusP.Coughlar

NationalCommitteeonInternationalTradeDocumentation.

JamesCox

WestinghouseElectricCorporation

ThomasW.English

Sea－ 工、andServiceInc.
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AlexanderM.Gregory

MarineMidlandBank-NewYork

JohnN.Grose

NationalCustomsBrokersandForwarders

AssociationofAmericaInc.

GeorgeG.Handing

E.1.dupontdeNemours&Co.

RobertA.Kellry

IBMWorldTradeCorporation

CarlE.McDowell

AmericanInstituteofMarineUnderwriters

TerenceC.McGaughey

TheFlyingI、'ine,Inc.

JardesE.McGuire

PbizerIncorporated

JosephD.Norman

IBMWorldTradeCorporation

PaulE.Parfrey

AMFFoundation

EugeneM.Reder

DowChemicalInternational

StephenStark・'

IBMWorldTradeCorporat'ltin

FujioTsutsumi

TheFlyingTigerLineInc.

PhilipJ.Wahl

UnionCarbideCorporation

HenryJ.Wilarto

HoneywellInformationSerVice

.'ρ
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2.2.3DOT(米 国 運 輸 省:DepartmentoftransPortationFacilit

ationoffice)調 査,

日 時10月30日(月)1972

場 所DOT10階MTGROOM

出 席 者

MR.HAROLDE.HARRIMAN

CHIEFDOCUMENTATION&PROCEDURESDIN

MR.MURRAYA.HABER

ASSISTANTCHIEF

MR.EDWARDA.GILBERT

PRESIDENTOFTRANSPORATIONDATACOORDINATING

COM]M【ITTEE

(EX-DIRECTOROFOFFICEOFFACILITATIONDOT)

MR.GERALDC.SCHUTZ

OFFICEOFSYSTEMSDEVELOPMENT&TECHDOT

MR.ROBERTJ.PORTER

ADMINISTRATIVEASSISTANTDISTRIBUTIONCENTER

EASTMANKODAKCOMPANY

(NCITDのEXECUTIVEMEMBERでCO-CHAIRMANOF

MR.BEGNAL及LEGALREP.OFNCITD)

タ
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(1)調 査 団は 各 国 貿易 情 報 シス テ ムの調 査 の一つ と して 米 国運 輸 省(DOT)

を訪 門,米 国 に お け る貿 易 情 報 シス テ ム開発体 制DOTの 考 え方 等 につ い

て説 明 を求 め た。

(2)米 国 に は,こ の 問 題 を検 討 して い る機 関はDOT,NCITD,TDCC

が あ る。

NCITDとTDCCは 民 間 産 業 を 代表 す るPrivateお よびNON-Profit

organigation(政 府 が 一部 出資 は した が ま った く民 間ダ)セ ンタ ーで あ

る。)にい つ れ も専 任 者 が い て フル タイ ム で作 業 してい る。NCITDは 標

準 書式 関 係 を担 当 し,TDCCは 輸 出荷 主,輸 送 業 者 お よが 銀行 に よ って そ

れ らの 間 に 共 通 の デ ータエ レ メン トコ ー ドお よび フナ ーマ ツ トを設 定 す る

た めに つ く られ た非営 利 団 体 で ある 。 この作 業 が終 れ ば コ ンピ ュ ー タ化 さ

れ た高 速 トラ ンス ミッシ ョン シス テ ムに よる情 報 交 換 が可 能 で あ る。DOT

は'これ らの 機 関 の 連絡 を と りつ つECECCCIMCO・ICAO等

の国 際 機 関 との対 外 的 な連 絡 を密 に と り、あ って い る。

(3)Mr}larrimanに よる デ ー タ ・ トラ ンス ミ ッシ ョンにっ い て の説 明

デ ー タ ・トラ ンス ミ ッシ ョンの テ ス トは,米 国(U・S)/英 国(U・

K)米 国,/日 本 間 で計 画 中 で あ り,こ れ が本 格化 す る と世 界 各 地 間 につ

いて シ ス テ ム化 が進 め られ,こ れ は非 常 に意 義 の あ る こ とで あ る。

こ のた め 日本 英 国 米 国は 重 要 な 国 とな る で あ ろ う。 この他 に フ ラ ンス,

ソ連,豪 州,香 港 が 関心 を もっ てい る。

只 各 国 の記 載 され る デ ー タは そ れぞ れ 国情 の 差 が あっ て調 整 は 大変 で あ

る 。 こ の点極 力調 整 が必 要 で ある。

(4)デ ータ ・トランス ミッションの概 要(ハ ーバ ー氏 に よ る)

① デ ータ ・トランスミッシ。ンを実 施 す る フ ァ ース トステ ップ と して 航 空輸 送

に 使用 す る エ ア ウエ イ ビル(AWB)に つ い て はIATAで 統一 して い る た

め 問 題 がない の で,航 空 貨 物 を初 期 実 験 の 対 象 とした。TWAJAL

PA,及 び シ ッ パ ー のGEな どSmallShipmentLLargeShipment

につ い て のAWB,及 び インボイス等Sampleを と り標 準化 の 検討 を行 った。
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NCITD及 びTDCCの 協 力 に よ りデ ー タエ レメ ン トを コー ド化 し交 換す

る 準備 を して きた。

AWB,イ ンボイ ス等 出 荷 に ま っ わ る デ ー タを全 部 集 め125の ちが った デ ー

タ ・エ レメ ン トを リス ト ・ア ップ し1イShipPcrに 必 要 なも の,P.Data

Bankに 集 録す る もの・、デ ー タ ー交 換 され るべ き もの と,3つ の カテ ゴ リ

ーに分 け 現 在 で は95%位 作業 が終 了 してい る。

②UK(英 国)の 場 合 はAWBに プ ラ ス し て 商 業 用 送 状 の サイ

ンが必 要 であ る た め,LACESの 記 入 欄 フ ォ ームに満 足 させ る だ け の

DataをUKに 送信 しUK側 でLACESにInputす る とい う方 式 を とる こ と

に したLACESと のDirectInterfaceで は ない。DirectにLACES

に直 結 した場 合 はUKの 税 関 の 要求 す る記 入事 項〔CustomsRegucreme

uts)の 問題 が起 っ て く る。UKに てDataを 受 けた所 で伝 送 され た 内容

その まま で あ る とい う意 味 で取 扱 者 に よ るサ イ ンを入 れ る とい う こ とに

な り法 律 の変 更 が必 要 に な る。

セ カ ン ド・ステ ップのUK(英 国)-US(米 国)Test,で は 米 国内の

輸 入 に 関す る記載 事 項 に つ い て,未 解 決 の問 題 を残 して い る。

③ と りあ えず 空 港 と航 空 輸 送 の範 囲 の み をデ ー タ伝送 テ ス トの 対 象 とし

てお り,接 続 内陸 輸 送部 分 のdataは 対象 と してい な い 。

・ 将来,米 国 と して 中央 にDPC:DataProcessingCenter(デ ータ ・

バ ンク)を 設 け たい と考 え てい る が と りあ えず 各 地 区毎 にDPCを 設置

す る 方 針 で あ る。DPCを 管理する 手 段 と して 一定 の規 則 あ るい は法令

を制定 す る予 定 ・ 目下 法 務当 局 に 成 案 方依頼 中,コ ンピュー タ ・シス テ ム

に よ りデ ータ交 換 す る場 合 各 種 ア ウ トプ ッ トの署 名 の 有 無,必 要性,

あ る いは コ ンピ ュー タ ー システ ムで 出 された ア ウ トプ ッ トの 有 効性 に

つい て問 題 が生 じる。 こ の点 も合 わ せ て法 務 当局 に検 討 依 頼 済 。

1.T.T(InternationalTelephove&Telegrapb)に よ る 下記 の

DataProcessingCenterを 将 来 政府 の 監督 の 下に 連絡 させ てい く

こ とに な る。
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産 業 レ ポ ー ト実 績

な どの 作 成DataProcessing

(ShiPPe「)Cente「 貨 物 明 細 書

黛ち 〔]鑑 獺欝
(…謙≒t⌒

遍)(・K)
(CuatomS

Reports)

図2-2デ ー タ 伝 達 構 成 図

ITT(IntarnationalTelepohoneandTelegraph)に よ る 下

記 の デ ー タ ・プ ロ セ ミ ン グ ・セ ン タ ー を 将 来,政 府 の 監 督 の も

と に 連 絡 さ せ て い く こ と に な る 。

Newyork2～3DPC

ChicagolDPC

MiamilDPC

US→UKtestは 貨 物 のSampleを16例 取 り上 げ テ ス ト を 行 う 。

(12月 の 第1週)

PANANlflt(飛 行)5Shipments(貨 物)

TWA〃5〃

BOAC〃6〃

計16

④ 日米間 に つい て は ま だ問題 点 は ある が か な り近 くな って きた。

第一 段 階 ニュ ー ヨー ク ・東 京 間 の 航 空輸 送

第二 〃 サ ン フ ラ ンシ スコ,シ ア トル ー神 戸 間 の海 上輸 送

・73年2月 に ハ リマ ン氏(米 国DOT)等 が 来 日 し・そ の際 この テ ス

トの や り方 詳 細 に っ い て打 合せ る予定 で あ る が,日 米間 に おい て デ ータ

・エ レメ ン トの 定i義 が一 番 の基 本 的 な問 題 で あ る。
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5)デ ー タ 伝 送Testの 技 術 面 の 問 題

① 当 シ ス テ ム は 次 の よ う な 可 能 性 を も つ も の で あ る 。

a、On-IineDataEntry(ナ ン ラ イ ン に よ る デ ー タ 記 入)

b、UpdatingData(デ ー タ の 更 新)

c、PvoductionofDocument(ド キ ュ メ ン ト作 成)・

d・Pv・ducti・nofExp・rtData(輸 出 デ ー タ の 作 成 政 府 へ 提 出)

e、DataTvansmission(デ ー タ 伝 送)

テ ス トに つ い て はFAA/AFTN:US:MOTイ ン カ ナ ダ,シ ビ ル オ ー ガ

ニ ゼ ー シ ョ ン ズ:UK ,に た い し 口 頭 で 同 意 を と っ た 。 将 来ICAOが

加 わ っ て く る 事 は 十 分 予 想 で き る が メ ン バ ー の 一 員 と す る 予 定 で あ る 。

衛 生 通 信 の使 用 も考 え られ,1口 あ た り500キ ャ ラ クタ6回 路 でUS-

UKの 伝 送 事 項 は 全 て カバ ー で き る見込 みで あ る。

コ ン ピ ュ ー タは 小 型 の もの ハ ネ ウエ ル516を 使 用 し,1-CRT及 び

6Termina1を 使 用 す る。

② 時 期 的 に は12月 の 第1週 目 を予定 してお り,ニ ュ ー ヨ ー クよ り10

時 頃 行 う。 あ くまで もUS→UKあ て で あ り,UK→USは 又将 来 の問

題 で あ り,US－ 日本 間 にっ い て は1973年 に実 施 し た い 意 向 で あ

る。 日本 との実 施 に つい て は,シ ア トルに て 航 空 及び 海 上 いつ れ で も可

能 で あ る。 シア トル では 高 度に 複 雑 な コ ン ピュー タを使 用 中 で あ る。

③ 当 シ ステ ムのOperation実 施 前 に法 務 当 局 へ の下 記 に つ い ての

aPPlicationを 行 う。

a、 サ イ ン記入 の 問題

書 類 上 の サ イ ンの必 要性 をな く す よ うにす る。

US-UKの デ ータ ・トラ ン ス ミッ シ ョ ンでは受 け たUK側 に て

"Thisi
nformationiscorrectatourKnowledge'と い う意

味 に てSignを す る よ うにす る。

b、E/Lの 書 類 をな くす 。
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c、 費 用 の 分 担

d、 統 計 処 理

e、 銀 行 関 係,貸 借 勘 定 面 でBillingが 不 要 と な る よ'う に す る 。

f、Insurauce(保 険)

④ 今 回 の デ ー タ 伝 送 回 線 はAFTNを 利 用 し,実 行 段 階 で は,米 国 は 恐

ら く 商 業 用 回 線 を 使 用 す る こ と に な ろ う 。

・ テ ス トに お け る 伝 送 所 要 時 間 は 次 の と お り で あ る 。

teletypeの ス ピ ー ド10ch/Sec(A)

1shipmentsのcharacter数500ch(B)

1chipmentの 伝 送 時 間50sec〔(B)÷(A)〕

伝 送 数16shipments

所 要 時 間800se(=・=13min

・ 一 般 通 信 回 線 を 利 用 し た 場 合 に 伝 送 で き る

時 間 あ た りShipment数

伝 送 能 力9600bits・/sec

1秒 あ た り 伝 送 キ ヤ ラ タ ー 数1200ch/lsec

(8bits/eh)

す な わ ち 約2Shipments/sec=120

Shipments/壬nin=7200Shipments/hour

・73年 中 に は 米 国 一 日 本 間 で テ ス ト し た い 。

(6)TDCCttTransportationDataCoordinatingCommittee"

① 背 景 貨 物 の 輸 送 を み た 場 合 トラ ッ ク 輸 送 → 鉄 道 輸 送 → ト ラ ッ ク 輸 送 →

貨 物 船 輸 送 。 こ れ ら途 中 の 全 て の 運 送 機 関,運 送 会 社 が 各 々 独 自 のAW

Bな る も の を 作 成 し て 運 送 が な さ れ 引 き 続 か れ て い く,こ れ ら の 書 類 を

作 る た め に 貨 物 が 滞 留 さ れ る 結 果 と な る 。

"Don'tHoldtheCargforthePapers"と い う こ と が 基 本 と

な り こ れ ら 各 々 の 違 っ たSystemの 連 携,銀 行 で の 会 計 手 続 の 重 複 を な
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くす な どを 目的 に 各業 界が 集 ま っ てTDCCな る もの を創 り標 準 化 を行 っ

て きた。

② 第1部 門… … … コ ー ド化 例 荷 主 名住 所 を9ケ タ と した 。

輸 送 業者(Carrier)は4ケ タの アル フ

ァベ ッ トコー ドとす る。

例PAA口,JAI」 ロ … …

但 し航 空 会 社 は未 だ 賛成 してい な い。

第2部 門 … …… 書 式 レイ ア ウ ト

第3部 門 … …… シ ステ ムデ ザ イ ン,あ る 一 社の コ ン ビ三 一タ か ら輸 送

業 者(Carriers)の コ ン ピュ ータへ の イ ンタ ー フェ イ ス

を検 討 す る。1(総貨物 の7'5%は 常時 取 扱 わ れ て い る も

の で,8ケ タ コー ドの使 用 に よ って 全 て の情 報 を伝 送 す

る必 要 が な くな る)

・テ ス ト予 算 に つ い て

協 同開発 シ ステ ムで あ りテ ズ トが軌 道 に の った 段 階 に な れ ばDOT

と して は,こ の シ ステ ム をNCITDお よびTDCCに 委任 す る形 を

と り政 府 と してはExportControl及 び統 計入 手 が で きれ ば よい 。

初 期 の段 階 では 政 府 の援 助 が あ るが そ の後 は政 府 と しては 手 を引 く

こ とに な る。

・PrivacyProtection(秘 密 保持 の 問 題)

テ ス トプ ロ グ ラ ムで は パ スポ ー トナ ンバ ーを使 うが,実 際 の シ ステ

ムでは 磁 気 カ ー ドとパ ス ワー ドナ ンバ ーを使 用す る。

商業用に使用す る場合 では1日 に3回NBRを 変更する方 法,1週

に2回 カ ー ド の 変 更,又VoicePrintな 』ど が 実 際 に 考 え ら れ る が ,

何 れ もC… 高 と な る た め ・ ・〃 プ ・レな'シ ズテ ム を と る こ と に
、す る 。
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2.2.4COSTPRO(CandianOrganiyationfortheSinplific

ationo、fTvade .PROcedurs)

日 時1972年10月30日

場 所MinistryofTransportofCanada

面 接 者

Manager,TranspoptFacilitationMinistryofTransport

TransportationDgvelopmentAgency

CAPTAINR.C.]MILNE

VicePresidentR&D,CanadaNationalRailway

JOHNGRATWICK

J.]M.EADES

Direct・r',C・mputerService・Mini・t・y .・fTran,p・rti・Ott。w。

(1)COSTPROの 歴 史

CansdianOrganizationfortheSimplificationofTradePRO

ceduresの 設 立 過 程 を ふ り か え っ て み る
。

Milne氏 は 運 輸 省 船 舶 局 に つ い てIMCO(Intergovernment

maritimeConsultatlveOrganizati・n)と そ の 推 進 委 員 会

(facilitationcommittee)の 動 き を 見 て み る ど こ れ は 政 府 の 手 続 関 係

に 限 定 さ れ,港 湾 の ドキ ュ メ ン トに 深 刻 な 問 題 が あ っ て も 解 決 さ れ て い な

い こ と に 気 が つ い た 。

ナ シ ョ ナ ル ・ハ ー バ ー ・ ポ ー ト

(Natconalharborport)政 府

i蒜1,y'蒜1。7-1::,ず 一ト 合
カ ナ ダ の 港 に は

プ ラ イ ベ ー トハ ー バ ー

(Privateharbour)

の3種 あ り,tド キ ュ メ ン トの 標 準 化 に は 何 の 動 き も な か っ た 。

1969年 計 画 を 開 始 し た が,上 役 や 他 の 省 に は 賛 成 し な い 者 が 多 か っ た 。

そ し て 運 輸 開 発 局TransprtationDevelopment、Agencyを 設 立 し,そ の

一200一
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4

中に推進 化(facilitation)の 部 門 をつ くった。

(2)現 在 の組 織 は 下 記 の3人 が専 従 で ある。

事務 局長1人

職 員1人(econ・mist)

秘 書1人

尚,コ ンサ ル、タ ン トを2人 頼ん でい るが,コ ンテ ナ化 二=一 プ ロジ ェク

トの 関 係 で あ る。

1972年9月,第1回 のCOSTPRO会 合 を開 催,政 府 代表 は5ケ 所 か ら来て

い る。(運 輸 省,商 務 省,税 関,調 達庁 統計局)そ れ を企 業 の業 界 団体 か

らの 代表 か らな って い る。

委 員 長 カ ナ ダ 国有 鉄道 研究 開発 担 当副 社長

副 委 員長 カ ナ ダ税 関assistantdeputy

委 員8名(2名 輸 入 業 者 と金融 筋か ら追 加 して10名 に しよ うと

してい る。)

(3)商 品 コ ー ド

BTN,SITCに 変 換 可能 な コー ド体 系 を検 討 す る 。

(4)計 画 中のEDPプ ロジ ェ ク ト

①SISPAC

プ ロポ ーザ ル を コンサ ル タ ン トか ら受け た ば か りの と ころ で あ る。

バ ンク ーバ 港 の トラ フ ィ ック ・コ ン トロ ール の た め に 商 品 の フ ロ ーと

季 間 ご との 輸 出入状 況 をイ ンプ ッ トす る計 画 で成功 す れば,カ ナ ダ貿易

デ ー タ ・セ ン タに育 て た い と思 っ てい る。 その 時 は ロ ッキ ーをは さん で,

東 海 岸(オ タ ワ),西 海 岸(バ ン ク ーバ ー)に1っ つ つ センターをもつこ

とに なろ う。

② 税 関 情 報 シ ステ ム

ハ ー ドウエ アは 単 独 では 未設 置 だ が,モ ン トリオ ー ル港 に お け る 税関

情 報 処 理 のた め プ ログ ラ ミン グを した。 計 算機 は オ タ ワに あ る所 得税 処
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理 用 の もの を 利 用 し。ア ウ トア ッ プは,今 の とこ ろ税 関 内に と どま る。

予 算 関係,運 輸 省 のR&D(研 究開発)予 算は

1972年8.5M$

1973年20M$

COSTPROだ け で は 今 の ところ 参 加費1000$を 集 め てや って い るが 本格

的 にや り始 め る と,年 間100,000$(3,000万 円)を 政 府 予 算 に くん で

も ら う必 要 が あ る。

総会{同 位

WG

ピ諺 ピ言う 除け
ドキュメン ト コーーデ'ン グEDP

図2-3COSTPRO組 織 図

SubDirvctors

　

ぽ ・う
General

BUSInees

ワ ーキ ン グ ・グル ープの メ ンバ ーは,COSTPROの メ ンバ ーで あ る必 要は

な く誰 で も よい。
`

2.3各 国 貿 易情 報 シ ス テ ムの 開 発

国際 貿 易の拡大 スピー ド化にともない書類手続事務は急増繁雑化 し,国 際貿

易促進の障害 となる恐れ も出てきている。 このよ うな動 向に対処す るため欧米

先進 国では通関業務のADP化 を中心 に空港貨物 の 自動化につい て関係業 界が

検討 をは じめ,現 在政府 レベルで シ ステ ム化 の推進 がはか られてい る。 特に英
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`

国 で は ヒ ー ス ロ ー 空 港 に っ い て 早 く か ら 検 討 が は じ め られ,現 在LACES

(LondonAerロ)rtCargoEDPScheme)シ ス テ ム と し て 稼 動 し て4b)り,輸

入 に 関 し ス ト ッ ク ア カ ウ ン テ ィ ン グ 及 び 輸 入 通 関 の 自 動 化 が 行 な わ れ て お り,

将 来 は さ ら に シ ス テ ム の 機 能 拡 大 が 計 画 さ れ て い る 。

フ ラ ン ス で はSOFIA(Systemd/OrdinaturePourleFretIn'ternati -

・naleAerien)の 計 画 が あ り1974年 末 稼 動 を め ざ して 進 め ら れ て お り,オ

ル リ ー ル フ ー ル ジ エ,ロ ワ シ ー の 三 空 港 に 適 用 さ れ る 予 定 とな っ て い る
。

米 国 で は1980年 に 全 国 入 国 税 関 港60ケ 所 と ナ シ ・ ナ ル デ ー タ セ ン タ ー を 結

ぶ シ ス テ ム を 計 画 し て い る 。 こ の シ ス テ ム 計 画 はAMPS(Automati6aly

MerchandiseProcessingSystem)と 呼 ば れ,現 在 パ イ ロ ッ トテ ス ト港 と し

て シ ア ト ル を 選 定 。1973年 に は テ ス ト開 始 す る 予 定 で あ る 。

カ ナ ダ に お い て も1973年7月 に 完 成 を め ざ し 計 画 し て い る 。

この ように先進各 国では,税 関 を主体 とす る政府機 関を中心 に開発 プ ロジ ェ

ク トが組 織 され,1975～1980年 の 稼 動 を め ざ して 調 査,分 析,開 発作 業 を

推進 してい る。

我 国 に 於 て も 今後 効 率 的 な貿易 情 報 システムを推進 して ゆ くに当 って,通 関 処

理 の簡 素 化,ADP化 に よ る システ ム化 は,貿 易全 体 システ ムか らみ た 場 合必

要不 可 欠 の 課 題 であ り,こ れ ら欧 米 諸 国の シ ステ ム及 び 開発 経緯 は統 合 貿 易情

報 シ ステ ム化 推進 の 一 助 に な る と考 え られ る。

本 調査 で は,総 合 貿 易 情 報 シ ス テ ム化 委 員 会'(COTIS)が,10月7日

～11月5日 に わ た って 調査 した各 国 の通 関 シ ステ ムプ ロジ ェ ク トの うち,L

ACES(英),SOFIA(仏),AMPS(米)カ ナ ダの シ ステ ムを 紹介

す る とと もに オ ー ス トラ リアに お いて も同 様 の計 画 が あ る の を資 料 と して入手

したの で こ こに添 付 す る。

2・3・lLACES(LondonAirportCorgoEDPSScheme)

LACESシ ステ ムは ロ ソ ドソ,ヒ ー ス ロー空 港 の英 国税 関,航 空 会 社,航 空

貨物 代理 店に 航 空 貨 物 イ ンベ ントリー ・コ ン トロ ール と自動 通 関処理 サ ービ スを
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英 国 税 関
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及び税務局

プ ロジ ェ ク ト

運 営 事 務 局
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`

提 供す る ナ ン ライ ン ・ リア ル タイ ム ・シ ステ ムで ある。

当 シ ステ ムは 当初 ヒー ス ロー空 港 の外 国 航 空 会社 に よ り提 案 され,1966年 か'

ら2年 間 を費 や して行 なわ れ た調 査 には 調 査 プ ロジ ェク トの メ ンバ ー と して英

国税 関 が加 わ り,LACES具 体 化 の 大 きな推 進 力 とな って い る。

LACESの 全体 的 な プ ロジ ェ ク ト管 理 及 び コ ン ピュ ータサ ポ ー トは ,英 国郵

政 省情 報 処 理 サ ー ビ ス局(P・stOfficeDataProcessingService)内 の

国立 情 報 処 理 サ ー ビ ス(NationalDataProcessingService以 下NDPSと

略す)が こ れに 当 ってい る。

(1)LACESシ ス テ ム プ ロジ ェ ク ト構 成

LACES開 発に 当 っては 図2-4の 様 に英 国 税関,NDPS ,航 空 会社,

航 空 貨 物 代 理店 を構 成 メ ンバ ー とす る運 営 委 員 会 が設 置 され た。 な お,当

委 員 会 の 全体 的 運営 及 び事 務作 業 全 般 はNDPSが 担 当 して い る 。

構 成 メ ンバ ー の 責 任 範 囲

<NDPS>

① 全体 計 画 の 作成

② デ ザ イ ン仕 様 書 の作 成

③ プ ロ グラ ミン グ

④ 全 体 の 完 成

⑤ その他(ド キ ュ メ ンテ ー シ ・ン管 理,手 続 変 更管理,そ の他 諸 調整 等)

〈 税 関,航 空 会社,航 空 貨 物 代 理 店〉

① 自動 化す る 処理 手 続 の決 定

② 政 策的 意 思決 定

③ デ ザ イ ン仕 様 書 の 承認

(2)開 発 コス ト及 び稼 動 コ ス ト

開 発 コス ト

1966年 の 開 発 開 始 か ら1971年 稼動 に至 る まで の開発 コ ス トは,参 加 者

の 調 査分 析 費,人 件 費,コ ン ピュ ータ及 び諸施 設 費 を含 め て総 額 £545万
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9/69 9/70

オ.二 段 階

9!'71

C-・・税 関 負 担 S-System/人/年

シ ス テ ム 仕 様 作 成 及 び 使 用

機 器 評 価

P-Program1人/年

(モ ニ タ ー及 びOS作 成 の為 の 工数35人. 年を含 む)

57

57(S)

M機 器 と りか え
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表2-1

'

完成 に至 る プ たセ ス

オ三段階

.

1年 1957
1

1968
1

1969ll9701197】

月 9 1 59 1 59159159

研究

実現可能性

シス テ ム

通 信回線制御研究{U 回 線,モ デ ム,タ ー ミナル の 発 注12)
ラ イ ン

シス テ ム

概 要決 定 〔7}デザイ ン研 究{5)

増 大予 測評 価2}

ター ミナルゐコン トロール手 順 作 成〔2}

システ ム使用者 との事務接 洲2)

将来 の増大予測ω

ハ ー ドウ エ ア 発 注,

ター ミナル最 終 デ ザ イ ン川

システエ ト(12)

〉

契 約 〔2)

ドキュ メンテ ーシ ョン(12.5)

ジ 。プモデルの 作 成〔61

シス テ ム仕 様 作 成(45)

システ ム変 更〔4}

使 用者 との契約(D

固定 フ ァ イル の作 成⑥

テ ス トデ ー タ作 成(22)

使 用法 マニ ュア ル作 成(11)

使用者訓練81 1

処 理手 順 コ ン トロー ル方 法 の 完 成(7)

コス ト分析川
1

電 源, エァコ ンデ ィシ 三ナー及ぴ事 務 所 の建 設{4)

コ ン ピ ュ ー タ セ ン タ 建 設15)

プ ログ ラ ミン グの進 捗 管 理(20)

フ'ロ グ ラム の統 合 化 及ぴ 検 査(12)

プ ロ グ ラ ム ドキ ニ メ ン ト化(16)

OS仕 様 書 作 成(]0)

0・Sの 作 成

ア プ リケー シ 。ン フ'ログラ ム仕 様 書 作成(]0)

補 助 プ ロ グ ラ ム作 成(30)曇

ア ブ リケ ー シ 。ン プ ロ グ ラ ム1作 成 及 ぴ テ ス ト(30)

.アプ リケ ー シ 。ン プ ログ ラ ム2作 成 及び テ ス ト(30)

総 合 プロ グ ラ ムテ ス ト(17)

280エ 年∈ 88工 年 ・ 〉 <



に のぼ る 図 一2-5参 照

年 間 稼動 コス ト

1972年 度 の 年 間稼 動 コ ス トは £165万 で今 後9年 間 は 年 額 で £210万

と予想 され る。 年 間 コ ス トは,次 の3グ ル ープで比 例 配 分 さ れ る。

① 英国税関

② 航空会社

③ 航空貨物代理 店

(3)開 発 スケジュール

今 までの経過

40.0%

34.3%

25.7%

£66万

£56.6万

£42.4万

開 発 プ ロジ ェ ク トは,1967年 の 研 究 開 始 か ら1971年 の 完 成 に至 るま

で の プ ロセ ス を基 本的 に3つ の段 階 に分 け て進 め られ た。

第1段 階

第2段 階

第3段 階

:シ ステムの 目的 を明確 に打 ち出すた めの,基 本的機能分

析,現 状分析。

システ ム仕様分析 と機 器選択:シ ステ ムの 目的 を充足す る詳

細 な機能分析及び使用機器 の決定。i

完 成:充 分 に管理統 制 された システムの完成(ソ フ トウエア

の完成 を含む)

表2-1に も 明 らか な様 に,NDPSに よ り1969年9月 に デ ザ イ ン仕

様 書 が完 成 し,同 時 に プ ログ ラ ミン グ着 手,1971年4月 に は プ ログラ ミ

ン グが完 成 し,1971年8月23日 よ り本 番稼 動 を 開始 して い る。

今 後 の 開 発 予 定

開発,稼 動 スケ ジ ュ ールは 未定 で あ る が,以 下 の機能 をLACESに 包

含す る事 を計画 中 で あ る。

① 輸 入 ク レジ ッ ト ・コ ン トロ ール 及 び輸 入 会 計 処理

② 輸 出貨物 コ ン トロール

イ、 貨物 受 取(CargoAcceptance)

ロ、 イ ンベ ン トリ ーコ ン トロ ール(lnventoryControl)
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ハ 、 積 込 管 理(LoadControl)

二 、 通 関 処 理(CustomClearance)

シ ス テ ム 参 加 者

英 国 税 関(9部 門)

、
航 空 会 社19社

航 空 貨物 代 理 店174社

がLACESシ ステ ムに 参 加 して い る。

ハー ドウエ ア

aセ ン ター シス テム

LACESの 中央 コ ン ピュー タはNDPSセ ンタ ーに設 置 されICL

のSYSTEM4-72(393K)の デ コア ル シ ステ ムに よ り構 成 され

て い る1台 は リアル タイ ム用 で あ り,も う1台 はバ ッ⇒処 理 用 で あ る。

更 にバ.ッ チ用 の シス テ ムは リアル タイ ム用 シス テ ムの バ ッ クア ップ と

して作 動 す る。 尚,現 在 バ ッチ 用 シス テ ムは 来 年 度 の英 国 のEEC加

盟 をひ か え て プ ロ グ ラ ム変 更 作業 に使 用 され て い る。

又!周 辺 装 置 は,ICLス イ ッチ ン グユ ニ ッ トに よ り,障 害 時 には

1台 の シ ステ ムよ り他 の シ ステ ムへ の切 り換 えが即 座 に 可能 であ る。

bタ ー ミナ ル

セ ン タ ーよ り約8km離 れ た,航 空 会社 の 貨物 倉庫 事 務所,航 空貨

物 代 理 店及 び 英 国税 関 事務 所 に は合 計190台 のVDU(Visua1 、

DiSplayUnit)と61台 のCharacterPrinterが 設 置 さ れて い る。

内訳 は 以 下 の 通 り

VDU

.-104

-60

-30

-12

倉庫貨物取扱業者

貨物代理店

税 関

NDPS
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も

キ ャ ラ ク タ ・プ リン タ

ー35倉 庫 貨 物取 扱 業 者

一25税 関

一3NDPS

処 理 概 要

A航 空 貨 物 コ ン トロー ル

① イ ンベ ン ト リー コ ン トロ ール レ コ ー ド(BLBRMCBRorHCBRレ

コー ドの作 成)の 作 成

イ ンベ ン ト リー コ ン トロール レコー ドは,

イ)航 空 会 社 事 務 所 か らのAWB詳 細情 報

ロ)倉 庫(Shed)か らの 貨 物 詳 細情 報 の い ず れか 一方(早 く入手 した

情 報)の イ ン プ ッ トに よ り作 成 され る。

② 作 成 手 順

aも し,貨 物 情 報 がAWB詳 細情 報 に 先行 して イ ンプ ッ トされ た場 合 に

,は,貨 物 情 報 か ら"Skelton"CBRRecordが 作 成 さ れ る。

b次 にAWBド キ ュ メ ン ト情 報 がイ ンプ ッ トされ た時 点 で,ttSkelton"

CBRレ コ ー ドはttFull"LBRレ コ ー ドに 更 新 され る。

c・ ・HCBRはMCBRが 既 に シ ステ ム内 に作 成 され て い る 時 か あ るい は

MCBRと 同時 に イ ンプ ッ トされ る。

dBCBR或 い はMCBR+H'CBRは 他 のInputが 既 に な され て い

ない 限 り作 成 され ない 。

③ 通 関 申請 レ コー ドの作 成:

通 関 申請 はAWBのInputが 終 っ て い れ ばい つ で も受 け つ け られ,通

関 申請 ファ イ ル に た くわ え られ る。

④ 貨 物 処理

シ ステ ムの 目的 は,航 空 輸 入 貨物 の ステ ー タ スを適確 に把 握 す る事 で
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ある。 そ れ故 に,貨 物 移 動 に よ って生 じた情報 は そ れ ぞ れ の ステ ー タ スに

応 じて シ ステ ムに迅 速 に イ ンプ ッ トされ なけ れば な らな い。

LACESで は,貨 物 処理 の段 階 を3つ の ステ ー タ スに 区分 し,貨 物 は こ

れ ら3ス テ ー タ スを全 て通 過 しな い 限 り,空 港 外 に搬 出 す る こ とは 許 され

な い。

コ ンピ ュ ータは貨 物 が1つ の ステ ー タ スに到 る毎 に イ ンジ ケ ー タ をセ ッ

トし,チ ェ ッ クを行 な う。

以 下 は ステ ータ ス処理 の概 要 であ る。

aコ ン トロール ・ ステ イ タ ス1

到 着 予 定貨 物%と 到 着 貨 物%の チ ェ ックを行 な う。 この チ ェ ックは

到着 貨 物 情 報 が イ ンプ ッ トされ た 時 か或 いは 貨物 情報 が既 に イ ンプ ッ

ト済 で あれ ばAWB情 報 が イ ンプ ッ トされ る時 に 行 な わ れ る。

も し,複 数 個 の貨 物%が,一 定 期 間 内に,全 部 イ ン プ ッ トされ ない

場 合 に は 《'食い違 い 報 告 書"が 作 成 され る。

又,逆 に到着 貨 物 個 数 の方 が 多い 場 合 に も同 様 の報告 書 が即 座 にア

ウ トプ ッ トされ る。

bコ ン トロ ール ステ イ タ ス2:航 空 会 社契 約

航 空会 社 と荷 受 人 間 に於 い て確 認 され たAWB引 渡 し条 件 が 満足 さ

れ れば,ス テ イ タ ス2は,AWBイ ン プ ッ トと同時 に セ ッ トされ る。

積送 品 に 関 してはAWBイ ン プ ッ ト時 に所 定 の コ ー ドを キ ー ・イ ン

す る事 に よ り自動 的 に セ ッ トされ る。

cコ ン トロ ール ・ステ イ タ ス3:通 関 業 務

国 内輸 送 貨 物 及び 積 送 品 に 関 して は,AWBイ ン プ ッ ト時 に イ ンジ

ケ ー タは 自動 的 に セ ッ トされ る。

通 関 申請 が イ ンプ ッ トされ る と,シ ステ ムは 当該 貨 物 が検 査 な しで

通 関 可能 な もの か,書 類 検 査,実 物 検 査 が必 要 な もの か を判 定 し,ブ

リー通 関 の 場合 に は即 座 に,そ の 他 検査 の必要 な もの は検 査 終 了 メッ
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セ ー ジ のイ ンプ ッ トに よ りス テイ タ ス3の イ ンジケ ー タを セ ッ トす る。

⑤ 貨物 の搬 出許 可

ステ イ タ ス1,2,3が 満 た され る と,航 空 会社 事 務 所 の キ ャラ ク タ

プ リ ンタに よ り搬 出許 可 が 印 刷 され る。 搬 出 許 可 に は,次 の2つ の タイ

プが あ る。

イ)積 送品 の為 の搬 出明 細 書(TranSferManifest)

ロ)積 送 品以 外 の全 貨 物用 契約 書

⑥ 貨 物 の搬 出

搬 出許 可 が プ リン トア ウ トされ,実 際 に貨 物 を搬 出す る際 倉庫 の オ

ペ レー タは 該当 貨 物N・ をVDUに よ りイ ン プ ッ トし,シ ステ ムに搬 出が

終 了 した 事 を通 知 す る。

⑦ 関 税 計 算

一 日の 処理 が終 了 す る と ,ス テ イ タ ス1及 び ステ イ タ ス3を 通過 した

貨 物 の通 関 申請 デ ー タが 関 税計 算 の為 コ ピー され,コ ン ピュ ー タ セ ン タ

ーで 印刷 され ,翌 朝 代理 店 の端 末 に ア ウ トプ ッ トさ れ る。

⑧ レコ ー ドの 消 去

到着 貨 物 レコー ドは,搬 出情 報 イ ンプ ッ ト後24時 間 で ファ イ ル よ り

消 去 され る。

通 関 申請 レコ ー ドは,関 税計 算 に使 用 ざれ た後48時 間後 に 消去 され

る。

B通 関 申請及 び 通 関 処 理

LACESシ ステ ムに 対 す る通 関 申請 は,VDUに よ りコ ー ド化 され た通

関 申請 ア イ テ ムをキ ー ・イ ンす る事 に よ り行 な われ る。

① 通 関 申請 は,航 空 会社 よ りAWBデ ー タが イ ンプ ッ トされ て い れ ば,

す ぐ さま実 行 で きる。 っ ま り,貨 物 が 実際 に到 着 して い な くて も,税 関

に 対 す る書 類 が 提出 され,一 定 の 条 件 を満た して お れ ば,通 関が 可能 な

事 を意 味 して い る。
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LACESに は,通 関 申請 及 び 通 関 の為 に 以 下 の4つ の コーデ ィ ン グ ・フ

ォ ーム が必 要 とされ る。

aI、ACESフ ォ ーム1

最 も基 本 的 な コ ーデ ィ ン グ ・フ ォ ー ムで あ り,大 部 分 の 貨物 に 適 用

され る。 尚,一 回 の 申請 に 貨物 が3個 を起 える場 合 に はLACES5と

呼 ば れ る ア タ ッチ シー トが必 要 で あ る。

bLACESフ ォ ーム2

貨 物 が 価格 が £50を 超 え ない もの に 適用 され る簡易 コー デ ィ ング

フ ォー ム であ る
。

cLACESフ ォ ーム3

ニ ュ ー ス ・フ ィ ル ム,贈 り物etcの 通 関統 計 を とる必 要 の な い 貨物

に対 して適 用 さ れ る。

d,LACESフ ォ ー ム4

LACESシ ステ ムに イ ンプ ッ トす る必 要 の ない 貨物 及 び通 関 規則 に

よ り従 来 通 りの 通 関 ドキ ュ メ ン トが必 要 とされ る貨 物 に対 して適 用 さ

れ る。 この 場 合 イ ンベ ン ト リー ・コ ン トロ ール の為 に,限 ら れ た デ ー

タの み が イ ン プ ッ トされ る。

② フォ ーム1～4に よ る イ ンプ ッ ト

通 関 申請 は,Agent代 理 店 に設 置 さ れたVDUに よ り コ ンピ ュ ータに

イ ンプ ッ トされ る。

フ ナ ーム3,4に 関 しては,航 空 会社 或 い は 代 理 店 に割 当 て られた つ

ッチ(機 密 保 護 の た め の端 末 を特殊 化 す る カ ー ド)の コ ン トロ ール 下に

よ り始 め て イ ン プ ッ トされ る。

しか し,既 に 一 定 の 関税 が支 払 わ れ,書 類 も提 出済 で税 関 が 了 承 した

場 合 に は,税 関 用 パ ッチ を使 用す る事 に よ り倉 庫 のVDUか ら通 関 申請

を行 な う事 も許 され てい る。

③ コ ン ピュ ー タの 役割
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コ ン ピュ ータ にInpotさ れた 通 関 申 請 メ ッセ ージは .情 報 の 正確 性 確

保 の為 多 くの エ ラ ーチ ェ ッ ク,妥 当性 の チ ェ ックを受 け,正 デ ー タにつ

い ては 付 加 関 税の 計 算 が行 なわ れ る。

コ ン ピュ ー タが全 て の イ ン プ ッ ト ・メ ッセ ー ジを受 けれ ば ,VDUの

ス ク ー リンにOKの サ イ ンが映 し出 され,同 時 に以 下 の情 報 が デ ィ スプ

レ ー される。

DUTYPAYABLE

PURCHASETAXPAYABLE… … …

OTHERCHARGESPAYABLE… … …

TOTAIＬCHARGESPAYABLE… ……

CHANNELSELECTED… … …

TIMEENTRYSELECTED… … …

a通 関 チ ャネ ル の選 択

LACESで は,申 請 貨 物 を,貨 物 明 細 と通 関 規 則 との マ ッチ ン グに

よ り,通 関 処理 を以下 の3つ のチ ャ ネルに 自動分 類 す る。

チャ ネ ル1書 類 審 査

チ ャネ ル2書 類 審 査 と実物 検 査

チ ャネ ル3フ リー通 関'

チャ ネ ル1,2が 選 択 され た場 合 には,コ ンピ ュー タは 自動 的 に 税

/関 のキ ャ ラ ク タ ・プ リンタ よ リア ウ トプ
ッ トEO/E1を 印刷 す る。

EO税 関 よ り,倉 庫 内 の貨 物 取 扱 業 者 に送 付 され,貨 物 が 実物 検

査 を必 要 とす る事 を通 知 す る。

E1コ ン ピュ ー タが何 故 に チ ャネ ル1,2を 選 択 した か とい う理

由(こ の ア ウ トプッ トは税 関 だけ に 使用 され る)

チャ ネ ル1,2が 選 択 され た場 合 には,こ の後,書 類 審 査或 い は実

物 検 査 を受 け た後,税 関 に よ り"通 関"の メ ッセ ージ をVDUか ら

イ ンプ ッ トす る。
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④ 税関へ の通 関 申請 受 付 通知

コ ン ピュー タに よ る通 関 申請 の受 付 後,サ イ ン済 の コーデ ィ ン グ フォ

ー ムは た だ ち に所 轄 の税 関 に送 らね ば な らな い 。

通 関 申請 がAgentに よ り行 なわ れた 場 合 に は,コ ー ディ ングフ ォ ーム

は 代 理 店通 関 許 可 場CustomsAgent'sStationEntryReception

Point)に 送 られ,航 空 会社 が行 な っ た場 合に は 貨 物搬 出許 可 場

(LandingStationEntryReceptionPoint)に 送 られ る。

⑤ 通 関

貨物 が コ ン ピ ュ ー タ或 い は税 関 に よ り通 関 され た後,コ ン ビゴ ー タは,

通 関終 了 のイ ン プ ッ トを受 け て ステ イ タ ス3を セ ッ トす る。

⑥ 関 税 支 払 い

会 計 処理 日に,コ ン ピュ ー タは イ ンプ ッ ト済 み の ステイ タ ス1,ス テ

イ タ ス3,通 過 レ コー ドに 関 して 関税 計 算 処理 が行 なわ れ る。

つ ま り,代 理 店,輸 入 者順 に 個 々 の貨 物 に 関 税 が ア ウ トプ ッ トされる。

参考 資 料

1、LACESパ ン フ レッ ト

2、CSCREPORT

3、LACEsEQulPMENTcONFIGuRATIONAND

PERFORMANCE

4、SEMINOR:SOMELESSONSFROMLACES資 料

5、 そ の 他 訪 問 当 日入手 資料(ス ライ ド説 明の 写 し)
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2.3.2SOFIA(Systemd'OrdinateursPourLeFret

InternationalAerien)

当 シ ス テ ム は オ ル リ ー,ロ ワ シ ー,ル ブ ー ル ジ エ 空 港 の 輸 入 及 び 輸 出 貨 物 を

取 り扱 う オ ン ラ イ ン ・ リ ア ル タ イ ム で あ る 。1968年 に,フ ラ ン ス税 関,航 空

会 社,航 空 局,運 送 業 者 及 び 銀 行 を 中 心 と し て,シ ス テ ム 化 の 研 究 が 開 始 さ れ,

コ ン ピ ュー タ セ ン タ ー

(オ ル リー)

図2-7SOFIAG・neralLayOut

1975年 の稼 動 を 目標 に,現 在 鋭 意 開 始 中 で あ るが,ま だ 未定 の部 分 も 多 く,

完 成 時 期 も1年 程 度 のび る も の と予 想 ざれ る。

プ ロジ ェク ト構 成

SOFIAの プ ロジ ェ ク トは,イ)税 関 ロ)航 空会 社,ハ)代 理 店 の 三 者 を中

核 と して形 成 され,こ の三 委 員 会統 制 の下 に計 画 を実行 して い る。

しか し,実 際 に は,当 委 員会 の強 制 的権 限 は乏 し く三 者 の 話 合 い に よっ て問

題 を解 決(従 って決 定 … …実 行 には 多少 の時 間 を要 す る)し て い る模 様 で ある。
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航空会社運営委員会

プ ロ ジェ ク ト構 成

、

航 空 代 理 店

運 営 委 員 会

技 術 部 会

テ ス ト 結 .果 の 承 認



(1)開 発 コ ス ト

① 投 資 額

全 体 の 投 資 額 は 大 幅 な追 加 が予 想 され る が,現 在 の とこ ろ,98万 フラ

ン(約59億 円)で あ り,そ の うち6割 が ハ ー ドウエ ア購 入 費及 び ソ フ ト

ウエ ア 開 発 費(CSI)2割 弱 がユ ーザ か ら派 遣 された 人 員 の人 件 費(た

だ し,こ れ は 計算 上 の こ とで現 金 の投 入 は な い),1割 が コ ンピ ュー タセ

ンタ ー の 土地 購 入 費,建 設費,・そ の他 が空 港 の エ ンジニ ア リン グ金 利等 と

～な
って いる。

表2二2投 資 額

1969 1970 1971 1972 19.73 1974

参 加 者 負 担

人 件 費 652 1,600 2,133 3,567 3,781 2,016

そ の 他 642 1,171 1,123 411

シ ス テ ム 設 計

シ ス テ ム 開 発 7,400 12,976 35,556 2,200

保 守 206

コ ン ピ ュ ー タ セ ン タ ー

土 地 200

建 物 7,902 3,928

空 港 設 備 6,000

総 額 652 1,600 10,375 25,616 50,594 4,627

4,933利 子:

98,397

Σ=93,464(約56億 円)

単 位 一1,000フ ラ ン
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② コ ス ト配 分

表2-3コ ス ト配 分

利 用 者 機 能

そ
.の 他 航 空 会 社

総 計

注:Sy,t,m・A。t・m・tiq。 ・d。Freta'O,ly

エー ル フ ランス の貨物 自動 処 理 シス テ ム

投 資 額 の 大 半 は 当 初 税 関 が 負 担 し,稼 動 後,使 用 料 と い う 形 で 税 関 が 回

収 す る 。

(2)運 営 。 ス ド 』

毎年 の運営 コ ス トは

投 資 額 毎 年19百 万 フラ ン(11億 円)

オ ペ レーテ ィ ング ・コ ス ト1974年12百 万 フ ラ ン

]1
1980年17百 万 フ ラ ン

4↓

の合計 額 か ら成 り,そ の負 担 は,最 初2年 間は

税 関31%

代 理 店37%

エ ール フラ ン ス15%

他 の 航空 会 社17%

-220一

通 関 処 理 通 関 申請 SAFO

注

倉.庫 計

31.3% 31.3%

32.o% 4.9% 36.9%

.4・7%
10.3% 1570%

16.8% 16.8%

31.3% 36.7% 10.3% 21.7% 100.0%



とな っ てい る。

尚,エ ール フ ラ ン スの 負担 率 が高 い のぼ,SOFIAが 同 社 の オ ンライ ン

・シ ステ ム と直 結 して い る た め,と の 事 であ る。

又,2年 後 に は,実 績 に基 づ い て(『 トラ ンザ ク シ ョゾ,フ ァイ ル ア クセ

スの 回 数 に よる)費 用 負担 を変 える予 定 で ある。

(3)開 発 スケジ ュ ール
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システム分析

研 究 開 始

機 能 分 析

評 価

ソフ トウエア仕様書

1968 19〔刃 1970 1971

H －
ト→
一 ー

八 一 ドウエア

テス トシス テム

テス ト用CRT導 入

デュアルCPU導 入

テス ト及び訓練用CRT導 入

現場用CRT,タ イプライタ導入

オル リー

'ロ ワシー及びル ブール ジェ

ソフ トウエア

ァプ リケーシ ョンは仕様 書承認

OS仕 様書 承認

アブ リケーシ 。ンーOS統 合

完'成

CII/CSI承 認

利用 者承認

システム完成

721973 197L7s
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111212'34567891011】2123456789101112123

、

●

●

図2-'9開 発 ス ケ ジ ュ ー ル
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(4)シ ステ ムの参 加 者

① 仏 税 関

② 代 理 店

③ エ ール フ ラン ス

④ そ の他 航 空 会社

(5)ハ ー ドウエ ア

15社(含JAL)

① コ ン ピュ ータセ ンタ ーは セ ル ジ ーに設 置 .され,中 央演 算 処 理装 置 は

CII社 のIRIS80(IBM370-155相 当)2セ ッ トを使 用す

る予 定 で あ る。

記憶 装 置 と しては,512KB×2の メ モ リーユ ニ ッ トの他,5.3Mバ

イ トの高 速 デ ィス クを2セ ッ ト,50M低 速 テ ィス ク を16セ ッ トバ

ッチ 処理 用 のMT12台 を設 置 す る。

CENTRALSYSTEM

IRIS

図2-10ハ ー ド ウ エ ア 構 成1
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② タ ー ミナ ル

空 港 に 於 け る 入 出 力 は,4.8KBの 回 線 を 使 用 し たCRTユ ニ ッ ト及

び300b回 線 を 介 し た テ レ プ リ ン タ,及 び リ モ ー トバ ッ チ プ リ ン タ を 使

用 す る 。

尚,リ モ ー トバ ッ チ ・ プ リ ソ ダ,テ レ プ リ ン タ の 使 用 に 際 し て は,コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ コ ン ト ロ ー ル の た め に ミ ニ コ ン ピ ュ ー タ を 使 用 す る 。

(1台 の ミ ニ コ ン で4台 迄 コ ン ト ロ ー ル)

図2--11

9㌫
_⊂ ⊃

リモー ト.バ ッチプリンター

ハ ー ド ウ エ ア 構 成2(タ ー ミ ナ ル)

処 理 概 要

1)輸 入処理

A全 般

一224-一



ロ

'輸 入機 能は
,以 下3つ の基 本的 なイ ンプ ッ トに よ り満 足 され る 。

① 通 関 申請 デ ー タ

②AWBデ ータ

③ 貨 物 デ ータ

な お,こ れ ら3つ の デ ータは,各 々独立 してお り,違 った 時 点 に,違

ったCRTよ りイ ンプ ッ トされ る。

到着 予 定 貨物 ナ ンバ ー と到着 済 貨 物 ナ ンバ ーが一 致 す れ ば,コ ン ピュ

ー タは ,税 関 に 送 る ア ラィバ ル ソーテ ィ ス(ArrivalNotice)を 作成

す る。

又,こ の 時,到 着 予定 貨 物 ナ ンバ ーが通 関 申請 で イ ンプ ッ ト済 の申告

貨 物 ナ ンバ ー と一 致 す れ ば,次 にTripleEqualityPoint(3ナ ンバ

ー一 致 点)に 進 む 。

TripleEqualityPointに 於ける処理 は 以 下の通 り。

① 通 関 申請 で制 度 上 文 章(legalCharacter)が 付 加 さ れ てい るか の

確 認。

② 税 関,航 空会 社 に よ り当 該 貨物 が,通 関態 勢 に 入 る事 を許 可 してい

る か否 か の チ ェ ッ ク。

③ 当該 貨物 を,保 税 倉 庫 外へ 搬 出 して 良い か否 か の ヂ ェ ッ ク。

B通 関

コ ンピュ ー タに よ る通 関 処理 には,次 の2っ の メ ッセ ー ジが必 要 と さ

れ る。

① 最初 の メ ッセ ー ジは,通 関 に必 要 な以 下 の 様 な情 報 の イ ン プ ッ トで

ある。

荷 受 人(コ ー ド)

税 関 に 申告 す る商 品 の価 格

統 計情 報
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コ ン ピュ ー タは,以 上の デ ータが イ ンプ ッ トされ る と,税 関 規則 に

従 っ て,テ ーブ ル をサ ーチ し,関 税,ブ ロー カ ー料 を計 算 し,以 下 の

情 報 を表 示 す る。

支 払 高

税 関 提 出必 要 書 類

又,こ れ らの情 報 を要 求 す る ブ ロ ー カーに対 して は,タ ー ミナルの

プ リン タで,即 座 に コ ピ ー を印刷 す る。

②2番 目の メ ッセ ージは,ブ ロ ーカ ーが,支 払 い を了 承 した か否 か の

情 報 で あ り,OKで あ れ ば,以 下 の 処理 を続 行 す る。

コンビn-一 タは,"チ ャ ネル選択 プログラム"をCallし,貸 物 が検査な し

で 通関可能(チ ャネル皿)か,ド キ ュメン ト上 でのチ ェ ックが必要(チ ヤネル

ー1)と されるか,或 いは実物チ ェック(チ ャネル 丑)を 必要 とす るか を決定

す る。

そ の後,コ ン ピュ ー タはTripleEqualityチ ェ ッ ク(申 告 時M・,

到 着時%,到 着 予定 時%が 一 致 す る か否 か の チェ ッ ク)を 行 な う。

も し,三 つ の%が 一 致 しな い 場 合 に は,不 一 致 の 理 由及 び,関 税 の

為 の 口座 残高 を ア ウ トプ ッ トす る。

三つ の%が 一 致 し,現 金支 払 い 或 い は,銀 行振 込 み が終 って い る場

合 に は,コ ン ピュ ー タは,以 下 の アイ テ ム を印 刷す る。

一－ue択 され た チ ャ ネル(1
,IIor皿)

一 口座残 高

CAirWaYBill(AWB)イ ン プ ッ ト'

AWBデ ー タに は,以 下の4つ の メ ッセ ージが 含 まれ る。

輸 入貨 物 の為 の在 庫 管 理 用 シ ョー ト・メ ッセ ージ

AWBの 会計 処理 用Pン グ ・メ ッセ ージ

オ ンライ ン,あ るい は オ フ ライ ン ・シ ッ プ メ ン ト用 の通 過 シ

ョー ト ・メ ッセ ージ

伝 送 され るAWBの 受 領
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ロ ン グ ・メ ッセ ージは,船 積 デ ー タが正 デ ータの場 合 に の み 使 用 され

る。 又,コ ン ピュ ー タは,航 空 会社 へ の支 払 い が銀行 よ り保 証 され て い

るか否 か の チェ ッ クを行 な う。

なお,こ の支 払 い に 関 しては,銀 行 よ り,月 間の 一定 信 用 枠 内 で顧 客

毎 にSOFIAシ ステ ムに振 込 まれ る。 こ の信 用 枠 は逐 次 更 新 され,月

末 に は 自動 的 に 初期 値 が 設定 され る。

も し,信 用 枠 内 に あ れば,コ ン ピュ ー タは,到 着 予定,実 績 チェ ック

を行 な い,OKで あ れば,ArrivalNoticeプ ロ グラ ムを 呼 び 出す 。 不

一 致 の場 合 に は 処理 は 中断 し ,未 着 貨 物 の 到 着 を持 つ 。

D貨 物 情 報 イ ンプ ッ ト

貨物 デ ー タは,倉 庫 内のCRTに よ りキ ー ・イ ン され る。SOFIA

は,到 着 予 定,実 績 の くい違 い を防 ぐた めに,フ ライ トベ ー ス,貨 物積

込 場 ベ ー ス,タ イ ミ ングベ ー スの い ず れ か で チェ ッ クを行 な って い る。

到 着 予 定,実 績 が一 致 す る場 合 には,コ ン ピュ ー タはArnvalNot-

iceプ ロ グ ラ ム をCa11し,も し不 一 致 の場 合 に は,先 に示 した様 に 処理

を中断 し,残 りの貨 物 が到 着 す る ま で待 つ。

E到 着 予 定,実 績,食 い違 い表 リス トア ップ

到 着 予 定,実 績 食い 違 い に関 して 要求 が あ れ ば,各 々の プ リンタ で リ

ス ト ・ア ッ プす る。

FDeliveryNote(貨 物 引 渡 証)(一 単 独 貨 物)

積 荷 が税 関 よ り,通 関終 了 の承認 を受 ける と,航 空 会社 は,Delivery

を要 求 す る メ ッセ ー ジを作 成す る。 つ ま り,コ ン ピュ ー タは,倉 庫 チ ャ

ー ジ ,COD(支 払 い渡 し)etcを サ ーチ し,倉 庫 料 を計 算 し,以 下の

ドキ ュ メ ン トを プ リン トア ウ トす る。

-DeliveryNote(航 空 会社 の プ リンタ ーに て)

一 貨物 の保 税地 域 外搬 出 を税 関 ,航 空 会 社 が 了 承 した事 を証 明す る

BAEと 呼 ば れ る パ ンチ カー ド
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GDeliveryNote(一 グル ー プ貨 物)

DeliverylNote作 成要 求 に際 して使 用 され る コ ー ドM・.が,'AWB%

では な く荷 受 人 独 自の コ ー ド%が 使 用 され る点 を除 き,処 理 方法 は,単

独 貨物 と同様 に行 な われ る。

荷 主 コ ー ド・ナ ンバ ーで照 合 を行 な った場 合に は,コ ン ピュ ー タは,

当 該荷 主 の全 て の貨 物 に 対 して,DeliveryNoteとBAEの 作成 を行

な う。.

H貨 物 の搬 出

コ ンピ ュ ータに よ りア ウ トプ ッ トされた パ ンチ カ ー ドは(BAE)は

保 税地 域 の出 口で カ ー ド ・ リー ダ ーにか け られ る。 これ に よ り,コ ンピ

ュ ータに,貨 物 が物 理的 に(実 際 に)倉 庫 の搬 出 を終 った 事 が通 知 さわ

る。

1税 関へ の ドキ ュ メ ン ト

CustomsEntry(通 関 申請 書),CommercialInvoice(商 業 送

り状),ImportLicence(輸 入 証明 書),そ の他 の ドキ ュ メ ン トが税

関 に 配 布 され る。

チ ャ ネル 皿 の場 合TripleEqualityが 一 致 して7日 以 内 に配 布

一ー チ ヤネ ル1 ,皿 の場 合,通 関検 査 の為 即時 に配 布

2)輸 出 処 理

A全 般

輸 出 処理は 次 の二 つ の 基 本 的 なデ ータがイ ン プ ッ トされ る こ とに よ り

始 ま る。

① 通 関 申請 デ ー タ

②AWB及 び貨 物 デ ー タ

これ らのイ ンプ ッ トは輸 入 処理 の様 に各 々が独 立 して イ ン プ ッ トされ

る こ とは許 され な い。 っ ま り,通 関 申請 は 必 らずAWB及 び 貨物 デ ータ

に 先 だ っ て キ ー ・イ ソされ なけ れ ば な らない。 なお,輸 出船 積OK状 態
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を 示 す 申 告/到 着/到 着 予 定 ナ シ パ ー の 一 致 は 必 要 で あ る と い う。

ttSinequ
anon"サ イ ン で 表 示 さ れ る 。

又,全 輸 出 手 続 は,ForwardingReferenceの キ ニ ・イ/に よ?て 行

な わ れ る。

B通 関 申告(CustomgDeclarahons)

輸 出 申告 処理 は,輸 入 申告 処理 に類 似 して い る。

CAWB/貨 物 デ ー タ

AWBな ど貨物 デ ー タは,コ ンピュ ー タに,シ ン グル ・メ ッセ ー ジで

イ ンプ ッ トされ る。

この イ ン プ ッ トは,保 税 地 域 の 入 口に あ る倉 庫 に設 置 され たCRTに

よ り行 なわ れ る。

イ ン プ ッ トが 行 な わ れ る と コ ン ピュ ータは メ ッセ ー ジ中 のForwarding

Reference(発 送表 示 ナ ン・ミー)を テ ス トす る。

ForwardingReferenceは 複数 の 貨 物 の集 合 で表 示 す る。.一 つ の 一こ

ッディングナ ンバー で あ り,ヘ ッデ ィ ン グ中に は 発 送 に 関 して 貨 物 を 区別

す る為 の 飛 行 便行 き 先,地 理 的 区 域 及 び そ の 他 の 基 準 を 含 ん で い

る 。

このReferenceは,航 空 会 社 だ け に 重 要性 を もつ もの で あ る。

DAWB/貨 物 デ ー タにReferenceが ない場 合 に は,コ ン ピ ュ ー タは,

個 々 の積 荷 に 対 してReferenceを 割 当 て る 区域 欄 をCal1す る。 次に コン

ピ ュ ー タはTripleEqualityの チ ェ ック を行 ない,AWB/貨 物 デ ー

タ をForwardingReference欄 に書 き込 む。

そ の後,既 に通 関 申請 処 理 で選 択 され てい る チ ャ ネル情 報 を航 空 会 社

のCRTに デ ィ ス プ レイす る。

ELoadingList(積 荷 リス ト)

航 空 会 社 がLoadingの 準 備 を完 了 す る と,オ ペ レー タは,Reference

番号 を同 じくす る貨 物 の リ ス トア ップ要 求 メ ッセ ー ジ を入 力 す る。
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表2_4SOFIA,LACESの 比 較

SOFIA LACES

適 用 空 港 3空 港 1空 港

輸 入 機 能

w通 関 申 請 w
コ ン ピ ュ ー タ に よ る 規 則 チ エ.ク w
支 払 保 障 w
ArrivalNotice w
到 着/予 定 食 い 違 い の 報 告 w w
DeliveryNote w
Collect

C.0.D.

倉 庫 使 用 料

/

/
税 関 へ の 書 類 提 出 〃 朔 ξ/〃〃〃免 二珍
輸 出 機 能 一

,'-ー ノ ノ ノ/

輸 出 甲 告 w
コ ン ピ ュ ー タ に よ る 規 則 チ ニ ノ ク 〃〃
チ 細 ネ ル 選 択 〃 〃
全Loading機 能 w
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コ ンピ ュ ー タは,上 述 メ ッセ ージに よ り,同 －Referenceの 全貨 物 情

報 を航 空 会 社 の プ リンタ ー よ りア ウ トプ ッ トさせ る。

この リス トに は,チ ャ ネ ル1,皿,皿 の全情 報 が含 まれ る。 も し現実

にLoading準 備OKの 貨 物 に限 った要 求 を入 力す るな らば,チ ャ ネ ル皿

に 該 当す る貨 物 だ け を印 刷 す る。(通 関 チェ ックが 不要 の 為,事 実 上通

関 済 とみ な され る為)税 関 では,こ の ア ウ トプ ッ ト後,24時 間 をおい

た時 点 で,貨 物 は 実際 に 輸 出 された もの と判断 す る。

LACESと の比 較

LACESが 輸 入業 務 のみ を対 象 と して い るの に対 し,SOFIAは 輸 出

入両 方 を扱 う。

輸 入処理 に関 しては,LACESが 通関申請 を主体 とし(い るの に対 し,

SOFIAは そ れ以 外 に コ ン ピュ ータ に よる 規則 チェ ッ ク 関税 支払 い保 証・1

到 着 報告,引 渡 報 告,倉 庫 使 用 料 等,LACESよ りも 多方 面 のEDPS

化 が行 なわ れ て い る。

2.3.3AMPS調 査 報 告

(AutomatedMerchandiseProcessingSystem)

時

所

者会

日

場

面

シ ス テ ム の紹 介

(1)

①

1972年1'1月1日

PortofSeatt正e

TechnicalPlanning&Evaluation

AutomaticDataProcessingof

theDepartmentoftheTreasury

BureauofCustoms

WilliamR.Flury,

他1名

システムの 目的

輸 入商品の通 関事務 のよ り早 く効率 よい処理 を行 な う。

一231一



② 検査 官や 輸 入 スペ シ ャ リス トが受 け持 つ事 務 量 を大 巾に 低 減す る。

③ 相異 な る通 関 港 に 着 く輸 入品 の取 扱 い を,全 国的 な 通 信 網 を通 じて

一律 に す る。 す なわ ち輸 入 商品 の分 類,見 積 り を行 な う際 の処 理 に一

貫 性 を持 た せ る。

④ 輸 入商 品 に 関す る リア ル タイ ムの問 合せ を可 能 に す る。

○ 貨物 の状 態

○ 貨物 の発 地 と着地

○ 船 荷証 券 の内 容

○ 貨 物 の 入 手 可能 時期 な ど

(2)シ ステ ムの 概 要

① イ ンフ ォ ー メ ーシ ョ ン ・フ ロ ー

国内のインタ…フーイス 輸入キャリアン インタフ ・イス

回 一

麿L一

エ ン トリ ー

プ ロセ シ ン グ

シ ス テ ム

ノ 、

宝 シ

積 荷

コントロール

シ ス テ ム

積

荷
目

録
一 一

膓
タ

_フ
五 一

イ

こ
ジ

ー ユ ー

|

ノレ

㌫ 酬,録■

無 二幽

癩 〔』

三,_、 裂 目

回 ↑

図2-12イ ン フ ォ ー メ ー シ ョ ン ・ フ ロ

② 機 器 構 成

ワ シ ン ト ン200KB(記 憶 容 量)

と い わ れ る が 詳 細 不 明
シ ア ト ル100KB〃
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③ 使 用 コ ー ド及 び デ ー タエ レメ ン ト

(3)シ ステ ム の企 業 者 及 び 参 加 者

① シ ステ ムの 企 画 者 財 務 省 関 税局

②AMPプ ロ ジ ェ ク トの機 構

A、AMPプ ロ ジェ ク ト構 成 メ ンバ ー

○ シ ステ ム ・ア ナ リス ト

○ プ ロ グ ラ マ

○ ハ ー ドウ ェ ア,ソ フ トウ ェアの 専 門家

○ 通信 理論 の エ キ スパ ー ト

○ 関係 官 庁,民 間団 体 の 従 業 員

○ 税 関 の 専 門官

○ 検 査 官

○ 輸 入 専 門 家

○ 特 別 代理 人

○ 会 計 士

○ 税 関法 の 専 門 家

B、 プ ロジ ェ ク トの機 構

aORD(オ ペ レー シ ョナ ル ・リク ワイ ア メ ン ト・デ ィビ ジ ョ ソ)

○法 的,統 計 的 遂行 目的 に対 す る オペ レー シ ョ ンの調 査

○ 税 関,民 間 双 方 の ニーズの 把握

○ 貿 易 団体,従 業 者 組 合,他 政 府 機 関 とが 折 衝

bAAD(AMPア プ リケ ーシ ョ ン,デ ィ ビジ ョン)

OORDの 要 請 を コ ン ピュ ータ に適 用 し,税 関 役 人 が 望 む シ ステ ムを

デ ザ イ ンす る。

cSSD(サ ポ ー ト,シ ステ ム,デ ィ ビジ ョ ソ)

OAMPシ ステ ムで使 わ れ るべ き ハ ー ドウエ アの選 択 に 多 大 な影 響 を

及ぼ す と考 え られ る 税 関の 要素 を研 究す る。

○ コ ス ト 利 益 計 算
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○ タイ ミングの ケ ー ス ・ス タデ ィ

○ 最 も望 ま しい ソフ トウ エ アの 選 択

dTMS(テ ク ニカ ル ・マ ネ ジ メ ン ト・サ ー ビス)

○ プ ログ ラム の行 政 機 能 をは た す。

○ プ ロジェ ク ト ・コ ン トロー ル

○ 募 集

Oト レーニ ン グ

○ 文 書提 示,そ の他

③ シ ステ ムの参 加 者

○ ブロ ー カ ー

○輸 送業 者

○ 輸 入業 者

○ 税 関 役人

(4)シ ステ ム処理 対象範 囲

① 積 荷 目録 コ ン トロール

米国 で最 初 に到 着 した 港 で積 荷 目録 を一 回 だ け作 成 し,AMPコ ン

ピ ュ ー タに イ ン プ ッ トす る。

引 続 いて 通 る 港 では 到 着 の 表示 のみ をイ ンプ ッ トす る。

積 荷 の 一 部 を卸す 通 関 港 で は 該 当す る積 荷 目録 の一 部 を コ ンピ ュ ー

タか らプ リン トア ウ ト し,税 関 役 人 に渡 す。

② 在 庫 コ ン トロール

全積 荷 の 状 態 を常 に モ ニ タす る。

倉 庫 に入 る べ き商 品 の 在 庫 目録 を プ リン トア ウ トす る。

取 消 しに 関 す る情 報 を プ リン トア ウ トす る。

在 庫量 の 自動 調 節 を行 な う。

③ 登 録 イ ン プ ッ ト

輸 入 業 者や ブ ロ ー カ ーは,そ れ ぞ れの オ フ ィ スの タ ー ミナ ル を通 し
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て商品の登録価格,分 類番号 をAMPシ ステムに入 力す るか,税 関

の代理 セ クシ・ソに提出す る。

後者 の場合は登 録デ ータを税関の登録係 が入力す る。

④ 登録審査

欝二;竺 鰹 タ}予 備調査
の再入力

予備調査 の終 了 した商品について,特 別 な処置 とす る品 目を明 ら

かにす る。

過去におい て注意深い考査 の必要だった登録品 目を明 らかに する。

⑤ 商品分類 と見積価格 に関す る情 報サ ービス輸入 スペ シャ リス トに

対 し,商 品分類や見 積価格 に関する情報 を全 国ベー スで提供す る。

⑥ マネ ージ メン ト用情 報及 び統 計情報の提供税関 が政府 の他の機 関

に提 出す る統計情報 や報告書 を作成する。

プロジェ ク ト遂行 のための人材,設 備の計画 な どの基礎デ ータを

提供す る。

(5)シ ステム 開発実施 スケジ ュール(将 来構想)

① 開発実施 スケジュール

71/72/73'74'75'76'77'78/79t80

明

パ
イ

・
ツ
ト
セ
ソ
タ
調

査

2月5月7月

ξ;i

ll躍
了
一

パイロット

シ ア ト ル 港 パ イ ロ ッ トセ ン タ ー で の テ ス ト

全

A
M
p
稼
動

aパ イ ロ ッ ト地 区 に おけ る税 関 の 自動化 オ ペ レー シ ョ ンの オペ レーシ

ョン上 の 評価
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bユ ーザ,技 術 者,オ ペ レ ータの 養 成

c貿 易 団 体 か らの シ ステ ムへ の 直 接 ア クセ スの経 済 的 操作 上 の 実現

性 の 決定

d地 方 団 体,政 府 機 関,税 関 マネ ージ メ ン トの 自動 化能 力 の デモ ス

トレ ー シ ョ ン

② 将 来 構想

ワ シ ン トンD.C.に ナ シ ョナル ・デ ー タ ・セ ン タを,全 米 を4地 区

に わ け地 域 デ ー タ ・セ ンタ を各 々に お い て,ワ シ ン トンを結 ぶ。 なお,

1980年 に は,全 国 の入 国税 関 港60ヵ 所 とナ シ ョナ ル ・デ ー タ ・セ

ン タ との ネ ッ トワ ー クを確 立す る。

現 在 ワ シ ン トンに は,税 関 スペ シ ャ リス ト35人,プ ログ ラマ ー35

人,そ の 他35人 と105人 の 開発 スタ ッ フが お り,他 にイ ンプ ッ ト専

門 に ワ シ ン ト ン ・シア トル に約50人 づ っ い る といわ れ て い る。

資 料 の 紹 介

商 品 プ ロセ ッシ ン グの 自動 化 大 蔵 省 関 税 局

一 税 関将 来計 画 一

ア メ リカ諸 港 に お け る情 報 シ ステ ムに つ い て 港 湾経 済 研究所

－PortofSeattleComputerSystem -

AGiantStepinCargo-ComputerSystemカ タログ

ThePortξThird-GeneratiorlComputerGoingFull

SystemAheadカ タ ログ

観 察

(1)動 機

①1970年 代 に は輸 入 量 は 年 率9%の 割 合 で増 加 す るが,税 関職 員は 増

加 で きな い。

② 税 関 の業 務は 多面 的 で下 記 業 務 も飛躍 的 に増 加 す る。

a関 税 の見 積 り徴 収

b密 輸 の 取締 り
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●

c国 内 業 者,労 働 者,消 費 者 の 保 護

d州 機 関 の 規 制 の 代 行

e麻 薬,危 険 な 薬 品 の 搬 入 チ ェ ッ ク や,犯 罪 組 織,ハ イ ジ ャ ッ ク の 取

締 り

2.3.4カ ナ ダ の シ ス テ ム(カ ナ ダ,国 税,関 税,開 接 税 局 のEDP化 計

画:CanadianDepartmentofNationalRevenue,Custbmsand

ExciseEDPProgram)ス ケ ジ ュ ー ル

調 査 段 階:1971年1月 以 前

GeneralDesign(一 般 デ ザ イ ン)段 階:1971年1月 ～1971年10月

DetailDesign段 階(詳 細 デ ザ イ ン):1971年11月 ～1972年7月

プ ロ グ ラ ミ ン グ段 階:1972年4月 ～1973年4月

導 入:1973年7月(第 一 地 点)

1974年12月(他 の 地 点)

参 加 団 体

統 轄 及 び 主 な ユ ー ザ ー と し て は,国 税 関 税,間 接 税 局 で あ る 。Statistics

Canada(カ ナ ダ 統 計 局)も 当 プ ロ ジ ェ ク トに 興 味 を 持 ち,輸 入 に 関 す る 情 報

が 与 え ら れ る 。

コ ス トの 配 分

開 発 導 入 コ ス トは す べ て 国 税,関 税,間 接 税 局 が 負 担 す る 。

説 明

当 シ ス テ ム は,貨 物 が カ ナ ダ に 到 着 し,通 関 手 続 が 完 了 す る ま で を と り扱 う

ト ー タ ル 貨 物 管 理 処 理 シ ス テ ム で あ る 。 歳 入 会 計 処 理 も 当 シ ス テ ム で と り扱 う。

① 主 な イ ン プ ッ ト書 類 は:

a航 空 貨 物 証 券,積 荷 目 録(HighwayManifestとrailwaymanifest

;ハ イ ウ エ イ ト鉄 道 輸 送 上 の 目録)

bB3カ ナ ダ 輸 入 入 関 フ ォ ー ム(B3GanadaCustomsImport

EntryC・dingF・rm;カ ナ ダ 税 関 輸 入 申 告 書 式)及 び 付 属 フ ォ ー ム
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B3A,B3B

ハ イ ウ ェー,飛 行 機,鉄 道,船 舶 に よる輸 入 に関 す る イ ン プ ッ トデ ー

タは,税 関 の ター ミナ ル よ り コ ン ピュー タ に は い り,積 荷 在 庫 管 理 レ

コー ドを作 成 す る。 税 関の ター ミナ ル か らは い った情 報 は,中 央 で処 理

され る。

② ア ウ トプ ッ トと しては,

a毎 日,輸 入 業 者 が ブ ロー カに 対 して,受 取 り勘 定 科 目が関 税額 を表示

して ア ウ トプ ッ トされ る。 こ れ らは,毎 朝 始 業 前 に タ ー ミナル上 に ア ウ

トプ ッ トされ る。

b各 種 内部 レポ ー トや メ ッセ ー ジ

cStatisticsCanada用 レポ ー ト

③ 積 荷(コ ンサ ィ ンメ ン ト)と は,貨 物 管 理 書 類 上 の 商 品 を言 う。

④ コ ンサ イ メ ン トを照 合 す る番 号 は,運 送 業 者 コー ド及 び運 送 者 自身 の コ

ン トロール コ ー ドに よ りな され る。

⑤ 荷 物 は,コ ソサ イ ンメ ソ トレコ ー ドとチェ ッ クされ る が,そ の際,④ の

コ ー ドが使 用 され る。

ハ ー ドウ エア

税 関 局 は ま だ ハ ー ドウ ェア購 入 は してい ない 。 そ の 他 の 所 で は,す でに これ

らの シ ステ ムを使 用 し,又 一 部 の プ ログ ラ ムの テ ス トも行 な われ てい る。

セ ン トラル シス テ ムは,オ タ ワに設 置 さ れ ,こ こか ら34個 の 高速 ター ミナ

ル で カナ ダ内の24の 税 関 局 とつ な が る予定 であ る。

セ ン トラル システムでは,デ ュアル システム(DualComputerSystem)で オ ン

ライ ンの 要 求 を満 た して くれ る・ す な わ ち,1台 は,オ ンライ ン用 で あ り,他

の1台 は,パ ッチ モ ー ドで,フ ァ イ ル の メ イ ンテ ナ ン ス情 報検 索,プ ログ ラム

開 発 テ ス トの 目的 で使 用 され る。 す べ て の使 用 周 辺 器 機 は 両 シ ステ ムに 接続 可

能 で ある。
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2.3.5オ ー ス トラ リア税 関 のINSTECTシ ステ ム

シス テ ム の範 囲

(1)INSPECT(IntegratedNationalSy`stemforProcessing

EntriesfromCustomsTerminals－ 税 関端 末 よ りの手続 処理 のた

め の統 合 シス テ ム)シ ステ ム はオ ー ス トラ リア 関税 お よび物 品税 局 に よ

る と,こ の シス テ ムの 目的 は,次 の よ うな もの であ る 。

① 税 関手 続 き処理 の 時 間 最 少化

② エ ラ ー探 知 と手 続 チ ェ ック処理 の一 般的 強 化

③ この部 門 へ の 包 括 的情 報 検索 シ ステ ムの 供給

(2)機 器 構 成 の広 い 意 味 に おい て,連 邦首 都 の キ ャ ンベ ラに コン ピュ ータ

が設 置 され る。 こ れ らに 州都 や主 要 空 港 の税 関 事務 所 や小 包 事務 所 に設

け られ たCRT型 端 末 機 が伝 送 回線 を通 じて連 絡 され る。 概 略 的 に は,

この シ ステ ムは 以 下 の もの を含 む。

① 通 関手 続 きは輸 入 者や エ ージ ェ ン トに よ っ て準 備 され て 申告 される。

② 申告 の後 ジ手 続 に よ る デ ニ タはCR.丁 装置 か ら コソ ピュTタ に入 力

され る。

③ コ ン ピュ ー タは情 報 を編 集 し,直 ちに オ ペ レー タヘ デ 一夕準備 のエ

、 ラ ー を通 知 す る。

州事 務 所 の プ リンタ を通 じて,以 下 の情 報 を含 む 各 ダの 処理 につ い

て勧 告 が作 成 され る。.

aこ れ 以 上 の チェ ッ クが要 求 され る程 度

b今 後 の書 類 チ ェ ックの補 助 とな る参 考 材料

c部 門 別 の 指 図

d処 理 中に 発 見 され たエ ラ ー

④ 印 刷 され た勧 告 は 登 録 と と もに現わ れ,イ ンボイ ス処理 エ リアへ 転
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送 される。

③ この シ ステムは 税関吏 がデー タ ・ベ ースに質問 し,彼 等の要求を直ち

に受け取れるよ うに設計 してあ る。

INSPECTシ ステ ムは,こ の段階 では,tt内 部"税 関 システム とみ

なされ,こ れは解除す る貨物の物理的動 きを絶対邪魔 しない。

システムの開発

(1)INSPECTシ ステムの仕様書は1970年 に,オ ース トラ リア関税局

との協 力の もとで実行 された可能性研究に従 って コ ンピュータ ・コンサル

タ ン ト会社が作成 した ものである。1970年i2月 に,こ の当局は全 ナー

ス トラ リアの港湾 ・空港にお ける支所 とキ ャ ンベ ラのぞの部局の本部 と

を結んだ"オ ンライ ン ・リアル タイ ム ・シ ステ ム"に ついて入札 を行 な

った。 入札は1971年'3月5日 に締切 られた。

(2)コ ンピュ ータ ・シ ステ ムを導入 する とい う税関 の決定は,疑 い な く,

この数年にわたっ てオ ース トラ リアの港に入 って くる貨物 の動 向は,コ

ンテナ リゼ ーションや空 輸が大 きな影響 を与 えつつ,量 とともに速 度 も

増加 してい る。 税関が考 慮 した他 の要因は,ど ん どん複雑化する タ リフ

の構造 である。

オース トラ リアの輸入におけ る通関

(1)オ ース トラ リアに到着す る国際航空貨 物は,全 ての 航空貨物送 り状 と

付属書類が税関 と税関管理 局で発行 された概略船積に よ って細か く調 べ

られる ことに よって"審 査"処 理 を受 ける。 直ちに委託 者へ渡 され るこ

れ らの船荷 には,無 税品(低 価格物等)の よ うに容易 に照 合 される貨物

が含 まれ る。他 の全ての貨物 は,そ れが通関する前 に輸 入者やそ のエー

ジェ ン トが通関手続 きを申告すべ きで あ り,通 関手続 に従 わねばな らな

い。税関に よる通関 処理には,タ リフ,輸 入者,エ ージェ ン トの ファイ

ル原産地の照合 が必 要 とされ る。 通関手続 きによ り算定 がな された後,

コピーが関係者に配布 され,関 税支払 いの手配 が行 たわ れ る。そ して貨
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物 が委 託 者 に 引 き渡 す ため 解 放 され る。

INSPECTに よ る通 関

(1)税 関部 門 コ ンサ ル タ ン トの職 員 の説 明に よ る と,INSPECTは 年間

1,500万 の輸 入通 関 を処理 し,1982年 ま で の年 間4%の 成長 を扱 う能

力 を持 つ よ う設 計 され てい る。

(2)INSPECTシ ステ ムの も とで は,輸 入 者 とそ のエ ー ジェ ン トは,今

まで どう り,通 関手 続 き を開 始 す る。 税 関 で の 申告 に お い て,手 続 きは

税 関 吏 に よっ て チェ ッ クされ,CRT端 末 キ ー ボ ー ドよ り コ ンピ ュ ータ

・シ ステ ムヘ タイ プ され る。 コン ピュ ー タは オ ペ レー タが次 の手 続 き を

・す る前 に5秒 以 内に 一 連 の チェ ッ クを行tsう 。

(3)そ の 部 門 の コ ンサ ル タ ン トの 説 明に よる と,コ ン ピュ ー タは,(規 定

フ ァイル や 省 の 決定 を参照 して)支 払 うべ き 関 税 と タ リフの額 を算 定 し,

通 関 手 続 きに よ り示 され た 額 と比 較 し,あ る種 の 通関 手 続 きに お い ては,

オペ レー タに 対 して輸 入 者,供 給 関 係 者 よ り.出され た詳 細 事項 や項 月,

原 産 国 を確 認 す る よ う通 知 す る。

(4)正 確 性 チ ェ ッ ク,参 照 お よび探 知 された エ ラーは イ ンボ イx,検 査 員に

よっ てそ の後 の行 動 のた め に プ リン・ト・ア ウ トされ る。 最 後 に手 続 きは

会計 係 に 送 られ,関 税 支 払 が 手配 され,エ ージェ ン トや 輸 入 者に 解 放通

知 が支 給 され る 。

情報 検 索

コ ンサ ル タ ン トの 説 明に よる と,INSPECTは 輸 入 通 関 手続 き を処理

す る機 能 に 加 う るに,コ ン ピュ ータ化 した情報 検 索 サ ー ビ スを供 給 す る。

これ は,税 関 事 務 のCRT端 末 を通 じて前 回 の積 荷 や タ リフ基 準 につ い

て の質 問 に 答 え る。

費 用

コ ンサ ル タ ン トの考 えに よる と,キ ャ ンベ ラに(1972年 ま で に設 置 さ

れ るべ き)中,大 型 の コ ン ピュ ータを最 初 に必 要 とす る。
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そ の後 にお いて 全 オ ー ス トラ リアの税 務 事 務所 にCRTと プ リンタ ーの端

末 が お かれ る。 全 て の装 置 は 買い 取 りで あ って,次 の10年 間 に お い て全

コ ス トは 約1千 万 ドル と見 積 られ て い る。

INSPECTと 運 送 業 者

INSPECTは 空 輪 ま たは 海 運 に よっ て,オ ーxト ラ リアに入 っ て くる

貨 物 を カバ ーす る純粋 に 内部 的 税 関 シ ステ ムで あ る。

現 段 階 に おい て は,海 空 の運 送業 者 に 導 入 され た 自動 シ ステ ム とこの シ

ステ ムを連 結す る計 画 は ない 。 しか しINSPECTは 税 関 と航 空 シ ステ ム

を究 極 に お い て連 結 す る(イ ンタ フエ ィ スを もっ)可 能 性 を もつ 第一 段階

と して考 慮 され て 開発 され た もの であ る。 貿易 業 界 か らの入 力 を確 保 す る

た めに確 立 された 経 路 を と う して密 接 かつ連 続 的 連 絡 が維 持 され る。

2.3:6ハ ンブ ル グ 港 シス テム 調 査報告

日 時1972年10月23日,24日 ・

場 所PortσfHamburg'

面 接 者'

ManfredWenfger∵(gener'a1・Imanager)

WalterBargsten'(EDP担 当 者)

ClemenoRaabe(Container'管 理 者)一;

Guntherdiese(PR担 当)

TrankLunyman(DATENBANK教 育 訓 練担 当)

(1)ハ ン ブル グ港 につ い ては,10月23日 及び24日 と2日 間 に わ た って

調 査 を行 な った。10・ 月23日 の午 前 中 はHHLAハ ンブル グ港湾 倉 庫 株

式 会社 を たず ね,同 協 会 が コ ンテ ナ ・タ ー ミナ ル と結 ぶ コ ン ピュ ー タ シ ス

テ ムに つい て 調 査 し,午 後 は デ ー タバ ン クを訪 問 した。

24日 は,港 湾 設 備 お よ びuferseeZentrumを 見 学 した。

(2)HHLA(HamburgHafen-UndLagerhaus-Aktungeskatf)

ハ ンブ ル グ港 湾 倉 庫株 式 会 社
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●

'

HHLAは ハ ン ブル グ市 当局 の 全額 出資 に よ って,設 立 され た。

ハ ンブル グ港 での 港 湾 施設,船 内 荷 役 の全 般 に 亘 っ てサ ー ビ スを 提供 す

る純 民 間 企業(株 式 会 社)で あ る。 ハ ンブル グ 港 には,HHLA以 外に も

同業 の業 者 が17社 あ る が,HHLAは 全体 の約50%の シ ェア を 占め て

い る。 これ ら同 業17社 の うち,EDPを 導 入 してい る企 業 は,現 在5～

6社 あ り,こ の 中に は 共 同 利 用 してい る企 業 もあ る模 様 で あ る。

当,HHLAで は,主 に,HHLA本 部 の コ ン ビiー タ シ ステ ム及 び,

コ ンテナ タ ー ミナ ルの シ ステ ム,ハ ンブル グ 港 全 体 シ ステ ムの 構 想等 に関

して,質 問 を行 な った。HHLA(本 部)の コン ピ ュー タ ・シス テA.は 現

在HHLA本 部 には,IBM370/145が 導 入 され,ジ ェネ ラル ・カー ゴ・

ゴ ン トロー ル そ の他 一般 輸 出 入業 務 処 理 を行 な って い る。

① 機 器 構 成

CPUIBM-370/145-

DISK(IBM-2370)27MB

MT×4(IBM-3420)

そ の他 イ ンプ ッ ト用 タ イ プ ライ タ等

なお,当 コ ンピ ュ ー タは,1974年 に は,HHLAコ ンテ ナ ー ター ミ

ナ ルの コ ン ピュ ー タとオ ンライ ン接 続 を行 な う予定 で ある。

2)HHLAコ ンテ ナ タ ー ミナル に つい て,

コ ンテナ タ ー ミナ ルは,HHLAに よ って経 営 され,船 会社 は)Lコ ンテ

ナ タ ー ミナルの 得意 先(使 用 者)で は あ るも の の,経 営 に は 参 加 してい な

い 。

② タ ー ミナル 使 用 者

イ)船 会 社

ロ)陸 運 会 社

ハ)'国 鉄

一243一



③ コ ンテナ タ ー ミナ ルの コ ン ピュ ー タ シ ステ ム

コ ンテtタ ー ミナ ルに は 現 在 ・HHLA(本 部)と は 別 に ・ コ ンピュ

ータ シ ステ ムが導 入 され,コ ンテ ナ貨 物 の輸 出入 コ ン トロ ー ル を行 な っ

て い る。

な お,ジ ェネ ラル カ ー ゴの コ ン トロールに 関 して は,HHLA本 部の

コ ン ピュ ー タで と り扱 わ れ てい る。

(3)ハ ンブル グ港 全 体 シ ステ ムの構 想

現 在,ハ ンブ ル グ 港 に 於 て は,上 記HHLA以 外 に も,Hafen

HamburgDatenBankUberseezentrum等 の種 々 の シ ステ ムが 開発 さ

れ,稼 動 してい る が,今 の と ころ,こ れ ら各 シ ステ ム間 の イ ンタ フ ェ ー ス

は と られ て お らず,今 後 の大 きな課 題 とな っ てい る。 この全 体 の シ ステ ム

統 合化 の為 に,現 段 階 で は,ハ ンブル グ港 で 活動 す る諸 企 業 の協 会 で あ る

AssociafionofHamburgPortEnterpriseが,既 に,第 一次 調 査 を

開 始 し,IBM,ジ ー メ ン ス,レ ミン トンetcの コ ン ピュ ー タ メ ー カ ーに

対 して全 体統 合 シ ステ ム提 案 書 の 提 出 を依 頼 し,そ の 評 価機 関 の設 置 も終

了 してい る。

なお,今 の段 階 で は,ト ー タル シ ステ ムに 如 何 な るサ ブ シ ステ ム(例 え

ば通 関 シ ステ ム)機 能 を包 含 す るか は,決 定 され て お らず,詳 細 な点 は 不

明 で あ る。

(4)HHLAコ ンテ ナ フ レー トステ ー シ ョ ン

説 明概要

①HHLAコ ンテナ ・ター ミナル建 設 経 過

戦 後,西 独 に お い て も経 済 復 興 に 伴 って,港 湾設 備 の早急 な 改善 が叫 ば

れ,在 来船 用 の 港 湾 諸 施 設 の復 興 建 設は め ざ ま しい 勢 い で進 め られ た。 し

か し,こ の港 湾 復 興 の過 程 で輸 送貨 物 の コ ンテ ナ化 が急速 に進 行 し,輸 送

効率 の 向 上 を狙 った コ ンテ ナ貨 物 の効 率 的 な ハ ン ド リン グ基 地 の建設 が必

要 不可 欠 とな っ た。
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HHLAは,こ の 様 な背 景 か ら1967年 に コ ンテ ナタ ー ミナル の建設 を

決 定 した。 タ ー ミナ ル建設 場 所 の 選定 に あた っ ては,旧 港 湾整備 計 画 との

か ね あい も あ り,ハ ンブ ル グ 港 東 南の 面積160万 ㎡半 島形 敷 地 が 選 ば れ,

1968年 に 建 設 を完 了 し,今 日に至 って い る。

② コ ンテ ナ タ ー ミナル 規模

総 面積160万 ㎡ 入 港 船 舶最 大6万 トン(コ ンテナ3.000個 積載)

人 員265人(50人)

(1972)(1968)

取 扱 コ ンテ ナ貨物

170万t(1972)

18万t(1968)

参 加 企業

船 社18社

コ ンテ ナ タ ー ミナ ルは 港 湾 の 東 南側 半 島 に 位置 してお り,内 陸 地 か らは

フェ リーボ ー トで渡 ね ば な らない とい う問 題 は あ る もの の,将 来 の 発 展 に

対 しては,地 理 的 拡 大 が 出来 る とい う点 で,非 常 に 柔軟 性 があ る。

当 コ ンテ ナ タ ー ミナ ルの 特 徴 としては,欧 州 の他 の港 湾 が,平 均 取 扱 貨

物 形 態 がPiertoPier貨 物(LCL貨 物)10%FCL貨 物90%で

あ る の に対 し,当 タ ー ミナル で はPiert。Pierが30%を 占め,LC

Lの 取 扱 い が非常 に多 い こ とが あ げ られ る。

こ の ため,コ ンテ ナ タ ー ミナ ルの 機能 と してLCL貨 物 取 扱 い の た めの

スペ ー スが必 要 とな り,タ ー ミナ ル内 に は,広 面 積 の2つ の フ レー トステ

ー シ ョ ンを有 して い る。(最 近 は 徐 々にLCL貨 物 が 減 少 してお り,1972

年 度 の 実 績 で は全 体 の15～18%に 迄 下 げて い る。)
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⑧ (9) ⑩ ⑪－
E

日[ヨ

⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

図2-13コ ンテ ナ ヤ ー ド設 備

①,② セ ミコ ンテ ナ船 及 び 在 来船 用 バ ー ス

③ 米 国東 岸 用 フル コ ンテ ナ船 パ ー ス

④ 米 国 西岸,ハ ワイ コ ンテ ナ船 パ ー ス

⑤ オ ー ス トラ リア

⑥ 東 亜

⑦ ロ ー ・レオ ソ ロー ル オ フ リフ トオ ン リフ トオ フ,用 バ ース(在 来 船

の 船 積 卸 も可能)

⑧ ～ ⑩ 計 画 中

①,⑪LCL貨 物 の ため の コ ンテ ナ ・フ レー トスァ ー シ ョソ

⑩1200万 個 の 貨 物 処理 が 可能 な パ ニ ン グ,デ パ ニ ン グ倉 庫,当 設 備 の

使 用頻 度 は,全 体 にLCL貨 物 が 減少 して い る た め,徐 々に 少 な くなっ

てい る。

⑰ 面 積2600㎡80人 が コ ン テ ナ ハ ン ド リン グに従 事す る フ レ ー ト・ス

⑰ ⑧ ～ ⑪ の ため の パ ー スで 現 在 計 画 中(面 積約3000㎡)

④ レール長1280m,3線(将 来 は6線 に す る予定)の 規 模 を誇 る コン

テ ナ専 用貨物 駅 コ ンテ ナ行 き先願 に積 込 まれ る。
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(5)コ ンテナ ・ター ミナルの組織

当HHLAの コンテナタ ー ミナルには 当初設備面の拡充 を中心に 力が注

がれたた め,組 織面では,か な り固定的な,変 化 に対す る適応力に欠ける

面 が多か った との事である。

しか し最近 になって各部独立採算制 を採用す るな ど,組 織面の強化に 力

が注 がれ る様 にな って きた。

① トラッキ ングシステム部

トラック22台 を使 用

タ ー ミナ ル か ら荷 主 迄 の

サ ー ビ ス

荷 主 か ら タ ー ミナ ルの

サ ー ビ ス

② 法 律 関 係 部

}一

一 斉 の法 律的 コ ン トロール 及び コ ンテ ナ イ ンタ ーチ ェ ンジに 関す る コ'

ンテ ナ状 態,シ ャ ー シ検査,コ ンテ ナ計 量 等 を行 ない,コ ン ピュ ー タに

よ りInter-ChangeReportを 作 成す る。

③ 国鉄 関係 部

利 用 者 と国鉄 間 との調 査 を主 と して行 な う。

④ コ ンテ ナの シ ャ ー シ修 理部

コ ンテ ナ保 全 に関 す る 一 斉 の責 任 及 び シャ ー シ,コ ンテ ナの イ ンベ ン

トリ,コ ン トロ ール,修 理 状 況 の モ ニ タ リン グを コ ンピュ ー タで 行 なっ

てい る。

⑤ コ ンテ ナイ ンフ ォ メー シ 。 ン部

現在 は テ レプ ロセ シ ン グの 研 究 を行 な ってい る。 当 コ ンテ ナ タ ー ミナ

ル では 年 間約320万 枚 の ドキ ュ メ ン ト授 受 を行 な って い る が,当 部 では,

この ドキ ュ メ ン ト作 成 処 理 に コ ンピ ュ ータの大 部 分 を使 用 してい る。

⑥ パ ッケ ージ ステ ーシ ョ ン部
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輸 入 コ ンテナ の デパ ニ ソ グ,輸 出 コ ンテ ナ のパ ニ ングを行 な う。

⑦ コ ン トロール部

ター ミナ ル内 の 貨物,コ ンテ ナ の ス テ ー タ ス ・コ ン トロール,及 びマー

シ ャ リ ングヤ ー ドの スペ ー ス ・コ ン トロール を行 な う。

⑧ 計 画 部

コ ンテナ ・インフ ォメー シ 司ン部 とは 別 に,自 部 で ミニ ・コ ンピ ュ ータ

を使 用 して 各部 か ら提 供 さ れ た デ ー タに よ り,船 舶 の 安定 性,合 理 的 船

積方 法 を決 定 してい る。 そ の際,磁 気 テ ー プに イ ンプ ッ トされ た 全 入出

港 情 報 を,シ ミュ レー トす る方 法 を用 いて い る。

この コン ピュ ー タの利 用 に よ り,従 来は 手作 業 で数 時 間 計 算 が必 要 と

され てい た ところ,数 分 間 で船 の安 定 性,最 適船 積 計 画 を立 案す る事 が

可能 に な っ た。

i6)HAFENDATENBANK

日 時10月22日 午 後

場 所HAFENDATENBANKOFFICE

説 明 者mr.FrankLlinzman(DATENBANKの 教 育 訓 練 担 当)

ハ ン ブル グ 港 にお け る デ ー タバ ンク設 立 の動 きは,1968年 に フ レー ト

フオ ワ ー ダが 中心 とな っ て,港 湾 輸 出 入業 務 に 対す る コ ン ピュ ー タ利 用研

究 を開始 した事 に 始 まる。 当 初 は,研 究 会 の参 加 者が,フ レ ー トフ ォ ワ ー

ダ ー,数 社 に限 られて いた た め,協 同の デ ー タ,処 理 セ ン タ ーの 設 立 推進

も思 う様 に はか ど らな か った が,徐 々に 参加 者 が増 え,そ の 後,船 会 社 の

参加 を得 るに到 り,よ うや く実現 の 運 び とな った。

開 発 段 階 に 於い て,ま ず 第 一 ステ ッ プ と して,輸 出用 デ ー タ処理 が 可能

か否 か の評 価 の た め に,約1ヵ 月半 の テ ス トを行 な った。 この 結果,非 常

に 効果 の 多い こ とが判 明 し,実 用 デ ー タバ ン ク設 立 に踏 み切 った。

当 デ ー タバ ン クは,1971年 に 稼 動 し,第 一 次 シ ス テ ムに はSHIP

S(SeaportHumburgInformationProcesslngSystem)と い
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う名称 がつ け られ て い る。現 在 は,更 に 第二 次 シ ステ ム と してRAPID

(RealtimeApplicationforPortConsignmentInformationand

DocumentationexportSystem)を 研 究,開 発 中で あ る。

SHIPSシ ス テ ム 化 の第 一 段 階(フ ォ ワ ー ダー領 域 の シ ステ ム化)

全 体 シ ステ ム を形 成 す る当 プ ロ ジ ェ ク トに 於 いて フォ ワ ー ダー領 域 シ ス

テ ム化 に対 して 何 故 に特 に 重点 を付 した かは,以 下 の理 由に よ る。

① 管 理 可能 な 領 域 で システ ム化 を行 う事 に よる経験 の積 上げ を行 い 且 つ

複 雑 多 岐 に渡 る プ ロジ ェ ク トに於 い て,技 術 的 な処理 面 で の理 解 を進 め

るた め に一 定 の枠 組 を設 定 す る必 要 が ある為,

② 当 プ ロジ ェ ク トの最 終 段 階 に於 い て は 出来 る だけ 多 くの荷 主(出 来 得

れ ば 全 て の)が シ ステ ムに積 荷 情 報 を イ ン プ ッ トす る事 に よ り,初 めて

当 初 の 目的 が 可 能 とな る訳 で あ る が,(荷 主 よ りの イ ンプ ッ トが 少 なけ

れ ば 少 ない ほ ど港 湾 荷 役業 者,船 会 社 代理 店 の手 作業 処理 が 多 くな る。)

この点 ・ フォ ワ ーダ ーに は 現 状 に於 い て も荷 主 に 代 わ る諸 情 報 が 集 中 し

て お り,必 要 情 報 は,充 分 満 たせ る と推 測 された 為。

以 上 の理 由 か ら第 一 段 階 と して フォ ワー ダ ー領 域 に 対 す る シ ステ ム化 が決

定 され た訳 で ある が,現 在30の フナ ワー ダ ーに 計35の タ ー ミ.ナル が設置

され,コ ンピュ ータ セ ンタ ーに接 続 され てい る。'

フ レ[

フ,ワ ダ
フ レ ト

フ.ワ … ダ 園 口

図2-14SHIPSの 概 要 図
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SHIPSの 概 要

1)シ ステ ムの 参加 者

ハ ン ブル グ港 に お け る フォ ワ ー ダ ーの 内,大 手 一社 を除 く30社 が 参加

し,端 末設 備 台 数 は 合 計35台 で あ る。 こ れ ら30社 の う ち,端 末 を共 同

利 用 して い る ケ ー スは 一つ だ け あ る。

②'シ ステム の機 能

積 荷 情 報 は 情 報発 生,入 手 の 都 度,タ ー ミナ ル の キ ーボ ー ドタイ プに よ

り,イ ン プ ッ トされ,コ ー ドに よ り自由 に 検索 可能 で あ り,イ ンプ ッ トエ

ラ ーは 即 座 に修 正 で きる。

現 在 は 一 日に 一 度船 積 情 報 が蓄 積 され,満 た され た段 階 で フォ ワ ー ダ ー

に 対 して シ ッ ビ ン グ ・ノ ー トB/L等 が 一 定 の命 令 に よ りア ウ トプ ッ トさ

れ る。

現 在,上 記 の様 な 処理 形 態 で コ ン ピュ ー タ セ ンタ ーは 月 間20,000～

25,000件 の船 積 処 理 を行 ってい る 。

しか し,昨 今 の コ ンテ ナ化 の進 展 と コ ンピ ュ ータの 処理 能 力 の向 上 に よ

り タ ー ンア ラ ウ ン ドタイ ムが2時 間 以 内 の シ ステ ム(高 速 度 処理 能 力 タ ー

ミナ ル を設置 す れ ば,リ アル タイ ム も可能)も 可能 とな り,現 在 検 討 中(

RAPIDシ ステ ム)で あ る。

ま た,ハ ンブル グ港 シ ステ ムの デ ー タ ・ベ ー ス は,以 上の 様 な テ ク ニカ

ル面 の業 務 に加 えて,参 加者 の教 育 訓 練 業 務 も含 まれ て い る。

参 加者 の教育 訓 練 は,シ ステ ム を効 率 的 に 運 営 す る上 で 非常 に重 要 な問

題 で あ る が,現 在 は まだ行 っ てお らず,計 画 中 であ る。

③ 教 育 訓 練 計 画

・)情綱 入門・一ス 饗

ロ)タ ー ミナ ルの操 作 法

ハ)シ ステ ム運 営 コ ー ス

これ ら教 育 訓 練 には,各 々初 級,中 級,上 級 の ステ ップを計 画 して い る。

④ 処理 形 態 一250－
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処 理 手 順

① フ ォ ワ ー ダ ー が 荷 主 よ り 情 報 を 入 手 す る 。

② フ オ ワ ー ダ は,入 手 情 報 をlnstraction(Dispoblatt)に 記 入 す る 。

③Dispoblattが タ ー ミ ナ ル の タ イ ピ ス トに 渡 さ れ,タ イ ピ ス トは タ

ー ミナ ル よ り イ ン プ ッ トす る 。

(イ ン プ ッ ト用 紙:原 票 の54行 ま で キ ー ・イ ン す る)。

④ タ イ ピ ス トにForwarderMasterStenci1/Matrix(・rgina'1

1nput)が 渡 さ れ る 。

⑤ タ イ ピ ス トはDockReceipt用 のAdditiona1Dataを50行 か

ら69行 ま で イ ン プ ッ トす る 。

⑥ 続 け てB/L用 デ ー タ を69行 か ら84行 ま で イ ン プ ッ トす る 。

⑦ ドキ ュ メ ン ト の デ ー タ エ レ メ ン トが セ ン タ ー の 磁 気 デ ィ ス ク に 蓄 積

さ れ る 。

こ れ ら の 船 積 デ ー タ の イ ン プ ッ トが,フ オ ワ ー ダ の 端 末 か ら イ ン プ

ッ ト さ れ る と,セ ン タ ー 側 で は 当 日 夜,一 括 処 理 を 行 な い,B/Lを

ア ウ ト プ ッ トす る 。

な お,磁 気 デ ィ ス ク に 蓄 積 さ れ た デ ー タ は,出 港 後3日 経 過 し た 段

階 で 自 動 的 に 磁 気 デ ィ ス ク か ら 磁 気 テ ー プ に は じ き 出 さ れ る 。

処 理 能 力

○ イ ン プ ッ ト

イ ン プ ッ ト開 始 → セ ン タ ーDiskStoe

に 要 す る 時 間6分/shipment

Oア ウ ト プ ッ ト

B/Lア ウ トプ ット(セ ン タ ー に て4分/shipment)

○ 船 積 処 理 数

現 在 ハ ン ブ ル グ 港 で は,月 間 約10万 ～20万 件 の 船 積 が あ る が ・ 当

デ ー タ バ ン ク で は,そ の う ち20%～25%のEDPが 処 理 を 行 な
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っ て い る 。

処 理 対 象

現 在 の と こ ろ,SHIPSの 処 理 対 象 は,ハ ン ブ ル グ 港 に け る フ オ

ワ ー ダ の 遂 行 す る 輸 出 船 積 業 務 だ け で あ る が,来 年 度 か ら輸 入 手 続 簡 素

化 の た め の 事 後 報 告 制 度 が 採 用 さ れ る 見 通 し で あ り,輸 入 処 理 プ ロ グ ラ

ム を 現 在 研 究 中 で あ る 。

⑥1/O及 び 使 用 コ ー ド ・イ ン プ ッ ト ・ フ ォ ー マ ッ ト

①lnstruction(Dispoblatt)

②ForwardersMasterMatrix

ア ウ ト プ ッ ト ・ フ ォ ー マ ッ ト

①SingleB/L

②GroupageB/L

③Shipssheet

④Cust・m,Governmeut用 統 計

な お,現 在 使 用 し て い るB/LはICSの 標 準 フ ォ ー ム を 採 用 し て い

る が,将 来 は,国 際 ス タ ン ダ ー ド ・フ ォ ー ム に 従 う つ も りで あ る 。'

エ ラ ー チ ェ ッ ク 、 ・

イ ン プ ッ ト に 際 し,チ ェ ッ ク ・デ ィ.ジ ッ ト,ア ン マ ッ チ ・チ ェ ッ ク に

よ っ て エ ラ ー チ ェ ッ ク を 行 な う他 は,セ ン タ ー 側 で ブ ル ー ブ リ ス ト を ア

ウ ト プ ッ ト し,自 動 検 査 を 行 な っ て い る 。

機 密 性 の 保 持

各 参 加,フ オ ワ ー ダ に は,3桁 の パ ス ワ ー ドが 付 与 さ れ,イ ン プ ッ ト

を 行 な う 際,シ ス テ ム は タ ー ミ ナ ル と パ ス ワ ー ドの ア イ デ ン テ ィ フ ァ イ1

を 行 な い チ ェ ッ ク す る 。

⑤ デ ー タ ・パ ゾ ク(SHIPS)の 運 営

デ ー タ ・バ ンクは経 済 的,資 金 的 に 独 立 し て お り,資 金 面 で は フ オ ワ ー ダ

が 当 初 参 加 す る 際 に 出 資 し た 参 加 賞(7000マ ル ク)及 び,毎 月 の 処 理
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船 積 回 数,に 応 じた 支払 い に よ っ て運営 され て い る。

☆SHIPSシ ステ ムの コス ト

約50,000マ ル ク

☆ 使 用 料 ・7'OP/、 。u,

⑥PAPIDの 概 要

PAPIDシ ステ ムは,SHIPSの 機能 を大 巾に 拡 大 した ナ ンラ イ ンリ

ア ル タイ ム シ ステ ムで あ り,現 在,研 究,分 析段 階 に あ る。既 にIBM

ジ ー メ ン ス等 の コ ン ピュ ー タ メ ーカ ーか らは プ ロポ ーザ ル の提 出 も終 り

比 較,検 討 中 で ある 。

全 体 プ ロジ ェク ト計 画

当 ネ ッ トワ ー クの構造 は,計 画 と して全 て の輸 送 情 報 処 理 を対 象 と

す る。 参 加 企業 とセ ン トラル コ ン ピュ ータは,電 話 回 線 を介 して タ ー

ミナル に よ り,イ ンプ ッ ト,ア ウ トプ ッ トサ ー ビ スを享 接 す る こ とが

で き る。

各輸 出 トラ ンザ クシ ョ ン情 報 は セ ンタ ーで蓄積 され,輸 送 ステ ー タ

スに 応 じて並行 的 に逐 次 ア ップデ イ トされ る。 そ れ故,参 加企 業 は最

新 の 輸 送情 報 を欲 す る時 に入手 す る 事が 可 能 とな ってい る。

この 様 に 各 企業 が必 要 とす る情 報 が一 ヵ所 に 集約 一 元 化 され る事に

よ って,各 企業 は欲 す る情 報 ピ ドキ ュ メ ン トを即 座 に 入手 可 能 にな る

と同 時 に,同 一情 報 に 対 す る重 複 作 成,転 記 作業 が回 避 で き,作 業は

よ り合 理 的 に,迅 速 に且 つ 便 利 に進 め る事 が可能 とな り,エ ラ ーも 目

に 見 えて 減 少 しよ う。

以 上の よ うに,当 シ ステム の もつ 高速 処理 大 容量 性 に よ り各 参 加 者

間 に,イ ン プッ ト情 報 の即時 編 集 イ ンプ ッ トエ ラ ーの 自動 チェ ック等

多大 の メ リッ トを も た らす。

又,デ ー タベ ー ス化 に よっ て,例 えば 新 しい流 通 チ ャ ネ ル創 出計 画

の 為 の 商 品 フ ローの分 析,新 港 湾建 設 計 画,政 府へ の統 計 情 報 の 提供
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とい った 第 三 者 の要 求 す る情 報 も容 易 に 検索,提 供 す る 事 が可 能 とな

る。

シ ス テ ム の参 加者

イ)フ オ ワ ー ダ

ロ)港 湾荷 役業 者

ハ)船 会社 代理 店

二)港 湾 局 事 務所

○ フ レー トフオ ワ ーダ

フ レー トフ オワ ーダは,一 連 の港 湾輸 出輸 送 経路 の 出発 点 に位

置 し,予 め通 知 され てい る全 て の船 積情 報 の イ ン プ ッ トを行 な う。

又,さ らに,住 所,商 品 明 細 及 びそ の他 の 流動 情 報 が,フ レー

トフオ ワ ー ダに よ りイ ン プ ッ トされ,シ ステ ムに蓄 積 され る。 こ

　

れ らの情 報 は コー ド侮 に よ り検 索 が可能 であ る。

・ イ ンプ ッ トに 当 っ ては,セ ンタ ー と電話 回 線 に よ り接 続 された

タ ー ミナル が使 用 され る。 イ ンプ ッ トエ ラ ーは,メ ッセ ージ と し

て フナ ワ ーダ の タ ー ミナ ル 側 に通 知 され る。

○ 港湾 荷 役 業 者は タ ー ミナ ルか ら,フ オ ワ ーダに よ りイ ン プ ッ ト

され た諸 デ ー タを シ ッ ビ ン グノー トの フォ ームに プ リン トア ウ ト

させ る こ とが 可能 で あ る。 中 小 の 荷 役業 者は,グ ル ープで1台 の

タ ー ミナル を共 同利 用 す る事 も で きる。

船 積 情 報 の 大部 分 は,フ レー トフォ ワ ーダ ーに よ りイ ンプ ッ ト

され る が,港 湾 作 業 で 特 に 重 要 な 情 報 は,タ リーマ ン(Tally

-man:貨 物 ,検 数 人)に よ り提 供 さ れ る。 特に シ ステ ム化 の第

一 段 階 で は ,全 て の フォ ワ ー ダ ー ・代 理 店 が参 加 す る とは限 らな

い た め,タ リー マ ンか らの情 報 が大 部 分 を 占め る。

タ マ ー リンか らの 主 要 情 報

○ 貨物 寸法
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○ 重量商品お よび長 大貨物運賃算出情報

○ 損傷貨物 チェ ッ ク

○ 梱包 明細

○ 積込状 況明細

タ リーマ ンは,タ ー ミナル を通 じて以下の情報 を入手す る。

○ 計量 明細

○ 計数 明細

○ 船倉位置指 図

○ 危険貨物特別 リス ト

○ 重量貨物,カ ギ付 き商品 な ど

○ 損傷貨物報告 書

船会社代理店

船会社代理店領域 の概要は以 下の とお りである。

船積 開始前に,諸 情報は代理 店に送 られ,代 理店は,運 賃 の仮計

算及 び該 当貨物 に関 して,ブ ッキ ングが済 んでいるか否かの チェ ッ

クを行な う。

船積段階 では,運 賃計算の為に,計 量情報,損 害報告,積 込み場

所 リポー ト及びその他 の情報 を検索 入手する。

このよ うに,順 次,B/L作 成 の為の情報 が蓄積,入 手 され,船

積完了時には ター ミナルよ りB/Lセ ッ トがアウ トプッ トされる。

この様に代理 店では,自 社に コンピュータを導入 してい る,い な

いにかかわ らずB/L作 成業務 を ター ミナルを通 じて行 な うことが

できる。

そ の他

以上 のよ うな各企業間の ネ ッ トワークに加 えて本計画では,港 湾

局(harbouroffice)そ の他政府監督官庁 も,シ ステ ムに参加 し,

統 計情報,申 請,許 可業務等 をシ ステム化す る予定 である。
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HHLA紹 介 パ ンフ レ ッ ト

RAPID紹 介 資 料

SHIPS

l∴1}サ ソ旭1セ ・ト

使 用 コー ド一 覧 表

シ ア トル 港 シ ステ ム 調 査報 告 .

1972年11月1日

PortofSeattle

GeneralManager

J.EldonOpheim

ManageroftheSystem

&DataProcessingDept.

CliffMuller

AssistantManager

GlennEades

シア トル港の現状

(1)シ ア トル港の立地 上 の特質

○ シア トル港はア メ リカ北西部 に位置 し,極 東地域 か らは大 圏 コー ス上

最短距離 の位置に ある。

○ アラスカを含む大平 用北 西部 内の大規模市場 を後背地 として有 してい

る。

○ 貨物の流れ の特徴 は,東 海岸 メキシコ湾沿岸,西 海岸 の南半分,北 西

部の貨物 の大部分 が,最 終的に 中西部に流 れる。(図2-16'参 照)

以上 の立地条件 をふ ま え,シ ア トル港は コンテナ リゼ ーシ ョンを推進するこ

とに よって北西部経 由で中西部に貨物 を送る ような流れ を開発 するこ とに努カ
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した。

この こ とが,シ ア トル港 に お け る業 務 の標 準 化,シ ア トル 港 貿易 開発 部 を中

心 とした各業 界間の協調 あるい は業務処理 のEDP化 に大き く貢献 した もの と

思 わ れ る。

(注1'7、 一ト・トン は約907Ks)

(単 位:1000シ ョー ト・トン)

図2-16合 衆 国 へ の極 東 地 域 北 部 か らの コ ンテ ナ海 上 貨 物 の輸 入
1975年 の予 想

(2)1シ ア トル 港 の 規 模

シ ア トル管 区 の通 関 港:24

この うち半 数 は 海 港 で,残 りは 道路 港 と空 港(タ コマ国 際 空 港)

貨 物 取 扱 い 高

1965会 計年 度4,500万 ドル

1970〃8,000万 ドル

タ コ マ空 港 の乗 客 数:450万 人/年

シア トル港 の取 扱 い 船 舶 数:900隻/年

取 扱 い トラ ッ ク数:23,000台/年

取 扱 い貨 車 数:26,000台/年
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税 関へ の エ ン トリ ー数

公 式 エ ン トリ ー:85,000件 以 上

非 公式 エ ン ト リー:30,000件 以 上

以 上 は,通 関 処 理 の観 点 か らと ら えた規 模 で ある。

(3)現 状 シ ステ ム

シ ス テ ムの サ ー ビ ス対象

一般 貨 物

作 業情 報

コ ンテ ナ貨 物

ポ ー ト・シ ステ ム

倉 庫 シ ステ ム

貨 物 の 移 転 シ ステ ム

特 殊 貨 物 取 扱 シ ステ ム

施設 の 貸 与 シ ステ ム

空 港 シ ステ ム

カ ー ゴ,シ ステ ム

輸 入 貨 物 シ ステ ム

倉 庫 シ ステ ム

コ ンテ ナ取 扱 い シ ステ ム

輸 出貨 物 シ ステ ム

この う ち カ ー ゴ ・シ ステ ムに つ いて は,1969年9月 か ら本 番 稼 動 して

い る 。

輸 入貨 物 サ ブ シ ステ ムの概 要

① 本船 か ら入 手 す る マ ニ フェ ス ト情 報 を タ イ プラ イ タよ りオ ン ライ ン

入 力す る。

② 上 記情 報 に も とづ きEDP作 業 カー ドを作成 し各 埠 頭 にお ける 労 働

者 の作業 指 示 に 使 用 す る。
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ワ ー プ エ ー シ

ト".,ケ ーージ

サ ー ビス ・チ マー ジ

→

図2-17輸 入 貨物 サ ブ シ ス テ ム レイ アウ ト

ま た,積 荷 揚 貨 の仕 分 表 を作 成 し,イ ンベ ン トリ ーに使 用 す る。

③ チェ ッカ ーは フ ロア チェ ッ ク レポ ー トに 全貨 物 に 関 す る貨 物 の 種類,

ダ メ ー ジの状 況,貨 物 の 在 庫 位置 を コンピ ュ ー タに入 力す る。

④ フ ロア チェ ッ ク レポ ー トに も とづ き,ポ ー トオ ー ソ リテ ィ ー(港 湾

当局:Port-Authority)は,貨 物 の オ ーバ ー シ ョ ー ト,ダ メー ジ,貨

物 の状 態 を代理 店,ブ ロ ーカ,船 会 社 等 に報告 す る 。・

'⑤ 埠頭 使用 料 プ ドッ ク使 用 料 あ るい は サ ー ビ スチ ャ ≡ジ に関 す る請 求

書 を発 行 す る 。

(4)シ ア トル 港 湾情 報 シ ステ ム

システ ム の 目的 .,'

第1に シア トル ではPortAuthorityが 自 ら運 営 しな が ら賃 貸 を し
,

そ れ故 にImporter(輸 入 業 者)とConsignee(荷 受 人 ・)と密 接 に関係

して くる。 そ の お 客 に対 して,サ ー ビスをす る こ とが 目的 で あ る
。

一
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第2に 一 般 貨物 や コ ンテ ナ を 大 量 に 取 扱 うた め作 業 コ ン トロール が

必 要。 た とえば,ど こに貨 物 や コ ンテ ナが あ るか の問 合 せ に,正 確 に,

即 座 に 回 答 す る こ とや,Cargo移 動 を タイ ミン グよ く実 行 す る こ とは 大

事な 機 能 で ある。

第3に 過 去 に お い て ど うい うこ とが あ っ た か,今 は ど うい う状 態 か,

将 来 は ど うな るか とい う統 計 デ ー タに基 づ く状 況報 告 が 必 要 で ある。

第4に ・シア トル港は殺 しつつあるか 猶 木するデー培 人手を増

加 させ ず タイ ム リー に処 理 す る必 要 が あ る。

システ ム概 要

下 記4っ の ラ イ ール ドた っい て コン ピュ ー タが使 わ れ てい る。

① 経 営 管 理 べ会計 情 報

② 輸 送 海 運 タ_ミ ナ ル ・ ・ ∵

③ 科 学 エ シジ ニ デ リ ンメ と研究

④ プ ロセ ス ・セ ンタ'∵ 空港 の飛 行 機 お よび 施設 の コ ゾ トロール

旦

ン◎ ＼
オ ン ラ イン実 施 中輸 出 入

輸 出 貨 物 コ ンテ ナ

と}め 隷 瓢
図2-18海 運 タ ー ミ ナ ル ・ シ ス テ ム(MarineTerminalSystem)・ の 概 略 図)

入 出 力 機 能

貨 物 管 制 シ ス テ ム(CagoManagementShstem)'

船 が 入 る 前 にManifest(積 荷 目録)や 貨 物 デ ー タ を オ ン ・ ラ イ ン で イ

ン プ ッ トす る 。

ア ウ トプ ッ トされ るSortBookに は,商 品 の状態 や 荷 おろ しの方 法

が記載 され てい る。
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トフ っク

Floor

Check

タイ プ ライ タ,CRTデ ィ ス プ レイで問 い 合せ が で きる。

遠 融地 に おけ る ミニ コ ンで配 送情 報 が 処理 される 。

荷 お ろ し した ら,仲 仕 が調 べ て コ ン ピュ ータに イ ンプ ッ トす る。

(一 般 貨 物 につ い て は,BOLが 重 要)

② コ ンテ ナヤ ー ド(CantainerYard)に おける活 動

erifitrat三 りn

でlearancρ

DiSDotイ ・h

LOcation

尚,コ ン テ ナ 情 報 は,下 記 の8項 目 が 含 ま れ て い る 。

a・Quantity(数 量)

b,Location(位 置)
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質

c

d

巳

輻

、

9

h

Condition(コ ン テ ナ の 状 態)

OwnerShip(貨 物 取 扱 者)

Status、(状 況)

Disposition(処 理 方 法)

Reuenue(収 入)

Cost(費 用)

問 い 合 せ ば,例 えば 「どこに コ ンテ ナがあ る か(LocationInquiry)」

は 大 量,高 速 移 動 の場 面 で重 要 に な る。 こ の機 能 の活 用 に よ り,1つ も失

わ れた コ ンテ ナは ない 。

次 に 「どん な 動 き を した か(ActivityInquiry)」 の トレイ シ ン グ能 力

もオ ンラ イ ンで で き るの で有 効 で あ る。 これ らの問 い合 せ ば,25種

で組 み 合 せ られ る。

疑

① デ ータは デ ィ スクの 中へ45日 だ け ス トア されそ の期 間 が過 ぎ る と,

MTに ダ ンプ され て保 管 され る。 こ のMTは,各 種の 用途 に 年1,000回

以 上 も使 用 され る。

② 不配 達貨 物 リス トは,残 って い る貨 物 の処理 に 役立 つ。

③ オ ン ライ ンに よ る即時 性 は,輸 送情 報 シス テ ムに お け る タ イ ミン グの

重 要性 か ら大 き な役 割 を果 す。

商 品 コー ド

米 国 に は3種 の コ ー ドが あ る が,シ ア トルで使 ってい る のは 米 国陸 軍 工

兵 隊 の コー ドで ある。

現 在 は,港 内 シ ステ ムで外 との イ ン タ ー フェ イ スを とっ て ない の で,統

一 され た コ ー ドを使 う必 要 は ない 。 米 国 で陸 海 空軍 商 品 コ ー ドの統 一 が成

功 した ら,そ れ を使 う予 定 であ る 。

開 発体 制

① 港 湾 研 究 チ ーム(PortStudyTeam)
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実 施 検 閲 評 議 会(ExecutiueReviewBoard)3人

重 役 級

部 門 長 研 究 会(DepartmentHeadStuadCommittee>7人

部 長 級

シ ス テ ム,デ ー タ 処 理 分 析 員(Systems・&DataP・rocessing

Analysis)4人

② 運 営 コ ー サ ル タ ン ト(Management.Cons'ultants)2～3人

米 国 で も 有 数 の 人 々,初 期 の 計 画 に 参 加'$

僅 か の 期 間 でPortAuthorityの 人 々 だ け でSystem開 発 を や る こ と

が で き る ま で 成 長 し た 。.・

コ ス ト

開 発 費

1969～ 工972

全 シ ス テ ム ・

運 営 費

.ト ー タ ル ・シ ステ ム と デ ータ

プ ロ セ シ ン グ 予 算

630千 ドル 700・ 千 ド ル ∴

図2-19コ ス ト 内 訳

一264 一
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SE.プ ログ ラマ

コン サル タ ン ト

等 直 手萎力・カ・る も
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シア トル 港 の予 算 は 年 間2 ,200万 ドル で あ り;そ の5%に のぼ る情 報 費

用 は 相 当 な 比 重 で あ る 。

開 発 ス ケ ジ ュ ー ル

1960-66年 カ ー ドベ ー ス 会計情報

■

IBM.1401.407

67年
フ ィー ジ ビ リテ ィ ・スタデ ィ

組 織 改 革 と 新 規 ス タ ッ フ
68年

の 獲 得

69年 コ ン ピ ュ ー タ 導 入

輸送情報 システ ム

メー カ ーのSEは 最 初 の2～3年,2～3人 が ,

の オ ンライ ン ・プ ログ ラ ミ ング を手 伝 っ ただ け で あ る。 費 用 は 全 て シア トル港

湾 当局 が 負担 した。

ニ ュー ヨー ク港 は ハ ー ドウエ ア では ,大 型 コ ン ピュー タ を持 って い るが,港

湾 にお け る運送 情 報 シス テ ムに つ い て は他 に先 が け て 実施 した の で,先 進 的 ア

プ リケ ー シ ョン と思 う。

シス テ ムの 成 功 度

最初 の 目的 は よ りよい サ ー ビ スをす る こ とに よ っ て シア トル港 の 貿易

活 動 を活 発 に し,取 扱 量 を増 や す こ とで あ った が,こ れ は 成功 した。

第2次 の 目的 は 多 数 あ る が下 記 の 各項 目でそ れ ぞれ 進 歩 が み られ る と

い えよ う。

運営管 理

状 況 分 析

シ・一{繰
ステム

一265一

概略 システ ムのつ め と 目的

の 明確 化

シ ステ ム分 析

{
シ ステ ム設 計

プ ログ ラ ム実施

コ ンバ ージ ョ ンやBASIC



特 長 化

デ ー タ処 理

{
報 告 の迅 速,正 確 性

柔 軟 性

会 計

マ リン,タ ー ミナル

貿 易情 報

エ ン ジ ニア リング

開 発 上 の りこえ て 来 た 問題 点

① 長 い 間 行 なわ れ て きた人 手 に よ る 複雑 な シ ステ ム をまず 充 分理 解 す る

必 要 が あ っ た。 こ れに は,1967～1968の1年 間 に か け て全 部洗 い 出 し

ドキ ュメ ン ト化 と フ ロー チ ャー ト化 を行 った。

② 現 場 で業 務 をや って い る人 々の 参加 が不 可 欠 で あ った 。

③ 最 初 の シ ステ ム を開 発 す る まで1967～1969年7月 ま で2年 間半 かか

っ た が,上 層 部 に は非 常 に 長 い期 間 と感 じらわ,急 が された こ とが 度 々

で あ っ た。

④ シ ステ ム を完 成 させ る に は しか るべ き人物 の アサ イ ンが必 要 だが,こ

れ は な か な か 難 しい 問題 で あ った 。

将 来 の計 画

① 現在 の シ ス テ ム を維 持,拡 大 す る 。

② 輸 送 情 報 シ ステ ムは終 了。 非 輸 送 関 係 の 新 シ ステ ム の開発 を行 な う。

③ マ ネ ジ メ ン ト ・イ ンフ ォ メー シ ョ ン,シ ステ ムへ の イ ンタ ー フェ イ ス

シ ステ ムの 開発 。

機 器 構 成

バ ロ ー ス3500(近 々4700に グ レー ドア ップ され る予定)

記憶 容 量300KB

デ ィ ス ク2.5MB

磁気テープ

端末{㌫ … ン⌒ 末・il・・}(・・⊇ ・される)
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2.3.8NPC:NationalPortCouncil調 査 報 告

A72年10月10日

NPC側 参 加

Mr.Sinclare

Mr.Sympton

Mrs.Phais

PI、A(PortofLondonAuthority)

Mr.Taylor

議 事 内 容

歓 迎 の あ い さ っ

COTISの 紹 介

CowpoundSystemに 対 す るQuestionareの 回 答(NPC)

NPCは 英 国PortBcdy(PortAuthority)の ア ド バ イ ザ 機 関 と し

て 設 立 さ れ,1967年 よ り,英 国 港 湾 に 於 け る 輸 出 入 業 務 に 対 す るADP

適 用 の 調 査,研 究 を 重 ね て き た 。

こ の 調 査 の 結 果,NPCは1968年 に"CorgoManagementinthe

1970's"と 題 し た レ ポ ー トの 第1弾 を 発 表 し,こ こ で 複 合 シ ス テ ム

(CompoundSystem)の 概 念 を 打 ち 出 し て い る 。

而 後,シ ス テ ム 実 現 の 為 の 費 用 便 益 調 査 を 中 心 に1969年 か ら71年

ま で 合 計4回 の 提 案,発 表 を 行 な っ て い る 。

CompoundSystemの 過 去 の 調 査,提 案 経 過 は,入 手 済 み の 各 レ ポ

ー ト及 び 当 日 配 布 さ れ た 資 料(NPC:UsingComputer
。forCargo

Information)に よ っ て 触 れ ら れ て お り,当 日 の 会 議 は,最 近 のConpo

undSystemの 動 向 を 中 心 に 話 が 進 め ら れ た 。

CompoundSystem:最 近 の 動 向

CompoundSystemの 第 一 段 階 と し て,1971年 の 前 半 に 於 て は 共 同

の 貨 物 情 報 処 理 シ ス テ ム(CODIS:VehicleGo-operateData
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InputSystem)を 計 画 して い た が,1971年 後 半 に修 正 が 加 え られ,

現 在NPCは2つ の プ ロジェ ク トを推 進 して い る。

① コ ン ピュー タに よ る ブ ッキ ング シ ステ ムー輸 送 予約 シ ステ ム(Vehic-

leBookingSystem)

港 に入 る貨 物 の情 報 を,VDUに よ りイ ンプ ッ トし,セ ン タ ーの コン

ピュ ー タに 集 中す る オ ンラ イ ン ・リア ル タイ ム ・シス テ ムで あ る。

この プ ロジ ェ ク トは現 在 リバ プ ール 港にお いて 適 用 可 能 性 の検 討段階

に あ り,近 々 ロ ン ドンで も検 討 を行 な う予定 で あ る。NPCは 当 パ ッケ

ージに 対 して ,多 くの需 要 を見 込 ん で い る。

② 積 荷 ブ ロー カ ーパ ッケ ー ジ(LoadingBr・kerPackage)

当Packageは,既 に 機 能 仕様 書(FunctionalSpecification)も で

きあ がっ てい る。

1971年 前 半 に 於 ては 共 同 の イ ンプ ット・システ ム を検 討 し,統 計 及 び

貨 物 オペ レー シ ョ ンパ ッケ ージ の初期 シ ステ ムデザ イ ンも完 成 して いた

が 中核 とな るべ き ローデ ィ ン グブ ロー カー の受 け る メ リッ トが 非 常 に少

な い とい う点 で ロー デ ィ ング ブ ロー カー の支持 を得 る こ とが で き ず,急

き ょ,コ マ シ ャル ベ ー ス の ロー デ ィ ング ブ ロー カ ーの 開発 を行 な った。

当 パ ッケ ージの 開発 に は,NPCとICLが 共 同 で あ た り,政 府か ら

ICLに 対 して,£2000の 資 金 援助 が で てい る。 な お,NPCに 対 し

て は政 府 か らの 資 金援 助 は な い模 様 で ある。

当 シス テ ムの参 加者 は,勿 論 ロー デ ィ ン グブ ロー カー が 当 初 は 中心 と

な る が,将 来 は,フ オ ワー ダ,英 国 税 関,NPC,PI、Aが 加 わ る こ と

が望 ま しい として い る。

こ れ ら,各 参 加者 の 為 の パ ッケー ジ,つ ま り ローデ ィ ン グブ ロ ー カー ,

貨 物 オペ レ ーシ ョ ン統 計 の3つ の パ ッケー ジが完 全 され て,初 め て一 つ

の 複 合 システ ムが形 成 され る。

積 荷 ブ ロー カ ー パ ッケ ー ジ の概 要
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aシ ス テ ム の 参 加 者

ロ ー デ ィ ン グ ブ ロ ー カ ー の 為 に 作 ら れ た ,コマ ー シ ャ ル パ ッ ケ ー ジ

で あ る た め,ロ ー デ ィ ン グ ブ ロ ー カ ー 及 び シ ッ ピ ソ グ エ ー ジ ェ ン ト

が こ れ を 使 用 す る 。

bシ ス テ ム の イ ン プ ッ ト ・ ア ウ トプ ッ ト

積 荷 ブ ロ ー カ ー(L・adingBr・ker)は 最 初 に 仮 のB/Lを イ ン

プ ッ ト し,そ の 後,ド ッ ク ・ リ タ ー ン を イ ン プ ッ トす る こ と に よ り,

サ イ ン済 みB/L,マ ニ フ ェ ス ト,運 賃 計 算 書 を ア ウ ト プ ッ ト さ せ

る 。

c使 用 コ ー ド

積 荷 ブ ロ ー カ ー パ ッ ケ ー ジ で は,以 下 の ア イ テ ム を コ ー ド化 し て

い る 。

・ 積 送 品 参 照 侮

・ShipProtationM・.(5桁)

・ 行 き 先 潜%

・ 貨 物%,B/L%(1桁)

・ 積 送 品 ブ ロ ッ ク%

輸 送 予 約 シ ス テ ム(VehicleBookingSystem)

aシ ス テ ム の 特 徴

VehicleBookingSystemはVDUに よ りOriginajData

を イ ン プ ッ トす る 為,イ ン プ ッ トに は ド キ ュ メ ン トを 一 斉 使 用 せ ず

陸 運 業 者 か ら の 電 話 に よ り シ ス テ ム へ の イ ン プ ッ ト を 行 な っ て い る 。

ま た,当 シ ス テ ム はBookingの み を 行 な う も の で あ り,最 終 的 な

詳 細 船 積 情 報 を 対 象 と す る ま で に は 至 っ て い な い 。

b情 報 の 流 れ

最 初 の 電 話 か ら,チ ェ ッ ク確 認 ま で に 必 要 と さ れ る 時 間 は2時 間

半 ほ ど で あ る 。

積 送 品 参 照 ナ ンバ ー に 関 し て,現 在 ど の 業 者(Shipper,Broker ,
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輸送者側 予約受付側 System

.

→BOoking(予 約)時 間算出TEL ' →

一 中一一4

選.択

/
－VDU

(Display)

← 数種類の時間表示

＼ 〉 → 記 憶一 ー一一 → 〉 Input

← 貨 物 の種 類,ナ ン バ ー

/.
一合一一 ← Display

問い合わせ

解 答

＼ →Booking終 了
'

一 ー ー 一十う Input

Output

ノミこ=ジく

オ ペレ「タ シ ツパ ー フオ ワダ_

貨物到着
輸送 輸送情報

㌢ ノ・・二聾 ン

図2-'20情 報 の流 れ

Sh ,ipping.ca)の ナ ンバ ーの採 用 力塑 ま しい か,各 方 面 で問 題 に な っ

て い る。 この 問題 に つい て はSITPRO協 力 を得 たい と して い る。

なお,上 記2つ の シ ステ ムは,い ず れ もす で に機 能 仕 様 書 ま で 出来

上 っ ては い るが,現 在 ま だ実 際 に は稼 動 して い ない。

以下 に 機 能 仕様 書 を挙 げ る。

1ExportVehicleBookingSystem

FunctionalSpecifications

ワ
一

3

4

ContinuousofAppendix

ContainersBookingSystem

FunctionalSpecifications

Merchant-HaulierInformationSystem

-FunctiorialSpecifications・

質疑応答

①ADP関 連
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(◎CompoundSystem(複 合 シ ステ ム)に 於 ける デ ー タバ ン クの運 営主

体 は い ず れに な るか 。 、

④ 当初 は,PLA単 独 の 運 営 で進 め られ る で あろ うが,将 来は ローディン

グ ・プロニヵ一 も運 営 に 参 加 しよ う。 しか し,中 央 の コ ン ピュ ー タは,あ

1くまでPLAが 所 有す るはず である。

⇔ ロ ン ド ン港 に於 け る ロー デ ィ ン グブ ロー カ ー(LりadingBrokcr)の

業 者数 とADP導 入 の パ ー セ ンテー ジにっ いて

㊨ ロ ーデ ィン グブ ロー カ ー数 は,現 在 船 会 社 を含 め て80社 あ る。 そ の

うち,ADP導 入企 業 は船 会 社,コ ンテ ナ会 社 を除 いて2～3社 にすぎない。

◎ ローデ ィ ン グ ブ ロ ー カー の パ ッケ ー ジに 対す る姿 勢 につ い て

④ 非 常 に好 意 的 で あ り,パ ッケ ージが完 成す れば,導 入 したい とい う声

が強 い 。

既導 入の ロー デ ィ ング ブ ロー カー につ いて は,一 社 は非 常 に協 力的 で

あ るが,他 の一 社 は パ ッケ ー ジ開発 の過 程 上非 協 力的 で あ る。

② ドキ ュ メ ン ト関 係 に つ い て

◎ 現在 使 用 して い る ドキ ュ メ ン トはECEレ イアウ トキー に 準 じて い るか?

④ 現 在 は,税 関 ドキ ュメ ン トと して輸 送 予約 関係 の ドキ ュ メ ン トだ けS

ITPROの 提 唱 す るJLCDマ ス タ ー ・ドキ ュ メ ン トに 準 じて使 用 し

て い る が将 来 は 全 ての ドキ ュメ ン トをECEレ イア ウ トキー に従 った もの

に す る予 定 であ る。

◎ ワ ン ・ライ テ ィ ン グ ・ ドキ ュ メ ン トは 普 及す る で あ ろ うか。

④ 輸 入 国(相 手 国 が必 ず しも コ ン ピュー タを保 有 す る とは限 らな いの

で ドキ ュメ ン トに よ るデ ータ ・トラ ンス ミッシ ョンは な くな らな い であ

ろ う。 しか し,国 際 貿易 に た ず さわ る業 者 数 は非 常 に 多 く,事 務 作 業 も

膨 大 な もの に のぼ ってい る の でADPの 適 用 は 不可 欠 で あ ろ う。

◎CompoundSystemに はJLCDフ ォー ム以外 の デ ー タエ レメ ン トを

入 れて い るか。

一271一



④CompoundSystemに は,税 関 ドキ ュメ ン トに必 要 なエ レメ ン ト及 び

輸 送 予約 につ い て は,個 有 の エ レメ ン トが含 まれ て い る。

な お,ド キ ュメン トの標 準 化 に 関 して,2年 前 に一 度,PLAは,全 て

の輸 出貨 物 に標 準 書類 を添 付 し,添 付 され てい な い 場 合 は,チ ャ ージ を

と る とい う実 験 的 制 度 を採 用 した が,強 い反 対 に あ い,失 敗 に終 っ た経

験 が ある。

③ 全 般 的 質 問

◎SITPROの グル ー プCとNPCと の 関連 は,ど の よ うにな っ てい

る か。

④SITPRO,NPCと も港 湾 に 関 す る問 題 に携 わ っ てい る が,SI

TPRO設 立 以 前 か らCompoundSystemの 構 想 は存 在 してい た。 今後

は,積 送 品 参 照 ナ ンバ ー のよ うな コ ー ドの 標 準 化,ド キ ュ メ ン トの統 一

化 作 業 をSITPROに 依 頼 し,作 業 の分 担 を進 め るっ も りで あ る。

◎ 法 律 面,制 度 面 の問 題 を どの よ うに解 決 した か。 また は,解 決 しよ う

と してい るの か?

④ 政 府 の政 策 で改 正 しよ う とす るの で あれ ば,同 意 しよ うが,英 国 では

政 府 が 干渉 しない の を原則 と しで い るので,民 間業 者 間 で合 意 を得 る よ

う相 互 に 働 きかけ て い る。

◎ ロ ン ドン港 に於 い て貨 物 の オ ペ レ ーシ ョ ンを行 な う主 体 は どこか。

④ 数 年 前 ま で は,貨 物 の オ ペ レー シ ョ ンは,多 くの専 門業 者 に よ って行
へ

なわ れ,港 湾 業 務 が 非常 に複 雑 で あ った が,最 近 に於 い て は オ ペ レーシ

ョンの主 体 はPLAに 移行 しつ っ あ る。

このPLAの 努 力,及 び最 近 の コ ンテ ナ リゼ ー シ ョ ンに よっ て,港 湾

業 務 は 簡 素 化 され る傾 向 に あ る。

④NPCか らCOTISに 対 す る 質 問'

⇔ 我々NPCは ローディングブP－ カ ー とい った 一 つ の小 さな サ ブ シ ステ ムか

ら計 画 を実行 に移 してい っ た が,日 本 では,ど の よ うな方 法 を とる のか?
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■

④ シ ス テ ム 設 計 段 階 で ば,関 係 者 の 意 志 を と り 入 れ た ト_タ ル な シ ス テ

ム か ら考 え て い く べ き で あ る が,実 行 段 階 で は,効 果 の 多 い 実 現 性 の あ

る サ ブ シ ス テ ム か ら と り か か る べ き で あ る 。 し か し,そ の 際,サ ブ シ ス

テ ム 間 の イ ン タ フ ェ ー ス を 充 分 考 慮 す る こ と は 云 う ま で も な い 。

◎COTISに 於 け るSITPRO的 な 役 割 は ど う な っ て い る の か 。

④ 我 々 の 活 動 はSITPROの ワ ー キ ン グ ・'グル ー フ℃ に 非 常 に 類 似 した

も の で あ る 。'

参 考 資 料

1.・CargoManagementinthe1970's

VolumeIGeneral

VolumeIIT .echnical.

(March1968)

2.`CargoManagementInformationImplementationonthe

'CompoundSystem

VolumeIIISystemDesign

(Aug.1969)

3.CompoundInformationSystemintheContainerERA

(Apr'il1970)

4.NationalPortsCounci1'・l

ADevelopmentinCo-OperativeCargoInformationHandling

(July,1971)

5.UsingComputerforCa'rgoInforma.tion

(July,1971)

(今 回 入 手 資 料)
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2.3.9

調 査 日時

場 所

面 接 者

ニュ ー ヨ ークWTCは,

港 湾 局,以 下 港 湾 局 と記す)に 所 属 す る施設(機 構)の 一 つ で あ る。

港 湾 局 は,ハ ドソ ン河 をは さん だ ニ ュ ー ヨ ー ク,ニ ュ ー ジ ャ ージ両 州 に よ っ

て,1921年 に 設 立 され た公 共 企業 体 で あ っ て,両 州 の協 定 に よ っ て,ニ ュ ー

ヨー ク港地 区の ター ミナ ル,輸 送 関 係 施設,通 商 関係 施設 の計 画,建 設,運 営

を,独 立 採 算 制 に よ っ て行 っ てい る。 そ の 施設 は,埠 頭,空 航(ケ ネ デ ィ空港

を含 む),橋,ト ンネ ルな ど25ケ 所 に 及 び資 産 は30億 ドル に 達 して い る と

の こ とで あ っ た。

ニ ュ ー ヨ ー クWTCは,そ の う ち の 一つ と して,貿 易に 関 係 す る 各 種 の政 府

機 関 と民間 企 業 を一 堂 に集 め るべ く,1962年 に 建 設 計 画 が立 て られ,1966

年,ビ ルの 建 設 に着 手 した 。 地 上110階,1,350フ ィ ー トの2つ の タ ワ ー ビル

は,完 成 間近 と も伝 え られ て い たが,我 々 が訪 問 した ときは,ま だ 建 物 の上層

部 が工 事 中 で,各 種 に 建 築 資 材 や 作 業 員が 往 来 し,完 工 は1973年 中 との こ と

で あ っ た。 また,現 地 での噂 に よれ ば,テ ナ ン トの 入居 状 況 が必 ず し もか んば

し くか く,そ の募 集 に 苦 慮 してい る模 様 で あ った。

こ の,WTCに は,港 湾 局 の 貿 易 振 興 部(DepertmentofTrade

Faciletion)に 属す る世 界貿 易 情 報 セ ン タ(WorjdTradeInformation

Center)が あ り,ビ ルの テ ナ ン トや 来 訪 者に 対 して 「貿 易 と輸送 に 関 す る 一切

の情 報 を提 供す る 」 とい わ れ て い た。 と くに 本年6月 ロ ッテ ル ダム で 開 か れ た

世 界 各地 のWTCの 連 絡会 議(WTCAssociationGeneralAssembly)

にお い て は"INTER-FILE"シ ステ ム と称 して,国 際 間 を結 ぶ オ ン ライ ン

WTC(WorldTradeCenter)の 情 報 シ ス テ ム 調 査 報 告

1972年10月27日 午 前

WorldTradeCenterNewyork

Mr.C.WoltzTradeInfomlation

COiisultantWorld

InformationCenter

PortofNewYorkAuthority(ニ ュ ー ヨ ー ク
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の商 品,市 場 情 報 検 索 サ ー ビ スの デ モ ス ト レーシ ョンが華 々 し く行 わ れ た との

報 を得 てい た 。 そ こで,こ の"INTER-FILE"を 中 心 と して,情 報 サ ー

ビスの現 状 内容 と,同,将 来 計 画,な らび に その 考 え方 につ い て,あ らか じめ

数 ケ条 の 質 問 事 項 を用 意 し,調 査 した。 主 と して,情 報 セ ン ター,ト レー ド・イ

ンフ ォメ ー シ ョ ンコ ンサ ル タ ン トの ク ロー ド ・ウ ォル ツ両 氏 の説 明 を受 け た。

(1)ttINTER-FILE"シ ステ ムに つ い て

① サ ー ビス の概 要

国,商 品,機 能(主 題)の3点 を指 定 す る こ とに よ っ て,貿 易 に 関 す

る情 報 を 引 出 す サ ー ビ スで あ っ て,出 力 情 報 は,資 料 の 抜 す い"A

BSTRACT"と い う形 で 提供 され る。 す な わ ち,質 問 者 に対 して彼 が 知 りた

い と思 う情 報 は,ど うい う資 料,出 版 物,本 な どを見 れ ば よい か,そ の入手 方

法 を教 え る サ ー ビ スで ある。

物 理 シ ステ ム,す なわ ち,セ ンタ設 備 と通 信網 とはGEのTSSサ ー ビ スを

利 用 して い る。 また,ソ フ トウ エ ア とデ ー タベ ー スの作 成 は,港 湾 局 の下 で,

GE,お よびACT(AdvancedComputerTechniquesCo,)が 担 当 した と

の こ とで あ る。

この サ ー ビスは,WTC協 会(WTCAssociation－ 世 界 各地 のWTC ,お よ

び 同類 組 織 の連 絡 機 関 で,1968年 結 成 され た)に 所属する次の各層会員を加入者

(Parti6ipants)と して お り,

正 会 員 世 界 各 都市 のWTC

(RegulerMembcr)

準会 員WTCク ラ ブ等,WTC関 連 機 関

(AssociateMember)

賛助 会 員 商工 会 議所,お よび 同 類組 織

(AffiliateMember)

目下,71加 入,23ケ 国 に及 ん でい る との こ とで あっ た。
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ピ 三藷選1≧lll;二⇒
加 入 の 具 体的 方 法 は,現 在

aオ ンライ ンで,GE網 に 直 接 ア クセ ス

bMTベ ー ス,ニ ュ ー ヨ ー クの セ ンタか ら,MTの 提供 を受 け る。

cカ ー ドベ ー スニ ュ ーヨ ー クの セ ンタか ら・ パ ンチ カ ー ドの提 供 を受 け

る。

「d郵 便等 に よ り ,ニ ュ ー ヨ ー ク ・セ ンタ ーに連 絡 す る。

の 各方 法 が と られ てい る。laの オ ン ライ ン加 入 は,米 国 内,お よび カ ナ ダに

限 られ て い る模 様 で あ っ た。

② サ ー ビス の現 状

サー ビスの 具 体 的 内 容

入 力

次 の3項 目の キ ーに よる

a,機 能(主 題)コ ー ド

港 湾 局 が設定 した5桁(数 字)の コ ー ド

,一 貿 易 統 計,貿 易 関 係 法 令,市 場,広 告,バ ンキ ン グ… … な ど,35

種 の 大分 類 の 下 に,約250項 目。

b国 コー ド'

国 連 の 国 コ ー ドに よ る,5桁,約250項 目

c商 品 コー ド

SITGに よ る 約1,300項 目

出 力

(1)の入 力 に対 す る応 答 と して,次 の"ABSTRACT"1件 以 上(通 常

複 数 件)が 出 力 され る。
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(a)資 料 出版 物 等 の 標 題,内 容 の概 略 お よび発 行 日

(又 は発 行週 期)

b(同 上資 料 の)使 用 言 語(英,仏,独 …… 等 別)

9(〃)単 価 ・ 、

ゆ 入 手 方法 資 料 発 行 者 の 名 称,住 所

サ ー ビス の規 模,稼 動 状況

記憶 され たABSTRACTの 件 数 約5,0001tem

今 年 中に10,000

1973年 中に20,000

に す る予 定

稼 動 状 況 現 在,イ ンク ワイ ヤ リ度 数 は1日7～8件 で件 意 外 と少 ない のは

。Storeさ れ たABSTRACTが まだ 少 く,現 状 で は サ ー ビス と して

完 全 とは い えな い。

。した が って,と くに サ ー ビ スの宣 伝 広告 を や っ てい な い。

故 で あ る と説 明 され た。

コス トにつ い て

加 入 組 織(Partlcltants)が 負担 す る経 費 と して,次 の とお り説 明 が あ った 。

初 期 経 費2,000ド ル

年 間 経 費 正 会 員400ド ル/月

準 会 員100ド ル/月1

賛助 会 員50〃

オ ンラ イ ン加 入 の場 合,GE,TSSの 端 末 使用 料 と して,端 末 の 種類

に応 じて,70～200ド ル/月 こ の ほ か に

デ ー タの 更新 の費用 と、して,150～200ド ル/月 程 度 を要 す る。

さ らに,こ れ らの使 用料 の ほ か に も,港 湾 局 の経 費 が支 出 され てい る と

説 明 が あ り,こ の こ とか ら,必 ず しも,ま だ安定 した採 算 ベ ー スに の って

い な い こ とが うか が える。
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ま た,海 外 の 加 入 者 の 負担 は 「GE網 の海 外 で の使 用 料 が 異 るた め ,当

然,そ の 国 々に よっ て 異 る 」 との こ とで あ った。

ニ ュー ヨー ク情 報 セ ン ター の模 様

北 タ ワ ー ビルの,33階 の一 角 に,世 界 貿 易情 報 セ ンタ ー(WorldTrade

IntormatlonCenter)が あ り,こ こで,サ ー ビ スの実 演 を見 学 した 。

端 末機 と して,キ ー ボ ー ドプ リ ンタ 「Termlnalnet-300」1台 が あ り,

係 員 は,来 訪 者 か ら質 問 に 対 して手 も との コ ー ドブ ッ クを引 く ことに よ り,前

述 の3項 目の キ ー コ ー ドを求 め て,こ れ をキ ーイ ンす る。

レ スポ ンス タイ ムは数 秒程 度 であ った。

InformationCenterは,か な り広 い,ゆ っ た り した スペ ー ス と,コ ンサ ル テ

ィ ングル ーム と して の調 度が 調 え られ て お り,2～3人 の係 員 が,来 訪 者 に対

して,上 記IMTER-FILEに 限 らず,各 種 の情 報 案 内 コ ンサ ル トサ ー ビ スを

行 ってい る よ うに見 受 け られ た。

③ 将来 計 画 及 び その フ ィ ロ ソ フィ ー

サ ー ビス規 模 の拡 張 計画

前 述 の と お り,蓄 積 デ ー タ量 や,イ ン ク ワ イ ヤ リ度 数 の 面 で,ま だ 規

模 が小 さ く,試 行 的段 階 で あ る とも考 え られ るの で,今 後 の拡 張 スケ ジ ュ ール

に つ いて 質 問 した が 「蓄積 デ ー タ量 に は 制 限 は な い 」 とい う一 般論 的 な返 答 以

外 得 られ なか った。

ま た,機 能 面 では,現 在,カ ー ドベ ー スに よ る加 入 が 多 いが,遂 次MTベ ー

スに変 えつ つ あ る との こ とで あ っ た。

情 報 配布

この サ ー ビ スは,上 述 の よ うに,資 料,出 版物 等 の イ ンデ ッ クスを与 え る も

の で あ る が,過 去 に,WTC協 会 の会 合 等 で 配布 され た資 料等 には,サ ービ ス

の第2の 側面 と して,t"資 料"自 体 の 収 集,蓄 積,お よび 配 布 の機 械 化,シ ス

テ ム化(す なわ ち,COMやSDIな ど)の 計画 が言 及 され て お り,概 念的 で

あ る が こ れ ら区 含 む総 合的 オ ンラ イ ン ・デ ー タバ ンクの必要 性 と可 能 性 とが う
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たわ れ てい た の で,こ の面 の実 行 スケ ジ ュ 「ルに つ い て質 問 した。

これに 対 し"て,こ の 種 の情 報 検索 は オ フ ライ ン ・パ ッチベニ スで行 うの が経

済的 で ある といつ 一 般 論 的 な説 明 ∂ミあ り ・ この こ とか ,う・ オ ン ライ ン的 デ ータ

バ ンクの具体的実行計画は進 捗 してい ない ことが推察 された。

通信網 計画

何故GE, .TSSに 依存 した のか?将 来,独 立 専用 システ ムとす るつ も りは

あるか?と の質問に対 しては 「.GEの 完備 レた通信網(米 国内は もとよ り,海

外に対 しても)に 着 旧 した故 である」 との説明があった。

そ して,そ の通信網 は,本 年,ま たは来 年早 々には 日本に(電 通社 を介 した

GETSSの 日本 上陸 計 画 はす で に知 られ て い る とお りで あ る)。

1973年 に は,ニ ュ ー ジ ラ ン ドに ま で 拡 張 され る点 を強 調 して い た。

国 際 間 デー タ交流,お よび国際間情報システムの結びつけについ て

「国 際 間 デ ー タ コ ミユ ニ ケ ー シ ・ソの形 態 と,予 想 され る トラフィッ ク量 」の

質 問 に 対 して 「GEシ ステ ムは,オ ン ライ ン,オ フ ライ ンの双 方 が可 能 で ある 」

と一般 的 に説 明 され た。

ま た,「 世 界 貿 易情 報 と して,各 国,各 地 区 の情 報 を一 ケ所 に 集 中す る こ と」

の ブイ'ロ ソフ イ をた だ した の に対 して 「た とえば 米,欧,日 本,各 一 ケ所 つ つ

に情 報 セ ンタ ー を配 置 す る こ とも考 え られ る 」 との答 えが あ った。

輸送,通 関 シ ステ ム と の結 び つけ に つ い て

このINTER-FILEシ ステ ムは 市場 情 報 が中心 で あ り,今 の とこ ろ輸 送,

通 関 シ ステ ム を含む,あ る い は 関 連づ け た総 合 シ ステ ム と して の 具体 的 構 総 は

と くに な い模 様 で あ っ た。WTCと して は,マ イ ク ロフ ィル ム,ビ デ オ,フ ァ

ク シ ミリ等 の ビル 内各 種 サ ー ビ スが,テ ナ ン トで あ る フ レイ トフオ ワ ー ダ 一等

に利便 を もた らす で あ ろ う との こ とで あ った。

なお,港 湾 局 と して は,別 に,港 湾 に お け る貨 物 の 流 れの 円滑 化 を狙 い とす

る カ ーゴ シ ステ ム"PISCES"を 構 想 中 で あ る。
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iArTdぷ 。硫 誼6辻 鶯 しで

最近,WdiCAss6ciヨfionに4つ み萎 員会 が設け られた との情 報に接 して

いたので,そ の一つ 「情報通信委員会」の活動状況に ついて質問 した。 これに

対 して は,

・ ト マ ・ 功 一 ニイ 一歳 を委 巌 と して活 動 を開 始 した。

。各 国 の 貿易 情 報 め 両立性 と続 一花 を計 り相 互 の情 報 交 流 を可能 とす るた

め,近 く,客 垣(国)(t)WTCに 対 して,質 蘭 を角 意 し(↓ ・る。

。ニ ュ ー ヨ ー クWTcは,他 に さきが け そ,こ の種 の 情 報 シ ステ ム を開発

し,そ の た め の コ ス トを負担 してい るの で,こ の こ とに つい て港 湾 局 が イ

ニ シア ティ ブを とる こ とが 妥i当 で ある。

。ロ ン ドン とブ ラ ッセルにGEのTSSタ ー ミナ ル を置 く予定 が あ る。(

現 在 は,カ ー ドベ ー スに よ り,月 毎又 は 隔 月毎 に ア ップデ ー トして い る)

一 国際 間 オ ンライ ン検索 に っ い て は ,さ る6月 に ロ ッテ ル ダ ムで デ モ ン

ス トレ ー シ ョ ンが あ り,す で に 実用 化 さ れ て い る との報 もあ っ た が,

未 実 施 で あ る こ とがわ か った。

(2)そ の他 の情 報,通 信 シ ステ ムに つい て

本年6月 のWTCA総 会に お い て,ニ ュ ー ヨー クWTCは 「電 話,コ ンピュ

ー タ ,マ イ ク ロ フィル ム,ビ デ オ等 の最 新 の設 備 に よ って 国際 ビジネ スマ ンに

奉仕 す べ く,総 合情 報 通 信 シ ステ ム を 目指 して い る 」 と宣 伝 されてい た の で,

この計画 の 具体 的進 捗 状 況 に つ い て質 した。

① 電 子 イエ ロー ペ ー ジ.サ ー ビス

来訪 者 の た めに,テ ナ ン トの業 種 別 案 内 をす るサ ー ビ スで あ る。・

北 タワ ー ビル の ロ ビ ーに 円形 の カ ウ ン タ ーが置 か れ,来 訪 者 の 求 め に応 じて

受 付嬢 が 業 種(た と えば"銀 行""輸 出業"と い った)を 指 定 す る ダイ ヤ ル を

操作 す る と,相 当す る テ ナ ン トの社 名,ビ ル 内居 所 ・電 話 番 号 ・お よび ホ ッ ト

ライ ン番 号 が,高 速 プ リンタに 打 出 さ れ る。傍 に は ホ ッ トラ イ ン電 話 器 が あ り,

所 望 の相 手 を呼 ぶ こ とが で き る。
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設備 は,ATTの デ ー タ ホ ン用磁 気 テ ープ リー ダ と,テ レ タイ プ コ ーポ レー

シ ョ ンの イ ンクジェ ッ ト ・プ リンタ(TTY,InktoronicTermina11,200

w/m)を 組 合わ せ た ロ ー カル的 な もの で,電 算機 等 を用 い た もので は な く,

構 内電 話 施設 提 供 者NewYorkTeienliorie(h.の 付帯 的 サ ー ビス とい った

感 で あ った。

("イ エ ローペ ー ジ"を は,米 国の 電 話帳 の職 業 別欄 が黄 色 で あ る こ とか ら

そ の俗 称)

② そ の 他の サ ー ビス

マイ ク ロフ ィル ム関 係 と して,年 間125ド ル で98ペ ー ジの ドキ ュ メ ン トの

蓄 積,検 索 が で きる(マ イ ク ロ フ ィ ッ シュ),そ の他,マ イ ク ロ フ ィル ム→ ビ

デ オ テ ー プ,フ ァ ク シ ミ リな どの 施設 があ る と説 明 され た。

(3)ま とめお よび 所 見

ニ ュー ヨ ー クWTCは,多 くの組 織,企 業 にま た が る 複 雑 な貿 易 業 務 の 円滑

化,迅 速 化 をはか るた め,貿 易 に関 す る政 府,民 間 の あ らゆ る機 関 を一 堂 に あ

つ め る こ とを理 想 と して構 想 され た もの と考 え られ る。

この こ とか ら 「情 報 と通 信 」 が重 要 な ファ クタ ー として強 調 され"あ らゆ る

貿 易情 報 が即 座 に 得 られ る"と い う,う たい 文 句が,終 始,パ ン フ レ ッ トな ど

で 宣 伝 され てい た。

しか し今 回 の 調査 で そ の 中心 とな る べ きttINTER-FILE"シ ステ ムは 公

共的(共 用的)デ ー タバ ン クと しては,そ れ ほ どの 規 模,特 色 は な く,そ の稼

動 状 況 も イ ン クワイ ヤ リ度 数 に て7～8度/日 と,さ さや か な もの で あ る こ と

が わ か っ た。

WTCを 一 つ の貸 ビル業 者 と して と らえる な らば,こ の種 の情 報 サ ー ビ スも,

光熱 や 電 話 な どと同類 の テ ナ ン トサ ー ビ スの一つ で あ り,し た が っ て,そ の サ

ー ビ ス レベ ル や ,宣 伝 ぶ り も,コ ス トと ユ ーザ ー負担 能 力 か ら推 して妥 当 な も

の と して うな つ く こ とがで き る。

また,将 来 計 画 や そ の ブイ ロ ソ フイに つい て も,一 部 に 伝 え られて い た こ と
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は うらは らに1抽 象的,ま たは一般論的な答 が大部分であ ったが,WTCが 「公

共傘業体 」である こと す なわ ち公的 サ ービス機関である と同時に 「独立採

算制 」に拘束 される こ とを考 えれば,先 導的,あ るいは実験的 システ ムは手が

けに くい こともまた 当然 と思わ れる。伝 えられる テ ン ト募 集難が,こ の種 のサ

ービス計画は もとよ りビルの建設 スケジュールす らも後退 させ てい るだろ うこ

とは想像 に難 くない 。

しか しなが ら,世 界の貿易情 報 を同時的 なもの と し,よ り円滑 な情報 の交流

をはかるこ とは時代の要請 であろ う。WTC協 会,情 報通信委員会の動 きにみ

られ るように各国のWTCの 連携 はこの可能性 を高め,今 後,徐 々にでは あっ

て も進 捗 して ゆ くで あ ろ う。 こ の こ とに関 して,港 湾 局 の役 割 りと実 績 とは ,

そ れ な りに評 価 され る べ き もの と思 わ れ る。

一方 ,貿 易 関係 シ ステ ムの他 の 側面 と して,貨 物輸 送 と港 湾 管 理 を 目的 とす

る津 湾 局 の シス テ ム"PISCES"は,本 年8月 にそ の構 想 が打 出 され た ば

か りであ る が,こ の中 では,将 来,米 国関 税 局 が構 想 中 の"AMP"シ ス テ ム

との関連 づ け が うた わ れ て い る。

貿 易 関 係 の総 合 シ ステ ム と して は,「 市場 情 報 を中心 とす るデ ータバ ン ク」

と 「貨 物輸 送 シ ステ ム 」 との こ の二 つ の ア プ ロー チが暫 時 並 行的 に進 め られる

もの と考 え られ る。
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3.国 内 の貿 易 情 報 フ ロー ・デ ー タ エ レメ7ト 分析 図表
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2.貿 易商 社 を中心 と した 書 式 フ ロー

④ 貿 易 書 式 フ ロ ー(商 社へ のInput)
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◎ 貿 易 書 式 フ ロ ー(商 社 か ら のOutput)
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① 商社(INPUT)

機 能
DOCUM㎜

名 称

入 手

部 門

入 手

サイクル

外部入手先

名 称
備 考 利 用 目 的 件 数

相 手 国 バ イヤ ー よりの 引 合情 報。

引A
※

口
営業 D バ イヤ ー テ レ ック ス 引 合 を受 け る と,営 業部 門 では,取 引 先 チ ェ ック,引 合 内容 チ エ ッ

(テ レ ック ス)
ク を行 ない,OKで あれ ば,見 積作 業 に移 る。

引合見積

テ レ ッ ク ス 仕入先よりの見積情報。
引 合 書

〃 〃 仕 入 先 or 仕 入 先 に対 して 出され た引 合情 報 の解 答 で ある。Base単 価,諸 見
OFFER

TEL 積 額 等 の情 報 で,バ イ ヤ ーに対 す る見 積 情 報 の基 礎 とな る。

テ レ ック ス 予 めバ イヤ ーに対 して 出 され た見 積 の確 認 情報 で あ る。
ACCEPT

〃 〃 バ イヤ ー or この 情報 に より,先 の見 積 情報 か ら,SalesContractFo㎜rd

(テ レ ック ス)
メ イ ル Booking依 頼,包 括保 険 申請 等 の成 約処 理 が行 なわ れ る。

当社作成承認 綱 物 資 の輸 出,.特 殊 な貿 易 協定 に よる 輸 出,標 準外決 済 に よる輸
E/L 〃 W 〃

後戻り 出を行 な う場 合,銀 行 の認 証 を得 る際 に 必要 とさ れ る書 式 で ある。

船積書類作成,と りそろえ決済等,商 社に於ける輸出業務の中心的
成 約 L/C 外為 D 為 銀

情報となる。-

外 為 か らの,小 切手,入 金 連絡
小切手送金

〃 〃 〃 この情 報 よ り,Application前 受 証 明書,貿 易 外 受取 報告 書 が作

案 内
成 され る。

注文 請書 営業 〃 仕 入 先 注文 書 に対 す る請 書,保 管 。

※入手 サ イ クル のD ,Wは そ れぞ れDay(日 単位),Week(週 単 位)を 表 わす。

ω

・

ウ

庁
叶

ぴ
鳥
淵
ー
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機 能
DOCUM卵T

名 称

入 手

部 門

入 手

サイクル

外部入手先

名 称
備 考 利 用 目 的 件数

前 渡 金

請 求 書
営業 D 仕 入 先

仕 入先 か らの前渡 金支 払請 求書 。'ウ

この情 報 を も とに,貸 手 借入 申込 が行 なわ れ る。

受

渡

Space

Booking
Fixture

Note

SpaceBooki

運 輸

lg

〃

船 会 社

(フb－ カー)

・ForwardBooking依 頼 に対 す る船 社 か らの確 認情 報

ン

Fi㎜

Booing

(TEL)

〃 〃 〃

・船 社 か らのFi㎜Booking確 認 情報 の とれ に よ り,最 終 的 に本船
、

が決定 し,必 要 書 類 の手 配,ShippingAdvice等 の船積 準 備行 為

が行 なわれ る。

通

関

●

船

積

Cargo

Ready

〃 〃 仕 入 先

・仕入 先 よりの,該 当荷物 ぞ ろい 通 知。

P/Lと と もに,船 積 数量 把 握 情報 どな る。

B/L

Copy
営業 〃

船 会 社

or乙 仲

船 積 完 了 デ ー タ と して,イ ン ボ イ ス マ ス タ ーConラularInvoice

等 の 基 礎 デ ー タ と して 利 用 さ れ る 。

W/M

リス ト
〃 〃 〃

この証明書は運賃支払いのさい船会社に提出され1ま た通常船積書

類として荷為替手形に添付して輸入者に送付される。

原産地証明
じ℃

〃 〃 商工会議所 証認済戻り 原産地証明済み書類であり,船 積書類の一部を構成する。

Consular

Invoice

〃 〃 領 事 館 〃 買取用船積書類の一部

δ
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機 能
DOCUVIENT

名 称

入 手

部 門

入 手

サイクル

外部入手先

名 称
備 考 利 用 目 的 件 数

B/L

Original

営業 D 船 会 社 船積完了を証明する証券の原紙

E/D

(認 証用)

運輸 〃 為 銀 認証済戻 り 既に認証済みの銀行認証用E/Dで,通 関上 の必要書類

⑭

(買取用)

〃 〃 乙 仲 税 関 で チェ ック済 み のE/D

運送
保険

1/P 保険 〃 保 険会社 保険会社にて発行された,海 上貨物保険証券で,買 取用船積書類の
一部を構成する。

財

務

精 算 金

請 求 書

外為 〃 仕 入 先 仕入金額より前渡金額を除いた金額の請求書。

D/PD/A

引受,入 金

通 知

〃 〃 為 銀 D/P,D/A手 形 に関 す る銀 行 よ りの引 受 通知.入 金通 知 で あ る。
・

商社 内部 のD/P,D/A管 理 イ ン プ ・ ト情 報

為替 予約

締 結

〃 〃 〃 為替予約の確認情報

L/C

Amend

〃 〃 L/Cの 修正情報

入金計算書 〃 〃

一

船 積書 類 買取 り時 に,銀 行 か ら提 出 され る額 面 金額 の計 算 書

社 内 の入 金処 理 のイ ン プ ソ ト情 報 とな る。

Appliation

(レ シ ー ト)

〃 〃 夕偽 銀 行 に対 す る買取 依 頼(Application)の レシ ー ト
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② 商社(OUTPUT)

機 能
DOCUMENT

名 称

作 成

部 門

外部提出先

名 称
作 成 目 的 件 数

引 合 引 合 書 営 業 仕 入 先 買付 引 合入手 に よ り引 合内 容検 討 .(製 品,SPEC,Size明 細,数

量,積 み時期 そ の他 チ ェ ック),仕 入 先決 定,引 合 書原 稿作 成 を行 い

仕 入 先 との商談 に入 る。
一...:.'...」

Freight見 積 依 運 輸 船 会 社 Freight見 積依 頼 書 作 成 し(SPECIALRATE申 請 も含 む)船

頼書 ブ ロ ー カ ー 腹 に提 出。

ApPlication 運 輸 運 賃 同 盟
'

forSpecialRate
.

Estimate 営 業 Buyer 対Buyerへ の見積 書

Sheet

、

Confirmation 営 業 仕 入 先

Sheet

成 約 ForwardBook 運 輸 船 会 社 成約 時 点 に於 るForwardBookingの 依 頼 書(船 腹 予約)

ing依 頼書

Sales 営 業 Buyer 対Buyerと の売買契約書,貿 手借入,銀 行認証時の必要書類(D/A

Contract D/P)

Proforma 営 業 BUyer 試 算 イ ン ボ イ ス(Pro-FormaInvoice)は 価 格 の 見 積 り を 依 頼 さ れ

Invoice た場 合 に使 用 す る イン ボ イス を い う。 輸 出商 は,見 積 りの依 頼 を受け

◆



N
㊤
H

機 能
DOCUMBNT

名 称

作 成

部 門

外部提出先

名 称
作 成 目 的

'

件 数

営 業 Buyer た さ い,見 積 書(Eatimate)の 代 りに イン ボ イス を送付 す る ことが

ある。 この場 合 の イ ンボ イス は 商品 を送 る こ とを仮 定 して作 成 す るの

で,商 品 が買 主 の手 に は い る まで の計 算 が 買主 に わ か るた め,買 主 に

購 買心 を 誘発 す る こ と もある。 この た め にイ ンボ イス を送 付 す る こと

も行 なわれ,こ の 目的 で使 用 され るのが 試算 イ ン ボ イス で あ る。

Fixture 運 輸 船 会 社 INPUTの 項

Note

Charter

Party

運 輸 船 会 社 用 船契 約 に よって貨物 を輸送 す る場合 に は,基 本 的事 項 につ い て取決

め を す る と,船 会 社 は 用船 契 約書(CharterParty)'2通 を発 行 す る

の で,船 主 と用船 者(船 会社 と荷 主)が 署 名 して双 方 が保 管 す る。

Dispensation 運 輸 運 賃 同 盟

申請書

輸出包括保険申

込書

営 業 輸 出 組 合 包括保険は業種別の組合員がその組合員のために包括的に保険契約を

結ぶもので申請書は輸出組合を通して通産省へ提出される。

輸出承認申請書 営 業 通 産 省 INPUTの 項 で説 明

注 文 書 営 業 仕 入 先 仕入先への発注の為の注文書,(仕 入先 どの売買契約書)

注文書変更通知書 営 業 仕 入 先
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DOCUMENT 作 成 外部提出先
機 能

名 称 部 門 名 称
作 成 目 的 件 数

Inspection 営 業 検 査 機 関 検査機関に対する依頼書

Application

通 関 銀 行認 証 用 運 輸 銀 行 乙 仲 銀行認証用の輸出申告書で買取用E/Dと なる。

E/D

Shipping 運 輸 乙 仲 乙仲に対する通関,船 積指示書

Instruction

Invoice 運 輸 乙 仲 輸出者が輸入者にあてて作成する積荷の明細書であると同時に,請 求

書の性格をもつもの,輸 入者から見れば輸入貨物の仕入書であり,原

簿 で ある。

輸出入通関を行な う場合にも,申 告書類の一部として税関宛に提出す

る 。

Packing 運 輸 乙 仲 荷為替取組み時には,特 に要求のない限り必要はないが,買 手叉は税

List 関が積荷を照合する場合に,商 業送り状の補足書類として要求する場

合が 多 い。 これ に は,注 文 番号,荷 印,各 相 抱 の箱 番 号,各 箱毎 の内

容明細正味重量総重量才数等が記載される。

Insurance 運 輸 銀 行 買取必要書類である保険証券

Policy

買 取 船積完了報告書 運 輸 銀 行
⊇

■
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機 能
DOCUMENT 作 成 外部提出先

作 成 目 的 件 数
名 称 部 門 名 称

Commercial 運 輸 銀 行 上記 説明

Invoice

Pcking 運 輸 銀 行 上記 説明

List

Customs 運 輸 銀 行 米国,カ ナ ダ,豪 州,ニ ユ ー ジ ラン ド,南 ア等 の諸国 へ 輸 出 す る場合

Invoice に領事送 り状に代わる事類 として要求される。これは輸入地の税関用

に輸出者が作成するもので,輸 入地の税関が輸入貨物に対する適正な

課税価格を決定する場合の資料となる。

.原 産 地 証 明 運 輸 商工会議所 荷為替手形の付属書類の1つ で輸出貨物がその輸出国に於いて確かに

銀 行 生 産又 は製 造 され た もの で あ る こ とを説 明 し た公文 書 で あ る。

COIlsular 運 輸 領 事 館 領事送り状が要求されるのは主 として中南米,東 南アジア諸国への輸

Invoice 銀 行 出 の場 合で ある。 これ らの輸 入地 へ の 関税 取 締 りを徹 底 させ る に も必

要 。

B/L引 渡 運 輸 船 会 社 INPUTの 項 で説 明

依 頼 書

保険料請求明細 保 険

吟`

貿易金利請求書 営 業 仕 入 先
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機 能
DOCUMENT

名 称

作 成

部 門

外部提出先

名 称
作 成 目 的 件 数

Payment 財 務 海 外 店 舗
〉

Instrucいon

DebitNote 財 務 海 外 店 舗 DebitNoteは 保 険料 請 求書 で あ り,保 険料証 明書 の代 りに税 関提 出

CreditNote 用 に も使用 され る。

ApPlication 財 務 銀 行

貿易外支払報告

書

財 務 銀 行
1,

前 受 関 係 輸出貨物代金 営 業 為 銀 経 由

前受証明書 日 銀

貿易外受取りに 営 業 〃 被仕向送金換金の際の必要書類

関する報告書
ψ

前受代金残高 営 業 日 銀 前受金の残高把握

報告書

貿 易借 入 貿手借入依頼書 営 業 銀 行

関 係

Draft(約 手) 営 業 銀 行 買取時の銀行持込必要書類

◆
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機 能
DOCUMENT

名 称

作 成

部 門

外部提出先

名 称
作 成 目 的 件 数

代理又は仲介に 営 業 通 産 省
,

関する支払等許

可申請書

代理手数料等に 〃 〃

関する明細書

AgentComm 〃 〃

支払許可申請書

理由書

外国為替の支払 〃 通 産 省

拒絶に関する値 日 銀

増金の発生報告
圭
目

代金回収報告書 〃 通 産 省

価格証明に関す 〃 商工会議所

る申請書

輸出代金回収期 〃 通 産 省

限延長許可申請

室
日
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機 能
DOC㎜NT

名 称

作 成

部 門

外部提出先

名 称
作 成 目 的 件 数

ク レー ム処 理 票 営 業 仕 入 先

ク レ ーム請求 書 〃 〃

貨物の輸出に関 〃 通 産 省

する損害賠償金

貸記報告書

保証金積立依頼 財 務 為 銀
室巳

保証金解除依頼 〃 〃

書

輸入信用条項変 〃 〃

更依頼書

Appli(飢ion 〃 〃

forAmendment

Guarantee

Application 〃 〃 信用状付手形は銀行が買い取るので,銀 行の買取 りによって,輸 出者

for
」 ▽ 一

が荷 為替手 形 で代 金 を回収 す る ことを荷 為 替 の取 組み(NCgotiation)

Negotiation と呼 ぶ。

■
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得 → 通 産 省
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4.貿 易 商 社 を中心 と した 主 な デ ー タ マ トリックス

略 語説 明

S/C

E/L

L/C

圓INV

I/A

⑱E/D

S/I

C/O

P/L

◎E/D

B/A

◎INV

記 号説 明

G

K

F

T

①

P

SALESCONTRACT(契 約 書)

EXPORTLICENSE(輸 出承認 証)

LETTEROFCREDIT(信 用 状)

INVOICE(仕 入 書)

INSURANCEAPPLICATION

BANKEXPORTDECLARATION(銀 行認 証 用輸 出 申告 書)

SHIPPINGINSTRUCTION

CER口FICATEOFORIGIN(原 産 地 証 明 書)

PACKINGLIST

輸出申告書(FORCUSTOMS)

BANKAPPLICATION`

INVOICE(FORCUSTOMS)

概算発生

決 定

最終決定

転 記

転記(損 し コー ド変換)

優 先決定(事 前 に決定 していてもこの 内容が優先す る)
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第2情 報 システ ム の輸 出業 務

で使 われ る 商社 を 中心 と した

主 なDocumentsのData
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003 品 名 TTT TT T TT

004 規 格 FT TT T TTT

005 サ イ ズ TFT TT T TTT

006 数 量 TTT T,T TTT TTT T

007 仕 入 単 価 T

008 仕 入 金 額

009 仕 向 地 TT TPT
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OlO 積 港 TTT PT TT TTT TT

011 揚 港 TTT TPT TT TTT TT

Ol2 船積予定 日 TTT
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016 船 名 T TT TT TT T

017 本船入港 日 TT T TT

018 本船出港 日 T

Ol9 BUYER TT

02り 最終使用者 T T

021 対BUYER決 済手段 TT T

022 建 値 TT PT T T

023 決 済 通 貨 TT

024 売 単 価 TT TT T

025 船積金額(外 資) TTT TT T T T

026 サ イ ズ トレ ラ ン ス TT

027 輸 出 者 PT TT

028 対仕入先支払方法 T TT T.

029 乙 仲 名 T

030 海上運賃(外 貨) F

031 海上運賃(円 貨) F

032 保 険 料(外 貨) F T T
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033 保 険 料(円 貨) F T

034 保 険 料 率 T F T

035 附 保 条 件 T PT TT

037 荷姿1梱 包数 T TT TTT TT TT

038 梱 包 明 細 T T
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039 個 数 ♪ e T TTT T'TT

040 対仕入先受渡条件 TT

041 統計品目番号
}

TT

042 荷姿/梱 包数(英 字) FF

043 検査機関 G P

044 DELIVERYALLOWANCE F F

045 TRANCESHIPMENT可 否 F P

046 分割船積可否 F P

047 E/LFb. FT TTT TT

048 E/DNo.(銀 行 認証) T F TT T

049 承認区分(輸 出形態) F「 T

050 E/D金 額 F

051 B/L指 図 F T

052 NOTIFY F T

053 海上運賃支払形態 F T

054 海上運賃支払表示
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F T

055 B/L発 行地 F

056 B/LDATE T TG TTT F T

057 E/L』 有 効期 限 F

058 保 険 会社 F TT
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060 L/CShippingDate F T
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061 L/CExpiワData F T . T
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063 L/C接 受日 F T

064 L/C発 行銀行 F T T T
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065 L/CUSANCE F T
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066 C/R(入 庫 口) G T

067 ACCOUNTEE F T T T T T T T

068 S/1添 付資料 F

069 S/1必 要書類 F T

070 原 産 国 T T

073 M,ment T T

074 E/D(本 免 状)No. F F

075 FREIGHTTON F

076 契 約 日(売) F T

077 B/LNo. F

078 書類受授部数 F

079 国内市場価格(円) T

080 輸出国輸出市場価格 T

081 保険証券凡. F T T

082 PAYABLEBY F T T

083 保 険 金 額 F T T

084 買注 文No. F T T T T T T

085 L/CAMOUN T

086 L/C商 品名 T T T T T T T T T T

087 仕入金額(円)(FOB外 資額) F
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2 年月 日 FF FFF F F 申告SEQ.No(4N)INo.
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26 PageNo・ F
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30 Shpr'sAccountNo
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・
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36 Currency T
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39 AmountofInsurance T F T
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.
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.

43 CommodityItemNo ①
「
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F
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71 規格 FT T TT

.

T

.

●



ω
O
oo
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73 対Buyer決 済手 段 TT T

74 建値 TT PT T T

75 決済通貨 TT

76 売単価 TT ・TT

77 SizeTolerance TT

78 保険料率 T T

79 付保 条件 T PT T

80 検査機関 G P

81 DeliveryAllowance F P

82 Trawshipment・i∫ 否 F P

83 分割搭載可否 F P

84 買注 文No. F TT TT T
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88 保険会社名 F T
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ReeferTemp. M M M M

PackagedBy M
『

InlandCarrier(受) *M M

〃(渡) *M M

WeightinCtnr M

MeasureinCtnr M

CtnrTarew引9ht M

CtnrGrossWeight M

D已ngerousClasS/Iabel *M
.

*M *M



ω
」
吟
ー

InvoiceNo M M 酬
Inv.Place&Date *M w

申告年月日 M

蔵 置場 所 M w

積込年月日 M
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7.沿 岸 業 務 情 報 フ ロL-一一

在 来 船 業 務(輸 出)
① 積付に関するプランニング業務

② 純貨物の検数業務

③ 書類と現品確認業務
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③ 積付業務

/乙 仲)

"D・'IE
・膓 ・

.,

出 許uj'書

税 関

FEEDER

PORT

CFS

O
＼
因

/
O
ロ

一
〇

－
Z
>
r

㌧

切
＼
.－L

'
○

出

】
Ω

－
Z

>

⊂

od
O
O
×

－
Z
Ω

r>
こ噺

ツ

気 、づ

ジ 、∫『σ

冷 ε

z)㎡c

乙/,

CYSCALE

(o

痴
・己

○
呵
呵

一
〇

CFS

○
↑

u
＼
ま

」
○

巨
u

＼
,〉

,

`

船 社

一318一



■

`

前 受業 務(輸 出)

① 搬入時の業務

② 庫内ロケーシ。ン

③ 搬出本船積業務

輸 出申 告 書(E/D)

.融 ⇒

船 社(搬 出)
スペース

ユ

劃
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コ ン テ ナ 業 務(輸 入 .1 ① ゲイトにおけるコンテ
ナ搬出入業務

② 書類貨物受渡業務

輸 入 申告 書 ほ/Dl
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在 来 船 業 務(輸 入)

① 上荷に関する書類手続

業務

② 現品書類チェック業務

ぷ
さ

へO
巴

O
H
Z
>

駕

駕

輸 入 申告 書(1/D)

『

_(社 動 軸
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8.船 社 の 輸 出 に お け・る 貨 物Data処 理 例

一
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'
'

'
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'

'
'
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帳 票 名:CONTRACTNOTE(売)

■

3.貿 易関係帳票 エ レメン ト分析表

Seller→Buyer

Original:

Seller→Buyer→Seller

契 約 書(C/N)COPY:Seller

●

発行条件 成 約

系 路
1SeUer 2Buyer 3Seller 4 5 6 7 8 9 10 11 12

項 目 名 内 容 記 入者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展開帳票 備 考

発 行 日 時 1 / 13 JAN.19.197347.12.31→8桁

発 行 場 所 1 / 一 都市.国

ContractNo 契 約 番 号 1 10(3・5・2) 1

Messrs 契 約 先 1
注文 してきた
電信又は手紙

.

70×3 1
Fφ1NAMEFφ3Fて)RA/C

F《ρ2ADRESSOF～

騰 …t・y・u・{:ぽlms』 本契約 に関する書類,電 信 1 〃 一

telegramsR£fortoour

letters
〃 1 〃 一

Commodity 商 品 1 〃 40×4 1 SPECは 別

Quality 品 質 1 〃 70×5 1
=SPEC

Quantity 量 1 〃 数 一10(整 数)

契約数量単位 一'lo 1
A

Price 価 格 1 〃 整数部10少 数部5
単位5 1 少数部は2桁 で充分

Payment 支 払 方 法 1 〃 一

1
コー ド化可能

Shipment 船 積 期 限 1 〃 一
1 年,月,以 前(以 降)コ ー ド化 可能'

Destination 仕 向 地 1 〃 一

1
(港)国,EX,USA(PORT(S))

経由地 を記入 する ことがある ・

Packing 包 装 1 (〃) 1

、

Manufacturer 工 場 1 (〃) 1
r特 記顛 に相当
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項 目 名 内 容 記 入者 原 帳 票 桁 数 利用 者 展開帳票 備 考

Insurance 保 険 1
注文 してきた
電信又は手紙

1 金 額,条 件,被 保 険者'etc

InspectiOn 検 査 1 (〃) 1

●

Marking 荷 印 1 (〃) 35×13 1

.

ノ 契約時点 で決 るとはか ぎらない

SpecialTerms&Conditions 特記事項あるいは条件 ユ (〃) 1 '

Sellerの 署 名 1

Buyeτ の署 名 2
、

うBuyer,Shipper&Mak町 が指 定 す る

Marki㎎ は工場又は私設倉庫 にて行 う

公共上屋に於ては認 められない

標準化C/ONoと のMatchi㎎ を考慮すること,

帳 票 名 註 文 書 (ttn貝)契 約 書

発行条件 成 約

系 路
lShi

pper
2Make

r
3Shi

pper
4 5 6 7 8 9 10 11 12

項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利用 者 展開帳票 備 ・ 考

契 約 番 号 1 10 2 売買同じMを使用する

発 行 日 付 1 2

発 行 者 1 一 2

あ て 先 1 一 2

引 合 先 1 70×3 2 普通 の場合不用 但 し売先 が契約上制限 さ
れる時 は必要 となることあ り

代 金 1 10 2' 円価 桁数は要検討

受 渡 期 限
、

1 13 2

略

`

.'

●
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項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展開帳票 備 考

代 金 支 払 1 / 一

手形
酬 後○○日描 法瀦}パ 名 窪

受 渡 場 所 1 / 一 パターン化可能?)個有名称を用いることに問題,

受 渡 条 件 1 / 一 パターン化可能

特 約 条 項 1 / 一

品 名 数 量 そ の 他 の 明 細 1 / 一 検 討事項 ア タッチシー トで逃げ られる∩

ー

ω
N
ぺ
ー

帳 票 名'LETTEROFCREDIT信 用 状 (L/C)

発行条件

系 路
1L/C開 設銀行 2確認銀行 3 通知銀行 4 受 益 者 ㌔証銀行

6Shi
pper

7 買 取 銀 行 8 9 10 11 12

項 目 名 内 容 記 入者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展開帳票 備 考

信 用 状 の 種 類 1
L/C
APPlication

発 行 銀 行 名 1 /
発 行 地 1. /
確 認 又 は 取 次 銀 行 名 1 /
番 号 1 /
発 行 日 付 1 /
受 益 者 1

L/C
APPlication

発 行 依 頼 人 1 〃

金 額 1 〃

有 効 期 限 1 〃
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項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 .桁 数 利 用 者 展開帳票 備 考

手 形 振 出 人 1
L/C
ApPlication

手 形 名 宛 人 〃 〃
★

手 形 期 限 〃 〃

手 形 金 額 〃 〃

添 付 書 類 と 必 要 枚 数 〃 〃 B/L,1/P,C/inv,etc、

品 名 〃 〃

数 量 〃 〃

単 価 〃 〃

船 積 地 〃 〃

仕 向 地 〃 〃

陸 揚 港 〃 〃

船 積 期 限 〃 〃

分 割 船 積 〃 〃

積 換 許 容 〃 〃

そ の 他 の 指 図 注 意 〃 〃

通 知 銀 行 〃 /
MBKNo 4 /

`

ら

'
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帳 票 名'輸 出 承 認 申 請 書 EXPORTLICENCE(E/L)

発行条件 契 約 成 立

系 路
1Shi

pper
2Miti

/℃ustoms
3Shi

pper
4 認証銀行 5Shi

pper
6 海 貨 業者 7CUSTOMS 8 9 10 工1 12

項 目 名 内 容 記 入者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展開帳票 備 考

あ て 先 1 /
承 認 番 号 2 / ShippersCordに よ り自動 承認 を考 え る

有 効 期 限 2 / 標準化 を考慮する

申 請 者 氏 名 1 (C/N)

申 請 者 住 所 1 (C/N)

申 請 者 電 話 番 号 1 (C/N)

申 請 月 日 1 /
買 主 名 1 (C/N)

買 主 住 所 1 (C/N)

仕 向 地 1 C/N

経 由 地 1 (C/N) f賠 旦T}醸 囎

商 品 名 1 C/N

型 及 び 等 級 1 C/N

単 位 1 (C/N)

数 量 1 C/N

単 価 1 C/N

総 額 1 C/N

数 量 及 び 総 額 増 加 見 込 1 /



項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展開帳票 備 考

代 金 決 済 方 法 1 C/N・

通 貨 1 C/N

承 認 ・ 不 承 認 2 /
承 認 条 件 2 /
大 蔵 大 臣 の 同 意 2 /
通 産 大 臣or税 関 長 の 記 名 押 印- 2 /

ー
ω
8

ー

帳 票 名(銀 行認証用)輸 出 申 告 書 EXPORTDECLARATION(E/D)

発行条件

系 路
lShipper 2B

ank
3Shipper 4海 貨業者 5税 関 6海 貨 業者 7Shipper 8買 取銀行

項.目 名 内 容 記 入者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展開帳票 備 考

輸 出 者 記 名 押 印 1 (C/N) 要登録
r

輸 出 者 住 所 1 (C/N)

承 認or許 可 の 種 類 1 /
承 認or許 可 番 号 1 E/Letc

銀 行 認 証 年 月 日 及 び 番 号 2 / XX(999)-99-99999(標 準 化 す る)

商 品 明 細 1 (C/N) Inv.と 一 致

統 計 品 目 番 号 1 / 3 SITCコ ー ドの上3桁

数 量 1 C/N,L/C 売 数 値

建 値 及 び 総 価 額 1 C/N.L/C 決 済 金 額

⑮
4

'
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項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展開帳票 備 考

US$換 算 額 1 (E/C)

仕'向 地 1 C/N,L/C (流 通)国 名

買 主 名 1 C/N山/C Accountee

買 主 住 所 1 (C/N,L/C)

決 済 方 法 の 種 類 1 (C/N.L/C) .L/C・P/P・D/A・etc.

手 形 期 限 1 (C/N.L/C)

L/C未 使 用 残 1 (L/C)

接 受 年 月 日 1 L/C
i

有 効 期 限 1 L/C

参 考 事 項 OPENINGBANK 1 L/C 14x2 送金証 明or入 金Nα

L/CNo 1 L/C

C/N 1 C/N

Z/VNα 1 1/V

統 計 用 コ ー ド 欄 ① 統 計 品 目 番 号 8

② 建 値 価 格 8

/
③ 仕 向 地 8 /
④ 外 国 為 替 8

⑤ 信 用 状 内 容 8 /
⑥ 外 為 決 済 の 証 明 8

⑦ 〃 8

⑧ 決 済 銀 行 8

、

1



項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展開帳票 備 考

認 証 銀 行 2 /
外 国 為 替 決 済 の 証 明 日 付 ・ '信用状 8 /

`

受領通貨金額 」

う∈

、そ の他 8 /
備 考 8 / 前受の場 合はShipperに て記入

決 済 銀 行 8 /
税 関輸 出許 可 年 月 日及 び番 号 5 /

ー

ω
ω
N
ー

帳 票 名(Commercial)INVOICE (INV) * 必要項 目

発行条件

系 路
1Shi

pper
2 海 貨 業 者 3CUSTOMS/ 4買取銀行/ 5B

uyer

項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利用 者 展開帳票 備 考

INVOICENぴ 1/VNa 1 / 7 *

作 成 地 1 / *

作 成 日 付 1 / *

SalesSectionCode
㌧

部 課 コ ー ド 1 / 5

部 商 品 コー ド 1 / 10

ContractNo 1 C/N EM台 帳晦 と共通

〃Date 1 C/N

MBKNo 1 L/C 6 MBKでL/Cに 付与 した番号

L/CNα 1 L/C 20 *

●
◆
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項 目 名 内 容 記入 老 原 帳 票 桁 数 利 用者 展開帳票 備 考

IssuingBank L/C開 設銀行 1 L/C 70 *L/C以 外の時決済 条件記入

Consignedto 荷受人 名,住 所 1 L/C,C/N 70x3 *

ShippedingoodOrderandCoditionper 船 名 1 B/O 35 f*)

Sailingonorabout 出 帆 予 定 日 1
L/C,
C/N,B/0 (*)L/CDate前

From 積 込 港 1
'

17

To
、

荷 卸 港 1 46 *

Quantity 数 量 1 メー カーP/L 20 (*}

ShippingMarks&NOS 1 〃P/0 35×13 *P/O:PackingOrder

Description 品 名 1 L/C *L/Cと 同 じ

GRADE
.

Spec. 1 (L/C) *

注 記 1 一
L/C指 定,etc.

No 1 一

GRADE Spec. 1 一

個 数 1 一

単 位 重 量 1 　

総 重 量 1 一
*

UnitPrice 単価,諸 費用,手 数料 1 L/C,C/N *

Amount 価 格 1 (L/C,C/N) *計 算結果 に より算 出

輸 出 者 署 名 1 *

信用状指定項目 1 一 *

'
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帳 票 名 CERTIFICATEOFORIGIN(C/0)

発行条件

系 路
1Shipper 2 商工会議所

>3

Shipper
4 買取銀行

項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展開帳票 備 考

InvoiceNo 1 、

作 成 地 1

作 成 日 付 1

SalesSectionCode 1

部 商 品 コ ー ド 1

ContractNα 1

CのtractDate 1 、

MBKNo 1

L/CNα 1 >Invoiceと 同 じ

IssuingBank 1

Consignedto 1

Shippedper 1

Sailingonorabout 1

From: 1

》

To: 1

Quantity 1 UnitPrice&AmountはL/C

ShippingMarks&Nos 1 に指定 ないか ぎり省略

Description 1
ノ

`
■

●
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項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展開帳票 備 考

PlacedProductionorMannufacture 原 産 国 名 1 /
SignedinYokohamaonthe 日 付 1 /
FirmName 商 社 名 1 /
Signature 署 名 1 /
SignedinYokohamaonthe 発 行 日 2 /

発 行 者 2 /
署 名 2 /

SecretaryC.No C/ON血 2 / 不 定

帳 票 名 PACKINGLIST(P/L)

発行条件

系 路
1Shi

pper
2 滋賀 業 者 3 検 定 協会/ 4税 関/ 5Shi

p限r
6買 取 銀 行

項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利用 者 展開帳票 備 考

InvoiceNo 1
、

作 成 地 1

作 成 日 付 1

SalesSectionCode 1 >Invoiceに 同 じ

部 商 品 コ ー ド 1

ContractN砿 1

ContractDate 1
∠
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項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展開帳票 備 考

MBKNα 1
、

L/CN臥 1

IssuingBank 1

Consignedto 1

Shippedper 1

Sailingon 1
,Invoiceに 同 じ

From 1

To 1

Quantity 1

ShippingMarks&Nos 1

Description 1
ノ

NetWeight 正 味 重 量 5 M/W

GrossWeight 総 重 量 5 M/W

Meas't 容 積 5 M/W

■
、

,
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帳 票 名SHIPPING'INSTRUCTION

:1|1

臣

下

発行条件 IWOCE,E/D(Bank)そ の他Shipper側 で用意す るDOCUMENTS

系 路
1Shi

pper
2F

.A
3Shi

pper

項 目 名 内 容 記 入者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展開帳票 備 考

Messrs 海 貨 業 者 名 1

依頼会社名 ・部課名 1

担当者Tel.肱 1

InvoiceN肱 送 り 状 番 号 1 Inv. 7

ContractNo 契 約 番 号 1 Inv. 5 複数 とな ることもある

Date 発 行 日 付 1

NameofVessel 本 船 名 1 Bookingmemo

ShipPingCompany 船 社 名 1 〃 船 名 より調べる ・

諸 掛 請 求 先 1 (買)台 帳 MakesFOB/Ex-god〔}wn

NameofWarehouse 倉 庫 名 1 入庫報告書 注文書 には入 っていない(挿 入が望ましい:

入 庫 晦 1 入庫報告書 複数 も有

Shipper 荷 主 1 台 帳

Consignee 荷 受 人 1 L/C,C/N

NotifyParty 着 荷 通 知 先 1 L/C,C/N 複 数 の こ と もあ る。 .

B/Ltobeissuedat ・B/L発 行指定地 1 一 船積地が原則

B/LDate B/L発 行 日 付 1 一 Saili㎎date/そ の他 通常は出帆日,期

末あるいは月末に指定することもある

Original:B/L
Copy:

B/L発 行 枚 数 1 一(L/C) 2×2 通 常3通.Copyは 指定 十15

B/LSeparati・n B/Lの 分 割 1 一(L/C)

|



項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数
『
利 用 者 展開帳票 備 考

B/LCombination B/Lの 併 合 1 一(L/C)

Original:W/MLi
stCopy: W/M発 行 数 1 一(L/C) 2×2

Freight支 払 条 件 1 Inv.L/C,C/N 先払,後 払

FreightRate 1 タ リ フ 本来はShipperが 書 きこむが現在は乙仲代行

ConventionalVessel 1
Transhiμnentの 場 合 で荷 物 の 受 取 サービス

とそ の請 求 先

ContaimerVessel 1 Container〃

SpecialInstraction 1

通関申告番号/SO甑 2 E/D,S/0

ー
ω
招

ー

帳 票 名DELIVERYORDER 荷 渡 指 図 書

発行条件・
消費者以外の倉庫に品物がある時

系 路
1Shi

pper
2海 貨 業 者 3倉 庫

項 目 名 内 容 記 入者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展開帳票 備 考

倉 庫 ・会 社 名 1 注文書∴入庫報告書 、

入 庫 晦 1 入庫報告書

荷 印 1
P/L入 庫 報 告 書
,Inv

.
,貨 物受取書

品'名 1 Inv. (InvoiceとoneWriting)

個 数 1 〃

数 量 1 〃

寄託者 氏名,登 録 印 1 ノ

荷 渡 先 1 台 帳 乙 仲

保管料計算基準期日指定
ρ

1 〃 担当者の判断

入 出庫 料 負 担 先 1 〃 介 〃

有 効 期 限 1

,

」 ■

■
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帳 票 名INSUR .ANCEAPPLICATION(1/A)

発行条件

系 路
1Shi

pper
21

nsurer

項 目 名 内 容 記 入者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展開帳票
`

備 考

No. 証 券Nα 112) (Inv.) 10
3桁 ……被保険者

7桁 ・・-Inv.M原 則は保 険会社記入

Prov.No. 予 定 保 険No 1 予定保険引受書

AmountInsured 保 険 金 額 2 〃(L/C) 少数以下切上Dutyの 金額は別に表示'UP率 指定 とA
mount指 定有

Name〔s)ofAssured〔s)、etc. 被 保 険 者 1 25

AssuredsCode 被 保 険 者 コ ー ド 1 10
後2桁 は商品を現わす

(保 険会社 に より異 なる)

ShiporVesselCalledlthe 船 名 1 (B/0)
'

具体的名称 を入れる必要 はなく航空か船 か
の別 でもよい

Sailingonorabout 出 帆 予 定 日 1 Inv.(B/0)
ヒ屋 → 卜奉が原 則

Inv.に 同 じ

atandfrom 船 積 港 1 L/C,C/N 船積以 前 も保証 する ときは補足す る

arrivedat 陸 上 港 1 〃 陸上以 降 も 〃

GoodsandMerchandises 品 名 1 Inv.

注 記 1 L/C指 定

Quantity 数 量 1 Inv.

InvoiceNo. 1 〃

PlaceandDateSignedin P・licy発 行地,日 付 2

Policiesissured Policy発 行 枚 数 1
A

L/C指 定Original&Dupcopyは10

Conditions 付 保 条 件 2

シ

L/C,C/N 保険会社記入

、
Claim、}itallyPayableat

'

保 険 金 支 払 地 1, 〃

by 保 険 金 支 払 人 1



項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利用 者 展開帳票 備 考

Date 発 行 日 1

Rate 保 険 料 率 1

Premium 保 険 料 1

円 換 算 1

Exch@ 換 算 率 1

ー
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帳 票 名:貨 物 入 庫 報 告 書

発行条件 貨 物 の 入 庫

系 路
1倉 庫2荷 主

項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展開帳票 備 考

あ て 先 荷 主 名 1 梱 包 明 細 2

鳩 1 2

台 帳(B)# 1 2 台帳 よ り転記

発 行 日 1 2

課a/c 1 2

4
'

■
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考備

入記規新

入記規新

入記規新

〃

〃

〃

〃

〃

〃

票帳開展

廟議

者用利

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ワ一

数桁票帳原

綱開・包梱

細明包梱

細明包梱

綱開包梱

細明包梱

細明包梱

者入記

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

容内名目項

分回第

印名庫倉

名品

#約買

#約売

)先庫入(先入買

要摘

日月庫入

数個

数入

数総受荷

関機送還

所場荷入

数才量重

装荷

M庫入

甑庫

由晦川面S
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帳 票 名 輸 出 申 告 書(税 関 用)

発行条件 貨物入庫S/1が 海貨業者に依頼された時点で発行

系 路
1 海貨業者 2税 関(膓

。乳 ・
3大 蔵 省

(統 計)
4海 貨 業 者

(許 可)
5本 船

(積 込check)

6 海 貨 業 者 7輸 出 者

(フ ァイ ル)

8 9 10 11 12

項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展開帳票 備 考

あ て 先 税 関 庁 長 名 1 /
輸 出 者 住 所 氏 名 印 1 /
代 理 人 住 所 氏 名 印 1 /
申 告 年 月 日

.

`

1 /
積 込 港 1 invoice

積 載 船(機)名 1 invoice

出 港 予 定 年 月 日 1 invoice

仕 向 地(都 市)(国) 1 invoice

申 告 番 号 1 / 8 3 D/R

積 込 港 符 号 1 / 3 3

船(機)籍 符 号 1 / 1 3

貿 易 形 態 別 符 号 1 / 3 3

仕 向 国(地)符 号 1 / 3 3

輸 出 者 符 号 1 / 5 3

調 査 用 符 号 2 /
蔵 置 場 所 1 入庫 報告書

品 名 1 invoice

統 計 品 目 番 号 1 / 6 3 S/A × × × 一 × × ×

■

■

令
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項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展開帳票 備 考

単 、位 1 P/L

数 量 1 P/L 3

申 告 価 格(F.0.B) 1 invoice 3
F.0.B価 格 を円建 で記載,千 円単位 で

統計用

調 ・ 査 欄 3 /.
個数記号,番 号,外 国産品のときは生産地 1 invoice

輸出承認又は契約許可番号,銀行認証番号
.「

1 E/L

添 付 書 類 1 /
申 告 書 枚 欄

'
1 / 申告書,枚 数,行 数

許 可 印 年 月 日 3 /
税 関 用 記 入 欄
1.検 査場検査2.現 場検査 3 、/

呉 税 運 送*承 認 2and3 /
積 込 年 月 日 3 / 荷 主

受 理 3 /
審 査 3 /
通 関 士 記 名 押 印 2 /
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帳 票 名'CERTIFICATEANDLISTOFMEASUREMENTAND/ORWEIGHT(M/W)

発行条件

. _

P/Lに よりCargoを 計 り発行 す る

系 路
1 検定協会 2 船社(運 賃) 3海貨業者 4 輸 出 者 5買 取銀 行

項 目 名 内 容
,

記入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展 開 帳 票 備 考

No 1 (× ××)Nox× ×一×× ×一×××××/× ×

≒三¥≒ 己]
SheetNα 1. 検査員 の登録Nα 乙仲コニ ド 課 一連No

積 出 港 日 付 1 P/L

「'

検量所 の場所 リス ト枚数

海 貨 業 者 名

.

1 〃

Mark&Number 荷 印 1 〃

NumberofPackages 包装個数 1 〃

FFt
. フ ィー ド 1 2.3

、

4

In.
、

インチ 」
'た て

1 〃

「Ft・
フ 戸 ト〕 1 〃 〉 短い順 に書 く

く

LI・.
インチ 」

1トよ こ

1 〃 (本 来 のたて,よ こ,た かさではない)

「Ft・
フ ー ト〕 1 〃

{1。.

1」た か さ

イ ン チ
」

1 〃 ン

CftPerP'kgFt. 1個 才量 1 〃 P/L

In. .1
〃 P/L

TotalCftFt. 合計才量 1 〃 P/L.S/A,D/R B/L、MANIFEST

In. 1
「

〃 P/L、S/A.D/R B/L.MANIFEST

WeightperPackage 1個 重量 1 〃 P/L

TotalWeight 合計重量 1 〃 P/L.S/A,D/R B/L.MANIFEST

■

■

■
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項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展 開 帳 票 備 考

Shippers 荷送人 1 P/L

VesselFromto 船名,積 出港,荷 卸港 1 〃

Attended 出帆 日 1 〃

District 地 区 1 〃

戊scription 貨物の明細 1 〃

帳 票 名sHIPPINGAPpLIcATIoN

－

法

四
一

発行条件
－

RookingMEMδ が交 さ れ てい る こ と

系 路
1 海 貨 業 者 2船 社

項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展 開 帳 票 備 考

Fo÷wardingAgents 海貨業者 1 / S/O,ルR,B/L

B/LNσ B/LNα 2 / 1.2 〃 船社に よって異 なる

ShippersReferenceNo. 1 S/1 〃 invoiceNα

Shipper 荷送人 1』 〃 〃

Consignee 荷受人 1 〃 〃

NotifyParty 着荷通知先 1 〃 〃 複数 の こと もある

LocalVesse1 第一船名 1 〃 〃

、

,現 在未使用

From 第一船積港 1 〃 〃 '

一
〇ceanVesse1 船 名

.

1 〃 〃

V∂y,N∂ ・ 航 海Nα 1 / 〃
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項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展 開 帳 票 備 考

Portofloading 積込港 1 S/1 S/O,M/R,B/L

Portofdischarge 荷卸港(積 替港) 1 〃 〃

Fortranshipmentto 最終荷卸港 1 〃 〃

Finaldestination
(fortheshippersreferenceonly) 最終目的地 1 〃 〃

MarksandNumbers 荷印&番 号 1 〃 〃

NoofPkgs,orunits 包装/単 位の個数 1 〃 〃

Kindofpackagesdescriptionofgoods 包装の種類,貨 物 の明細 1 〃 〃

GrossWeight 総重量 1 w 〃

Measurement 才 数 1 M/W 〃

Totalnumberofpackagesorunits 包装/単 位の総数 1 S/1 〃

FreightandCharges 運賃友び諸掛 1 S/1 〃

RevenueTons 運賃計算屯数 1 運賃料金表 B/L 特 別 に取 決 め られ た 場 合Bookingmemo

か ら取 る。

Rate 運賃率 1 M/W 〃

Per 建 屯 1 S/1 〃

Prepaid 前払金額 1 〃 〃

Collect 後払金額 1 〃 〃 atDestination

Prepaidat 前払地 1 〃 〃

Payableat 後払地 1 〃 〃

Placea・ndDateofissue 発行地及び日付 1 〃 1 〃

TotalPrepaidinLocalCurrency 前払円金額 1 / 〃

NoLofOriginalB(s)/L B/L必 要 枚数 1 S/1 〃

`

'
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項 目 名 内 容 記入 者 原 帳 票 桁 数 .利 用 者 展 開 帳 票 備 考

Ex.Rate 交換比率 1 / B/L

海 貨 業 者 1 S/1 1 B/L

他 貨 品 目 1 S/1 1 B/L

S/ONumber 2 / 1 S/O.B/L

海 貨 コ ー ド 1 / 4 〃

荷 送 人 コ ー ド 1 / 5 〃

ア ロ ン グ サ イ ド 条 件 1 / 1 〃

品 目 コ ー ド 1 / 6 〃

B/L作 成地(最 終荷受地) 1 S/1 1 B/L

帳 票 名 BILLOFLADING

発行条件 Shipperよ り運賃が支払 われた時点

系 路
1 海 貨 業 者 2総 社 3海 貨 業 者 4 輸 出 者 5買取銀行

項 目 名 内 容 記 入者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展 開 帳 票 備 考

ForwardingAgents 海貨業者 1 S/1

B/LNo B/LNα 2 / F/L,MANIFEST 船社 によって異なる

ShippersReferenceNぴ 1 S/1 INVOICENa

Shipper 荷送人 1 〃

Consignee 荷受人 1 〃 F/L,MANIFEST

NotifyParty 着荷通知先 1 〃 〃 o
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項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳票 桁 数 利 用者 展 開 帳 票 備 考

LocalVessel 第一船名(国 名) 1 S/1 F/L,MANIFEST

From 船積港 1 〃 〃 、

OceanVesse1 船 名 1 〃 〃

VoyNα 航海Nα 1 / 〃

Portofloading 積込港 1 S/1 〃

Portofdischarge 荷卸港(積 替地) 1 〃 〃

Placeofdelivery 荷捌 き場所
、

1 〃

.

〃

Finaldestinationforthe
Merchantsreference

最終 目的地 1 〃 〃

ContainerNぴ
コ ンテ ナNα

FCLの 時1

LCLの 時2 / 〃

SealNoMarksandNumbers シールNα,荷 卸
FCLの 時1
LCLの 時2 / 〃

No、ofContainersorpkgs 包装/単 位の個数 1 S/1 〃

Kindofpakages;Descriptionofgoods 包装の種類,商 品名 1 〃 〃

.GrossWeight 総 重 量 1 〃 〃

Measurement 才 数 1 〃 〃

Totalnumberofpakagesor皿its 包装/単 位の総数 1 〃

FreightandCharges 運賃及び諸卦 1 〃

RevenueTons 運賃計算屯数 1 〃

Rate 運賃率 1 〃 F/L,MANIFEST

Per 建 屯 1 〃 〃

Prepaid 前払金額 1 〃 〃

Collect 後払金額 1 〃 〃

、

4 ▼
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項 目 名 内 容

'

記 入 者 原 帳票 桁 数 利 用者 展 開 帳 票 備 考

ExchangeRate 交換比率 1 S/1

Prepaidat 前払地 1 〃

Payableat 後払地 1 〃

PlaceandDateofissue 発行地及び日付
発行地1
日 付2

〃

TotalprepaidinYen 前払円金額 1 〃

No.oforiginalB(S)/L B/L必 要枚数 1 〃
'

LadenonBoardtheVessel 2 /
Date 2 /
Signature 2 /

帳 票 名:DOCKRECEIpr

発行条件 BOOKINGMEMOが 交 されてい るもの(S/A,S/Oに 交る もの コンテネーのみ必要)

系 路
1海貨業者 2ターミナルオベナ タ

(船 社)

3海 貨 業 者

項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展 開 帳 票 備 考

ForwardingAgent 海貨業者 1 / B/L 船社によ ってまちまち

D/RNρ(B/LN血) B/LNo, 2 / 〃

Shipper 荷送人 1 S/1 〃

Consignee 荷受人 1 〃
〃

NotifyParty 着荷通知先 1 〃
〃 '

Precarriageby (未 使用) 1 〃
〃
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項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者
'展 開 帳 票

備 考

Placeofreceipt (未 使 用) 1 S/1 B/L

OceanVessel 船名 1 S/1 〃

VoyagcNo. 航海No 1 / 〃

Portofloading 積込港 1 S/1 〃

Portofdischarge 荷卸港(積 替地) 1 〃 〃

Placeofdelivevy 荷捌き場所 1 〃 〃

Finaldestination 最終目的地 1 〃 〃

CotainerN臥 コ ンテ ナーNα
FCLl
LCL2

S/1/

/
〃 例 × × × × × × × × × × ××

』〒」1』 ≠ 」≠

SealNα シー ル 晦
FCLl

LCL2
S/レ

/'
〃 船 社 コンテナ コンテナ ランニング

タイ プ 材 質N旺

Marks&Numbers 荷 印 1 S/1 〃

No,ofContainersorpkgs 包装/単 位の個数 1 〃 〃

Kindofpackages;Descriptionofgoods 商品名 1 〃 〃

GrossWeight 総重量 1 M/W 〃

Measurement 才 数 1 M/W 〃

Containers

Totalnumberofpackagesorunits
包装/単 位の総数 1 S/1 ".

Freight&Charges 運賃及び諸掛 1 S/1 〃

RevenueTons 運賃計算屯数 1 / 〃

Rate 運賃率 1 S/1 〃
A

Per 建 屯 1 〃 〃

Prepaid 前払金額 1 〃 〃

Ccllect 後払金額 1 〃 〃

、
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項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用 者 展 開 帳 票 備 考

ExchangeRate 交換比率 1 / B/L

Prepaidat 前払地 1 S/1 〃

Payableat 後払地 1 S/1 〃

PlaceofIssue 発行地及日付 1,日 付は2 /
P

〃

TotalPrepaidinYen 前払円金額 1 S/1 〃

No.ofOriginalB(S)/L B/L必 要 枚数 1 〃 〃

B/L作 成地(最 終荷主地) 1 〃 ロー カルB/L作 成地 必要

海 貨 業 者 1 〃

他 貨 品 目 1 〃

ExportDeclarationNo. 輸出申告M 1 E/D

ServeiceTypeorReceivin91 積地 サー ビスの形態 1 S/1 CLP CY.CFS.DOOR荷 受 場 所

ServeiceTypeorDelivery 揚地 サー ビスの形態 1 〃 CLP CY.CFS.DOOR荷 捌 場 所

InlarcCarrier's,name

atPortofDischarge 揚地側の国内輸送業者名 1 〃 ほ とん ど指定 しない

TypeofGoods 貨物の情報 1 〃

ReeferTemperatureRequired 冷凍貨物の必要温度 1 〃 CLP

DangerousLabelCIassification 危険品 貨物 の法令 に定め
られた ラベル と分類

1 〃 CLP 国際規格 で きまっている

AＬstralianDepartmentofHealth
オース トラリア植物検疫

のための申告欄
1 〃 CLP

海貨業者 コー ド 1 コードブック CLP

荷 送 人 1 コー ドブック

品 目 コ ー ド 1 E/D

一___________」
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帳 票 名 SHIPPINGORDER

発行条件 ShippingApplicationを も とに 発 行(S/AとSet)

系 路
1海 貨 業 者2船 社 3海 貨業者4本 船(フ 。イル)

・

項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展 開 帳 票 備 考

FowardingAgents 海貨業者 1 S/1 4 M/R

Shipper 荷送人 1 〃 4 〃

Corsignee 荷受人 1 〃 4 〃

NotifyParty 着荷通知先 1 〃 4 〃

LocalVesse1 第一船名 1 〃 4 〃

From 第一船積港 1 〃 4 〃

OceanVessel 船 名 1 〃 4 〃

VoyNo 航海N吐 1 〃 4 〃

PortofLooding 栢入港 1 〃 4 〃

portofDischarge 荷卸港(積 替港) 1 〃 4 〃

ForTranshipmentto 最終荷卸港 1 〃 4 〃

FinalDestination
(fortheShippersonly)

最終目的地 1 〃 4 〃

-

MarksandNumbers 荷印&番 号 1 〃 4 〃

KindofPackagesDescriptionofgoods 包装の種類,商 品名 1 〃 4 〃

GressWeight 総重量 1 M/W 4 〃

Measurement 才 数 1 M/W 4 〃

TotalNumberofpackagesofUnits 包装/単 位の総数 1 S/1 4 〃

Exceptions REMARK 検数業者 / 4 〃

HatchNα ハ ッチNo 〃 / 4 〃

ReceivedinAll
〃 / 4 〃

Dated 〃 / 4 〃

S/ONumber ShipPingOrderNo 2 /

.、

'
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帳 票 名,
　

MATESRECEIPT

1

窃

†

発行条件
,●

S/0と 貨物確認後本船で発行

系 路 1海 貨業者2船 社 3海 黄業者4本 船 5船 社

項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利 用者 展 開 帳 票 備 考

FowardingAgents' 海貨業者 1 S/1 4

Shipper 荷送人 1 〃 4

Consignee 荷受人 1 〃 4

NotifyParty 着荷通知先 、 1 〃 4

LocalVessel 第一船名 1 〃 4

From 第一船積港 1 〃 4

OceanVeSSel 船 名 1 〃 4

VOyNσ 航海M 1 〃 4

PortofLoading 積込港 1 〃 4

portofDisscharge 荷卸港(積 替港) 1 〃 4

ForTranshipmentto 最終荷卸港 1 〃 4

FinalDestination
(fortheShipPersonly)

最終目的地 1 〃 4

MarksandNumbers 荷印&番 号 1 〃 4

KindofPackagesDescriptionofgoods 包装の種 類,商 品名 1 〃 4.

GrossWeight 総重量 1 脚 4

Measurement 才 数 1 M/W 4

TotalNumberofPackageofUnits 包装/単 位の総数 1 S/1 4

Exceptions Remark 検数業者 / 4

HatchN軌 ハ 。チNぴ 〃 / 4

ReceivedinAll 〃 / 4

Dated 〃 / 4

S/ONumber ShippingOrderNα 2 S/O 4 B/L

L 」
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帳 票 名 CONTAINERLOAD'PLAN(CLP)

発行条件 貨物 、S/O,P/Lが 揃 って作成

系 路
1 海貨業者 2.タ ーミカ 叱オペ レータ

(船 社)

3揚 地
工Fジ ェン ト揚 地税関)

項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 利用 者 展 開 帳 票 備 考

ContainerNo コンテナ番号 1.2 / 3.4

Size/TypeofContainer コンテナのサイズとその番号 〃 / 〃

SealNo, 封印番号 〃 / 〃 封 印を2カ 所以上行な った時は全ての番号

TemperatureRequired 冷凍貨物の必要温度 1 / 〃

OceanVessel/VoyageNo 船名及び航海番号 1.2 / 〃

PlaceofReceipt 貨物を引受ける場所 〃 D/R 〃 CY.CFS,DOOR

PortofLoading 船積港 〃 〃 〃

PortofDischarge 陸揚港 〃 〃 〃

PlaceofDelivery 貨物を荷受人に引渡す場所 〃 〃 〃 CY,CFS,DOOR

E/D㎏. 輸出申告書番号 〃 〃 6 〃

B/L梅 B/LNo, 2 〃 〃

ShipPer/Consignee 荷送人及び荷受人の名前 1.2 〃 〃 単位も記入

Marks&Numbers 荷 印 〃 〃 〃 単位 も記入

N軌&KindofPackages 荷物 の個数,荷 姿 〃 〃 〃

DescriptionofGoods 荷物の品名 〃 〃 〃

琴ITCC♪de 輸出統計品目番号 〃 〃 〃

Weight 重 量 〃 〃 〃

Measurement 才 数
'

〃 〃 〃

＼
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項 目 名 内 容 記 入 者 原 帳 票 桁 数 刑 用 者 展 開 帳 票 備 考.

Remarks 備 考 1.2 D/R 3.4

N。wSealNo
封印 をやり直 した場 合

新 しい封 印番号
1.2 / 〃

「
ReasonForBreakingSea1 封 印を開 いた理由 2 / 〃

DateofVanning 貨物 をコンテナ積 した 日付 1.2 / 〃

TotalPkgs. 貨物の総個数 〃 / 〃

PlaceofVanning 貨物 をコンテナ積 した揚所 〃 /
TareWeight
.

コンテナ 自重 〃 / 3.4

TotalWeight
'

貨物の総重量 〃 〃

プ
TotalMeast 貨物の総容積 〃 / 〃

InCaseofDangerousGoods、

PleaseEntertheLabel

(ClassificationofGood)

危 険物 の法令 に定 め られ
た ラベル と分類 〃 D/R 〃

AustraliaDepartmentofHealth

艦::漂;鵠 鑑li汀
オース トラリア

植物検疫 申告書
〃 D/R 〃

GrossWeightLbs
貨物入 コンテナの総重量

(ボ ン ド)
〃 〃

GrossWeightKgs 貨物入 コンテナの総重量
(キ ロ)

〃 / 〃

責任者 日付 署名 / VANNINGの 責 任者 .

オベ レ一 夕 ー署 名 2 / FCLの 場 合,

ト 一
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帳 票 名 FREIGHTLISTORMANIFEST

発行条件 D/R,B/Lよ り作成

系 路
1総 社 2本 船 3 揚 地

エージェント
4揚地 税関

.

項 目 名 内 容 記 入 者 原帳 票 桁 数 利 用者 展 開 帳 票 備 考

PageNo, ペ ー ジNo . 1 / 3.4

M/SMaruVoy.Nα 船名,航 海No 1 B/L,D/R 〃

Captain 船長名 1 / 〃

SailedFrom 積込港 1 B/L,D/R 〃

For 揚 地 1 B/L,D/R 〃

On 出港月 日 1 / 〃

ContainerNo, コ ン テ ナ ーNo . 1 B/L,D/R 〃

SealNα
シ ー ルNo. 1 〃 〃

B/LNo, B/LNo, 1 〃 〃

Marks&Nos, 荷印&番 号 1 〃 〃

Description 品 名 1 〃 〃

No.ofPackages 包装/単 位の個数 1 〃 〃

Shippers 荷送人 1 〃

・

〃

Consignees(NotifyParty) 荷受人 1 〃 〃 実 際の荷受人 が書 かれる

Weight 重 量 1 〃 〃

Meas't 才 数 1 〃 〃

Rate 運賃率 1
、

〃 〃

FreightPrepaid 運賃先払 1 〃 〃

FreightCollect 運賃後払 1 〃 〃

Remarks 備 考 1 〃 〃

寄 港 地 ご と にTota1を と る

・ ご ."一 ■ 一伊 レ
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発行所

禁 無 断 転 載
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財'団法 人 日 本 情 報 処 理 開 発 セ ン タ ー

東京 都港 区芝 公園3-5-8

機 械 振 興 会 館 内

TEL(434)8211
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